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我が国の運転実績に基づいた検討内容と検討結果

ＢＷＲ及びＰＷＲ

共通の検討課題

（以下の一覧表にて通し番号の

頭文字が「共」の検討課題）

ＢＷＲに係る

検討課題

（以下の一覧表にて通し番号の

頭文字が「Ｂ」の検討課題）

ＰＷＲに係る

検討課題

（以下の一覧表にて通し番号の頭

文字が「Ｐ」の検討課題）

合計

カテゴリー「①」 ５件 １２件 ６件 ２３件

カテゴリー「再①」 １件 ２件 １件 ４件

カテゴリー「②」 ０件 ０件 ０件 ０件

カテゴリー「③１」 ０件 １件 ２件 ３件

カテゴリー「③２」 ０件 ０件 ０件 ０件

その他 １件 ０件 ０件 １件

合計 ７件 １５件 ９件 ３１件
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No. 条番号 項目 検討内容
検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

共１ 共通

ＢＷＲ

１１他

ＰＷＲ

１２他

構成及び定

義 他

長期停止したプラントにおいて、原子

炉圧力容器の耐圧試験を行う際に、燃

料を装荷していない状態で原子炉冷温

停止状態の運転制限条件が適用された

ことを踏まえ、炉内の燃料の有無に係

る適用条件の適正化について検討す

る。

① 設置許可における事故解析は、原子炉内に燃料があることを前提としているこ

とから、炉内に燃料が無い場合に原子炉運転モードが適用されないよう運転管

理規定を見直したとしても、設計段階における上流規制との整合性は確保され

る。また、炉内に燃料が無い場合には炉心での事故を想定する必要はないこと

からも、炉内に燃料が無い場合に原子炉運転モードが適用されないよう運転管

理規定を見直したとしても、運転段階における安全性は確保されている。従っ

て、本項目はカテゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができ

るものと整理される。

なお、米国においては、ＳＴＳ作成時から原子炉の運転モードの定義は「燃料

が原子炉圧力容器内にある場合」とした運用がなされている。

共２ 共通

ＢＷＲ

１１他

ＰＷＲ

１２他

第４章全般 運転上必要な設備を作動させる場合の
ＬＣＯ対象機器・系統が制限を満足し
ていることの判断事項である“動作可
能”の定義の明確化について検討する。
事例：サプレッションチェンバからド
ライウェル真空破壊弁の“動作可能”
を確認する手段として、リミットスイ
ッチから検出されるランプ表示で確認
しているが、ランプ表示以外の方法で
真空破壊弁の状態を確認することも可
能である。

① 設置許可では、ＬＣＯ対象機器・系統の設計上の要求に係る記載がある。「動

作可能」とは、これらの要求に対する機器・系統の機能が、必要な時に必要な

能力を発揮可能な状態であり、動作可能の定義を明確化したとしても、設計段

階における上流規制と整合する。また、明確化した「動作可能」を運用したと

しても運転段階における安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー

「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国では第１章に「Operable（動作可能）」の定義について記載されて

おり、運転管理規定においては、包括的にすべての条文に対応した動作可能の

定義が明確になっていないことから、米国の状況を踏まえつつ、我が国の運用

状況を考慮し、動作可能の定義、その範囲の明確化について検討する。また、

個別の事例についての明確化についても検討する。

共３ 共通

ＢＷＲ

２７

ＰＷＲ

３４

計測及び制

御設備

安全保護系（計測制御系）の設備数に

ついては、事故時に単一故障を想定し

ても確実な動作を保証する（「安全設計

審査指針」の要求を満足する）設備と

しては2 out of 3構成とすることが求

められている。これに対し、原子炉設

置者は、保守性、設備信頼性の向上を

再① 設置許可では、事故時に確実な動作を保証する設備数（以下、「要求設備数」
という。）に加え、プラントの保守性、設備信頼性の向上のために設置した設
備を含めた実設備数が記載されているプラントがあり、また工事計画において
も同様に実設備数が認可対象として記載されているため、運転管理規定に記載
すべき設備数について再整理が必要である。
運転管理規定に記載すべき設備数としては、要求設備数を記載していれば、「安
全設計審査指針」の要求を満足することになる。このため、設置許可に記載さ
れている設備数を運転管理規定のＬＣＯとして必ずしも規定する必要はなく
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No. 条番号 項目 検討内容
検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

図る目的から2 out of 4の設備構成と

し、運転管理規定においても実設備数

である４チャンネルをＬＣＯとして要

求している。この場合の運転管理規定

におけるＬＣＯの設備数について検討

する。

要求設備数を規定することで上流規制との整合性は確保される。また、再整理
の結果を受け、要求設備数を記載することで、運転段階における原子炉施設の
安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「再①」に分類され、運転
管理規定を見直すことができるものと整理される。
なお、米国においては、事故時に単一故障を想定しても確実な動作を保証する
要求設備数を記載する運用になっている。

共４ 共通

ＢＷＲ

２７

ＰＷＲ

３４

計測及び制

御設備

原子炉格納容器換気空調隔離計装及び
中央制御室非常用循環系計装は、設置
許可や工事計画認可に記載されていな
いことから、当該設備に関する記載を
運転管理規定から削除することについ
て検討する。

① 設置許可や工事計画認可では、原子炉格納容器換気空調系隔離計装、中央制御

室非常用循環系計装に関する要求はないことから、当該設備に関する記載を削

除するよう運転管理規定を見直したとしても、上流規制と整合しており、また、

運転段階における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴ

リー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国では原子炉格納容器換気空調隔離計装及び中央制御室非常用循環系

計装に関するＬＣＯ等の要求が規定されている。

共５ 共通

ＢＷＲ

７２

ＰＷＲ

８７

運転上の制

限の確認

ＢＷＲ第７２条（運転上の制限の確認）
第５項に「運転上の制限を確認するた
めの事項を実施している期間は、当該
運転上の制限を満足していないと判断
しなくてもよい」とあるが、運転上の
制限を確認するための事項以外で、運
転上必要な設備を作動させる場合に一
時的に動作不能となることがあること
から､その扱いについて検討する。

事例：高圧炉心スプレイ系吸込弁の切

替操作時には、一時的に動作不能な状

態となるが、機能要求を満足するため

のものである。

① 設置許可では、運転上の制限の確認に関しては、定期的に試験を行うことが記

載されている。運転上の制限を確認するための事項以外において、運転上必要

な設備を動作させる必要があり、その動作に伴い一時的に当該系統が動作不能

となる場合、管理された状態で行う操作であることから、ＬＣＯを適用しない

ことを明確化することは設計段階における上流規制と整合する。また、明確化

された運用を行ったとしても運転段階における安全性は確保される。なお、Ｐ

ＷＲにおいても同様な旨の規定が記載されている。

従って、本項目はカテゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことが

できるものと整理される。

なお、米国では、管理された状態で行う操作であっても一時的に当該系統が動

作不能となる場合、ＬＣＯ逸脱として扱っている。
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No. 条番号 項目 検討内容
検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

共６ 共通

ＢＷＲ

－

ＰＷＲ

－

制御用空気

系

制御用空気系は、一部のＬＣＯ機器の

駆動源として必要な設備であることか

ら、制御用空気系のＬＣＯ、ＳＲ、Ａ

ＯＴを追加するよう運転管理規定を見

直すことの可否について検討する。

① 設置許可では、制御用空気系は事故時に動作が必要となる各機器に駆動用空気

を供給する機能が要求されていることから、運転管理規定を見直したとしても

設計段階における上流規制と整合している。また、制御用空気系を新たに規定

しても運転段階における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目は

カテゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理

される。

なお、米国においては、事故時に駆動用空気が必要となる機器は少なく、制御

用空気系が動作不能になった場合は、その影響を受ける機器についてＬＣＯを

満足しているかどうかの判断を行えば良いことから、制御用空気系についてＬ

ＣＯ等を規定する必要はないとしている。

共７ 共通

ＢＷＲ

－

ＰＷＲ

－

中央制御室

換気空調系

中央制御室に関して、事故時における

運転員の過度な被ばく防止の観点から

その非常用循環系の機能維持要求のみ

を規定しているが、中央制御室は通常

時及び事故時を問わず、各種機器や人

間が発する熱により温度が上昇するた

め常に冷却を続ける必要性があり、中

央制御室換気空調系の機能は非常用循

環系と同等の安全上の重要度がある

（「重要度分類指針」では両者は共にＭ

Ｓ－１に分類されている）と考えられ

る。また、米国のＳＴＳでは、中央制

御室換気空調系に係る機能維持要求が

既に規定されている。

中央制御室の温度制御について運転管

理規定への反映を検討する。

－ 中央制御室換気空調系については、原子炉設置許可申請書添付八の中で記載が

あり、その記載に基づいて空調ファンや空調ユニットといった設備が設置され

ていることから、上流規制との整合は確保されているものの、左記を踏まえれ

ば、現状（＝運転管理規定を見直さないとする場合）は運転段階において安全

上配慮すべき事項があると考える。

このため、運転管理規定の見直しを行うものとする。
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No. 条番号 項目 検討内容
検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｂ１ ＢＷＲ

１１

２１

構成及び定

義

制御棒の「動作不能」と「スタック」

の定義を明確化することを検討する。

① 設置許可では、制御棒１本全引抜き状態での停止余裕を確保することが要求さ

れている。制御棒の「動作不能」と「スタック」の定義を明確化したとしても、

停止余裕は確保されることから、設計段階における上流規制と整合する。また、

明確化した定義を用いたとしても運転段階における安全性は確保される。従っ

て、本項目はカテゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができ

るものと整理される。

なお、米国では、制御棒の動作不能のうち、制御棒駆動機構又は制御棒スクラ

ム・アキュムレータが原因で挿入不能となった状態を「スタック」と定義して

いる。

Ｂ２ ＢＷＲ

（ＡＢＷＲ）

２１

制御棒の動

作確認

ＡＢＷＲは、２本の制御棒を水圧制御

ユニット１体で動作させるため、水圧

制御ユニット１体の動作不能を完了時

間内に処置できない場合、２本の制御

棒がスタックとみなされ、即座に高温

停止を要求する記載となっている。Ａ

ＢＷＲにおいては同一水圧制御ユニッ

トに属する２本の制御棒が動作不能時

の扱いについて検討する。

① ＡＢＷＲの設置許可では、「同一の水圧制御ユニットに属する１組の制御棒」

に対し停止余裕を確保することが要求されている。スタックした２本の制御棒

がこの要求の条件の範囲内にある場合は、残りの制御棒で炉心を臨界未満とす

ることができるため、上流規制と整合する。また、同一水圧制御ユニットに属

する２本の制御棒が動作不能になったとしても、臨界未満とすることかできる

ことから、運転段階における安全性も確保される。従って、本項目はカテゴリ

ー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｂ３ ＢＷＲ

２７

計測及び制

御設備

原子炉保護系計装では、「スクラム排出
容器水位高」のスクラム信号を常時（運
転、起動、高温停止、冷温停止及び燃
料交換）要求している。
しかし、原子炉モードスイッチが「停
止」位置にある場合は、制御棒が全挿
入されていることから、「スクラム排出
容器水位高」のスクラム信号の適用範
囲の見直しについて検討する。

① 設置許可では、原子炉モードスイッチが「停止」の場合には、制御棒が全挿入

され引抜きが阻止されることからスクラム排出容器水位高によるスクラム信

号をバイパスできること、また原子炉モードスイッチが「燃料交換」の場合に

は、スクラム排出容器水位高によるスクラム信号をバイパスすると制御棒の引

抜きが阻止されることが記載されており、これらの状態で「スクラム排出容器

水位高」をバイパスすることは、設計段階における上流規制と整合する。また、

制御棒が全挿入され引抜きが阻止されている場合、スクラムを想定する必要は

ないことから、原子炉保護系計装のスクラム信号がなくとも運転段階における

安全性も確保される。従って、本項目はカテゴリー「①」に分類され、運転管

理規定を見直すことができるものと整理される。
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No. 条番号 項目 検討内容
検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

なお、米国では、運転、起動及び燃料交換（制御棒を引き抜いている場合のみ）

においてスクラム信号が要求されている。

Ｂ４ ＢＷＲ

２７

計測及び制

御設備

全燃料取出状態から、燃料を装荷する

際、起動領域モニタが正常であっても

計数率が３cps未満の場合もあり、その

扱いについて検討する。

再① 設置許可では、中性子源領域モニタの監視能力として、最小計数率を３cpsと

することが記載されており、３cps以外の最小計数率を運転管理規定に規定す

るには、再整理が必要である。計数率が３cps未満でも中性子源領域モニタの

健全性が再整理により確認できれば、設計段階における上流規制と整合する。

また、中性子源領域モニタの健全性が確認できれば、計数率が３cps未満であ

ったとしても、運転段階における安全性は確保される。従って、本項目はカテ

ゴリー「再①」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理さ

れる。

なお、米国では、監視可能である判断基準として、信号／ノイズ比に応じた計

数率が用いられている。

Ｂ５ ＢＷＲ

３９

非常用炉心

冷却系その

１

自動減圧系の運転上の制限を満足して

いることの確認は、駆動用窒素圧力が

所定の圧力となっていることを確認す

ることであり、弁単体ではなく系統と

して健全性を確認するよう定められて

いるが、措置条件は弁単体で設定され

ている。自動減圧系の運転上の制限に

ついて検討する。

再① 設置許可における事故解析では、自動減圧系１弁の故障を前提とした解析を行

っており、自動減圧系の１系統（全弁）の故障を前提とした解析は行っていな

いことから、１系統（全弁）動作不能時の運転継続に係るＡＯＴを設定するに

は、再整理が必要となる。再整理により自動減圧系の１系統（全弁）の故障を

前提とした解析結果が、設置許可の事故解析結果に包絡される範囲内であれ

ば、上流規制と整合する。また、事故解析結果に包絡される範囲であれば、自

動減圧系１系統（全弁）動作不能時の運転継続に係るＡＯＴを規定しても、運

転段階における安全性が確保される。従って、本項目はカテゴリー「再①」に

分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国では、自動減圧系の運転上の制限は弁数となっており、運転継続に

係るＡＯＴが許容される弁数として１弁が規定されている。

Ｂ６ ＢＷＲ

３９

４１

非常用炉心

冷却系その

１

原子炉隔離

時冷却系

適用モード期間中に試運転が行われる

運転実績を踏まえ、蒸気駆動式である

高圧注水系及び原子炉隔離時冷却系の

試運転中の扱いについて検討する。

① 設置許可では、高圧注水系に対する運転可能な圧力範囲についての記載があ

る。安全解析において、原子炉冷却材喪失事故（中小破断）時では、高圧注水

系は原子炉への注水手段として期待しているが、原子炉冷却材喪失事故（大破

断）時では、原子炉圧力が即時に低下し、蒸気駆動式である高圧注水系ポンプ

の運転可能最低圧力未満となるため、原子炉への注水手段としてはほとんど期
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待できない。このことから、運転可能最低圧力付近において、試運転が終了し

高圧注水系の健全性が確認されるまでＬＣＯが適用されない期間を設けたと

しても、上流規制と整合する。また、運転可能最低圧力付近においてＬＣＯが

適用されない期間を設けたとしても運転段階における安全性が確保される。従

って、本項目はカテゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことがで

きるものと整理される。

原子炉隔離時冷却系は、設置許可では、高圧注水系と同様に運転可能な圧力範

囲についての記載があり、原子炉圧力が高い状態においての常用の注水手段と

なっている。原子炉冷却材喪失事故では原子炉圧力が高い小破断時における注

水手段の補完設備となる程度であり、運転可能最低圧力付近において、試運転

が終了し原子炉隔離時冷却系の健全性が確認されるまでＬＣＯが適用されな

い期間を設けたとしても、上流規制と整合する。従って、高圧注水系と同様に

カテゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理

される。

なお、米国では、適用モードから１２時間はＬＣＯが適用されないと規定して

おり、その期間において試運転が実施されている。

Ｂ７ ＢＷＲ

４３、

５０

格納容器及

び格納容器

隔離弁、

原子炉建屋

給排気隔離

弁

格納容器の機能は事故時に隔離するこ

とであり、定期検査時等では作業の都

合により、速やかに隔離可能な状態を

維持しつつ隔離解除が必要となる場合

（例えば、ドライウェル点検時におけ

るドライウェル内部の空気の排気）も

ある。これを格納容器の機能喪失とみ

なさないことを明確にするため、貫通

流路は運営管理のもとで断続的に隔離

解除してもよい旨を保安規定に追記す

る方向で検討する。

なお、ドライウェル点検時にエアロッ

① 設置許可では、運転中において格納容器の機能（漏えい率が制限値を超えない

こと）の確保が求められている。定期検査時におけるドライウェル点検時に、

格納容器の隔離を解除して換気を実施しても、管理された状態での換気操作で

あり、事故時に隔離が必要な場合においても速やかに隔離（操作）可能である

ことから、設計段階における上流規制と整合する。また、事故時に速やかに隔

離することができれば、放射性ガスの放出を十分低い量に抑制することができ

ることから、運転段階における安全性は確保される。従って、本項目はカテゴ

リー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国では、一次格納容器隔離弁に対して、運営管理の下で貫通流路を断

続的に隔離解除してもよいと記載されている。
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クを開放することについては、既に機

能喪失とみなさないことを運転管理規

定に記載している。

Ｂ８ ＢＷＲ

４３

格納容器及

び格納容器

隔離弁

ＳＴＳでは、格納容器隔離弁の機能要

求のみをＬＣＯとして規定し、具体的

な対象弁の一覧までは要求していな

い。対象弁の一覧は手順書で明確にし

ておくことで十分と考えられることか

ら対象弁の一覧表の扱いを検討する。

③１ 設置許可では、設計方針として、格納容器隔離弁は事故時に格納容器から放射

性物質が漏えいするのを防ぐよう設計すること、設備の要件としては設置基準

が記載されているが、具体的な対象弁までは明記されていない。設置許可を受

けた工事計画書において具体的な格納容器隔離弁が記載されている。運転管理

規定の対象弁一覧表には、格納容器隔離信号で閉止する弁（工事計画書におい

て記載されている格納容器隔離弁を含む。）を記載しており、工事計画書の記

載を担保する観点から整理すると運転管理規定の見直しには課題があること

から、本項目はカテゴリー「③１」に分類され、運転管理規定を見直すことは

できないものと整理される。

なお、米国では、具体的な格納容器隔離弁名称は規定されていない。

Ｂ９ ＢＷＲ

４３

格納容器及

び格納容器

隔離弁

運転管理規定には格納容器隔離信号で

全閉する具体的な格納容器隔離弁名称

を記載した一覧表が規定されている

が、格納容器隔離弁以外の弁が含まれ

ているため、その扱いについて検討す

る。

① 設置許可では、設計方針として、格納容器隔離弁は事故時に格納容器から放射

性物質が漏えいするのを防ぐよう設計すること、設備の要件としては設置基準

のみ記載されているが、具体的な対象弁までは明記されていない。格納容器隔

離信号で閉止するものの格納容器隔離バウンダリを構成しない隔離弁を一覧

表から削除しても、事故時においても格納容器から放射性物質が漏えいするの

を防ぐことから、設計段階における上流規制と整合する。また、事故時におい

ても格納容器から放射性物質が漏えいするのを防ぐ範囲内で対象弁を見直せ

ば運転段階における安全性は確認される。従って、本項目はカテゴリー「①」

に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国では、具体的な格納容器隔離弁名称は規定されていない。

Ｂ１０ ＢＷＲ

５５

使用済燃料

プールの水

位及び水温

使用済燃料プールの水位がオーバーフ

ロー水位付近にあること及び使用済燃

料プールの水温が６５℃以下であるこ

とを毎日１回確認することを規定して

いるが、ＳＴＳでは１週間に１回確認

① 設置許可では、使用済燃料プールは、燃料プール水位及び燃料プール水の漏え

いを監視する設備を設けることが記載されている。これらの設備により、水位

及び水温を監視することができれば設計段階における上流規制と整合する。ま

た、使用済燃料プール下部から排水され水位が低下すること、及び燃料プール

冷却系で冷却されているため水温が急上昇することの可能性は低いため、使用
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することを規定している。使用済燃料

プールの水位及び水温の確認頻度につ

いて検討する。

済燃料プールの水位及び水温の確認頻度を見直しても運転段階における安全

性は確保される。なお、ＰＷＲにおける使用済燃料プールの水位及び水温の確

認頻度は１週間に１度である。従って、本項目はカテゴリー「①」に分類され、

運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国でも、使用済燃料プールの水位及び水温の確認頻度は１週間に１度

と規定している。

Ｂ１１ ＢＷＲ

５８

外部電源そ

の１

動作可能である外部電源が１回線もな

い場合の措置としてプラント停止が要

求されているため、現状の記載では、

所内単独運転が成功しているプラント

でも即時にプラントを停止しなければ

ならない。外部電源が１回線もない場

合の扱いについて検討する。

① 設置許可では、外部電源として２回線設けることを要求しているが、外部電源

喪失時にプラントを停止することの要求はない。外部電源喪失時に即時にプラ

ントを停止するのではなく外部電源を復旧するためにＡＯＴを設定すること

は上流規制と整合する。また、外部電源喪失時に外部電源を復旧するためにＡ

ＯＴを設定したとしても運転段階における安全性は確保される。なお、ＰＷＲ

においては、外部電源喪失時の外部電源を復旧するためのＡＯＴを設定してい

る。従って、本項目はカテゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すこ

とができるものと整理される。

なお、米国では、外部電源喪失時の外部電源を復旧するためのＡＯＴとして２

４時間を設定している。

Ｂ１２ ＢＷＲ

６０

非常用ディ

ーゼル発電

機その１

非常用ディーゼル発電機の事前ターニ

ング及びエアラン等の扱いについて検

討する。

① 設置許可では、外部電源が喪失した場合に､原子炉を安全に停止するために必

要な電力を供給し、かつ、冷却材喪失事故が同時に発生した場合に、工学的安

全施設作動のための電力も供給することが要求されている。非常用ディーゼル

発電機の事前ターニング及びエアラン等の操作を行うことは、管理された状態

で実施されることから上流規制と整合する。また、ＰＷＲにおける運転管理規

定にも規定されており、これまでの国内運転実績から言っても運転段階におけ

る安全性は確保されている。従って、本項目はカテゴリー「①」に分類され、

運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国では、事前のターニング及びエアランなどの操作は認められている。

Ｂ１３ ＢＷＲ

６９

複数の制御

棒引抜きを

伴う検査

第６９条では「制御棒操作手順に定め

る位置にないことを確認した場合は、

引抜制御棒の全挿入を開始する」こと

① 設置許可では、「制御棒引抜き手順及び制御棒パターン」に関する記載があり、

制御棒価値が最小となるよう手順を定め、手順に基づき制御棒を引き抜くこと

を規定しているが、手順に定める位置になかった場合の措置は規定されていな
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を規定しているが、第２３条では、制

御棒操作手順に定める位置にないこと

を確認した場合は、「速やかに当該制御

棒を制御棒操作手順に定める位置に適

合させる」ことを規定している。第６

９条における扱いを検討する。

いことから手順に定める位置になかった場合の措置を変更することは上流規

制と整合する。また、複数の制御棒引抜きを伴う検査を行う場合、スクラム機

能を有していること、及び第２３条（制御棒の操作）において「制御棒操作手

順に定める位置にないことを確認した場合は、速やかに当該制御棒を制御棒操

作手順に定める位置に適合させる」ことを規定しており、第６９条において、

制御棒操作手順に定める位置にないことを確認した場合の措置を変更したと

しても運転段階における安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー

「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国では「制御棒操作手順に定める位置にないことを確認した場合は、

引抜制御棒の全挿入を開始する、または当該制御棒を制御棒操作手順に定める

位置に適合させる」と規定している。

Ｂ１４ ＢＷＲ

７２

運転上の制

限の確認

第７２条第５項「運転上の制限を確認
するための事項を実施している期間
は、当該運転上の制限を満足していな
いと判断しなくてもよい」の運転上必
要な設備を作動させる場合のＬＣＯの
適用範囲の明確化について検討する。

事例：サプレッションプールの水位は
通常変動はないが、残留熱除去系・原
子炉隔離時冷却系等の運転時（定例試
験時等）にはポンプの運転により水が
循環するため、サプレッションプール
の水面が波打ち変動する場合がある。

① 設置許可では、運転上必要な設備について定期的に試験を行い、その健全性に

ついて確認することが要求されている。運転上必要な設備を定期的に確認する

場合は、適切な手段を選択して実施しており、ＬＣＯの適用範囲を明確化する

ことは上流規制と整合する。また、明確化した運用を行ったとしても、管理さ

れた状態で試験を実施することから、運転段階における安全性は確保される。

従って、本項目はカテゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことが

できるものと整理される。

Ｂ１５ ＢＷＲ

８４

燃料移動 燃料装荷時（市松模様完成前）は、制

御棒が引き抜かれた状態から挿入操作

を伴って実施する。現状の記載では「制

御棒引抜きを伴う場合」に要求される

ことになるが、燃料装荷時は、原則、

制御棒引抜きを伴うことはないため、

① 設置許可では、燃料取扱及び貯蔵設備の設備に対する要求が記載されている。

燃料移動手順に関する記載を明確化することは設計段階における上流規制と

整合する。また、現状の運用においても第８４条の規定を使用していること、

明確化された運用を行うことから、燃料装荷時の制御棒挿入を伴う場合も当該

条文が適用できるよう運転管理規定を見直したとしても、運転段階における安

全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「①」に分類され、運転管理
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記載に矛盾がある。当該条文の記載に

ついて検討する。

規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国では、燃料装荷時には全ての制御棒が全挿入されていることが要求

されている。

Ｐ１ ＰＷＲ

１２

構成及び定

義

第９２条（異常時の措置）の添付１「異

常時の運転操作基準」では、「低温停

止」、「高温停止」という記載があるが、

具体的な定義がないことから、運転モ

ードとの関連を含め明確化するよう運

転管理規定を見直すことについて検討

する。

① 設置許可では、「高温停止」、「低温停止」といった記載があることから、運転

管理規定を見直したとしても設計段階における上流規制と整合している。ま

た、「高温停止」、「低温停止」の定義を明確化しても運転段階における原子炉

施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「①」に分類され、

運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ２ ＰＷＲ

２２

減速材温度

係数

米国では、安全性が確認された範囲で

あれば、減速材温度係数が正の状態で

もＬＣＯ逸脱にしない運用※になって

いる。我が国においても、このような

運用ができるよう運転管理規定を見直

すことについて検討する。

※：我が国では、臨界状態では減速材温度係数

が「負」であることをＬＣＯとしている。

③１ 設置許可では、減速材温度係数は高温出力運転状態（モード１，２に該当）で

は負になるように設計することが要求されていることから、減速材温度係数が

正の状態でＬＣＯ逸脱にしないよう運転管理規定を見直した場合、上流規制と

の整合に問題がある。従って、本項目はカテゴリー「③１」に分類され、運転

管理規定を見直すことができないものと整理される。

Ｐ３ ＰＷＲ

４６

低温過加圧

防護

低温過加圧防護のため、圧力を逃がす

経路として「１台以上の加圧器安全弁

が取り外されていること」がＬＣＯの

(1)-2に記載されているが、加圧器マン

ホールは加圧器安全弁１台よりも開口

部が大きいことから、加圧器マンホー

ルも圧力を逃がす経路として期待出来

る。このため、現行のＬＣＯを「１台

以上の加圧器安全弁が取り外されてい

ること、または、加圧器マンホールが

① 設置許可では、原子炉冷却材圧力バウンダリが脆性破壊しないようにすること

を要求しており、低温過加圧時における圧力を逃がす経路として「加圧器マン

ホールが開放されていること」をＬＣＯとして追加しても設計段階における上

流規制と整合しており、また、加圧器マンホールを追加する運用を行ったとし

ても運転段階における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカ

テゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理さ

れる。

なお、米国においては設備を特定するのではなく、所定の面積以上の開口部を

確保することが規定されている。
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No. 条番号 項目 検討内容
検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

開放されていること」に運転管理規定

を見直すことについて検討する。

Ｐ４ ＰＷＲ

５２ 他

非常用炉心

冷却系 他

非常用炉心冷却系など冗長性を有する

系統の１系統が動作不能となった場合

に要求される措置として実施する、残

りの系統の健全性確認の頻度につい

て、ＢＷＲの運転実績を踏まえ、動作

不能になった後１回のみ実施するよう

運転管理規定を見直すことについて検

討する。

再① 設置許可では、非常用炉心冷却系などの安全上特に重要な設備について冗長性

の確保が要求されており、１系統が動作不能となった場合に要求される措置を

変更する場合はその妥当性について再整理が必要である。ＢＷＲにおける当該

措置の考え方等についてＰＷＲにも同様に適用することが確認出来れば、動作

不能になった後１回のみ実施するよう運転管理規定を見直したとしても設計

段階における上流規制と整合しており、また、運転段階における原子炉施設の

安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「再①」に分類され、運転

管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国においても、１系統が動作不能となった場合における残りの系統の

健全性確認の要求はない。

Ｐ５ ＰＷＲ

５２

他

非常用炉心

冷却系 他

ＬＣＯに記載されている系統につい

て、その１系統を構成するのに必要と

なる主な設備（ポンプ、ファン、クー

ラー等）を記載するよう運転管理規定

を見直すことについて検討する。

① 設置許可では、事故時等において必要とされる主な設備が記載されていること

から、ＬＣＯに記載されている１系統を構成するのに必要となる主な設備を記

載するよう運転管理規定を見直したとしても設計段階における上流規制と整

合しており、また、運転段階における原子炉施設の安全性は確保される。従っ

て、本項目はカテゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができ

るものと整理される。

なお、米国においてはこのような記載はない。

Ｐ６ ＰＷＲ

５２

非常用炉心

系

非常用炉心冷却系の低圧注入系はモー

ド３で要求されているが、モード３の

うち燃料の残留熱が小さいプラント起

動時において低圧注入系の機能確保の

要求を除外することについて検討す

る。

③１ 設置許可の事故解析において、低圧注入系を待機除外とするモード３での崩壊

熱を前提とした再評価が行われていないことから、運転管理規定の見直しには

課題がある。従って、本項目はカテゴリー「③１」に分類されるため、現状で

は、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。

なお、米国においても、起動時のモード３において低圧注入系の機能が要求さ

れている。

Ｐ７ ＰＷＲ

６５

補助給水系 適用モード期間中に試運転が行われる

運転実績を踏まえ、蒸気駆動式である

タービン動補助給水ポンプについて

① 設置許可では、通常の給水系統の機能が失われた場合のＳＧへの給水のため、

タービン動補助給水ポンプ１台ならびに電動補助給水ポンプ２台を設置する

ことが要求されているが、安全解析では電動補助給水ポンプ２台が動作可能で
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No. 条番号 項目 検討内容
検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

は、モード３における試運転終了まで

ＬＣＯを適用しないよう運転管理規定

を見直すことについて検討する。

あれば必要な給水流量が確保されること、及び、タービン動補助給水ポンプに

ついては、モード３になってから所定の蒸気条件が確立した後でなければ試運

転が出来ないことから、蒸気条件が整い試運転を終了するまでの限定された期

間、ＬＣＯを適用しないよう運転管理規定を見直したとしても、設計段階にお

ける上流規制と整合している。また、モード３になれば電動補助給水ポンプ２

台がＬＣＯとして要求されるとともに、タービン動補助給水ポンプ試運転が終

了すれば速やかにＬＣＯが適用されることから運転段階における原子炉施設

の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「①」に分類され、運転

管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国においても、所定の蒸気条件が整うまではＬＣＯを適用しない規定

となっている。

Ｐ８ ＰＷＲ

７８

他

非常用直流

電源－モー

ド５、６及び

照射済燃料

移 動 中 －

他

非常用直流電源に関するＬＣＯに「所

要の設備の維持に必要な非常用直流母

線に．．．」との記載がある※が、この「所

要の設備」が必ずしも明確でないため、

これを明確にするよう運転管理規定を

見直すことについて検討する。

※：同様な記載が所内非常用母線他にある。

① 設置許可では、非常用直流母線は、運転中、停止中に拘らず必要な負荷に対し、

必要な電力を供給することが要求されており、「所要の設備」を明確にするよ

う運転管理規定を見直したとしても、設計段階における上流規制と整合してい

る。また、明確にした「所要の設備」に基づき運用を行ったとしても運転段階

における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「①」

に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国においてはこのような記載はない。

Ｐ９ ＰＷＲ

８４

燃料ピット

水位

使用済燃料ピットの水位に関するＬＣ

Ｏの適用範囲が照射済燃料移動中のみ

となっているが、常時ＬＣＯを適用す

るよう運転管理規定を見直すことにつ

いて検討する。

① 設置許可では、使用済燃料ピットにおける照射済燃料移動中の燃料集合体落下

を想定していることから、常時ＬＣＯを適用するよう運転管理規定を見直した

としても設計段階における上流規制と整合している。また、常時ＬＣＯを適用

しても運転段階における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目は

カテゴリー「①」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理

される。

なお、米国においては、現在の我が国の規定と同様な規定（照射済燃料移動中

のみＬＣＯを適用）となっている。
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ＳＴＳ改訂内容等に基づいた検討内容と検討結果

ＢＷＲ及びＰＷＲ

共通の検討課題

（以下の一覧表にて通し番号の

頭文字が「共」の検討課題）

ＢＷＲに係る

検討課題

（以下の一覧表にて通し番号の

頭文字が「Ｂ」の検討課題）

ＰＷＲに係る

検討課題

（以下の一覧表にて通し番号の

頭文字が「Ｐ」の検討課題）

合計

カテゴリー「Ａ」 ０件 ４件 １件 ５件

カテゴリー「再Ａ」 １件 ０件 ０件 １件

カテゴリー「Ｂ」 ２件 ４件 １８件 ２４件

カテゴリー「再Ｂ」 ０件 １件 ０件 １件

カテゴリー「Ｃ」 ０件 ０件 ０件 ０件

カテゴリー「Ｄ１」 １件 ２件 ０件 ３件

カテゴリー「Ｄ２」 ２件 ０件 ５件 ７件

その他 ０件 ０件 ０件 ０件

合計 ６件 １１件 ２４件 ４１件
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

共１ 共通

ＢＷＲ

２７

ＰＷＲ

３４

計測及び制

御設備

ＳＴＳ改訂において、中央制御室外原子炉停

止装置の監視計器に関する記載が削除され

た。この改訂は、実質的な規制要件として、

中央制御室外原子炉停止装置の監視計器に

ついては削除しても安全に重大な影響を与

えないため、これらはBasesに移動したもの

である。この改訂の運転管理規定への反映可

否について検討する。

Ｄ１ 設置許可では、中央制御室外原子炉停止装置を構成する監視計器

（例：加圧器水位計、加圧器圧力計）が記載されていることから、中

央制御室外原子炉停止装置の監視計器の記載を削除するよう運転管

理規定を見直した場合、上流規制との整合に問題がある。従って、本

項目はカテゴリー「Ｄ１」に分類され、運転管理規定を見直すことが

できないものと整理される。

共２ 共通

ＢＷＲ

４３

ＰＷＲ

５６

ＢＷＲ

格納容器及

び格納容器

隔離弁

ＰＷＲ

原子炉格納

容器

ＳＴＳ改訂において、閉鎖系※で１つの格納

容器隔離弁を有するラインについて、格納容

器隔離弁が閉止不能になった場合のＡＯＴ

が、４時間から７２時間に変更された。この

改訂は、閉鎖系でない場合（格納容器内外に

それぞれ１つの隔離弁を設置している場合）

は、事故等により格納容器内の放射性物質の

濃度が上昇した場合に格納容器バウンダリ

機能を維持するためには弁の閉止操作が必

要になるのに対し、閉鎖系は配管が破損しな

い限り格納容器バウンダリ機能が維持され

ることから、閉鎖系でない場合と比べて長い

ＡＯＴを許容するように変更したものであ

る。この改訂の運転管理規定への反映可否に

ついて検討する。

※：閉鎖系：格納容器の内、外、又は内外で配管で閉

じた系（原子炉補機冷却水系などが該当）

Ｂ 設置許可では、原子炉格納容器を貫通する配管で事故時に閉鎖が要求

されるものには隔離弁を設けるか又はこれと同等の隔離機能を持た

せることを要求しており、格納容器隔離弁等が動作不能となった場

合、必要な対応措置を行う必要があるが、その措置を行う期限につい

て、設備の有する信頼性を考慮して決定することは設計段階における

上流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関する国

内運転実績はないが、我が国においても、閉鎖系は配管で格納容器と

隔離されており、配管の破損率は弁の故障率（作動失敗）と比べて２

桁以上低い（配管漏えい率：2.0E-10[1/hr]※、弁の故障率（作動失敗）：

5.0E-08[1/hr]※）ことから、運転管理規定を見直したとしても運転段

階における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテ

ゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと

整理される。

※：電中研データ（国内16ヵ年データ）

共３ 共通

ＢＷＲ

ＢＷＲ

非常用ガス

ＳＴＳ改訂により、ＬＣＯ適用範囲が、「照

射された燃料を［２次］格納容器内で移動中」

再Ａ ＰＷＲプラントの一部を除けば、設置許可において、原子炉建屋や非

常用ガス処理系等の機能に期待しないことを前提に、照射終了後の一
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

５１ 他

ＰＷＲ

６９ 他

処理系 他

ＰＷＲ

中央制御室

非常用循環

系 他

から「［最近(recently)］照射された燃料を

［２次］格納容器内で移動中」に変更された。

これは、照射終了後の一定期間が経過すれ

ば、燃料中の放射能濃度が低下し、原子炉建

屋や非常用ガス処理系等の機能に期待しな

くても、照射済燃料の破損事故時の被ばく線

量が許容値を満足できることから、適用範囲

を変更したものである。この改訂に関する運

転管理規定への反映可否について検討する。

定期間を経過した照射済燃料の破損事故に対する評価を行っていな

いことから、現状では上流規制と整合せず再評価が必要である。しか

しながら、照射終了後の一定期間を経過した照射済燃料の破損事故に

ついて、原子炉建屋、非常用ガス処理系等の機能に期待しないことを

前提とした再評価を実施し、その評価について設置変更許可申請が許

可されれば、上流規制との整合が図られることになる。また、国内Ｐ

ＷＲプラントの一部の運転管理規定において、照射終了後の一定期間

を経過した照射済燃料を取り扱う場合、運転上の制限を適用しない運

用がなされていることから、国内運転実績からも原子炉施設の安全性

は確認されている。従って、本項目はカテゴリー「再Ａ」に分類され、

運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

共４ ＢＷＲ

７２

ＰＷＲ

８７

運転上の制

限の確認

ＳＴＳは、従来、サーベランスが定められた

頻度内に行われなかったことが発見された

場合、発見時刻から２４時間またはサーベラ

ンス頻度の期限の短い方の期間内にサーベ

ランスを行い、ＬＣＯを満足しているか否か

の判断を行う規定となっていたものが、発見

時刻から２４時間またはサーベランス頻度

の期限のうち長い方の期間（ただし、２４時

間を超える場合はリスク評価が必要）内にサ

ーベランスを行い、ＬＣＯを満足しているか

否かの判断を行えばよい規定に変更された。

この改訂（発見時刻から２４時間以内にサー

ベランスを行う場合）は、米国事業者がサー

ベランスの実施までに十分な時間を確保で

きるようにしたものである。この改訂に関す

る運転管理規定への反映可否について検討

する。

Ｂ

(24 時

間以内)

設置許可では、定期的にサーベランスができることを要求しており、

運転管理規定を見直した場合でも上流規制と整合しているが、現状で

はこうした状況に関する国内運転実績はない。ＳＲは、ＬＣＯを満足

していることを一定の頻度で確認するものであるが、あるＬＣＯ対象

機器・系統でサーベランス未実施が発見されたとしても、直前のサー

ベランス以降からサーベランス未実施が発見された時点までの期間

が短ければ、サーベランスの未実施自体が安全機能へ与える影響は少

ないと考えられる。よって、直ぐにはＬＣＯ逸脱とは判断せず、その

後実施するサーベランスの結果によりＬＣＯを満足しているか否か

の判断を行うこととしても、運転段階における原子炉施設の安全性は

確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管

理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国においても上記と同等の考え方を採用していることを確認

した。ただし、米国では、サーベランス未実施を発見後、サーベラン

スを実施するまでの準備期間として２４時間を許容しているが、我が

国では、ＳＲの重要性に鑑み、この様な状況が発生した場合には、「速

やかに」※サーベランスを行う運用とする。
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

※「速やかに」：保安規定では、「速やかに」について「可能な限り短時間

で実施するものであるが、一義的に時間を決められないものであり、意図

的に遅延させることなく行うことを意味する。」と定義している。

共５ ＢＷＲ

７２

ＰＷＲ

８７

運転上の制

限の確認

ＳＴＳは、従来、サーベランスが定められた

頻度内に行われなかったことが発見された

場合、発見時刻から２４時間またはサーベラ

ンス頻度の期限の短い方の期間内にサーベ

ランスを行い、ＬＣＯを満足しているか否か

の判断を行う規定となっていたものが、発見

時刻から２４時間またはサーベランス頻度

の期限のうち長い方の期間（ただし、２４時

間を超える場合はリスク評価が必要）内にサ

ーベランスを行い、ＬＣＯを満足しているか

否かの判断を行えば良い運用に変更された。

この改訂は、２４時間を超えてサーベランス

実施する場合には、その原子炉施設の安全性

についてリスク影響を評価しなければなら

ないことが定められたものである。この改訂

（発見時刻から２４時間を超えてサーベラ

ンスを行う場合）に関する運転管理規定への

反映可否について検討する。

Ｄ２

(24 時

間以上)

我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報の活用を前提とした運

転管理規定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」

に分類され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理され

る。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
５

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

共６ 共通

ＢＷＲ

７３

ＰＷＲ

８８

運転上の制

限を満足し

ない場合

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯを満たしていな

い場合の上位モードへの移行について、これ

までの禁止条文から、リスク評価が行われ、

それに係る処置が行われた場合であれば移

行可能となる許容条文に変更となった。この

改訂の運転管理規定への反映可否について

検討する。

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。ＬＣＯを満たしていない場合のモード移行を

行うためには、リスク情報を活用する必要があり、従って、本項目は

カテゴリー「Ｄ２」に分類され、運転管理規定を見直すことはできな

いものと整理される。

Ｂ１ ＢＷＲ

１１他

構成及び定

義 他

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ適用範囲「原子

炉の状態が運転、起動、高温停止及び炉心変

更時又は原子炉建屋原子炉棟内で照射され

た燃料に係る作業時」について、「炉心変更

時」が削除された。この改訂は、「原子炉建

屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業

時」に「炉心変更時」も含めるように解釈を

変更したことから削除されたものである。Ｓ

ＴＳ改訂内容について保安規定への反映に

ついて検討する。

Ａ 設置許可では、原子炉建屋や非常用ガス処理系等は、照射済燃料の破

損事故時に機能することが要求されており、燃料破損事故が起こりう

る状態として規定しているＬＣＯ適用範囲「炉心変更時又は原子炉建

屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時」の定義を設置許可の範

囲内で見直すことは、設計段階における上流規制と整合する。また、

国内運転実績として、ＰＷＲにおいては「原子炉建屋原子炉棟内で照

射された燃料に係る作業時」に「炉心変更時」を含めて運用している

ことから、国内運転実績からも安全性は確保される。従って、本項目

はカテゴリー「Ａ」に分類され、運転管理規定を見直すことができる

ものと整理される。

Ｂ２ ＢＷＲ

２１

制御棒の動

作確認

ＳＴＳ改訂において、引き抜かれた制御棒が

２本以上スタックした際のＬＣＯ逸脱時の

措置について、「関連する制御棒駆動機構を

除外する」が削除された。この改訂は、制御

棒が２本以上スタックした場合、プラントを

高温停止に移行させるため、スタックした制

御棒を除外する必要はないとして削除した

ものである。この改訂の運転管理規定への反

映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、制御棒は炉心の最大過剰反応度を制御できることを要

求しており、制御棒が２本以上スタックした際の措置として制御棒駆

動機構を除外とする運用を削除とした場合でも設計段階における上

流規制と整合しているが、現状では国内運転実績はない。制御棒が２

本以上スタックした場合のＬＣＯ逸脱時の措置として、プラントを高

温停止に移行させるため、スタックした制御棒を除外しない運用とし

ても、運転段階における安全性は確保される。従って、本項目はカテ

ゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと

整理される。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
６

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｂ３ ＢＷＲ

２７

計測及び制

御設備

ＳＴＳ改訂により、原子炉保護系計装の中性

子源領域モニタと中間領域モニタとのチャ

ンネルのオーバーラップの確認と、中間領域

モニタと平均領域モニタとのチャンネルの

オーバーラップ確認に関する要求がＳＴＳ

から削除された。これは、３つの計装領域が

相互にオーバーラップし不連続とならない

ように設計されており、運転段階において定

期的に機能が健全であることをサーベラン

スで確認することで、設計どおりオーバーラ

ップしていることが確認でき、また、このＳ

Ｒとして、オーバーラップ確認とチャンネル

チェック（指示値の確認）があったが、内容

的に重複していることから、オーバーラップ

確認の要求が削除された。この改訂に関する

運転管理規定への反映可否について検討す

る。

Ａ 設置許可等における要求により、中性子源領域モニタ、中間領域モニ

タ及び平均領域モニタの３つの計装領域は相互にオーバーラップさ

せ、測定が不連続とならないよう設計、設置されている。定検停止時

にそれぞれのモニタの計測範囲が設計通りであることを確認してお

り、加えて運転段階においてもそれぞれのモニタの指示値を確認して

いる。従って、原子炉保護系計装モニタのオーバーラップの確認を保

安規定より削除しても、上流規制との整合性は確保されている。また、

ＰＷＲプラントでも同様な設備を有しているが、オーバーラップを確

認しない運用がなされていることから、国内運転実績からも原子炉施

設の安全性は確認されている。従って、本項目はカテゴリー「Ａ」に

分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｂ４ ＢＷＲ

２７

計測及び制

御設備

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯの表3.3.6.1-1

の最下段に、機能「可動式インコアプローブ

（ＴＩＰ）隔離」の項目及び動作不能時の措

置として、貫通流路を隔離することが追加さ

れた。この改訂は、ＴＩＰ計装のみが動作不

能となった場合において、プラントを高温停

止に移行させる措置は厳しすぎること、及び

手動でも確実に隔離できることから、ＴＩＰ

計装に対し貫通流路を隔離する措置が追加

されたものである。

Ｂ 設置許可において、格納容器隔離弁は､事故時に格納容器から放射性

物質が漏えいするのを防ぐよう設計すること、また、格納容器隔離計

装は、故障時においても、安全上許容される状態（フェイルセーフ又

はフェイルアズイズ）になるよう設計することが要求されており、Ｔ

ＩＰ計装が動作不能となった場合の措置として、当該貫通流路を隔離

するよう運転管理規定を見直した場合でも設計段階における上流規

制と整合しているが、現状では国内運転実績はない。ＴＩＰ計装が動

作不能となった場合でも、貫通流路を隔離できることから、ＳＴＳの

内容を運転管理規定に反映しても、運転段階における安全性は確保さ

れる。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
７

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

この改訂の運転管理規定への反映可否につ

いて検討する。

を見直すことができるものと整理される。

Ｂ５ ＢＷＲ

２７

４３

計測及び制

御設備

格納容器及

び格納容器

隔離弁

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯの注釈として

「貫通流路は運営管理の下で断続的に隔離

解除してもよい」という記載が追加された。

この改訂は、制御室と連絡がとれ、弁を隔離

する運転員を配置することで弁を隔離しな

いですむことを受け、運転上のフレキシビリ

ティを許容する記載が追加されたものであ

る。この改訂の運転管理規定への反映可否に

ついて検討する。

Ａ 設置許可では、格納容器隔離弁は､事故時に格納容器から放射性物質

が漏えいするのを防ぐよう設計することが要求されている。格納容器

隔離弁の隔離解除を運営管理の下で行えば、万一事故が発生したとし

ても、速やかに隔離することができ､設計段階における上流規制と整

合する。また、国内運転実績として、ＰＷＲにおいては、「各隔離ラ

インは、直ちに閉止できることを条件に隔離解除を行うことができ

る。」と規定され運用されている。ＢＷＲも同様の設備であることか

ら、ＰＷＲと同様な規定を反映しても運転段階における安全性は確保

される。従って、本項目はカテゴリー「Ａ」に分類され、運転管理規

定を見直すことができるものと整理される。

Ｂ６ ＢＷＲ

２７

計測及び制

御設備

ＳＴＳ改訂において、タービン駆動給水ポン

プ・主タービン高水位トリップ計装のＬＣＯ

逸脱時の措置の条件Ｃ項に「インオペラブル

なチャンネルが給水ポンプ（弁）または主タ

ービン主蒸気止め弁のインオペラブルとな

る場合のみ適用する。」との注記が追加され

るとともに、措置Ｃ．１として「影響した給

水ポンプ（弁）または主タービン主蒸気止め

弁を待機除外とする」が追加された。この改

訂は、トリップ機能が喪失したタービン駆動

給水ポンプ及び主タービン主蒸気止め弁を

あらかじめ供用外とすることで設備保護が

なされることから、運転管理における選択肢

として措置が追加されたものである。この改

訂の運転管理規定への反映可否について検

討する。

Ｂ 設置許可では、タービン駆動給水ポンプ及び主タービンは原子炉水位

高でトリップすることが記載されている。トリップ機能が喪失したタ

ービン駆動給水ポンプ及び主タービン主蒸気止め弁をあらかじめ供

用外（ポンプ停止状態、弁閉止状態）とするよう運転管理規定を見直

した場合でも設計段階における上流規制と整合しているが、現状では

国内運転実績はない。トリップ機能が喪失したタービン駆動給水ポン

プ及び主タービン主蒸気止め弁をあらかじめ供用外とすれば設備保

護がなされることから、トリップ機能が喪失したタービン駆動給水ポ

ンプ及び主タービン主蒸気止め弁をあらかじめ供用外とする運用を

規定したとしても、運転段階における安全性は確保される。従って、

本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことが

できるものと整理される。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
８

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｂ７ ＢＷＲ

３０

主蒸気逃が

し安全弁

ＳＴＳ改訂において、３つの組に設定されて

いる主蒸気逃がし安全弁（Ｓ／ＲＶ）の安全

機能作動設定点について、注記に「必要な二

つ以下のＳ／ＲＶは低い設定値の組へ変更

してもよい」が追加された。この改訂は、過

渡解析の仮定を維持する上で、運転管理上の

フレキシビリティを容認するために追加さ

れたものである。この改訂の運転管理規定へ

の反映可否について検討する。

Ｄ１ 設置許可では、Ｓ／ＲＶは吹出し圧力に応じて５つの組に分けられ、

それぞれ弁の個数が決められており、ＳＴＳ改訂内容を反映した場合

上流規制との整合に問題がある。また、Ｓ／ＲＶの吹出し圧力設定点

を下げた再評価を行っていないことから運転管理規定の見直しには

課題がある。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ１」に分類され、運転

管理規定を見直すことはできないものと整理される。

Ｂ８ ＢＷＲ

３９

４１

他

非常用炉心

冷却系その

１

原子炉隔離

時冷却系

他

ＳＴＳでは、ＥＣＣＳポンプが動作不能の場

合の措置として、管理的手段によりポンプが

動作可能であることを確認することになっ

ている。この場合の管理的手段とは、実動作

させることではなく、記録やログによる確認

を意味する。これは、定例試験の目的は、定

期検査後の健全性が維持されていることを

決められた頻度で確認し保証することであ

り、要求された措置としてポンプの健全性を

確認する場合においても、前回の定例試験か

ら継続してその健全性は保証されているた

めである。この運用について運転管理規定へ

の反映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、ＥＣＣＳはそれぞれの運転可能性を確認するため定期

的に試験を行うことについて記載されており、ＥＣＣＳポンプが動作

不能の場合の措置として、実動作ではなく管理的手段による確認とし

た運用としても設計段階における上流規制と整合しているが、現状で

は国内運転実績はない。定例試験の目的は、定期検査後の健全性が維

持されていることを決められた頻度で確認し保証することであり、要

求された措置としてポンプの健全性を確認する場合においても、前回

の定例試験から継続してその健全性は保証されていることから､運転

段階における安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」

に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｂ９ ＢＷＲ

３９

非常用炉心

冷却系その

１

ＳＴＳでは、組み合わせによってはＥＣＣＳ

の２系統の動作不能が一定期間（ＡＯＴ：７

２時間）許容されていることから、２系統の

動作不能期間の許容に関する運転管理規定

への反映可否について検討する。

再Ｂ 設置許可において、｢発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審

査指針｣に基づき事故解析を行い、解析にあたっては、想定された事

象に加えて、「事故」に対処するために必要な系統、機器について、

原子炉停止、炉心冷却及び放射能閉じ込めの各基本的安全機能別に、

最も厳しい単一故障かつ外部電源喪失を仮定しても判断基準を満足

することを確認している。しかし、ＥＣＣＳ２系統動作不能を前提と



添
付
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料
４
－
Ⅱ
－
２
－
９

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

した評価は行っていないことから、ＥＣＣＳ２系統動作不能時のＡＯ

Ｔを設定することは、現状では上流規制とは整合せず、再整理が必要

となる。現在の保安規定は、所定の機能が喪失したＬＣＯ対象機器・

系統の待機除外について、「運転時の異常な過渡変化」または「事故」

が同時に起こることが考えられないような時間内に要求される措置

が実施される場合であれば、原子炉施設の安全性に有意な影響をもた

らすものではないとして認可している。このことから、再整理により、

設置許可の事故解析結果に包絡されることが確認されたＥＣＣＳ２

系統動作不能時の組み合わせに対してＡＯＴを設定することは、上流

規制と整合することになる。また、米国の状況を確認した結果、米国

ではＥＣＣＳ２系統動作不能の場合でも、他のＥＣＣＳにより１０

０％の冷却機能が維持されていれば、７２時間に限り運転継続が認め

られていることがわかった。従って、我が国においては、ＥＣＣＳ２

系統が動作不能となった場合でも設置許可の事故解析結果にて包絡

される範囲であれば、一定期間に限り運転継続しても原子炉施設の安

全性は確保される。そのため、本項目はカテゴリー「再Ｂ」に分類さ

れ、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。なお、Ｅ

ＣＣＳ系の軽微な故障は約３日で復旧しているという我が国での運

転実績を踏まえれば、ＥＣＣＳ２系統が動作不能となった場合に対

し、運転継続期間を３日間と設定することが妥当である。

Ｂ１０ ＢＷＲ

４３

格納容器及

び格納容器

隔離弁

ＳＴＳ改訂において、格納容器隔離弁が動作

不能となった時の貫通流路の隔離の確認に

ついて、「施錠、封印、その他により保証さ

れている隔離器具は、運営管理により確認し

てもよい」旨が追記された。この改訂は、施

錠等で隔離された弁については、理由もなく

状態が変わることがないことから、運営上の

フレキシビリティの観点から運営管理によ

Ａ 設置許可では、格納容器隔離弁は､事故時に格納容器から放射性物質

が漏えいするのを防ぐよう設計することが要求されている。施錠､封

印等により格納容器隔離弁が隔離されていることが確認できれば、万

一事故が発生したとしても、格納容器から放射性物質が漏えいするこ

とはなく､設計段階における上流規制と整合する。

また、国内運転実績として、ＰＷＲにおいては、「手動隔離弁および

閉止フランジについては、至近の記録、施錠管理の実施、区域管理の

実施等により確認を行うことができる」と規定され運用されている。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
１
０

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

る確認を許容するため追記されたものであ

る。ＳＴＳ改訂内容について保安規定への反

映について検討する。

ＢＷＲも同様の運用を実施していることから、ＰＷＲと同様な規定を

反映しても運転段階における安全性は確保される。従って、本項目は

カテゴリー「Ａ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるも

のと整理される。

Ｂ１１ ＢＷＲ

４７

可燃性ガス

濃度制御系

米国においては、可燃性ガス濃度制御に係る

法律（10CFR50.44）が改正され、可燃性ガス

濃度制御の設計要件において、格納容器設計

用の想定事象（原子炉冷却材喪失事故（大破

断））に関する要求が削除されたため、ＦＣ

Ｓに関する規定が、ＳＴＳから削除された。

この改訂に関する運転管理規定への反映可

否について検討する。

Ｄ１ 「安全設計審査指針」で要求される原子炉格納容器設計想定事象にお

いて、原子炉格納容器内の水素・酸素濃度を抑制するためには、ＦＣ

Ｓの機能が必要となるため、設置許可において原子炉格納容器設計用

の想定事象に対してＦＣＳ機能を期待している。このため、現状では

運転管理規定からＦＣＳの機能要求を削除することはできない。従っ

て、本項目はカテゴリー「Ｄ１」に分類され、運転管理規定を見直す

ことはできないものと整理される。

Ｐ１ ＰＷＲ

２３

制御棒動作

機能

ＳＴＳ改訂において、制御棒位置偏差大警報

が動作不能時の監視強化措置「制御棒位置確

認の頻度を１２時間に１回から４時間に１

回とする」が削除された。この改訂は、安全

解析で本警報の発信に能動的な機能を持た

せていないことから、警報不動作時の措置は

事業者管理文書に記載すればよく、ＳＴＳか

らこの規定を削除したものである。この改訂

の運転管理規定への反映可否について検討

する。

Ｂ 設置許可では、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、

制御棒位置監視が可能であることを要求している。制御棒位置偏差大

警報はこの制御棒位置監視の補助機能であり、運転管理規定を見直し

ても設計段階における上流規制と整合している。また、現状、左記の

ような改訂に関する国内運転実績はないが、我が国においても、安全

解析における緩和操作で本警報の発信を期待しておらず、また、必要

な監視手段等は社内規定に定めることは可能であることから、運転管

理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安全性は

確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管

理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ２ ＰＷＲ

２４

制御棒の挿

入限界

ＳＴＳ改訂において、制御棒挿入限界異常低

警報が動作不能時の監視強化措置「４時間以

内及びその後４時間ごとに１回」が削除され

た。この改訂は、安全解析で本警報の発信に

能動的な機能を持たせていないことから、警

報不動作時の措置は事業者管理文書に記載

Ｂ 設置許可では、原子炉を確実に停止することができるように反応度停

止余裕の制限が記載され、通常運転中これを担保するために制御棒を

挿入限界以上に保つことを要求している。制御棒挿入限界異常低警報

はこの制御棒挿入限界維持の補助機能であり、運転管理規定を見直し

ても設計段階における上流規制と整合している。また、現状、左記の

ような改訂に関する国内運転実績はないが、我が国においても、安全
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１

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

すればよく、ＳＴＳからこの規定を削除した

ものである。この改訂の運転管理規定への反

映可否について検討する。

解析における緩和操作で本警報の発信を期待しておらず、また、必要

な監視手段等は社内規定に定めることは可能であることから、運転管

理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安全性は

確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管

理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ３ ＰＷＲ

３０

熱流束熱水

路係数（ＦＱ

(Z)）

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ逸脱時（ＦＱ(Z)

が制限値を超えた時）の措置の条件Ａの注記

に「この判断条件へ移行したときは常に措置

Ａ．５※を完了する」が追記された。この改

訂は、条件Ａから抜ける場合にＦＱ(Z)が限度

内であることを確認することを明確化した

ものである。この改訂の運転管理規定への反

映可否について検討する。

※：ＦＱ(Z)及びＦＮ
△Ｈの確認を行うこと。

Ｂ 設置許可では、通常運転時の出力分布がＦＱ(Z)の制限を満足している

ことを要求しており、ＦＱ(Z)が制限値を超えた場合、必要な対応措置

を行う必要があるが、その措置を完了するにあたりＦＱ(Z)を確認する

ように記載を明確化することは設計段階における上流規制と整合し

ている。また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はない

が、条件Ａから抜ける場合にFＱ(Z)を確認する記載を追加するよう運

転管理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安全

性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運

転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ４ ＰＷＲ

３０

熱流束熱水

路係数（ＦＱ

(Z)）

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ逸脱時（ＦＱ(Z)

が制限値を超えた時）の措置のＡＯＴの起点

として「FQ(Z)判定後」が追記された。この改

訂は、FＱ(Z)が制限値を超えた場合、出力低

下等の各措置を実施した後、措置Ａ．５で再

びFＱ(Z)の確認を行う必要があるが、その結

果、FＱ(Z)が制限値内に収まっていなかった

場合は再び措置Ａ．１以降の措置を繰り返す

必要があり、その際のＡＯＴの起点を明確に

するために追加したものである。この改訂の

運転管理規定への反映可否について検討す

る。

Ｂ 設置許可では、通常運転時の出力分布がＦＱ(Z)の制限を満足している

ことを要求しており、ＦＱ(Z) が制限値を超えた場合、必要な対応措

置を行う必要があるが、左記の変更はその対応措置の起点を明確にし

ただけであり、運転管理規定を見直したとしても設計段階における上

流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関する国内

運転実績はないが、ＡＯＴの起点を明確するために「FＱ(Z)判定後」

の記載を追加するよう運転管理規定を見直したとしても運転段階に

おける原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリ

ー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理

される。



添
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２
－
１
２

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｐ５ ＰＷＲ

３２

軸方向中性

子束出力偏

差

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ逸脱時（出力５

０％未満において軸方向中性子束出力偏差

（△Ｉ）が許容運転制限範囲を超え、３０分

以内に復旧出来なかった時）の措置Ｅ．１※

１の条件から、注記「条件Ｅへ移行したとき

は常に措置Ｅ．１を完了する」が削除された。

この改訂は、基本的に熱出力を５０％未満に

下げておけば、軸方向出力分布の歪みによる

悪影響は十分に抑止できるというのがＣＡ

ＯＣ運転※２の基本的な考え方であり、かつ、

一旦、措置Ｅに入った以降に出力を５０％以

上に増加させるためには、累積ペナルティ時

間※3を１時間以内に抑える必要があり、これ

は炉の状態としては十分に安定している状

態である。従って、措置Ｅに入った場合に必

ず１５％以下に熱出力を下げる必要性はな

いため、ＳＴＳからこの規定は削除されたも

のである。この改訂の運転管理規定への反映

可否について検討する。

※１：出力を１５％以下に下げること。

※２：軸方向中性子束出力偏差一定運転の略。炉心上

部と炉心下部の出力の差を適正範囲内に保つことに

より炉心内の出力分布の平坦化を図っている。

※３：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内

にあり、過去２４時間の累積ペナルティ逸脱時間（原

子炉熱出力50 ％以上90 ％未満における許容運転制

限範囲内での目標範囲逸脱の実時間と、50 ％未満に

おける目標範囲逸脱の実時間を 1/2 として合計した

Ｂ 設置許可では、通常運転時の△Ｉを適正範囲に保つことによりＦＱ(Z)

を制限以下に維持することを要求しており、△Ｉが許容運転制限範囲

を超えた場合、必要な対応措置を行う必要があるが、その措置として

△Ｉを許容運転制限範囲内に戻せば、それ以上の措置（左記の場合は

出力を１５％以下に下げる措置）を要求しないようにしたとしても設

計段階における上流規制と整合している。また、現状、左記のような

改訂に関する国内運転実績はないが、我が国においても、一旦、措置

Ｅに入った以降に出力を５０％以上に増加させるためには、累積ペナ

ルティ時間を１時間以内に抑える必要があり、これは炉の状態として

は十分に安定している状態になった後でないと出力の上昇を許容し

ない規定となっていることから、運転管理規定を見直したとしても運

転段階における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目は

カテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるも

のと整理される。
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

時間）が1時間以内であれば、原子炉熱出力90 ％未

満における目標範囲逸脱は許容される。

Ｐ６ ＰＷＲ

３２

軸方向中性

子束偏差

ＳＴＳ改訂において、軸方向出力偏差に関す

る警報が動作不能時の監視強化措置「軸方向

出力偏差確認の頻度を１週間に１回から１

５分に１回（９０％出力以上）または１時間

に 1 回（９０％出力未満）とする。」が削除

された。この改訂は、安全解析で本警報の発

信に能動的な機能を持たせていないことか

ら、警報不動作時の措置は事業者管理文書に

記載すればよく、ＳＴＳからこの規定を削除

したものである。この改訂の運転管理規定へ

の反映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、通常運転時の軸方向中性子束偏差（△Ｉ）を適正範囲

に保つことによりＦＱ(Z)を制限以下に維持することを要求している。

軸方向出力偏差に関する警報はこの△I 監視の補助機能であり、運転

管理規定を見直しても設計段階における上流規制と整合している。ま

た、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はないが、我が国

においても、安全解析における緩和操作で本警報の発信を期待してお

らず、また、必要な監視手段等は社内規定に定めることは可能である

ことから、運転管理規定を見直したとしても運転段階における原子炉

施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分

類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ７ ＰＷＲ

３３

1/4炉心出力

偏差

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ逸脱時（1/4炉

心出力偏差が制限値を超えた時）に実施する

ＦＱ(Z) 、ＦＮ
△Ｈの確認に係るＡＯＴが「２４

時間」から「熱出力が低下し、定常状態に到

達した後２４時間」に変更された。この改訂

は、ＬＣＯ逸脱時の措置であるＦＱ(Z)、ＦＮ

△Ｈの確認は、熱出力を低下させ炉内の出力分

布が落ち着いた後に実施した方が望ましい

ことから、その趣旨を明確にするためであ

る。この改訂の運転管理規定への反映可否に

ついて検討する。

Ｂ 設置許可では、1/4 炉心出力偏差の直接的な監視要求はないものの、

ＰＷＲでは、軸方向中性子束出力偏差の規定とあいまって設置許可に

記載された通常運転時のＦＱ(Z)、ＦＮ
△Ｈの制限を満足することを要求

しており、1/4 炉心出力偏差が制限値を超えた場合、必要な対応措置

を行う必要があるが、左記の変更は、適切な措置を行うために記載を

明確化しただけであり、運転管理規定を見直したとしても設計段階に

おける上流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関

する国内運転実績はないが、我が国においても、ＦＱ(Z)、ＦＮ
△Ｈの確

認は、熱出力を低下させ炉内の出力分布が落ち着いた後に確認する方

が、より正確なＦＱ(Z)、ＦＮ
△Ｈの確認ができることから、運転管理規

定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安全性は確保

される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規

定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ８ ＰＷＲ

３３

1/4 炉心出力

偏差

ＳＴＳ改訂において、原子炉熱出力が７５％

未満で出力領域中性子束計装１チャンネル

Ｂ 設置許可では、1/4 炉心出力偏差の直接的な監視要求はないものの、

ＰＷＲでは、軸方向中性子束出力偏差の規定とあいまって、設置許可
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料
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

が動作不能時の1/4炉心出力偏差の評価方法

として、炉内出力分布測定による方法でも良

いことに変更された。この改訂は、米国の状

況を確認した結果、残り３つの出力領域中性

子束計装チャンネルによる計算であっても

炉内出力分布測定の結果であっても1/4炉心

出力偏差が適切に評価できることから、事業

者がどちらでも選択できるようにＳＴＳを

改訂したものである。この改訂の運転管理規

定への反映可否について検討する。

に記載された通常運転時のＦＱ(Z)、ＦＮ
△Ｈの制限を満足することを要

求しており、1/4 炉心出力偏差を適切な方法で確認することは設計段

階における上流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂

に関する国内運転実績はないが、我が国においても、残り３つの出力

領域中性子束計装チャンネルによる計算であっても炉内出力分布測

定の結果であっても1/4炉心出力偏差が適切に評価できることから、

運転管理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安

全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、

運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ９ ＰＷＲ

３３

1/4 炉心出力

偏差

ＳＴＳ改訂において、出力領域上部（下部）

中性子束偏差大を検知する警報が動作不能

時の監視強化措置「1/4炉心出力偏差確認の

頻度を７日に１回から１２時間に１回とす

る。」が削除された。この改訂は、安全解析

で本警報の発信に能動的な機能を持たせて

いないことから、警報不動作時の措置は事業

者管理文書に記載すればよく、ＳＴＳからこ

の規定を削除したものである。この改訂の運

転管理規定への反映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、1/4 炉心出力偏差の直接的な監視要求はないものの、

ＰＷＲでは、軸方向中性子束出力偏差監視とあいまって、設置許可に

記載された通常運転時のＦＱ(Z)、ＦＮ
△Ｈ、の制限を満足させることを

要求している。出力領域上部（下部）中性子束偏差大を検知する警報

は、この1/4炉心出力偏差監視の補助機能であり、運転管理規定を見

直しても設計段階における上流規制と整合している。また、現状、左

記のような改訂に関する国内運転実績はないが、我が国においても、

安全解析における緩和操作で本警報の発信を期待しておらず、また、

必要な監視手段等は社内規定に定めることは可能であることから、運

転管理規定を見直しても運転段階における原子炉施設の安全性は確

保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理

規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ１０ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、いくつかのトリップ信

号や工学的安全施設作動信号について、１つ

のチャンネルが動作不能の場合のＡＯＴが、

６時間※から７２時間※に変更された。この改

訂は、リスク情報を活用したものである。こ

の改訂の運転管理規定への反映可否につい

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」に分類

され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
１
５

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

て検討する。

※：信号によって時間は異なる。

Ｐ１１ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、原子炉保護論理回路や

工学的安全施設作動論理回路について、１系

列が動作不能の場合のＡＯＴが、６時間※か

ら２４時間※に変更された。この改訂は、リ

スク情報を活用したものである。この改訂の

運転管理規定への反映可否について検討す

る。

※：論理回路によって時間は異なる。

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」に分類

され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。

Ｐ１２ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、モード１，２において

１つの手動原子炉トリップチャンネルが動

作不能な場合の措置に関する記載のうち「原

子炉トリップしゃ断器を開く」が削除され

た。この改訂は、他のＬＣＯ逸脱時の措置で

適用モード（モード１，２）外へ移行すべき

ことが定められており、それ以降の措置を規

定する必要がないことから削除されたもの

である。この改訂の運転管理規定への反映可

否について検討する。

Ｂ 設置許可では、２つの手動原子炉トリップチャンネルを設置すること

及びこれらが必要な時に動作することを要求しており、１つの手動原

子炉トリップチャンネルが動作不能となった場合に、トリップ機能に

期待しなくても良い運転状態に移行することは設計段階における上

流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関する国内

運転実績はないが、我が国においても、１つの手動原子炉トリップチ

ャンネルが動作不能な場合の措置として、適用モード外への移行措置

が定められており、適用モード外へ移行すればそれ以降の措置を行う

必要はないことから、運転管理規定を見直したとしても運転段階にお

ける原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー

「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理さ

れる。

Ｐ１３ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、原子炉トリップしゃ断

器動作試験の頻度が３１日から６２日に変

更された。この改訂は、リスク情報を活用し

たものである。この改訂の運転管理規定への

反映可否について検討する。

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」に分類

され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
１
６

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｐ１４ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、自動トリップロジック

試験の頻度が３１日から９２日に変更され

た。この改訂は、リスク情報を活用したもの

である。この改訂の運転管理規定への反映可

否について検討する。

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」に分類

され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。

Ｐ１５ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、燃料建屋空気浄化系作

動計装のＬＣＯ逸脱時の措置の注釈に「ＬＣ

Ｏ3.0.3※は適用されない。」が追加された。

この改訂は、使用済燃料ピットでの燃料の移

動は原子炉の運転状態とは独立であること

から、燃料建屋空気浄化系作動計装のＬＣＯ

逸脱時の措置としてＬＣＯ3.0.3に入ること

は不必要な原子炉停止を要求することにな

るため、ＬＣＯ3.0.3が適用されない旨の注

釈を追加したものである。この改訂の運転管

理規定への反映可否について検討する。

※：ＬＣＯが満足されない場合において、適用する措

置が規定されていない場合に、原子炉停止を要求する

規定。

Ｂ 設置許可では、一部のプラントにおいて、燃料集合体落下事故時のよ

う素の放出量低減のために燃料建屋空気浄化系計装の機能に期待し

ているが、燃料落下事故の想定は使用済燃料ピットでの燃料移動中で

あり原子炉の運転状態とは無関係であることから、運転管理規定を見

直したとしても設計段階における上流規制と整合している。

また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はないが、我が

国においても、上に述べたように使用済燃料ピットでの燃料移動は、

原子炉の運転状態とは関係ないことから、運転管理規定を見直したと

しても運転段階における原子炉施設の安全性は確保される。従って、

本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことが

できるものと整理される。

Ｐ１６ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、２つの中性子源領域中

性子モニタが動作不能な場合の措置として

行うほう素濃度の確認の頻度が、「４時間及

びその後１２時間に１回」から「１２時間に

１回」に変更された。この改訂は、ほう素濃

度がＳＲとして定期的（１回／３日）に確認

されていること及び原子炉冷却材希釈事象

は他の情報（水位上昇）から検知できること

Ｂ 設置許可では、原子炉停止中の燃料取替時におけるほう素濃度を制限

値以上に維持することを要求しているが、中性子源領域中性子モニタ

はこのほう素濃度監視の補助機能であり、運転管理規定を見直しても

設計段階における上流規制と整合している。

また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はないが、我が

国においても、ほう素濃度のＳＲを１回／３日で実施しており、また、

水位監視により原子炉冷却材希釈事象の検知が可能であることから、

運転管理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
１
７

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

から、ＬＣＯを逸脱したとしても、ほう素濃

度測定を早める必要はないとしたものであ

る。この改訂の運転管理規定への反映可否に

ついて検討する。

全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、

運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ１７ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、原子炉保護系計装にお

ける適用モードの注釈の記載のうち「原子炉

トリップしゃ断器が閉じ、制御棒の引抜きが

行える場合」が「制御棒制御系が制御棒を引

き抜ける場合又は一つ以上の制御棒が全挿

入でない場合」※に変更された。この改訂は、

「原子炉トリップしゃ断器が閉じているこ

と」は「制御棒の引抜きが行える場合」では

自明のことであり、また、全ての制御棒が全

挿入されていれば原子炉トリップ機能は必

要ないことから、記載の適正化を図ったもの

である。この改訂の運転管理規定への反映可

否について検討する。

※：この条件下では原子炉保護計装の機能が要求され

る。

Ｂ 設置許可では、原子炉保護設備は、異常な過渡変化時あるいは事故時

に、原子炉停止回路を作動させ、制御棒を全挿入させることにより原

子炉を自動停止させることを要求しており、「制御棒制御系が制御棒

を引き抜ける場合又は一つ以上の制御棒が全挿入でない場合」に原子

炉保護系の機能を要求することは設計段階における上流規制と整合

している。また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はな

いが、我が国においても、制御棒が引き抜けない状態でかつ全ての制

御棒が全挿入されている場合は、原子炉トリップ機能は不要であるこ

とから、運転管理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施

設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類

され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ１８ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、Ｐ－６（中性子源領域

原子炉トリップ手動ブロック許可）未満にお

ける、１つ又は２つの中間領域中性子束高チ

ャンネルが動作不能な場合の措置に関する

記載が削除された。この改訂は、もともとＰ

－６未満では中性子源領域の中性子束高信

号に原子炉トリップ機能を期待しているこ

と及びＰ－６以上では２チャンネルの中間

Ｂ 設置許可では、中性子束レベルに応じて、中性子源領域、中間領域及

び出力領域の中性子束検出器を設け、これらの出力値が所定の値にな

った場合に原子炉をトリップさせるようにすることを要求しており、

中性子束レベルが低い（Ｐ－６未満）状態においては中性子源領域検

出器にその機能を期待していることから、中間領域中性子束高トリッ

プチャンネルの機能を期待しないようにしても設計段階における上

流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関する国内

運転実績はないが、我が国においても、Ｐ－６未満では中性子源領域



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
１
８

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

領域中性子束高信号の機能維持が必要で実

質的にＰ－６以上へのモード移行が出来な

い規定になっていることから削除されたも

のである。この改訂の運転管理規定への反映

可否について検討する。

の中性子束高信号に原子炉トリップ機能を期待していること及びＰ

－６以上では２チャンネルの中間領域中性子束高信号の機能維持が

必要としていることから、運転管理規定を見直したとしても運転段階

における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴ

リー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整

理される。

Ｐ１９ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、中間領域中性子束高及

び中性子源領域中性子束高のＬＣＯ逸脱時

（チャンネルが動作不能になった時）の措置

のうち「１次冷却材中のほう素濃度が低下す

る操作および制御棒の引抜き操作を全て中

止する。」に、注記として「原子炉停止余裕

の計算に考慮される範囲内でのほう素希釈

は許容される。」という記載が追加された。

この改訂は、ほう素濃度が反応度停止余裕を

満足する範囲であれば、ほう素希釈を行って

も原子炉施設の安全性は確保されることか

ら、このような操作を許容するように変更さ

れたものである。この改訂の運転管理規定へ

の反映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、原子炉を確実に停止することができるように反応度停

止余裕の制限を満足することを要求しており、これを満足している限

り、運転管理規定を見直しても設計段階における上流規制と整合して

いる。また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はないが、

我が国においても、反応度停止余裕を満足する範囲であれば、希釈操

作を行っても原子炉施設の安全性は確保されることから、運転管理規

定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安全性は確保

される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規

定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ２０ ＰＷＲ

３７

他

１次冷却系

-モード３-
他

ＳＴＳ改訂において、蒸気発生器による熱除

去系が全て運転中でない場合の措置Ｄ.２の

記載が、「１次冷却材中のほう素濃度の希釈

に繋がる操作を中止する」から「ＬＣＯ

3.1.1の反応度停止余裕を満足する１次冷却

材中のほう素濃度未満のほう酸水を１次冷

却系に注入する操作を中止する」に変更され

Ｂ 設置許可では、原子炉を確実に停止することができるように反応度停

止余裕の制限を満足することを要求しており、これを満足している限

り、運転管理規定を見直しても設計段階における上流規制と整合して

いる。また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はないが、

我が国においても、反応度停止余裕を満足するほう素濃度以上のほう

酸水の１次冷却系への注入により1次冷却材の希釈が行われても原子

炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
１
９

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

た。この改訂は、反応度停止余裕を満足する

ほう素濃度以上のほう酸水の注入であれば

原子炉施設の安全性は確保されることから、

その趣旨がわかるように表現が変更された

ものである。この改訂の運転管理規定への反

映可否について検討する。

分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ２１ ＰＷＲ

４２

一次冷却系

-モード６

(ｷｬﾋﾞﾃｨ低水

位）-

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯの除外規定とし

て、次の記載が追記された。

（注１：次の条件であれば、１系統から他系

統への切り替え時に、すべての余熱除去ポン

プは１５分間までは停電してもよい。

a. 炉心出口温度＜飽和温度-１０°F に維

持されている。

b. １次冷却材中のほう素濃度がＬＣＯ

3.9.1で要求される最小必要濃度より低下す

る原因となるような操作が許可されていな

い。

c. １次冷却系水量を更に低下させるよう

な排水操作が許可されていない。

注２：１つの必要な余熱除去系は、他の余熱

除去系が動作可能でかつ運転中であれば、定

例試験のために、２時間までは動作不能であ

ってもよい。）

この改訂は、ＬＣＯ3.4.8（１次冷却系 モ

ード５（非満水））と同様に容認されたもの

である。この改訂の運転管理規定への反映可

否について検討する。

Ａ 設置許可では、原子炉冷却系統の圧力、温度が所定の値以下に低下し

た後は余熱除去設備により残留熱の除去を行うことが要求されてい

るが、余熱除去系のポンプの切替のため、一定の条件下で短時間に限

り全ての余熱除去ポンプを停止したとしても、残留熱の除去機能に問

題はなく、運転管理規定を見直しても設計段階における上流規制と整

合している。また、現在の運転管理規定において、余熱除去系２系統

の動作可能を要求する第４０条（１次冷却系 ―モード５（１次冷却

系非満水）－）で、同様の除外規定が既に規定されており、国内運転

実績からも原子炉施設の安全性は確認されている。従って、本項目は

カテゴリー「Ａ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるも

のと整理される。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
２
０

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｐ２２ ＰＷＲ

４５

加圧器逃が

し弁

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ逸脱時(加圧器

逃がし弁元弁が閉止不能となった時)の措置

の条件Ｃ項に「または２つ」の元弁がインオ

ペラブルの条件が追加されるとともに、注釈

に「条件は、加圧器逃がし弁元弁毎に個別に

適用する」ことが追加された。この改訂は、

３台の加圧器逃がし弁及び加圧器逃がし弁

元弁を有するプラントに適用され、既に加圧

器逃がし弁に関する措置については弁毎に

個別に適用することを認めており、それを元

弁に対しても同様に適用するよう記載の適

正化を図ったものである。この改訂の運転管

理規定への反映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、加圧器逃がし弁から原子炉冷却材の漏えいが生じた場

合に、漏えいを停止させるため、加圧器逃がし弁毎にその上流側に加

圧器逃がし弁元弁（以下、「元弁」という。）を設置することが要求さ

れている。元弁は各弁それぞれが独立して開閉できることから、ＬＣ

Ｏ逸脱時の措置を弁毎に個別に適用したとしても上流規制と整合し

ている。また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はない

が、我が国においても、加圧器逃がし弁に関する措置については弁毎

に個別に適用することを認めており、元弁はそれぞれが独立して開閉

できることから、運転管理規定を見直したとしても運転段階における

原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」

に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ２３ ＰＷＲ

５１

蓄圧タンク ＳＴＳ改訂において、蓄圧タンクがほう素濃

度の制限の逸脱以外の理由で動作不能にな

った場合のＡＯＴが、１時間から２４時間に

変更された。この改訂は、リスク情報を活用

したものである。この改訂の運転管理規定へ

の反映可否について検討する。

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」に分類

され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。

Ｐ２４ ＰＷＲ

８２

原子炉キャ

ビティ水位

ＳＴＳ改訂において、原子炉キャビティの水

位が規定水位未満になった場合の措置のう

ち、原子炉キャビティ水位を回復させる措置

が削除された。この改訂は、原子炉キャビテ

ィ水位が規定水位未満になった場合は、もう

１つのＬＣＯ逸脱時の措置である「燃料の移

動を中止する」ことで、適用モード外へ移行

することになるため、それ以降の措置を規定

する必要がないことから削除されたもので

Ｂ 設置許可では、原子炉格納容器内での燃料集合体落下事故の想定はな

いことから、運転管理規定を見直した場合でも設計段階における上流

規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関する国内運

転実績はないが、我が国においても、原子炉キャビティ水位が規定水

位未満になった場合の措置として、燃料の移動を中止することが定め

られており、適用モード外へ移行すればそれ以降の措置を行う必要は

ないことから、運転管理規定を見直しても運転段階における原子炉施

設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類

され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
２
１

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

ある。この改訂の運転管理規定への反映可否

について検討する。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
１

添付資料４－Ⅱ－２

ＳＴＳ改訂内容等に基づいた検討内容と検討結果

ＢＷＲ及びＰＷＲ

共通の検討課題

（以下の一覧表にて通し番号の

頭文字が「共」の検討課題）

ＢＷＲに係る

検討課題

（以下の一覧表にて通し番号の

頭文字が「Ｂ」の検討課題）

ＰＷＲに係る

検討課題

（以下の一覧表にて通し番号の

頭文字が「Ｐ」の検討課題）

合計

カテゴリー「Ａ」 ０件 ４件 １件 ５件

カテゴリー「再Ａ」 １件 ０件 ０件 １件

カテゴリー「Ｂ」 ２件 ４件 １８件 ２４件

カテゴリー「再Ｂ」 ０件 １件 ０件 １件

カテゴリー「Ｃ」 ０件 ０件 ０件 ０件

カテゴリー「Ｄ１」 １件 ２件 ０件 ３件

カテゴリー「Ｄ２」 ２件 ０件 ５件 ７件

その他 ０件 ０件 ０件 ０件

合計 ６件 １１件 ２４件 ４１件



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
２

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

共１ 共通

ＢＷＲ

２７

ＰＷＲ

３４

計測及び制

御設備

ＳＴＳ改訂において、中央制御室外原子炉停

止装置の監視計器に関する記載が削除され

た。この改訂は、実質的な規制要件として、

中央制御室外原子炉停止装置の監視計器に

ついては削除しても安全に重大な影響を与

えないため、これらはBasesに移動したもの

である。この改訂の運転管理規定への反映可

否について検討する。

Ｄ１ 設置許可では、中央制御室外原子炉停止装置を構成する監視計器

（例：加圧器水位計、加圧器圧力計）が記載されていることから、中

央制御室外原子炉停止装置の監視計器の記載を削除するよう運転管

理規定を見直した場合、上流規制との整合に問題がある。従って、本

項目はカテゴリー「Ｄ１」に分類され、運転管理規定を見直すことが

できないものと整理される。

共２ 共通

ＢＷＲ

４３

ＰＷＲ

５６

ＢＷＲ

格納容器及

び格納容器

隔離弁

ＰＷＲ

原子炉格納

容器

ＳＴＳ改訂において、閉鎖系※で１つの格納

容器隔離弁を有するラインについて、格納容

器隔離弁が閉止不能になった場合のＡＯＴ

が、４時間から７２時間に変更された。この

改訂は、閉鎖系でない場合（格納容器内外に

それぞれ１つの隔離弁を設置している場合）

は、事故等により格納容器内の放射性物質の

濃度が上昇した場合に格納容器バウンダリ

機能を維持するためには弁の閉止操作が必

要になるのに対し、閉鎖系は配管が破損しな

い限り格納容器バウンダリ機能が維持され

ることから、閉鎖系でない場合と比べて長い

ＡＯＴを許容するように変更したものであ

る。この改訂の運転管理規定への反映可否に

ついて検討する。

※：閉鎖系：格納容器の内、外、又は内外で配管で閉

じた系（原子炉補機冷却水系などが該当）

Ｂ 設置許可では、原子炉格納容器を貫通する配管で事故時に閉鎖が要求

されるものには隔離弁を設けるか又はこれと同等の隔離機能を持た

せることを要求しており、格納容器隔離弁等が動作不能となった場

合、必要な対応措置を行う必要があるが、その措置を行う期限につい

て、設備の有する信頼性を考慮して決定することは設計段階における

上流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関する国

内運転実績はないが、我が国においても、閉鎖系は配管で格納容器と

隔離されており、配管の破損率は弁の故障率（作動失敗）と比べて２

桁以上低い（配管漏えい率：2.0E-10[1/hr]※、弁の故障率（作動失敗）：

5.0E-08[1/hr]※）ことから、運転管理規定を見直したとしても運転段

階における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテ

ゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと

整理される。

※：電中研データ（国内16ヵ年データ）

共３ 共通

ＢＷＲ

ＢＷＲ

非常用ガス

ＳＴＳ改訂により、ＬＣＯ適用範囲が、「照

射された燃料を［２次］格納容器内で移動中」

再Ａ ＰＷＲプラントの一部を除けば、設置許可において、原子炉建屋や非

常用ガス処理系等の機能に期待しないことを前提に、照射終了後の一



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
３

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

５１ 他

ＰＷＲ

６９ 他

処理系 他

ＰＷＲ

中央制御室

非常用循環

系 他

から「［最近(recently)］照射された燃料を

［２次］格納容器内で移動中」に変更された。

これは、照射終了後の一定期間が経過すれ

ば、燃料中の放射能濃度が低下し、原子炉建

屋や非常用ガス処理系等の機能に期待しな

くても、照射済燃料の破損事故時の被ばく線

量が許容値を満足できることから、適用範囲

を変更したものである。この改訂に関する運

転管理規定への反映可否について検討する。

定期間を経過した照射済燃料の破損事故に対する評価を行っていな

いことから、現状では上流規制と整合せず再評価が必要である。しか

しながら、照射終了後の一定期間を経過した照射済燃料の破損事故に

ついて、原子炉建屋、非常用ガス処理系等の機能に期待しないことを

前提とした再評価を実施し、その評価について設置変更許可申請が許

可されれば、上流規制との整合が図られることになる。また、国内Ｐ

ＷＲプラントの一部の運転管理規定において、照射終了後の一定期間

を経過した照射済燃料を取り扱う場合、運転上の制限を適用しない運

用がなされていることから、国内運転実績からも原子炉施設の安全性

は確認されている。従って、本項目はカテゴリー「再Ａ」に分類され、

運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

共４ ＢＷＲ

７２

ＰＷＲ

８７

運転上の制

限の確認

ＳＴＳは、従来、サーベランスが定められた

頻度内に行われなかったことが発見された

場合、発見時刻から２４時間またはサーベラ

ンス頻度の期限の短い方の期間内にサーベ

ランスを行い、ＬＣＯを満足しているか否か

の判断を行う規定となっていたものが、発見

時刻から２４時間またはサーベランス頻度

の期限のうち長い方の期間（ただし、２４時

間を超える場合はリスク評価が必要）内にサ

ーベランスを行い、ＬＣＯを満足しているか

否かの判断を行えばよい規定に変更された。

この改訂（発見時刻から２４時間以内にサー

ベランスを行う場合）は、米国事業者がサー

ベランスの実施までに十分な時間を確保で

きるようにしたものである。この改訂に関す

る運転管理規定への反映可否について検討

する。

Ｂ

(24 時

間以内)

設置許可では、定期的にサーベランスができることを要求しており、

運転管理規定を見直した場合でも上流規制と整合しているが、現状で

はこうした状況に関する国内運転実績はない。ＳＲは、ＬＣＯを満足

していることを一定の頻度で確認するものであるが、あるＬＣＯ対象

機器・系統でサーベランス未実施が発見されたとしても、直前のサー

ベランス以降からサーベランス未実施が発見された時点までの期間

が短ければ、サーベランスの未実施自体が安全機能へ与える影響は少

ないと考えられる。よって、直ぐにはＬＣＯ逸脱とは判断せず、その

後実施するサーベランスの結果によりＬＣＯを満足しているか否か

の判断を行うこととしても、運転段階における原子炉施設の安全性は

確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管

理規定を見直すことができるものと整理される。

なお、米国においても上記と同等の考え方を採用していることを確認

した。ただし、米国では、サーベランス未実施を発見後、サーベラン

スを実施するまでの準備期間として２４時間を許容しているが、我が

国では、ＳＲの重要性に鑑み、この様な状況が発生した場合には、「速

やかに」※サーベランスを行う運用とする。
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料
４
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

※「速やかに」：保安規定では、「速やかに」について「可能な限り短時間

で実施するものであるが、一義的に時間を決められないものであり、意図

的に遅延させることなく行うことを意味する。」と定義している。

共５ ＢＷＲ

７２

ＰＷＲ

８７

運転上の制

限の確認

ＳＴＳは、従来、サーベランスが定められた

頻度内に行われなかったことが発見された

場合、発見時刻から２４時間またはサーベラ

ンス頻度の期限の短い方の期間内にサーベ

ランスを行い、ＬＣＯを満足しているか否か

の判断を行う規定となっていたものが、発見

時刻から２４時間またはサーベランス頻度

の期限のうち長い方の期間（ただし、２４時

間を超える場合はリスク評価が必要）内にサ

ーベランスを行い、ＬＣＯを満足しているか

否かの判断を行えば良い運用に変更された。

この改訂は、２４時間を超えてサーベランス

実施する場合には、その原子炉施設の安全性

についてリスク影響を評価しなければなら

ないことが定められたものである。この改訂

（発見時刻から２４時間を超えてサーベラ

ンスを行う場合）に関する運転管理規定への

反映可否について検討する。

Ｄ２

(24 時

間以上)

我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報の活用を前提とした運

転管理規定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」

に分類され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理され

る。
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料
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

共６ 共通

ＢＷＲ

７３

ＰＷＲ

８８

運転上の制

限を満足し

ない場合

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯを満たしていな

い場合の上位モードへの移行について、これ

までの禁止条文から、リスク評価が行われ、

それに係る処置が行われた場合であれば移

行可能となる許容条文に変更となった。この

改訂の運転管理規定への反映可否について

検討する。

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。ＬＣＯを満たしていない場合のモード移行を

行うためには、リスク情報を活用する必要があり、従って、本項目は

カテゴリー「Ｄ２」に分類され、運転管理規定を見直すことはできな

いものと整理される。

Ｂ１ ＢＷＲ

１１他

構成及び定

義 他

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ適用範囲「原子

炉の状態が運転、起動、高温停止及び炉心変

更時又は原子炉建屋原子炉棟内で照射され

た燃料に係る作業時」について、「炉心変更

時」が削除された。この改訂は、「原子炉建

屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業

時」に「炉心変更時」も含めるように解釈を

変更したことから削除されたものである。Ｓ

ＴＳ改訂内容について保安規定への反映に

ついて検討する。

Ａ 設置許可では、原子炉建屋や非常用ガス処理系等は、照射済燃料の破

損事故時に機能することが要求されており、燃料破損事故が起こりう

る状態として規定しているＬＣＯ適用範囲「炉心変更時又は原子炉建

屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時」の定義を設置許可の範

囲内で見直すことは、設計段階における上流規制と整合する。また、

国内運転実績として、ＰＷＲにおいては「原子炉建屋原子炉棟内で照

射された燃料に係る作業時」に「炉心変更時」を含めて運用している

ことから、国内運転実績からも安全性は確保される。従って、本項目

はカテゴリー「Ａ」に分類され、運転管理規定を見直すことができる

ものと整理される。

Ｂ２ ＢＷＲ

２１

制御棒の動

作確認

ＳＴＳ改訂において、引き抜かれた制御棒が

２本以上スタックした際のＬＣＯ逸脱時の

措置について、「関連する制御棒駆動機構を

除外する」が削除された。この改訂は、制御

棒が２本以上スタックした場合、プラントを

高温停止に移行させるため、スタックした制

御棒を除外する必要はないとして削除した

ものである。この改訂の運転管理規定への反

映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、制御棒は炉心の最大過剰反応度を制御できることを要

求しており、制御棒が２本以上スタックした際の措置として制御棒駆

動機構を除外とする運用を削除とした場合でも設計段階における上

流規制と整合しているが、現状では国内運転実績はない。制御棒が２

本以上スタックした場合のＬＣＯ逸脱時の措置として、プラントを高

温停止に移行させるため、スタックした制御棒を除外しない運用とし

ても、運転段階における安全性は確保される。従って、本項目はカテ

ゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと

整理される。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
６

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｂ３ ＢＷＲ

２７

計測及び制

御設備

ＳＴＳ改訂により、原子炉保護系計装の中性

子源領域モニタと中間領域モニタとのチャ

ンネルのオーバーラップの確認と、中間領域

モニタと平均領域モニタとのチャンネルの

オーバーラップ確認に関する要求がＳＴＳ

から削除された。これは、３つの計装領域が

相互にオーバーラップし不連続とならない

ように設計されており、運転段階において定

期的に機能が健全であることをサーベラン

スで確認することで、設計どおりオーバーラ

ップしていることが確認でき、また、このＳ

Ｒとして、オーバーラップ確認とチャンネル

チェック（指示値の確認）があったが、内容

的に重複していることから、オーバーラップ

確認の要求が削除された。この改訂に関する

運転管理規定への反映可否について検討す

る。

Ａ 設置許可等における要求により、中性子源領域モニタ、中間領域モニ

タ及び平均領域モニタの３つの計装領域は相互にオーバーラップさ

せ、測定が不連続とならないよう設計、設置されている。定検停止時

にそれぞれのモニタの計測範囲が設計通りであることを確認してお

り、加えて運転段階においてもそれぞれのモニタの指示値を確認して

いる。従って、原子炉保護系計装モニタのオーバーラップの確認を保

安規定より削除しても、上流規制との整合性は確保されている。また、

ＰＷＲプラントでも同様な設備を有しているが、オーバーラップを確

認しない運用がなされていることから、国内運転実績からも原子炉施

設の安全性は確認されている。従って、本項目はカテゴリー「Ａ」に

分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｂ４ ＢＷＲ

２７

計測及び制

御設備

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯの表3.3.6.1-1

の最下段に、機能「可動式インコアプローブ

（ＴＩＰ）隔離」の項目及び動作不能時の措

置として、貫通流路を隔離することが追加さ

れた。この改訂は、ＴＩＰ計装のみが動作不

能となった場合において、プラントを高温停

止に移行させる措置は厳しすぎること、及び

手動でも確実に隔離できることから、ＴＩＰ

計装に対し貫通流路を隔離する措置が追加

されたものである。

Ｂ 設置許可において、格納容器隔離弁は､事故時に格納容器から放射性

物質が漏えいするのを防ぐよう設計すること、また、格納容器隔離計

装は、故障時においても、安全上許容される状態（フェイルセーフ又

はフェイルアズイズ）になるよう設計することが要求されており、Ｔ

ＩＰ計装が動作不能となった場合の措置として、当該貫通流路を隔離

するよう運転管理規定を見直した場合でも設計段階における上流規

制と整合しているが、現状では国内運転実績はない。ＴＩＰ計装が動

作不能となった場合でも、貫通流路を隔離できることから、ＳＴＳの

内容を運転管理規定に反映しても、運転段階における安全性は確保さ

れる。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定



添
付
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料
４
－
Ⅱ
－
２
－
７

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

この改訂の運転管理規定への反映可否につ

いて検討する。

を見直すことができるものと整理される。

Ｂ５ ＢＷＲ

２７

４３

計測及び制

御設備

格納容器及

び格納容器

隔離弁

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯの注釈として

「貫通流路は運営管理の下で断続的に隔離

解除してもよい」という記載が追加された。

この改訂は、制御室と連絡がとれ、弁を隔離

する運転員を配置することで弁を隔離しな

いですむことを受け、運転上のフレキシビリ

ティを許容する記載が追加されたものであ

る。この改訂の運転管理規定への反映可否に

ついて検討する。

Ａ 設置許可では、格納容器隔離弁は､事故時に格納容器から放射性物質

が漏えいするのを防ぐよう設計することが要求されている。格納容器

隔離弁の隔離解除を運営管理の下で行えば、万一事故が発生したとし

ても、速やかに隔離することができ､設計段階における上流規制と整

合する。また、国内運転実績として、ＰＷＲにおいては、「各隔離ラ

インは、直ちに閉止できることを条件に隔離解除を行うことができ

る。」と規定され運用されている。ＢＷＲも同様の設備であることか

ら、ＰＷＲと同様な規定を反映しても運転段階における安全性は確保

される。従って、本項目はカテゴリー「Ａ」に分類され、運転管理規

定を見直すことができるものと整理される。

Ｂ６ ＢＷＲ

２７

計測及び制

御設備

ＳＴＳ改訂において、タービン駆動給水ポン

プ・主タービン高水位トリップ計装のＬＣＯ

逸脱時の措置の条件Ｃ項に「インオペラブル

なチャンネルが給水ポンプ（弁）または主タ

ービン主蒸気止め弁のインオペラブルとな

る場合のみ適用する。」との注記が追加され

るとともに、措置Ｃ．１として「影響した給

水ポンプ（弁）または主タービン主蒸気止め

弁を待機除外とする」が追加された。この改

訂は、トリップ機能が喪失したタービン駆動

給水ポンプ及び主タービン主蒸気止め弁を

あらかじめ供用外とすることで設備保護が

なされることから、運転管理における選択肢

として措置が追加されたものである。この改

訂の運転管理規定への反映可否について検

討する。

Ｂ 設置許可では、タービン駆動給水ポンプ及び主タービンは原子炉水位

高でトリップすることが記載されている。トリップ機能が喪失したタ

ービン駆動給水ポンプ及び主タービン主蒸気止め弁をあらかじめ供

用外（ポンプ停止状態、弁閉止状態）とするよう運転管理規定を見直

した場合でも設計段階における上流規制と整合しているが、現状では

国内運転実績はない。トリップ機能が喪失したタービン駆動給水ポン

プ及び主タービン主蒸気止め弁をあらかじめ供用外とすれば設備保

護がなされることから、トリップ機能が喪失したタービン駆動給水ポ

ンプ及び主タービン主蒸気止め弁をあらかじめ供用外とする運用を

規定したとしても、運転段階における安全性は確保される。従って、

本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことが

できるものと整理される。
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料
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｂ７ ＢＷＲ

３０

主蒸気逃が

し安全弁

ＳＴＳ改訂において、３つの組に設定されて

いる主蒸気逃がし安全弁（Ｓ／ＲＶ）の安全

機能作動設定点について、注記に「必要な二

つ以下のＳ／ＲＶは低い設定値の組へ変更

してもよい」が追加された。この改訂は、過

渡解析の仮定を維持する上で、運転管理上の

フレキシビリティを容認するために追加さ

れたものである。この改訂の運転管理規定へ

の反映可否について検討する。

Ｄ１ 設置許可では、Ｓ／ＲＶは吹出し圧力に応じて５つの組に分けられ、

それぞれ弁の個数が決められており、ＳＴＳ改訂内容を反映した場合

上流規制との整合に問題がある。また、Ｓ／ＲＶの吹出し圧力設定点

を下げた再評価を行っていないことから運転管理規定の見直しには

課題がある。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ１」に分類され、運転

管理規定を見直すことはできないものと整理される。

Ｂ８ ＢＷＲ

３９

４１

他

非常用炉心

冷却系その

１

原子炉隔離

時冷却系

他

ＳＴＳでは、ＥＣＣＳポンプが動作不能の場

合の措置として、管理的手段によりポンプが

動作可能であることを確認することになっ

ている。この場合の管理的手段とは、実動作

させることではなく、記録やログによる確認

を意味する。これは、定例試験の目的は、定

期検査後の健全性が維持されていることを

決められた頻度で確認し保証することであ

り、要求された措置としてポンプの健全性を

確認する場合においても、前回の定例試験か

ら継続してその健全性は保証されているた

めである。この運用について運転管理規定へ

の反映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、ＥＣＣＳはそれぞれの運転可能性を確認するため定期

的に試験を行うことについて記載されており、ＥＣＣＳポンプが動作

不能の場合の措置として、実動作ではなく管理的手段による確認とし

た運用としても設計段階における上流規制と整合しているが、現状で

は国内運転実績はない。定例試験の目的は、定期検査後の健全性が維

持されていることを決められた頻度で確認し保証することであり、要

求された措置としてポンプの健全性を確認する場合においても、前回

の定例試験から継続してその健全性は保証されていることから､運転

段階における安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」

に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｂ９ ＢＷＲ

３９

非常用炉心

冷却系その

１

ＳＴＳでは、組み合わせによってはＥＣＣＳ

の２系統の動作不能が一定期間（ＡＯＴ：７

２時間）許容されていることから、２系統の

動作不能期間の許容に関する運転管理規定

への反映可否について検討する。

再Ｂ 設置許可において、｢発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審

査指針｣に基づき事故解析を行い、解析にあたっては、想定された事

象に加えて、「事故」に対処するために必要な系統、機器について、

原子炉停止、炉心冷却及び放射能閉じ込めの各基本的安全機能別に、

最も厳しい単一故障かつ外部電源喪失を仮定しても判断基準を満足

することを確認している。しかし、ＥＣＣＳ２系統動作不能を前提と
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

した評価は行っていないことから、ＥＣＣＳ２系統動作不能時のＡＯ

Ｔを設定することは、現状では上流規制とは整合せず、再整理が必要

となる。現在の保安規定は、所定の機能が喪失したＬＣＯ対象機器・

系統の待機除外について、「運転時の異常な過渡変化」または「事故」

が同時に起こることが考えられないような時間内に要求される措置

が実施される場合であれば、原子炉施設の安全性に有意な影響をもた

らすものではないとして認可している。このことから、再整理により、

設置許可の事故解析結果に包絡されることが確認されたＥＣＣＳ２

系統動作不能時の組み合わせに対してＡＯＴを設定することは、上流

規制と整合することになる。また、米国の状況を確認した結果、米国

ではＥＣＣＳ２系統動作不能の場合でも、他のＥＣＣＳにより１０

０％の冷却機能が維持されていれば、７２時間に限り運転継続が認め

られていることがわかった。従って、我が国においては、ＥＣＣＳ２

系統が動作不能となった場合でも設置許可の事故解析結果にて包絡

される範囲であれば、一定期間に限り運転継続しても原子炉施設の安

全性は確保される。そのため、本項目はカテゴリー「再Ｂ」に分類さ

れ、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。なお、Ｅ

ＣＣＳ系の軽微な故障は約３日で復旧しているという我が国での運

転実績を踏まえれば、ＥＣＣＳ２系統が動作不能となった場合に対

し、運転継続期間を３日間と設定することが妥当である。

Ｂ１０ ＢＷＲ

４３

格納容器及

び格納容器

隔離弁

ＳＴＳ改訂において、格納容器隔離弁が動作

不能となった時の貫通流路の隔離の確認に

ついて、「施錠、封印、その他により保証さ

れている隔離器具は、運営管理により確認し

てもよい」旨が追記された。この改訂は、施

錠等で隔離された弁については、理由もなく

状態が変わることがないことから、運営上の

フレキシビリティの観点から運営管理によ

Ａ 設置許可では、格納容器隔離弁は､事故時に格納容器から放射性物質

が漏えいするのを防ぐよう設計することが要求されている。施錠､封

印等により格納容器隔離弁が隔離されていることが確認できれば、万

一事故が発生したとしても、格納容器から放射性物質が漏えいするこ

とはなく､設計段階における上流規制と整合する。

また、国内運転実績として、ＰＷＲにおいては、「手動隔離弁および

閉止フランジについては、至近の記録、施錠管理の実施、区域管理の

実施等により確認を行うことができる」と規定され運用されている。



添
付
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料
４
－
Ⅱ
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１
０

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

る確認を許容するため追記されたものであ

る。ＳＴＳ改訂内容について保安規定への反

映について検討する。

ＢＷＲも同様の運用を実施していることから、ＰＷＲと同様な規定を

反映しても運転段階における安全性は確保される。従って、本項目は

カテゴリー「Ａ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるも

のと整理される。

Ｂ１１ ＢＷＲ

４７

可燃性ガス

濃度制御系

米国においては、可燃性ガス濃度制御に係る

法律（10CFR50.44）が改正され、可燃性ガス

濃度制御の設計要件において、格納容器設計

用の想定事象（原子炉冷却材喪失事故（大破

断））に関する要求が削除されたため、ＦＣ

Ｓに関する規定が、ＳＴＳから削除された。

この改訂に関する運転管理規定への反映可

否について検討する。

Ｄ１ 「安全設計審査指針」で要求される原子炉格納容器設計想定事象にお

いて、原子炉格納容器内の水素・酸素濃度を抑制するためには、ＦＣ

Ｓの機能が必要となるため、設置許可において原子炉格納容器設計用

の想定事象に対してＦＣＳ機能を期待している。このため、現状では

運転管理規定からＦＣＳの機能要求を削除することはできない。従っ

て、本項目はカテゴリー「Ｄ１」に分類され、運転管理規定を見直す

ことはできないものと整理される。

Ｐ１ ＰＷＲ

２３

制御棒動作

機能

ＳＴＳ改訂において、制御棒位置偏差大警報

が動作不能時の監視強化措置「制御棒位置確

認の頻度を１２時間に１回から４時間に１

回とする」が削除された。この改訂は、安全

解析で本警報の発信に能動的な機能を持た

せていないことから、警報不動作時の措置は

事業者管理文書に記載すればよく、ＳＴＳか

らこの規定を削除したものである。この改訂

の運転管理規定への反映可否について検討

する。

Ｂ 設置許可では、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、

制御棒位置監視が可能であることを要求している。制御棒位置偏差大

警報はこの制御棒位置監視の補助機能であり、運転管理規定を見直し

ても設計段階における上流規制と整合している。また、現状、左記の

ような改訂に関する国内運転実績はないが、我が国においても、安全

解析における緩和操作で本警報の発信を期待しておらず、また、必要

な監視手段等は社内規定に定めることは可能であることから、運転管

理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安全性は

確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管

理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ２ ＰＷＲ

２４

制御棒の挿

入限界

ＳＴＳ改訂において、制御棒挿入限界異常低

警報が動作不能時の監視強化措置「４時間以

内及びその後４時間ごとに１回」が削除され

た。この改訂は、安全解析で本警報の発信に

能動的な機能を持たせていないことから、警

報不動作時の措置は事業者管理文書に記載

Ｂ 設置許可では、原子炉を確実に停止することができるように反応度停

止余裕の制限が記載され、通常運転中これを担保するために制御棒を

挿入限界以上に保つことを要求している。制御棒挿入限界異常低警報

はこの制御棒挿入限界維持の補助機能であり、運転管理規定を見直し

ても設計段階における上流規制と整合している。また、現状、左記の

ような改訂に関する国内運転実績はないが、我が国においても、安全



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
１
１

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

すればよく、ＳＴＳからこの規定を削除した

ものである。この改訂の運転管理規定への反

映可否について検討する。

解析における緩和操作で本警報の発信を期待しておらず、また、必要

な監視手段等は社内規定に定めることは可能であることから、運転管

理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安全性は

確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管

理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ３ ＰＷＲ

３０

熱流束熱水

路係数（ＦＱ

(Z)）

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ逸脱時（ＦＱ(Z)

が制限値を超えた時）の措置の条件Ａの注記

に「この判断条件へ移行したときは常に措置

Ａ．５※を完了する」が追記された。この改

訂は、条件Ａから抜ける場合にＦＱ(Z)が限度

内であることを確認することを明確化した

ものである。この改訂の運転管理規定への反

映可否について検討する。

※：ＦＱ(Z)及びＦＮ
△Ｈの確認を行うこと。

Ｂ 設置許可では、通常運転時の出力分布がＦＱ(Z)の制限を満足している

ことを要求しており、ＦＱ(Z)が制限値を超えた場合、必要な対応措置

を行う必要があるが、その措置を完了するにあたりＦＱ(Z)を確認する

ように記載を明確化することは設計段階における上流規制と整合し

ている。また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はない

が、条件Ａから抜ける場合にFＱ(Z)を確認する記載を追加するよう運

転管理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安全

性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運

転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ４ ＰＷＲ

３０

熱流束熱水

路係数（ＦＱ

(Z)）

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ逸脱時（ＦＱ(Z)

が制限値を超えた時）の措置のＡＯＴの起点

として「FQ(Z)判定後」が追記された。この改

訂は、FＱ(Z)が制限値を超えた場合、出力低

下等の各措置を実施した後、措置Ａ．５で再

びFＱ(Z)の確認を行う必要があるが、その結

果、FＱ(Z)が制限値内に収まっていなかった

場合は再び措置Ａ．１以降の措置を繰り返す

必要があり、その際のＡＯＴの起点を明確に

するために追加したものである。この改訂の

運転管理規定への反映可否について検討す

る。

Ｂ 設置許可では、通常運転時の出力分布がＦＱ(Z)の制限を満足している

ことを要求しており、ＦＱ(Z) が制限値を超えた場合、必要な対応措

置を行う必要があるが、左記の変更はその対応措置の起点を明確にし

ただけであり、運転管理規定を見直したとしても設計段階における上

流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関する国内

運転実績はないが、ＡＯＴの起点を明確するために「FＱ(Z)判定後」

の記載を追加するよう運転管理規定を見直したとしても運転段階に

おける原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリ

ー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理

される。
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｐ５ ＰＷＲ

３２

軸方向中性

子束出力偏

差

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ逸脱時（出力５

０％未満において軸方向中性子束出力偏差

（△Ｉ）が許容運転制限範囲を超え、３０分

以内に復旧出来なかった時）の措置Ｅ．１※

１の条件から、注記「条件Ｅへ移行したとき

は常に措置Ｅ．１を完了する」が削除された。

この改訂は、基本的に熱出力を５０％未満に

下げておけば、軸方向出力分布の歪みによる

悪影響は十分に抑止できるというのがＣＡ

ＯＣ運転※２の基本的な考え方であり、かつ、

一旦、措置Ｅに入った以降に出力を５０％以

上に増加させるためには、累積ペナルティ時

間※3を１時間以内に抑える必要があり、これ

は炉の状態としては十分に安定している状

態である。従って、措置Ｅに入った場合に必

ず１５％以下に熱出力を下げる必要性はな

いため、ＳＴＳからこの規定は削除されたも

のである。この改訂の運転管理規定への反映

可否について検討する。

※１：出力を１５％以下に下げること。

※２：軸方向中性子束出力偏差一定運転の略。炉心上

部と炉心下部の出力の差を適正範囲内に保つことに

より炉心内の出力分布の平坦化を図っている。

※３：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内

にあり、過去２４時間の累積ペナルティ逸脱時間（原

子炉熱出力50 ％以上90 ％未満における許容運転制

限範囲内での目標範囲逸脱の実時間と、50 ％未満に

おける目標範囲逸脱の実時間を 1/2 として合計した

Ｂ 設置許可では、通常運転時の△Ｉを適正範囲に保つことによりＦＱ(Z)

を制限以下に維持することを要求しており、△Ｉが許容運転制限範囲

を超えた場合、必要な対応措置を行う必要があるが、その措置として

△Ｉを許容運転制限範囲内に戻せば、それ以上の措置（左記の場合は

出力を１５％以下に下げる措置）を要求しないようにしたとしても設

計段階における上流規制と整合している。また、現状、左記のような

改訂に関する国内運転実績はないが、我が国においても、一旦、措置

Ｅに入った以降に出力を５０％以上に増加させるためには、累積ペナ

ルティ時間を１時間以内に抑える必要があり、これは炉の状態として

は十分に安定している状態になった後でないと出力の上昇を許容し

ない規定となっていることから、運転管理規定を見直したとしても運

転段階における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目は

カテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるも

のと整理される。
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

時間）が1時間以内であれば、原子炉熱出力90 ％未

満における目標範囲逸脱は許容される。

Ｐ６ ＰＷＲ

３２

軸方向中性

子束偏差

ＳＴＳ改訂において、軸方向出力偏差に関す

る警報が動作不能時の監視強化措置「軸方向

出力偏差確認の頻度を１週間に１回から１

５分に１回（９０％出力以上）または１時間

に 1 回（９０％出力未満）とする。」が削除

された。この改訂は、安全解析で本警報の発

信に能動的な機能を持たせていないことか

ら、警報不動作時の措置は事業者管理文書に

記載すればよく、ＳＴＳからこの規定を削除

したものである。この改訂の運転管理規定へ

の反映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、通常運転時の軸方向中性子束偏差（△Ｉ）を適正範囲

に保つことによりＦＱ(Z)を制限以下に維持することを要求している。

軸方向出力偏差に関する警報はこの△I 監視の補助機能であり、運転

管理規定を見直しても設計段階における上流規制と整合している。ま

た、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はないが、我が国

においても、安全解析における緩和操作で本警報の発信を期待してお

らず、また、必要な監視手段等は社内規定に定めることは可能である

ことから、運転管理規定を見直したとしても運転段階における原子炉

施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分

類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ７ ＰＷＲ

３３

1/4炉心出力

偏差

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ逸脱時（1/4炉

心出力偏差が制限値を超えた時）に実施する

ＦＱ(Z) 、ＦＮ
△Ｈの確認に係るＡＯＴが「２４

時間」から「熱出力が低下し、定常状態に到

達した後２４時間」に変更された。この改訂

は、ＬＣＯ逸脱時の措置であるＦＱ(Z)、ＦＮ

△Ｈの確認は、熱出力を低下させ炉内の出力分

布が落ち着いた後に実施した方が望ましい

ことから、その趣旨を明確にするためであ

る。この改訂の運転管理規定への反映可否に

ついて検討する。

Ｂ 設置許可では、1/4 炉心出力偏差の直接的な監視要求はないものの、

ＰＷＲでは、軸方向中性子束出力偏差の規定とあいまって設置許可に

記載された通常運転時のＦＱ(Z)、ＦＮ
△Ｈの制限を満足することを要求

しており、1/4 炉心出力偏差が制限値を超えた場合、必要な対応措置

を行う必要があるが、左記の変更は、適切な措置を行うために記載を

明確化しただけであり、運転管理規定を見直したとしても設計段階に

おける上流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関

する国内運転実績はないが、我が国においても、ＦＱ(Z)、ＦＮ
△Ｈの確

認は、熱出力を低下させ炉内の出力分布が落ち着いた後に確認する方

が、より正確なＦＱ(Z)、ＦＮ
△Ｈの確認ができることから、運転管理規

定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安全性は確保

される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規

定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ８ ＰＷＲ

３３

1/4 炉心出力

偏差

ＳＴＳ改訂において、原子炉熱出力が７５％

未満で出力領域中性子束計装１チャンネル

Ｂ 設置許可では、1/4 炉心出力偏差の直接的な監視要求はないものの、

ＰＷＲでは、軸方向中性子束出力偏差の規定とあいまって、設置許可
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

が動作不能時の1/4炉心出力偏差の評価方法

として、炉内出力分布測定による方法でも良

いことに変更された。この改訂は、米国の状

況を確認した結果、残り３つの出力領域中性

子束計装チャンネルによる計算であっても

炉内出力分布測定の結果であっても1/4炉心

出力偏差が適切に評価できることから、事業

者がどちらでも選択できるようにＳＴＳを

改訂したものである。この改訂の運転管理規

定への反映可否について検討する。

に記載された通常運転時のＦＱ(Z)、ＦＮ
△Ｈの制限を満足することを要

求しており、1/4 炉心出力偏差を適切な方法で確認することは設計段

階における上流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂

に関する国内運転実績はないが、我が国においても、残り３つの出力

領域中性子束計装チャンネルによる計算であっても炉内出力分布測

定の結果であっても1/4炉心出力偏差が適切に評価できることから、

運転管理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安

全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、

運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ９ ＰＷＲ

３３

1/4 炉心出力

偏差

ＳＴＳ改訂において、出力領域上部（下部）

中性子束偏差大を検知する警報が動作不能

時の監視強化措置「1/4炉心出力偏差確認の

頻度を７日に１回から１２時間に１回とす

る。」が削除された。この改訂は、安全解析

で本警報の発信に能動的な機能を持たせて

いないことから、警報不動作時の措置は事業

者管理文書に記載すればよく、ＳＴＳからこ

の規定を削除したものである。この改訂の運

転管理規定への反映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、1/4 炉心出力偏差の直接的な監視要求はないものの、

ＰＷＲでは、軸方向中性子束出力偏差監視とあいまって、設置許可に

記載された通常運転時のＦＱ(Z)、ＦＮ
△Ｈ、の制限を満足させることを

要求している。出力領域上部（下部）中性子束偏差大を検知する警報

は、この1/4炉心出力偏差監視の補助機能であり、運転管理規定を見

直しても設計段階における上流規制と整合している。また、現状、左

記のような改訂に関する国内運転実績はないが、我が国においても、

安全解析における緩和操作で本警報の発信を期待しておらず、また、

必要な監視手段等は社内規定に定めることは可能であることから、運

転管理規定を見直しても運転段階における原子炉施設の安全性は確

保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理

規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ１０ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、いくつかのトリップ信

号や工学的安全施設作動信号について、１つ

のチャンネルが動作不能の場合のＡＯＴが、

６時間※から７２時間※に変更された。この改

訂は、リスク情報を活用したものである。こ

の改訂の運転管理規定への反映可否につい

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」に分類

され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

て検討する。

※：信号によって時間は異なる。

Ｐ１１ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、原子炉保護論理回路や

工学的安全施設作動論理回路について、１系

列が動作不能の場合のＡＯＴが、６時間※か

ら２４時間※に変更された。この改訂は、リ

スク情報を活用したものである。この改訂の

運転管理規定への反映可否について検討す

る。

※：論理回路によって時間は異なる。

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」に分類

され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。

Ｐ１２ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、モード１，２において

１つの手動原子炉トリップチャンネルが動

作不能な場合の措置に関する記載のうち「原

子炉トリップしゃ断器を開く」が削除され

た。この改訂は、他のＬＣＯ逸脱時の措置で

適用モード（モード１，２）外へ移行すべき

ことが定められており、それ以降の措置を規

定する必要がないことから削除されたもの

である。この改訂の運転管理規定への反映可

否について検討する。

Ｂ 設置許可では、２つの手動原子炉トリップチャンネルを設置すること

及びこれらが必要な時に動作することを要求しており、１つの手動原

子炉トリップチャンネルが動作不能となった場合に、トリップ機能に

期待しなくても良い運転状態に移行することは設計段階における上

流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関する国内

運転実績はないが、我が国においても、１つの手動原子炉トリップチ

ャンネルが動作不能な場合の措置として、適用モード外への移行措置

が定められており、適用モード外へ移行すればそれ以降の措置を行う

必要はないことから、運転管理規定を見直したとしても運転段階にお

ける原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー

「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理さ

れる。

Ｐ１３ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、原子炉トリップしゃ断

器動作試験の頻度が３１日から６２日に変

更された。この改訂は、リスク情報を活用し

たものである。この改訂の運転管理規定への

反映可否について検討する。

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」に分類

され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。



添
付
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料
４
－
Ⅱ
－
２
－
１
６

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｐ１４ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、自動トリップロジック

試験の頻度が３１日から９２日に変更され

た。この改訂は、リスク情報を活用したもの

である。この改訂の運転管理規定への反映可

否について検討する。

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」に分類

され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。

Ｐ１５ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、燃料建屋空気浄化系作

動計装のＬＣＯ逸脱時の措置の注釈に「ＬＣ

Ｏ3.0.3※は適用されない。」が追加された。

この改訂は、使用済燃料ピットでの燃料の移

動は原子炉の運転状態とは独立であること

から、燃料建屋空気浄化系作動計装のＬＣＯ

逸脱時の措置としてＬＣＯ3.0.3に入ること

は不必要な原子炉停止を要求することにな

るため、ＬＣＯ3.0.3が適用されない旨の注

釈を追加したものである。この改訂の運転管

理規定への反映可否について検討する。

※：ＬＣＯが満足されない場合において、適用する措

置が規定されていない場合に、原子炉停止を要求する

規定。

Ｂ 設置許可では、一部のプラントにおいて、燃料集合体落下事故時のよ

う素の放出量低減のために燃料建屋空気浄化系計装の機能に期待し

ているが、燃料落下事故の想定は使用済燃料ピットでの燃料移動中で

あり原子炉の運転状態とは無関係であることから、運転管理規定を見

直したとしても設計段階における上流規制と整合している。

また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はないが、我が

国においても、上に述べたように使用済燃料ピットでの燃料移動は、

原子炉の運転状態とは関係ないことから、運転管理規定を見直したと

しても運転段階における原子炉施設の安全性は確保される。従って、

本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことが

できるものと整理される。

Ｐ１６ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、２つの中性子源領域中

性子モニタが動作不能な場合の措置として

行うほう素濃度の確認の頻度が、「４時間及

びその後１２時間に１回」から「１２時間に

１回」に変更された。この改訂は、ほう素濃

度がＳＲとして定期的（１回／３日）に確認

されていること及び原子炉冷却材希釈事象

は他の情報（水位上昇）から検知できること

Ｂ 設置許可では、原子炉停止中の燃料取替時におけるほう素濃度を制限

値以上に維持することを要求しているが、中性子源領域中性子モニタ

はこのほう素濃度監視の補助機能であり、運転管理規定を見直しても

設計段階における上流規制と整合している。

また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はないが、我が

国においても、ほう素濃度のＳＲを１回／３日で実施しており、また、

水位監視により原子炉冷却材希釈事象の検知が可能であることから、

運転管理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

から、ＬＣＯを逸脱したとしても、ほう素濃

度測定を早める必要はないとしたものであ

る。この改訂の運転管理規定への反映可否に

ついて検討する。

全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、

運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ１７ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、原子炉保護系計装にお

ける適用モードの注釈の記載のうち「原子炉

トリップしゃ断器が閉じ、制御棒の引抜きが

行える場合」が「制御棒制御系が制御棒を引

き抜ける場合又は一つ以上の制御棒が全挿

入でない場合」※に変更された。この改訂は、

「原子炉トリップしゃ断器が閉じているこ

と」は「制御棒の引抜きが行える場合」では

自明のことであり、また、全ての制御棒が全

挿入されていれば原子炉トリップ機能は必

要ないことから、記載の適正化を図ったもの

である。この改訂の運転管理規定への反映可

否について検討する。

※：この条件下では原子炉保護計装の機能が要求され

る。

Ｂ 設置許可では、原子炉保護設備は、異常な過渡変化時あるいは事故時

に、原子炉停止回路を作動させ、制御棒を全挿入させることにより原

子炉を自動停止させることを要求しており、「制御棒制御系が制御棒

を引き抜ける場合又は一つ以上の制御棒が全挿入でない場合」に原子

炉保護系の機能を要求することは設計段階における上流規制と整合

している。また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はな

いが、我が国においても、制御棒が引き抜けない状態でかつ全ての制

御棒が全挿入されている場合は、原子炉トリップ機能は不要であるこ

とから、運転管理規定を見直したとしても運転段階における原子炉施

設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類

され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ１８ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、Ｐ－６（中性子源領域

原子炉トリップ手動ブロック許可）未満にお

ける、１つ又は２つの中間領域中性子束高チ

ャンネルが動作不能な場合の措置に関する

記載が削除された。この改訂は、もともとＰ

－６未満では中性子源領域の中性子束高信

号に原子炉トリップ機能を期待しているこ

と及びＰ－６以上では２チャンネルの中間

Ｂ 設置許可では、中性子束レベルに応じて、中性子源領域、中間領域及

び出力領域の中性子束検出器を設け、これらの出力値が所定の値にな

った場合に原子炉をトリップさせるようにすることを要求しており、

中性子束レベルが低い（Ｐ－６未満）状態においては中性子源領域検

出器にその機能を期待していることから、中間領域中性子束高トリッ

プチャンネルの機能を期待しないようにしても設計段階における上

流規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関する国内

運転実績はないが、我が国においても、Ｐ－６未満では中性子源領域
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４
－
Ⅱ
－
２
－
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８

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

領域中性子束高信号の機能維持が必要で実

質的にＰ－６以上へのモード移行が出来な

い規定になっていることから削除されたも

のである。この改訂の運転管理規定への反映

可否について検討する。

の中性子束高信号に原子炉トリップ機能を期待していること及びＰ

－６以上では２チャンネルの中間領域中性子束高信号の機能維持が

必要としていることから、運転管理規定を見直したとしても運転段階

における原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴ

リー「Ｂ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整

理される。

Ｐ１９ ＰＷＲ

３４

計測および

制御設備

ＳＴＳ改訂において、中間領域中性子束高及

び中性子源領域中性子束高のＬＣＯ逸脱時

（チャンネルが動作不能になった時）の措置

のうち「１次冷却材中のほう素濃度が低下す

る操作および制御棒の引抜き操作を全て中

止する。」に、注記として「原子炉停止余裕

の計算に考慮される範囲内でのほう素希釈

は許容される。」という記載が追加された。

この改訂は、ほう素濃度が反応度停止余裕を

満足する範囲であれば、ほう素希釈を行って

も原子炉施設の安全性は確保されることか

ら、このような操作を許容するように変更さ

れたものである。この改訂の運転管理規定へ

の反映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、原子炉を確実に停止することができるように反応度停

止余裕の制限を満足することを要求しており、これを満足している限

り、運転管理規定を見直しても設計段階における上流規制と整合して

いる。また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はないが、

我が国においても、反応度停止余裕を満足する範囲であれば、希釈操

作を行っても原子炉施設の安全性は確保されることから、運転管理規

定を見直したとしても運転段階における原子炉施設の安全性は確保

される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類され、運転管理規

定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ２０ ＰＷＲ

３７

他

１次冷却系

-モード３-
他

ＳＴＳ改訂において、蒸気発生器による熱除

去系が全て運転中でない場合の措置Ｄ.２の

記載が、「１次冷却材中のほう素濃度の希釈

に繋がる操作を中止する」から「ＬＣＯ

3.1.1の反応度停止余裕を満足する１次冷却

材中のほう素濃度未満のほう酸水を１次冷

却系に注入する操作を中止する」に変更され

Ｂ 設置許可では、原子炉を確実に停止することができるように反応度停

止余裕の制限を満足することを要求しており、これを満足している限

り、運転管理規定を見直しても設計段階における上流規制と整合して

いる。また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はないが、

我が国においても、反応度停止余裕を満足するほう素濃度以上のほう

酸水の１次冷却系への注入により1次冷却材の希釈が行われても原子

炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に
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料
４
－
Ⅱ
－
２
－
１
９

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

た。この改訂は、反応度停止余裕を満足する

ほう素濃度以上のほう酸水の注入であれば

原子炉施設の安全性は確保されることから、

その趣旨がわかるように表現が変更された

ものである。この改訂の運転管理規定への反

映可否について検討する。

分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ２１ ＰＷＲ

４２

一次冷却系

-モード６

(ｷｬﾋﾞﾃｨ低水

位）-

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯの除外規定とし

て、次の記載が追記された。

（注１：次の条件であれば、１系統から他系

統への切り替え時に、すべての余熱除去ポン

プは１５分間までは停電してもよい。

a. 炉心出口温度＜飽和温度-１０°F に維

持されている。

b. １次冷却材中のほう素濃度がＬＣＯ

3.9.1で要求される最小必要濃度より低下す

る原因となるような操作が許可されていな

い。

c. １次冷却系水量を更に低下させるよう

な排水操作が許可されていない。

注２：１つの必要な余熱除去系は、他の余熱

除去系が動作可能でかつ運転中であれば、定

例試験のために、２時間までは動作不能であ

ってもよい。）

この改訂は、ＬＣＯ3.4.8（１次冷却系 モ

ード５（非満水））と同様に容認されたもの

である。この改訂の運転管理規定への反映可

否について検討する。

Ａ 設置許可では、原子炉冷却系統の圧力、温度が所定の値以下に低下し

た後は余熱除去設備により残留熱の除去を行うことが要求されてい

るが、余熱除去系のポンプの切替のため、一定の条件下で短時間に限

り全ての余熱除去ポンプを停止したとしても、残留熱の除去機能に問

題はなく、運転管理規定を見直しても設計段階における上流規制と整

合している。また、現在の運転管理規定において、余熱除去系２系統

の動作可能を要求する第４０条（１次冷却系 ―モード５（１次冷却

系非満水）－）で、同様の除外規定が既に規定されており、国内運転

実績からも原子炉施設の安全性は確認されている。従って、本項目は

カテゴリー「Ａ」に分類され、運転管理規定を見直すことができるも

のと整理される。



添
付
資
料
４
－
Ⅱ
－
２
－
２
０

No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

Ｐ２２ ＰＷＲ

４５

加圧器逃が

し弁

ＳＴＳ改訂において、ＬＣＯ逸脱時(加圧器

逃がし弁元弁が閉止不能となった時)の措置

の条件Ｃ項に「または２つ」の元弁がインオ

ペラブルの条件が追加されるとともに、注釈

に「条件は、加圧器逃がし弁元弁毎に個別に

適用する」ことが追加された。この改訂は、

３台の加圧器逃がし弁及び加圧器逃がし弁

元弁を有するプラントに適用され、既に加圧

器逃がし弁に関する措置については弁毎に

個別に適用することを認めており、それを元

弁に対しても同様に適用するよう記載の適

正化を図ったものである。この改訂の運転管

理規定への反映可否について検討する。

Ｂ 設置許可では、加圧器逃がし弁から原子炉冷却材の漏えいが生じた場

合に、漏えいを停止させるため、加圧器逃がし弁毎にその上流側に加

圧器逃がし弁元弁（以下、「元弁」という。）を設置することが要求さ

れている。元弁は各弁それぞれが独立して開閉できることから、ＬＣ

Ｏ逸脱時の措置を弁毎に個別に適用したとしても上流規制と整合し

ている。また、現状、左記のような改訂に関する国内運転実績はない

が、我が国においても、加圧器逃がし弁に関する措置については弁毎

に個別に適用することを認めており、元弁はそれぞれが独立して開閉

できることから、運転管理規定を見直したとしても運転段階における

原子炉施設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」

に分類され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。

Ｐ２３ ＰＷＲ

５１

蓄圧タンク ＳＴＳ改訂において、蓄圧タンクがほう素濃

度の制限の逸脱以外の理由で動作不能にな

った場合のＡＯＴが、１時間から２４時間に

変更された。この改訂は、リスク情報を活用

したものである。この改訂の運転管理規定へ

の反映可否について検討する。

Ｄ２ 我が国では、現在、リスク情報を活用するための規制基盤を整備して

いる段階であることから、現状ではリスク情報を活用した運転管理規

定の見直しは行えない。従って、本項目はカテゴリー「Ｄ２」に分類

され、運転管理規定を見直すことはできないものと整理される。

Ｐ２４ ＰＷＲ

８２

原子炉キャ

ビティ水位

ＳＴＳ改訂において、原子炉キャビティの水

位が規定水位未満になった場合の措置のう

ち、原子炉キャビティ水位を回復させる措置

が削除された。この改訂は、原子炉キャビテ

ィ水位が規定水位未満になった場合は、もう

１つのＬＣＯ逸脱時の措置である「燃料の移

動を中止する」ことで、適用モード外へ移行

することになるため、それ以降の措置を規定

する必要がないことから削除されたもので

Ｂ 設置許可では、原子炉格納容器内での燃料集合体落下事故の想定はな

いことから、運転管理規定を見直した場合でも設計段階における上流

規制と整合している。また、現状、左記のような改訂に関する国内運

転実績はないが、我が国においても、原子炉キャビティ水位が規定水

位未満になった場合の措置として、燃料の移動を中止することが定め

られており、適用モード外へ移行すればそれ以降の措置を行う必要は

ないことから、運転管理規定を見直しても運転段階における原子炉施

設の安全性は確保される。従って、本項目はカテゴリー「Ｂ」に分類

され、運転管理規定を見直すことができるものと整理される。
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No.
条番号 項目 検討内容

検討結果

ｶﾃｺﾞﾘｰ 理由

ある。この改訂の運転管理規定への反映可否

について検討する。
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（構成及び定義）

第１１条

本章における原子炉の状態の定義は，表１１のとおりとする。

２．第３節（第７２条～第７５条を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとす

る。

（１）第１項：運転上の制限

（２）第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項

（３）第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置

表１１※２

原子炉の状態 運転 起動 高温停止 冷温停止 燃料交換

原子炉モード

スイッチの位

置

運転 起動

燃料取替

又は

停止

燃料取替

又は

停止

燃料取替

又は

停止

原子炉圧力容

器締付ボルト

の状態

全ﾎﾞﾙﾄ

締付

全ﾎﾞﾙﾄ

締付

全ﾎﾞﾙﾄ

締付

全ﾎﾞﾙﾄ

締付

１本以上

ボルトが

緩められ

ている

原子炉冷却材

温度

１００℃

以上

１００℃

未満

※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは，次のいずれかをいう。

（１）第２項の確認を行ったところ，運転上の制限を満足していないと各ＧＭが判断した

場合

（２）第２項の確認を行うことが出来なかった場合

（３）第２項にかかわらず運転上の制限を満足していないと各ＧＭが判断した場合

※２：第６９条，第７０条及び第７１条の適用時は当該条文による。

（構成及び定義）

第１１条

本章における原子炉の状態の定義は，表１１のとおりとする。

２．第３節（第７２条～第７５条を除く。）における条文の基本的な構成は次のとおりとす

る。

（１）第１項：運転上の制限

（２）第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項

（３）第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置

表１１※２※３

原子炉の状態 運転 起動 高温停止 冷温停止 燃料交換

原子炉モード

スイッチの位

置

運転 起動

燃料取替

又は

停止

燃料取替

又は

停止

燃料取替

又は

停止

原子炉圧力容

器締付ボルト

の状態

全ﾎﾞﾙﾄ

締付

全ﾎﾞﾙﾄ

締付

全ﾎﾞﾙﾄ

締付

全ﾎﾞﾙﾄ

締付

１本以上

ボルトが

緩められ

ている

原子炉冷却材

温度

１００℃

以上

１００℃

未満

※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは，次のいずれかをいう。

（１）第２項の確認を行ったところ，運転上の制限を満足していないと各ＧＭが判断した

場合

（２）第２項の確認を行うことが出来なかった場合

（３）第２項にかかわらず運転上の制限を満足していないと各ＧＭが判断した場合

※２：原子炉内から全燃料が取り出されている場合は、原子炉の状態を燃料交換とする。(ｱ)

※３：第６９条，第７０条及び第７１条の適用時は当該条文による。

(ｱ)

カテゴリー：①

本文：Ⅱ－２－２（１）

添付資料：４－Ⅱ－１
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３．用語の定義は，各条に特に定めがない場合は，次のとおりとする。

管理的手段による確

認

系統・設備に対する確認事項を実際に直接的に確認するのではなく，次の事項か

ら１つないし複数を適切に組み合わせて間接的に確認することをいう。ただし，

実際に直接的に確認することを妨げるものではない。

（１）当該系統・設備において，その機能に影響を及ぼす警報が発生していない

こと。

（２）当該系統・設備の必要な機器に電源が供給されていること。

（３）当該系統・設備が機能することを示す至近の記録を確認すること。

（４）当該系統・設備に対して施錠又は区域管理等が実施されていること。

原子炉圧力 原子炉圧力容器ドーム部の圧力をいう。

原子炉建屋原子炉棟

内で照射された燃料

に係る作業

原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料の移動作業及び新燃料又は制御棒の移

動の際に照射された燃料上を通過する作業をいう。なお，照射された燃料に係る

作業の中止の措置が要求された場合であって，進行中の作業を安全な状態で終了

させる場合を除く。

スタック 通常の制御棒挿入・引抜操作を行った際に，制御棒が挿入又は引き抜きができな

い状況が発生し，動作不能と判断できない状態をいう。なお，所定の位置で制御

棒の位置を固定できない場合を含む。

速やかに 第３節運転管理において「速やかに」とは，可能な限り短時間で実施するもので

あるが，一義的に時間を決められないものであり，意図的に遅延させることなく

行うことを意味する。なお，要求される措置を実施する場合には，上記の主旨を

踏まえた上で，組織的に実施する※３準備が整い次第行う活動を意味する。また，

複数の「速やかに」実施することが要求される措置に規定されている場合は，い

ずれか一つの要求される措置を「速やかに」実施し，引き続き遅滞なく，残りの

要求される措置を実施する。

制御棒が全挿入かつ

除外

制御棒が全挿入された状態で，制御棒駆動機構を除外した状態をいう。

制御棒駆動機構を除

外

制御棒駆動水圧系の駆動水及び排出水の元弁を閉鎖することをいう。

挿入可能な制御棒 制御棒駆動機構を除外していない制御棒をいう。

定検停止後の原子炉

起動

定期検査のために原子炉を停止した後の原子炉起動をいう。

定検停止時 定期検査のために原子炉が停止している期間をいう。

炉心変更 原子炉の状態が燃料交換において，原子炉圧力容器内における燃料の移動，制御

棒の挿入・引抜及び中性子源の移動をいう。ただし，炉心変更には，中性子検出

器の移動，空セル（制御棒周辺の燃料４体が全て取り出されている状態）におけ

る制御棒の挿入・引抜及び取付け・取外しは含まない。なお，炉心変更の中止の

措置が要求された場合でも，進行中の移動操作を安全な状態で終了させること及

び制御棒の挿入は除外される。

３．用語の定義は，各条に特に定めがない場合は，次のとおりとする。

動作可能 原子炉施設の安全機能を維持するうえで，各系統・設備に期待されている機能を

達成できる状態をいう。(ｲ)

管理的手段による確

認

系統・設備に対する確認事項を実際に直接的に確認するのではなく，次の事項か

ら１つないし複数を適切に組み合わせて間接的に確認することをいう。ただし，

実際に直接的に確認することを妨げるものではない。

（１）当該系統・設備において，その機能に影響を及ぼす警報が発生していない

こと。

（２）当該系統・設備の必要な機器に電源が供給されていること。

（３）当該系統・設備が機能することを示す至近の記録を確認すること。

（４）当該系統・設備に対して施錠又は区域管理等が実施されていること。

原子炉圧力 原子炉圧力容器ドーム部の圧力をいう。

炉心変更(ｳ) 原子炉の状態が燃料交換において，原子炉圧力容器内における燃料の移動，制御

棒の挿入・引抜及び中性子源の移動をいう。ただし，炉心変更には，中性子検出

器の移動，空セル（制御棒周辺の燃料４体が全て取り出されている状態）におけ

る制御棒の挿入・引抜及び取付け・取外しは含まない。なお，炉心変更の中止の

措置が要求された場合でも，進行中の移動操作を安全な状態で終了させること及

び制御棒の挿入は除外される。

原子炉建屋原子炉棟

内で照射された燃料

に係る作業

原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料の移動作業及び新燃料又は制御棒の移

動の際に照射された燃料上を通過する作業をいう。また，原子炉建屋原子炉棟内

で照射された燃料に係る作業には炉心変更を含む。(ｳ)なお，照射された燃料に

係る作業の中止の措置が要求された場合であって，進行中の作業を安全な状態で

終了させる場合を除く。

(ｴ)

速やかに 第３節運転管理において「速やかに」とは，可能な限り短時間で実施するもので

あるが，一義的に時間を決められないものであり，意図的に遅延させることなく

行うことを意味する。なお，要求される措置を実施する場合には，上記の主旨を

踏まえた上で，組織的に実施する※３準備が整い次第行う活動を意味する。また，

複数の「速やかに」実施することが要求される措置に規定されている場合は，い

ずれか一つの要求される措置を「速やかに」実施し，引き続き遅滞なく，残りの

要求される措置を実施する。

制御棒が全挿入かつ

除外

制御棒が全挿入された状態で，制御棒駆動機構を除外した状態をいう。

制御棒駆動機構を除

外

制御棒駆動水圧系の駆動水及び排出水の元弁を閉鎖することをいう。

挿入可能な制御棒 制御棒駆動機構を除外していない制御棒をいう。

定検停止後の原子炉

起動

定期検査のために原子炉を停止した後の原子炉起動をいう。

定検停止時 定期検査のために原子炉が停止している期間をいう。

(ｲ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№共２

(ｳ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ１

(ｴ)
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（制御棒の動作確認）

第２１条

原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒は表２１－１で定める事項を運転上の制限

とする。ただし，全挿入位置の制御棒及び引抜制御棒１本だけが動作不能※１の場合を除く。

２．制御棒が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実

施する。

（１）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，全制御棒の位置を２４時間に１回

確認する。

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，１ノッチの挿入・引抜が可能であ

ることを１ヶ月に１回確認する。ただし，全挿入位置の制御棒，動作不能となった制御

棒及びスタックした制御棒を除く。また，他の条文で制御棒の操作を禁止された場合も

除く。

（３）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒を全引抜位置にする毎に，

制御棒と制御棒駆動機構が結合していることを確認する。

３．当直長は，制御棒が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，当

該制御棒がスタック又は動作不能かを速やかに判断し，表２１－２－１又は表２１－２－

２の措置を講じる。

表２１－１

項目 運転上の制限

制御棒 （１）制御棒がスタックしていないこと

（２）制御棒が動作不能でないこと

（制御棒の動作確認）

第２１条

原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒は表２１－１で定める事項を運転上の制限

とする。ただし，全挿入位置の制御棒及び引抜制御棒１本だけが動作不能※１の場合を除く。

２．制御棒が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実

施する。

（１）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，全制御棒の位置を２４時間に１回

確認する。

（２）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，１ノッチの挿入・引抜が可能であ

ることを１ヶ月に１回確認する。ただし，全挿入位置の制御棒，動作不能となった制御

棒及びスタック※２(ｱ)した制御棒を除く。また，他の条文で制御棒の操作を禁止された

場合も除く。

（３）当直長は，原子炉の状態が運転及び起動において，制御棒を全引抜位置にする毎に，

制御棒と制御棒駆動機構が結合していることを確認する。

３．当直長は，制御棒が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，当

該制御棒がスタック又は動作不能かを速やかに判断し，表２１－２－１又は表２１－２－

２の措置を講じる。

表２１－１

項目 運転上の制限

制御棒 （１）制御棒がスタックしていないこと

（２）制御棒が動作不能でないこと

(ｱ)
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表２１－２－１（制御棒がスタックした場合）

条 件 要求される措置 完了時間

Ａ.引抜制御棒が１本スタ

ックした場合

Ａ1.当該制御棒駆動機構を除外する。

及び

Ａ2.燃料ＧＭは停止余裕を評価し，その結果を

当直長に通知する。

及び

Ａ3.当該制御棒以外の引抜制御棒に対して１

ノッチ挿入・引抜き（ＡＢＷＲにおいては，１

ステップ以上挿入・引抜き）が可能であること

を確認する。

２時間

３日間

２４時間

Ｂ.引抜制御棒が２本以上

スタックした場合

Ｂ1.当該制御棒駆動機構を除外する。

及び

Ｂ2.高温停止にする。

２時間

２４時間

Ｃ. 条件Ａで要求される

措置を完了時間内に達

成できない場合

Ｃ1.高温停止にする。 ２４時間

表２１－２－１（制御棒がスタックした場合）

条 件 要求される措置 完了時間

Ａ.引抜制御棒１本［（ＡＢ

ＷＲにおいては，同一の

水圧制御ユニットに属

する１組又は１本）］が

スタックした場合(ｲ)

Ａ1.当該制御棒駆動機構を除外する。

及び

Ａ2.燃料ＧＭは停止余裕を評価し，その結果を

当直長に通知する。

及び

Ａ3.当該制御棒以外の引抜制御棒に対して１

ノッチ挿入・引抜き（ＡＢＷＲにおいては，

１ステップ以上挿入・引抜）が可能である

ことを確認する。

２時間

３日間

２４時間

Ｂ.引抜制御棒２本［（ＡＢ

ＷＲにおいては，スタッ

クした引抜制御棒の２

本が，同一の水圧制御ユ

ニットに属する１組の

場合は除く）］以上がス

タックした場合(ｲ)

又は

条件Ａで要求される措

置を完了時間内に達成

できない場合(ｳ)

Ｂ1.高温停止にする。(ｳ) ２４時間

(ｲ)

カテゴリー：①
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表２１－２－２（制御棒が動作不能の場合）

条件 要求される措置 完了時間

A. 引抜制御棒が２本以

上動作不能となった

場合

A1.当該制御棒の操作を行わない。

及び

A2. 動作不能となった制御棒を２本未満に

する。

速やかに

２４時間

B. 条件 A で要求される

措置を完了時間内に

達成できない場合（該

当制御棒が８本以下

の場合）

B1.当該制御棒を全挿入する。（要求される

措置 A1 は適用除外とする）

及び

B2.当該制御棒駆動機構を除外する。

３時間

４時間

C. 条件 A（該当制御棒

が９本以上の場合）又

は B で要求される措

置を完了時間内に達

成できない場合

C1.高温停止にする。（要求される措置 A1 は

適用除外とする）

２４時間

※１：動作不能とは，次のいずれかの条件に該当し，かつスクラム挿入は可能と判断された

状態※２をいう。

①制御棒の位置が確認できない。

②通常駆動による制御棒の挿入ができない又は引き抜きができない。ただし，原

子炉手動操作系又は制御棒駆動水圧系の不具合として特定される場合は，制御

棒操作が必要となるまでは動作不能とは見なさない。

③制御棒と制御棒駆動機構が結合していることを確認できない。

※２：スクラム挿入が可能と判断された状態とは，当該制御棒の制御棒スクラムアキュムレ

ータの圧力が表２２－２で定める値であること及び原子炉保護系計装の［スクラム回路

（自動）］要素が動作不能でないことが確認された状態をいう。

表２１－２－２（制御棒が動作不能の場合）

条件 要求される措置 完了時間

A. 引抜制御棒が２本以

上動作不能となった

場合

A1.当該制御棒の操作を行わない。

及び

A2. 動作不能となった制御棒を２本未満に

する。

速やかに

２４時間

B. 条件 A で要求される

措置を完了時間内に

達成できない場合（該

当制御棒が８本以下

の場合）

B1.当該制御棒を全挿入する。（要求される

措置 A1 は適用除外とする）

及び

B2.当該制御棒駆動機構を除外する。

３時間

４時間

C. 条件 A（該当制御棒

が９本以上の場合）又

は B で要求される措

置を完了時間内に達

成できない場合

C1.高温停止にする。（要求される措置 A1 は

適用除外とする）

２４時間

※１：制御棒の動作不能とは，次のいずれかの条件に該当し，かつスクラム挿入が可能※３

と判断された状態をいう。(ｱ)

① 制御棒の位置が確認できない。

② 通常駆動による制御棒の挿入 (ｱ)又は引き抜きができない。ただし，原子炉

手動操作系又は制御棒駆動水圧系の不具合として特定される場合は，制御棒

操作が必要となるまでは動作不能とは見なさない。

③ 制御棒と制御棒駆動機構が結合していることを確認できない。

※２：制御棒のスタックとは，通常駆動による制御棒の挿入又は引き抜きができない状況が

発生し，かつスクラム挿入が可能※３と判断できない状態をいう。なお，所定の位置で制

御棒の位置を固定できない場合を含む。以下，第２２条において同じ。(ｱ)

※３：スクラム挿入が可能と判断された状態とは，当該制御棒の制御棒スクラムアキュムレ

ータの圧力が表２２－２で定める値であること及び原子炉保護系計装の［スクラム回路

（自動）］要素が動作可能であることをいう。ただし，これによらずスクラムができない

と判断した場合には，スクラム挿入が可能とは判断しない。(ｱ)

(ｱ)
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（非常用炉心冷却系その１）

第３９条

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系については原子炉圧力が

0.84MPa[gage]以上）において，非常用炉心冷却系は表３９－１で定める事項を運転上の

制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備及び原子炉停止時冷却系の運転中は，

当該低圧注水系（格納容器スプレイ系）を動作不能とはみなさない。

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低

圧注水系が模擬信号で作動すること及び格納容器スプレイ系が手動で作動すること

を確認し，その結果を当直長に通知する。

（２）運転評価ＧＭは，定検停止時に，自動減圧系が模擬信号で作動することを確認し，そ

の結果を当直長に通知する。

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に表３９－２（項目３）に定める事項及び高圧

炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系（格納容器スプレイ系）の主要な手動

弁と電動弁が原子炉の状態に応じた開閉状態及び主要配管が満水であることを確認する。

※１

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系については原子炉圧

力が 0.84MPa[gage]以上）において，表３９－２（項目３を除く）に定める事項を確認す

る。

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判

断した場合，表３９－３－１又は表３９－３－２の措置を講じる。

表３９－１

項 目

運転上の制限

（動作可能であるべき

系列数）

低圧炉心スプレイ系 １※２

非常用炉心冷却系
低圧注水系

（格納容器スプレイ系）

３※２

（２）※３

自動減圧系（原子炉圧力が

0.84MPa[gage]以上）
７※４

高圧炉心スプレイ系 １※２

（非常用炉心冷却系その１）

第３９条

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系については原子炉圧力が

0.84MPa[gage]以上）において，非常用炉心冷却系は表３９－１で定める事項を運転上の

制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備及び原子炉停止時冷却系の運転中は，

当該低圧注水系（格納容器スプレイ系）を動作不能とはみなさない。

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧

注水系が模擬信号で作動すること及び格納容器スプレイ系が手動で作動することを確

認し，その結果を当直長に通知する。

（２）運転評価ＧＭは，定検停止時に，自動減圧系が模擬信号で作動することを確認し，その

結果を当直長に通知する。

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に表３９－２（項目３）に定める事項及び高圧炉

心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系（格納容器スプレイ系）の主要な手動弁

と電動弁が原子炉の状態に応じた開閉状態及び主要配管が満水であることを確認する。※１

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系については原子炉圧力

が 0.84MPa[gage]以上）において，表３９－２（項目３を除く）に定める事項を確認する。

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表３９－３－１又は表３９－３－２の措置を講じる。

表３９－１

項 目

運転上の制限

（動作可能であるべき

系列数）

低圧炉心スプレイ系 １※２

非常用炉心冷却系
低圧注水系

（格納容器スプレイ系）

３※２

（２）※３

自動減圧系（原子炉圧力が

0.84MPa[gage]以上）
１※４ (ｱ)

高圧炉心スプレイ系 １※２

(ｱ)
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※１：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するための水源（サプレッショ

ンプール又は復水貯蔵タンク）からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器

（格納容器スプレイヘッダ）までの注入配管（格納容器スプレイ配管）を指し，小口径配

管を含まない。また，主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁並びに

主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，主要配管（格納容器スプレ

イ配管を除く）の満水は，当該主要配管の圧力低の警報が継続的に発生していないことで

確認する。

※２：１系列とは，ポンプ及び必要な弁並びに主要配管をいう。以下，第４０条において同じ。

※３：１系列とは，ポンプ，熱交換器及び必要な弁並びに主要配管をいう。

※４：自動減圧系の系列数は，１系列に相当する弁数をいう。

表３９－３－１

条件 要求される措置 完了時間

A.低圧炉心スプレ

イ系が動作不能

の場合

A1.低圧炉心スプレイ系を動作可能な状態に復旧す

る。

及び

A2.低圧注水系３系列について動作可能であることを

確認する。

１０日間

速やかに

B.低圧注水系１系

列が動作不能の

場合※５

B1.低圧注水系を動作可能な状態に復旧する。

及び

B2.残りの低圧注水系２系列について動作可能である

ことを確認する。

１０日間

速やかに

C.自動減圧系の弁

１個が動作不能

の場合

C1.自動減圧系の弁を動作可能な状態に復旧する。

及び

C2.高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系につ

いて動作可能であることを確認する。

１０日間

速やかに

D.高圧炉心スプレ

イ系が動作不能

の場合

D1.高圧炉心スプレイ系を動作可能な状態に復旧す

る。

及び

D2.自動減圧系（原子炉圧力が 0.84MPa[gage]以上の

場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－２に定める値

であることを確認する。

及び

D3.原子炉隔離時冷却系（原子炉圧力が1.03MPa[gage]

以上の場合）について動作可能であることを確認す

る。

１０日間

速やかに

速やかに

※１：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するための水源（サプレッシ

ョンプール又は復水貯蔵タンク）からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容

器（格納容器スプレイヘッダ）までの注入配管（格納容器スプレイ配管）を指し，小口

径配管を含まない。また，主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電動弁

並びに主要配管の満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，主要配管（格納容

器スプレイ配管を除く）の満水は，当該主要配管の圧力低の警報が継続的に発生してい

ないことで確認する。

※２：１系列とは，ポンプ及び必要な弁並びに主要配管をいう。以下，第４０条において同じ。

※３：１系列とは，ポンプ，熱交換器及び必要な弁並びに主要配管をいう。

※４：自動減圧系は，７弁で１系列とする。(ｱ)

表３９－３－１

条件 要求される措置 完了時間

A.低圧炉心スプレ

イ系が動作不能

の場合

A1.低圧炉心スプレイ系を動作可能な状態に復旧す

る。

及び

A2.低圧注水系３系列について動作可能であることを

管理的手段により確認する。(ｲ)

１０日間

速やかに

B.低圧注水系１系

列が動作不能の

場合※５

B1.低圧注水系を動作可能な状態に復旧する。

及び

B2.残りの低圧注水系２系列について動作可能である

ことを管理的手段により確認する。(ｲ)

１０日間

速やかに

C.自動減圧系が動

作不能の場合

(ｱ)

C1.自動減圧系を動作可能な状態に復旧する。

及び

C2.高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系につ

いて動作可能であることを管理的手段により確認

する。(ｲ)

１０日間

速やかに

D.高圧炉心スプレ

イ系が動作不能

の場合

D1.高圧炉心スプレイ系を動作可能な状態に復旧す

る。

及び

D2.自動減圧系（原子炉圧力が 0.84MPa[gage]以上の

場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－２に定める値

であることを管理的手段により確認する。(ｲ)

及び

D3.原子炉隔離時冷却系（原子炉圧力が1.03MPa[gage]

以上の場合）について動作可能であることを管理的

手段により確認する。(ｲ)

１０日間

速やかに

速やかに

(ｱ)

カテゴリー：再①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ５

(ｲ)

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ８
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(ｳ)

カテゴリー：再Ｂ

本文：Ⅱ－３－２（４）

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ９

Ｅ.非常用炉心冷却系
（自動減圧系を除く）
２系列以上が動作不
能の場合

又は
非常用炉心冷却系（自
動減圧系を除く）１系
列及び自動減圧系の
弁１個が動作不能の
場合

又は
自動減圧系の弁２個
以上が動作不能の場
合

又は
条件 A～D のいずれか
の要求される措置を
完了時間内に達成で
きない場合

E1.高温停止にする。
及び
E2.冷温停止にする。

なお，自動減圧系が動作不能の場合は，原子炉
圧力を 0.84MPa[gage]未満にする。

２４時間

３６時間

E.低圧注水系２系列が動
作不能の場合※５ (ｳ)

E1.低圧注水系１系列を動作可能な状態に復旧する。
及び
E2.残りの低圧注水系１系列及び低圧炉心スプレイ系に

ついて動作可能であることを管理的手段により確
認する。

３日間

速やかに

F. 低圧炉心スプレイ系が
動作不能の場合

及び
低圧注水系１系列が動
作不能の場合※５ (ｳ)

F1.低圧炉心スプレイ系又は低圧注水系を動作可能な状
態に復旧する。

及び
F2.残りの低圧注水系２系列について動作可能であるこ

とを管理的手段により確認する。

３日間

速やかに

G.非常用炉心冷却系２系列
以上が動作不能の場合
（ただし，条件Ｅ及び F
の場合を除く）(ｱ) (ｳ)

又は
条件 A～F のいずれかの
要求される措置を完了
時間内に達成できない
場合

G1.高温停止にする。
及び
G2.冷温停止にする。

なお，自動減圧系が動作不能の場合は，原子炉圧力
を 0.84MPa[gage]未満にする。

２４時間

３６時間
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（原子炉隔離時冷却系）

第４１条

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉圧力が 1.03MPa[gage]以上）において，

原子炉隔離時冷却系は表４１－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．原子炉隔離時冷却系が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。

（１）運転評価ＧＭは，定検停止後の原子炉起動から定期検査終了までの期間において，

原子炉隔離時冷却系が模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に原子炉隔離時冷却系の主要な手動弁と電動

弁が原子炉の状態に応じた開閉状態及び主要配管が満水であることを確認する。※１

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉圧力が 1.03MPa[gage]

以上）において，表４１－２に定める事項を確認する。

３．当直長は，原子炉隔離時冷却系が第１項に定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表４１－３の措置を講じる。

表４１－１

項 目 運転上の制限

原子炉隔離時冷却系 動作可能であること

※１：主要配管とは，原子炉隔離時冷却系に期待されている機能を達成するための水源（サ

プレッションプール又は復水貯蔵タンク）からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧

力容器までの注入配管，並びにタービン駆動用蒸気配管及び排気配管を指し，小口径配管を

含まない。また，主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁と電動弁及び主要配管の

満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，主要配管であるポンプの吸込配管及び注

入配管の満水は，当該主要配管の圧力低の警報が継続的に発生していないことで確認する。

（原子炉隔離時冷却系）

第４１条

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉圧力が 1.03MPa[gage]以上）において，

原子炉隔離時冷却系は表４１－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，定検停止後

の原子炉起動中における試運転に係る調整※１が完了するまでは除く。(ｱ)

２．原子炉隔離時冷却系が前項に定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。

（１）運転評価ＧＭは，定検停止後の原子炉起動から定期検査終了までの期間において，

原子炉隔離時冷却系が模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通知する。

（２）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に原子炉隔離時冷却系の主要な手動弁と電動

弁が原子炉の状態に応じた開閉状態及び主要配管が満水であることを確認する。※２

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉圧力が 1.03MPa[gage]

以上）において，表４１－２に定める事項を確認する。

３．当直長は，原子炉隔離時冷却系が第１項に定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表４１－３の措置を講じる。

表４１－１

項 目 運転上の制限

原子炉隔離時冷却系 動作可能であること

※１：試運転に係る調整は，原子炉圧力が 1.03 MPa[gage]相当となるよう主蒸気圧力設定を

1.03MPa[gage]とし原子炉圧力が安定した後，速やかに実施する。(ｱ)

※２：主要配管とは，原子炉隔離時冷却系に期待されている機能を達成するための水源（サ

プレッションプール又は復水貯蔵タンク）からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧

力容器までの注入配管，並びにタービン駆動用蒸気配管及び排気配管を指し，小口径配管を

含まない。また，主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁と電動弁及び主要配管の

満水を維持するために必要な一次弁をいう。なお，主要配管であるポンプの吸込配管及び注

入配管の満水は，当該主要配管の圧力低の警報が継続的に発生していないことで確認する。

(ｱ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ６
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表４１－２

項目 頻度

１．原子炉隔離時冷却系ポンプの流量が136m3/ｈで，全揚程

が運転確認時の原子炉圧力に加えて80m以上であることを

確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際し使用した弁が待機状態にあること及び主要配管が満

水であることを確認する。

定検停止後の

原子炉起動中※２に１回

その後１ヶ月に 1 回

２．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び試験可能逆止

弁が開することを確認する。

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状

態及び主要配管が満水であることを確認する。

定検停止後の

原子炉起動中に１回

その後１ヶ月に 1 回

※２：主蒸気圧力設定を 1.03MPa[gage]とした場合の原子炉圧力をいう。

表４１－２

項目 頻度

１．原子炉隔離時冷却系ポンプの流量が136m3/ｈで，全揚程

が運転確認時の原子炉圧力に加えて80m以上であることを

確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際し使用した弁が待機状態にあること及び主要配管が満

水であることを確認する。

定検停止後の

原子炉起動中※３に１回

その後１ヶ月に 1 回

２．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び試験可能逆止

弁が開することを確認する。

また，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状

態及び主要配管が満水であることを確認する。

定検停止後の

原子炉起動中に１回

その後１ヶ月に 1 回

※３：主蒸気圧力設定を 1.03MPa[gage]とした場合の原子炉圧力にて確認する。また、この確認事

項は試運転の結果をもって代えることが出来る。(ｱ)

(ｱ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ６
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（格納容器及び格納容器隔離弁）

第４３条

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器及び格納容器隔離弁は，表４

３－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，ドライウェル点検時は，速やかにエア

ロックを閉鎖できる措置を講じた上でエアロック二重扉を開放したままとすることができ

るが，この場合は格納容器が機能喪失とはみなさない。

２．格納容器及び格納容器隔離弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認す

るため，次の各号を実施する。

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，格納容器漏えい率が表４３－２に定める値である

ことを確認し，その結果を当直長に通知する。

（２）運転評価ＧＭは，定検停止時に，表４３－３に定める格納容器隔離弁が模擬信号で

全閉することを確認し，その結果を当直長に通知する。

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に格納容器バウンダリとなっている格納容器

隔離弁が原子炉の状態に応じた開閉状態であることを確認する。

３．当直長は，格納容器又は格納容器隔離弁が第１項で定める運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合，表４３－４の措置を講じる。なお，同時に複数の動作不能な格納容

器隔離弁が発生した場合には，個々の弁に対して表４３－４の措置を講じる。

表４３－１

項 目 運転上の制限

格納容器 機能が健全であること

格納容器隔離弁 動作可能であること

表４３－２

項 目 判定値

格納容器の漏えい率
０．５％／日以下

（常温，空気，設計圧換算）

（略）

（格納容器及び格納容器隔離弁）

第４３条

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器及び格納容器隔離弁は，表４

３－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，格納容器及び格納容器隔離弁を速やか

に閉止できる措置を講じた上で一時的に開状態とする場合は，機能喪失とはみなさない。(ｱ)

２．格納容器及び格納容器隔離弁が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認す

るため，次の各号を実施する。

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，格納容器漏えい率が表４３－２に定める値である

ことを確認し，その結果を当直長に通知する。

（２）運転評価ＧＭは，定検停止時に，表４３－３に定める格納容器隔離弁が模擬信号で

全閉することを確認し，その結果を当直長に通知する。

（３）当直長は，定検停止後の原子炉起動前に格納容器バウンダリとなっている格納容器

隔離弁が原子炉の状態に応じた開閉状態であることを確認する。

３．当直長は，格納容器又は格納容器隔離弁が第１項で定める運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合，表４３－４の措置を講じる。なお，同時に複数の動作不能な格納容

器隔離弁が発生した場合には，個々の弁に対して表４３－４の措置を講じる。

表４３－１

項 目 運転上の制限

格納容器 機能が健全であること

格納容器隔離弁 動作可能であること

表４３－２

項 目 判定値

格納容器の漏えい率
０．５％／日以下

（常温，空気，設計圧換算）

（略）

(ｱ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ７

カテゴリー：Ａ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ５
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表４３－３

４．４号炉

(1)主蒸気管ドレン系

主蒸気ドレンライン内側隔離弁

主蒸気ドレンライン外側隔離弁

主蒸気管ドレン元弁

(2)炉水サンプリング系

炉水サンプル弁内側隔離弁

炉水サンプル弁外側隔離弁

(3)残留熱除去系

停止時冷却ライン内側隔離弁

停止時冷却ライン外側隔離弁

停止時冷却注入弁

原子炉ヘッドスプレイ弁

残留熱除去系熱交換器出口サンプリング一次元弁

残留熱除去系熱交換器出口サンプリング二次元弁

残留熱除去系廃棄物処理系内側弁

残留熱除去系廃棄物処理系外側弁

停止時冷却配管テスト可能逆止弁バイパス弁

(4)廃棄物処理系

ドライウェル外側低電導度廃液系サンプ一次隔離弁

ドライウェル外側低電導度廃液系サンプ二次隔離弁

ドライウェル外側高電導度廃液系サンプ一次隔離弁

ドライウェル外側高電導度廃液系サンプ二次隔離弁

ドライウェル油ドレン一次隔離弁

ドライウェル油ドレン二次隔離弁

(5)移動式炉心内計装系

ボール弁

(6)不活性ガス系

原子炉格納容器パージ弁

ドライウェルパージ弁

サプレッションチェンバパージ弁

ドライウェル側出口隔離弁

非常用ガス処理系連絡弁

パージ用ファン入口弁

サプレッションチェンバ側出口隔離弁

ドライウェルベント弁バイパス弁

サプレッションチェンバベント弁バイパス弁

（略）

表４３－３

１．１号炉(ｲ)

(1)主蒸気管ドレン系

主蒸気ドレンライン内側隔離弁

主蒸気ドレンライン外側隔離弁

主蒸気管ドレン元弁

(2)残留熱除去系

停止時冷却ライン内側隔離弁

停止時冷却ライン外側隔離弁

停止時冷却注入弁

原子炉ヘッドスプレイ弁

残留熱除去系廃棄物処理系内側弁

残留熱除去系廃棄物処理系外側弁

停止時冷却配管テスト可能逆止弁バイパス弁

(3)廃棄物処理系

ドライウェル外側低電導度廃液系サンプ一次隔離弁

ドライウェル外側低電導度廃液系サンプ二次隔離弁

ドライウェル外側高電導度廃液系サンプ一次隔離弁

ドライウェル外側高電導度廃液系サンプ二次隔離弁

ドライウェル油ドレン一次隔離弁

ドライウェル油ドレン二次隔離弁

(4)移動式炉心内計装系

ボール弁

(5)不活性ガス系

原子炉格納容器パージ弁

ドライウェルパージ弁

サプレッションチェンバパージ弁

ドライウェル側出口隔離弁

非常用ガス処理系連絡弁

パージ用ファン入口弁

サプレッションチェンバ側出口隔離弁

ドライウェルベント弁バイパス弁

サプレッションチェンバベント弁バイパス弁

（略）

(ｲ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ９
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表４３－４

条件 要求される措置 完了時間

A. 条件 B，C 又は D 以外

の場合であって，格納容

器の機能が健全でない

場合

A1.格納容器の機能を健全な状態に復旧す

る。

１時間

B. 主蒸気隔離弁以外の

格納容器隔離弁２個を

有する配管に適用

動作不能な格納容器隔

離弁１個を有する配管が

１つ以上ある場合

B1. 動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管を隔離する。※１

及び

B2.動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管が隔離されていることを確認する。

ただし，第９４条第１項に定める区域に

ついては管理的手段により確認するこ

とができる。

４時間

１ヶ月に１

回

C. 主蒸気隔離弁以外の格

納容器隔離弁２個を有

する配管に適用

動作不能な格納容器隔

離弁２個を有する配管

が１つ以上ある場合

C1.動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管を隔離する。※１

及び

C2.動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管が隔離されていることを確認する。

ただし，第９４条第１項に定める区

域については管理的手段により確

認することができる。

１時間

１ヶ月に１

回

D. 格納容器隔離弁１個を

有する配管に適用

動作不能な格納容器隔

離弁１個を有する配管

が１つ以上ある場合

D1. 動作不能な格納容器隔離弁を有す

る配管を隔離する。※１

及び

D2.動作不能な格納容器隔離弁を有する配

管が隔離されていることを確認する。

ただし，第９４条第１項に定める区域に

ついては管理的手段により確認するこ

とができる。

４時間

１ヶ月に１

回

E. 条件 A，B，C又は Dで

要求される措置を完了

時間内に達成できない

場合

E1.高温停止にする。

及び

E2.冷温停止にする。

２４時間

３６時間

※１：動作不能な格納容器隔離弁を有する配管を隔離したことにより，当該系統の機能が喪

失した場合は，該当する条文を適用する。

表４３－４

条件 要求される措置 完了時間

A. 条件 B，C 又は D 以

外の場合であって，

格納容器の機能が健

全でない場合

A1.格納容器の機能を健全な状態に復旧する。 １時間

B. 主蒸気隔離弁以外の

格納容器隔離弁２個

を有する配管に適用

動作不能な格納容器

隔離弁１個を有する

配管が１つ以上ある

場合

B1. 動作不能な格納容器隔離弁を有する配管を

隔離する。※１※２(ｱ)

及び

B2.動作不能な格納容器隔離弁を有する配管が

隔離されていることを確認する。

ただし，第 94 条第 1 項に定める区域に設置

されている弁，及び施錠又は閉止栓により閉

鎖している弁については管理的手段により

確認することができる。(ｳ)

４時間

１ヶ月に１

回

C. 主蒸気隔離弁以外の

格納容器隔離弁２個

を有する配管に適用

動作不能な格納容器

隔離弁２個を有する

配管が１つ以上ある

場合

C1.動作不能な格納容器隔離弁を有する配管を

隔離する。※１※２(ｱ)

及び

C2.動作不能な格納容器隔離弁を有する配管が

隔離されていることを確認する。

ただし，第９４条第１項に定める区域に設置

されている弁，及び施錠又は閉止栓により

閉鎖している弁については管理的手段によ

り確認することができる。(ｳ)

１時間

１ヶ月に１

回

D. 格納容器隔離弁１個

を有する配管に適用

動作不能な格納容器

隔離弁１個を有する

配管が１つ以上ある

場合

D1.動作不能な格納容器隔離弁を有する配管を

隔離する。※１※２(ｱ)

及び

D2.動作不能な格納容器隔離弁を有する配管が

隔離されていることを確認する。

ただし，第９４条第１項に定める区域に設置

されている弁，及び施錠又は閉止栓により閉

鎖している弁については管理的手段により

確認することができる。(ｳ)

４時間

（閉じた系

の貫通部で

あれば７２

時間）(ｴ)

１ヶ月に１

回

E. 条件 A，B，C又は D

で要求される措置を

完了時間内に達成で

きない場合

E1.高温停止にする。

及び

E2.冷温停止にする。

２４時間

３６時間

※１：動作不能な格納容器隔離弁を有する配管を隔離したことにより，当該系統の機能が喪

失した場合は，該当する条文を適用する。

※２：格納容器隔離弁は，速やかに閉止できる措置を講じた上で一時的に開状態としてもよ

い。(ｱ)

(ｱ)

カテゴリー：Ａ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ５

(ｳ)

カテゴリー：Ａ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ１０

(ｴ)

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№共２

(ｱ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ７

運転管理規定の充実に伴う

見直し

カテゴリー：Ａ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ５
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（非常用ガス処理系）

第５１条

原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び［炉心変更時※１又は］原子炉建屋原子炉棟

内で照射された燃料に係る作業時において，非常用ガス処理系は表５１－１で定める事

項を運転上の制限とする。

２．非常用ガス処理系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次の各号を実施する。

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用ガス処理系が模擬信号で作動することを

確認し，その結果を当直長に通知する。

（２）放射線・化学管理ＧＭは，定検停止時に，非常用ガス処理系の総合除去効率が表

５１－２に定める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時又は原子炉建屋

原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時において，非常用ガス処理系排風機が起動す

ること及び非常用ガス処理系隔離弁が開することを１ヶ月に１回確認する。

３．当直長は，非常用ガス処理系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判

断した場合，表５１－３の措置を講じる。

表５１－１

項目 運転上の制限

非常用ガス処理系 ２系列※２が動作可能であること

表５１－２

項目 判定値

総合除去効率 99％以上

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。

※２：１系列とは，排風機１台，フィルタ１基及び必要なダンパ，ダクトをいう。

（非常用ガス処理系）

第５１条

原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び［______ (ｱ)］原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料※２に係る作業時において，非常用ガス処理系は表５１－１で定める事項を運転

上の制限とする。

２．非常用ガス処理系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，

次の各号を実施する。

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用ガス処理系が模擬信号で作動することを確

認し，その結果を当直長に通知する。

（２）放射線・化学管理ＧＭは，定検停止時に，非常用ガス処理系の総合除去効率が表５

１－２に定める値であることを確認し，その結果を当直長に通知する。

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更時又は原子炉建屋原

子炉棟内で照射された燃料に係る作業時において，非常用ガス処理系排風機が起動するこ

と及び非常用ガス処理系隔離弁が開することを１ヶ月に１回確認する。

３．当直長は，非常用ガス処理系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表５１－３の措置を講じる。

表５１－１

項目 運転上の制限

非常用ガス処理系 ２系列※３が動作可能であること

表５１－２

項目 判定値

総合除去効率 99％以上

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。

※２：照射終了後の一定期間を経過した照射された燃料を取扱う場合は、運転上の制限を

適用しない。(ｲ)

※３：１系列とは，排風機１台，フィルタ１基及び必要なダンパ，ダクトをいう。

(ｱ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ１

(ｲ)

カテゴリー：再Ａ

本文：Ⅱ－３－２（２）

添付資料：４－Ⅱ－１

№共３
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STS の LCO 適用範囲が「最近照射された燃料に係る作業時」に変更となった箇所

No. STS 変更箇所 保安規定対応箇所

１ 3.3.6.2 Secondary Containment Isolation

Instrumentation：二次格納容器隔離計装

（計測および制御設備）

第２７条

表２７－３－４―３

４．格納容器隔離系計装

（３）原子炉建屋隔離系計装

２ 3.3.7.1 Min Control Room Environmental

Control (MCREC) System

Instrumentation：[中央制御室環境制御

（MCREC）]系計装

（計測および制御設備）

第２７条

表２７－３－５－７

５．その他の計装

（７）中央制御室非常用換気空調系計装

３ 3.6.4.1 [Secondary] Containment：[2 次]

格納容器

第４９条（原子炉建屋）

４ 3.6.4.2 Secondary Containment Isolation

Valves（SCIV）：2次格納容器隔離弁（SCIV）

第５０条（原子炉建屋給排気隔離弁）

５ 3.6.4.3 Standby Gas Treatment （ SGT ）

System：非常用ガス処理（SGT）系

第５１条（非常用ガス処理系）

６ 3.7.4 Main Control Room Environmental

Control(MCREC) System：中央制御室環境制御

(MCREC)系

第５７条（中央制御室非常用換気空調系）

７ 3.7.5 [Control Room Air Conditioning (AC)]

System：[制御室空調]系

８ 3.8.2 AC Sources – Shutdown：交流電源－

停止中

第５９条（外部電源その２）

第６１条（非常用ディーゼル発電機その２）

９ 3.8.5 DC Sources - Shutdown：直流電源－

停止中

第６４条（直流電源その２）

１０ 3.8.10 Distribution System - Shutdown：

配電系－停止中

第６６条（所内電源系統その２）
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（使用済燃料プールの水位及び水温）

第５５条

使用済燃料プールの水位及び水温は，表５５－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．使用済燃料プールの水位及び水温が前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。

（１）当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近にあること及び使用済

燃料プールの水温が６５℃以下であることを毎日１回確認する。

３．当直長は，使用済燃料プールの水位又は水温が第１項で定める運転上の制限を満足して

いないと判断した場合，表５５ー２の措置を講じる。

表５５－１

項目 運転上の制限

使用済燃料プールの水位 オーバーフロー水位付近にあること

使用済燃料プールの水温 ６５℃以下

表５５―２

条件 要求される措置 完了時間

A.運転上の制限
を満足してい
ないと判断し
た場合

A1. 使用済燃料プールの水位を維持する
ための注水手段が確保されていること
を確認する。

及び
A2. 使用済燃料プール内での照射された燃料

に係る作業を中止する。ただし，移動中の
燃料は所定の場所に移動する。

及び
A3.原子炉建屋大物機器搬入口及び原子

炉建屋原子炉棟の二重扉の各々にお
いて，少なくとも１つの閉鎖状態を確
保するための措置を開始する。

及び
A4.原子炉建屋給排気隔離弁機能を確保

するための措置を開始する。
及び
A5.非常用ガス処理系1系列を動作可能な

状態とするための措置を開始する。

速やかに
その後毎日１回

速やかに

速やかに

速やかに

速やかに

（使用済燃料プールの水位及び水温）

第５５条

使用済燃料プールの水位及び水温は，表５５－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．使用済燃料プールの水位及び水温が前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次号を実施する。

（１）当直長は，使用済燃料プールの水位がオーバーフロー水位付近にあること及び使用済

燃料プールの水温が６５℃以下であることを１週間に(ｱ)１回確認する。

３．当直長は，使用済燃料プールの水位又は水温が第１項で定める運転上の制限を満足して

いないと判断した場合，表５５ー２の措置を講じる。

表５５－１

項目 運転上の制限

使用済燃料プールの水位 オーバーフロー水位付近にあること

使用済燃料プールの水温 ６５℃以下

表５５―２

条件 要求される措置 完了時間

A.運転上の制限
を満足してい
ないと判断し
た場合

A1. 使用済燃料プールの水位を維持する
ための注水手段が確保されていること
を確認する。

及び
A2. 使用済燃料プール内での照射された燃料

に係る作業を中止する。ただし，移動中の
燃料は所定の場所に移動する。

及び
A3.原子炉建屋大物機器搬入口及び原子

炉建屋原子炉棟の二重扉の各々にお
いて，少なくとも１つの閉鎖状態を確
保するための措置を開始する。

及び
A4.原子炉建屋給排気隔離弁機能を確保

するための措置を開始する。
及び
A5.非常用ガス処理系1系列を動作可能な

状態とするための措置を開始する。

速やかに
その後毎日１回

速やかに

速やかに

速やかに

速やかに

(ｱ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ１０
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カテゴリー：－（特例）

本文：Ⅱ－２－３

添付資料：４－Ⅱ－１

№共７

な し

（中央制御室換気空調系）

第５７条の２

原子炉の状態が運転，起動，高温停止，及び炉心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟内で

照射された燃料に係る作業時において，中央制御室換気空調系は表５７の２－１で定める事

項を運転上の制限とする。

２．中央制御室換気空調系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め，次号を実施する。

(1)［原子炉ＧＭ］は，定検停止時に，中央制御室換気空調系が作動することを確認し，

その結果を［当直長］に通知する。

３．［当直長］は，中央制御室換気空調系が第１項で定める運転上の制限を満足していない

と判断した場合，表５７の２－２の措置を講じる。

表５７の２－１

項目 運転上の制限

中央制御室換気空調系 動作可能であること※２

表５７の２－２

条件 要求される措置 完了時間

Ａ.中央制御室換気空調系

が動作不能である場合

Ａ1.動作可能な状態に復旧する。 １０日間

Ｂ.原子炉の状態が運転，起

動及び高温停止において，

条件Ａで要求される措置を

完了時間内に達成できない

場合

Ｂ1.高温停止にする。

及び

Ｂ2.冷温停止にする。

２４時間

３６時間

Ｃ. 炉心変更時又は原子炉

建屋原子炉棟内で照射され

た燃料に係る作業時におい

て，条件Ａで要求される措

置を完了時間内に達成でき

ない場合

Ｃ1.炉心変更を中止する。

及び

Ｃ2.原子炉建屋原子炉棟内で照射され

た燃料に係る作業を中止する。ただし，

移動中の燃料は所定の場所に移動する。

速やかに

速やかに

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。

※２：本条における動作可能とは，中央制御室を冷却維持できることであり，号炉あたり１

００％容量（１００％容量とは，[空気調和機ファン１台及び空気調和機１台]をい

う。）で運転できることをいう。
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（外部電源その１）

第５８条

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源は表５８－１で定める事項

を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。

２．外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源の電圧が確立してい

ることを１週間に１回確認する。

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表５８

―２の措置を講じる。

表５８－１

項 目 運転上の制限

外部電源※１ ２系列※２が動作可能であること

※１：外部電源とは，電力系統又は主発電機（当該原子炉の主発電機を除く）からの電力を第６５

条及び第６６条で要求される非常用交流高圧電源母線に供給する設備をいう。以下，第５９条

及び第６０条において同じ。

※２：外部電源の系列数は，非常用交流高圧電源母線に対して電力供給することができる発電所外

からの送電線の回線数と主発電機数（当該原子炉の主発電機を除く）の合計数とし，各々の非

常用交流高圧電源母線について求められる。以下，第５９条及び第６０条において同じ。

（外部電源その１）

第５８条

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源は表５８－１で定める事項

を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時を除く。

２．外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源の電圧が確立して

いることを１週間に１回確認する。

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表５

８―２の措置を講じる。

表５８－１

項 目 運転上の制限

外部電源※１ ２系列※２が動作可能であること

※１：外部電源とは，電力系統又は主発電機（当該原子炉の主発電機を除く）からの電力を第６

５条及び第６６条で要求される非常用交流高圧電源母線に供給する設備をいう。以下，第５

９条及び第６０条において同じ。

※２：外部電源の系列数は，非常用交流高圧電源母線に対して電力供給することができる発電所

外からの送電線の回線数と主発電機数（当該原子炉の主発電機を除く）の合計数とし，各々

の非常用交流高圧電源母線について求められる。以下，第５９条及び第６０条において同じ。
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表５８―２
条件 要求される措置 完了時間

A.動作可能である外部電源が
１系列のみの場合

A1.外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 １０日間

B.動作可能である外部電源が１
系列のみの場合（高圧炉心スプ
レイ系母線を除く）

及び
非常用ディーゼル発電機が１
台動作不能の場合（高圧炉心ス
プレイ系非常用ディーゼル発
電機を除く）

B1.外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。
又は
B2.当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に

復旧する。

１２時間

１２時間

C.高圧炉心スプレイ系母線に対
し動作可能である外部電源が
１系列のみ又は１系列もない
場合

及び
高圧炉心スプレイ系非常用
ディーゼル発電機が動作不能
の場合

C1.1.外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。
又は

C1.2.当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態
に復旧する。

及び
C2.自動減圧系（原子炉圧力が 0.84MPa[gage]以

上の場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－２
に定める値であることを確認する。

及び
C3.原子炉隔離時冷却系について動作可能であ
ることを確認する。※３

１０日間

１０日間

速やかに

速やかに
D.高圧炉心スプレイ系母線に対
し動作可能である外部電源が
１系列もない場合

D1. 外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。
及び
D2.自動減圧系（原子炉圧力が 0.84MPa[gage]以

上の場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－２
に定める値であることを確認する。

及び
D3.原子炉隔離時冷却系について動作可能であ

ることを確認する。※３

１０日間

速やかに

速やかに
E.動作可能である外部電源が１
系列もない場合（高圧炉心ス
プレイ系母線を除く）

又は
条件Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤで要求
される措置を完了時間内に達
成できない場合

E1.高温停止とする。
及び
E2.冷温停止とする。

２４時間

３６時間

※３：原子炉圧力が 1.03MPa[gage]以上の場合に実施する。

表５８―２
条件 要求される措置 完了時間

A.動作可能である外部電源が
１系列のみの場合

A1.外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。 １０日間

B.動作可能である外部電源が１
系列のみの場合（高圧炉心スプ
レイ系母線を除く）

及び
非常用ディーゼル発電機が１
台動作不能の場合（高圧炉心ス
プレイ系非常用ディーゼル発
電機を除く）

B1.外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。
又は
B2.当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態に

復旧する。

１２時間

１２時間

C.高圧炉心スプレイ系母線に対
し動作可能である外部電源が
１系列のみ又は１系列もない
場合

及び
高圧炉心スプレイ系非常用
ディーゼル発電機が動作不能
の場合

C1.1.外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。
又は

C1.2.当該非常用ディーゼル発電機を動作可能な状態
に復旧する。

及び
C2.自動減圧系（原子炉圧力が 0.84MPa[gage]以

上の場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－２
に定める値であることを管理的手段により確
認する。(ｲ)

及び
C3.原子炉隔離時冷却系について動作可能であ

ることを管理的手段により確認する。※３(ｲ)

１０日間

１０日間

速やかに

速やかに
D.高圧炉心スプレイ系母線に対
し動作可能である外部電源が
１系列もない場合

D1. 外部電源を２系列動作可能な状態に復旧する。
及び
D2.自動減圧系（原子炉圧力が 0.84MPa[gage]以

上の場合）の窒素ガス供給圧力が表３９－２
に定める値であることを管理的手段により確
認する。(ｲ)

及び
D3.原子炉隔離時冷却系について動作可能であ

ることを管理的手段により確認する。※３(ｲ)

１０日間

速やかに

速やかに
E．動作可能である外部電源が１
系列もない場合（高圧炉心ス
プレイ系母線を除く）

E1.外部電源の少なくとも１系列を動作可能な状態に
復旧する。(ｱ)

２４時間

F. 条件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ又はＥで
要求される措置を完了時間内
に達成できない場合

F1.高温停止とする。
及び
F2.冷温停止とする。

２４時間

３６時間

※３：原子炉圧力が 1.03MPa[gage]以上の場合に実施する。

(ｲ)

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ８

(ｱ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ１１
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（非常用ディーゼル発電機その１）

第６０条

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用ディーゼル発電機は表６０－１

で定める事項を運転上の制限とする。

２．非常用ディーゼル発電機が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次

の各号を実施する。

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用ディーゼル発電機が模擬信号で作動することを確認

し，その結果を当直長に通知する。

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表６０－２に定める事項を確

認する。

３．当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合，表６０―３の措置を講じる。

表６０－１

項 目 運転上の制限

非常用ディーゼル発電

機

３台※１の非常用ディーゼル発電機が動作可能である

こと

※１：３台とは，A系，B系及び高圧炉心スプレイ系をいう。

表６０－２

１．１号炉及び３号炉

項目 頻度

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が

６,９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き

続き非常用交流高圧電源母線に並列して定格出力で運転可能であること

を確認する。

１ヶ月に 1回

２．Ａ系及びＢ系のデイタンクレベルが２,６２０ｍｍ以上であること及び

高圧炉心スプレイ系デイタンクレベルが１,９１６ｍｍ以上であることを

確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日

間を除く。

１ヶ月に 1回

（非常用ディーゼル発電機その１）

第６０条

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，非常用ディーゼル発電機は表６０－１

で定める事項を運転上の制限とする。ただし，予備潤滑運転（ターニング，エアラン）を行う

場合を除く。(ｱ)

２．非常用ディーゼル発電機が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次

の各号を実施する。

（１）運転評価ＧＭは，定検停止時に，非常用ディーゼル発電機が模擬信号で作動することを確認

し，その結果を当直長に通知する。

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，表６０－２に定める事項を確

認する。

３．当直長は，非常用ディーゼル発電機が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合，表６０―３の措置を講じる。

表６０－１

項 目 運転上の制限

非常用ディーゼル発電

機

３台※１の非常用ディーゼル発電機が動作可能であること

※１：３台とは，A系，B系及び高圧炉心スプレイ系をいう。

表６０－２

１．１号炉及び３号炉

項目 頻度

１．非常用ディーゼル発電機を待機状態から始動し，無負荷運転時の電圧が

６,９００±３４５Ｖ及び周波数が５０±１Ｈｚであること並びに引き

続き非常用交流高圧電源母線に並列して定格出力で運転可能であること

を確認する。

１ヶ月に 1回

２．Ａ系及びＢ系のデイタンクレベルが２,６２０ｍｍ以上であること及び

高圧炉心スプレイ系デイタンクレベルが１,９１６ｍｍ以上であることを

確認する。ただし，非常用ディーゼル発電機が運転中及び運転終了後２日

間を除く。

１ヶ月に 1回

(ｱ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ１２
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（（複数の制御棒引き抜きを伴う検査）

第６９条

原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，原子炉モードスイッチを起動

位置にして複数の制御棒を引き抜く検査を行う場合は，表６９－１で定める事項を運転上の

制限とする。この時，他の運転上の制限については，原子炉の状態が各々高温停止，冷温停

止又は燃料交換であるものとみなして適用するものとし，原子炉の状態が起動であるとはみ

なさない。

２．複数の制御棒引き抜きを伴う検査を実施する場合に，前項で定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次の各号を実施する。

（１）燃料ＧＭは，制御棒操作を行うにあたり，あらかじめ制御棒操作手順を作成し，主任

技術者の確認を得て当直長に通知する。

（２）当直長は，原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，原子炉モード

スイッチを起動位置にして，制御棒価値ミニマイザの動作確認を行う場合又は制御棒操

作手順に従って複数の制御棒を引き抜く検査を行う場合は，表６９－２に定める事項を

確認する。

３．当直長は，複数の制御棒引き抜きを伴う検査を実施する場合に第１項で定める運転上の

制限を満足していないと判断した場合，表６９－３の措置を講じる。

表６９－１

項目 運転上の制限

複数の制御棒引き

抜きを伴う検査

あらかじめ定められた制御棒操作手順に従っ

て実施すること

（略）

（複数の制御棒引き抜きを伴う検査）

第６９条

原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，原子炉モードスイッチを起動

位置にして複数の制御棒を引き抜く検査を行う場合は，表６９－１で定める事項を運転上の

制限とする。この時，他の運転上の制限については，原子炉の状態が各々高温停止，冷温停

止又は燃料交換であるものとみなして適用するものとし，原子炉の状態が起動であるとはみ

なさない。

２．複数の制御棒引き抜きを伴う検査を実施する場合に，前項で定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次の各号を実施する。

（１）燃料ＧＭは，制御棒操作を行うにあたり，あらかじめ制御棒操作手順を作成し，主任

技術者の確認を得て当直長に通知する。

（２）当直長は，原子炉の状態が高温停止，冷温停止及び燃料交換において，原子炉モード

スイッチを起動位置にして，制御棒価値ミニマイザの動作確認を行う場合又は制御棒操

作手順に従って複数の制御棒を引き抜く検査を行う場合は，表６９－２に定める事項を

確認する。

（３）当直長は，制御棒の操作の都度，制御棒操作手順で定めた位置に適合させるように制

御棒の操作を行う。(ｱ)

３．当直長は，複数の制御棒引き抜きを伴う検査を実施する場合に第１項で定める運転上の

制限を満足していないと判断した場合，表６９－３の措置を講じる。

表６９－１

項目 運転上の制限

複数の制御棒引き

抜きを伴う検査

あらかじめ定められた制御棒操作手順に従っ

て実施すること※１

※１：制御棒操作時に，誤操作等により制御棒操作手順で定めた位置に適合しなかった場合，

次の手順に移る前に，速やかに当該制御棒を制御棒操作手順で定めた位置に適合させる

ことができれば，運転上の制限を満足しないとはみなさない。(ｱ)

（略）

(ｱ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ１３
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（運転上の制限の確認）

第７２条

各ＧＭは，運転上の制限を第３節各条の第２項で定める事項※１で確認する。

２．第３節各条の第２項で定められた頻度及び第３項の要求される措置に定められた当該措

置の実施頻度に関して，その確認の間隔は，表７２に定める範囲内で延長することができ

る※２。ただし，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。なお，定め

られた頻度以上で実施することを妨げるものではない。

３．各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項を行うことができなかった場合，運転上

の制限を満足していないと判断するが，この場合は判断した時点から第３節各条の第３項

の要求される措置を開始するのではなく，判断した時点から速やかに当該事項を実施し，

運転上の制限を満足していることを確認することができる。この結果，運転上の制限を満

足していないと判断した場合は，この時点から第３節各条の第３項の要求される措置を開

始する。

４．各ＧＭは，運転上の制限が適用される時点から，第３節各条の第２項で定める頻度（期

間）以内に最初の運転上の制限を確認するための事項を実施する。ただし，特別な定めが

ある場合を除く。なお，第３節各条の第２項で定める頻度（期間）より，適用になった期

間が短い場合は，当該事項を実施する必要はない。

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間は，当該運転上の制限を満足

していないと判断しなくてもよい。

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結果が運転上の制限を満足し

ていれば，第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限が

満足していないと判断しない。ただし，第７３条第２項で運転上の制限を満足していない

と判断した場合を除く。

※１：第７２条から第７５条を除く。以下，第７３条及び第７４条において同じ。

※２：第２節で定められた頻度も適用される。

（略）

（運転上の制限の確認）

第７２条

各ＧＭは，運転上の制限を第３節各条の第２項で定める事項※１で確認する。

２．第３節各条の第２項で定められた頻度及び第３項の要求される措置に定められた当該措

置の実施頻度に関して，その確認の間隔は，表７２に定める範囲内で延長することができ

る※２。ただし，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。なお，定め

られた頻度以上で実施することを妨げるものではない。

３．各ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項が実施されなかったことを確認した場合

は，速やかに当該事項を実施し，運転上の制限を満足していることを確認する。この結果，

運転上の制限を満足していないと判断した場合は，この時点から第３節各条の第３項の要

求される措置を開始する。(ｱ)

４．各ＧＭは，運転上の制限が適用される時点から，第３節各条の第２項で定める頻度（期

間）以内に最初の運転上の制限を確認するための事項を実施する。ただし，特別な定めが

ある場合を除く。なお，第３節各条の第２項で定める頻度（期間）より，適用になった期

間が短い場合は，当該事項を実施する必要はない。

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間及び必要な系統・設備を動作

させている期間※３は，当該運転上の制限を満足していないと判断しなくてもよい。(ｲ)

また，当該期間は，関連する条文の運転上の制限に影響する場合も，同様に運転上の制限

を満足していないと判断しなくてもよい。(ｳ)

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結果が運転上の制限を満足し

ていれば，第３節各条の第２項で定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限が

満足していないと判断しない。ただし，第７３条第２項で運転上の制限を満足していない

と判断した場合を除く。

※１：第７２条から第７５条を除く。以下，第７３条及び第７４条において同じ。

※２：第２節で定められた頻度も適用される。

※３：必要な系統・設備を動作させている期間とは，定期事業者検査実施中及び第１４条に

基づき作成されたマニュアルに従い，系統・設備を動作させている期間をいう。(ｲ)

（略）

(ｱ)

カテゴリー：Ｂ

本文：Ⅱ－３－２（３）

添付資料：４－Ⅱ－２

№共４

(ｲ)

運カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№共５

(ｳ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ１４
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（燃料移動）
第８４条

当直長は，第８３条の燃料移動手順に従い，燃料取替機を使用して燃料移動を行う。
２．当直長は，燃料移動時に全制御棒が全挿入の場合は表８４－１－ａについて確認する。
３．当直長は，前項の確認ができない場合は，表８４－２－ａの措置を講じる。
４．当直長は，燃料移動時に制御棒引き抜きを伴う場合は，表８４－１－ｂについて確認す
る。

５．当直長は，前項の確認ができない場合は，表８４－２－ｂの措置を講じる。
６．当直長は，第２項から第５項の実施にあたっては，第７２～７５条に準拠する。
表８４－１－ａ

項 目 頻度

１．次の燃料取替機インターロックが作動することを管理的手
段で確認する。
（１）制御棒が引き抜かれている場合は，燃料を吊った燃料
取替機が炉心上に移動できないこと及び燃料取替機が炉心
上での燃料取替の操作ができないこと。
（２）燃料を吊った燃料取替機が炉心上にある場合は，制御
棒が引き抜けないこと。

燃料移動開始前※１

２．原子炉モードスイッチが燃料取替位置において１本制御棒
引抜インターロック（引き抜かれた制御棒がある場合には，
２本目の引抜対象制御棒が選択できないこと）が作動してい
ることを確認する。

燃料移動開始前※１

３．原子炉モードスイッチが燃料取替位置で施錠されているこ
とを確認する。

毎日１回

４．全制御棒が全挿入であることを確認する。 ２４時間に１回

５．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都
度

表８４－１－ｂ
項 目 頻度

１．引き抜く制御棒毎に，当該セルのすべての燃料が取り除か
れていることを確認する。※２

制御棒を引き抜く
直前

２．引抜対象制御棒以外のすべての制御棒が全挿入かつ除外状
態の管理がなされていることを確認する。※２（ただし，引き
抜かれた制御棒を除く）

制御棒を引き抜く
直前

３．制御棒が引き抜かれているセルは，燃料すべてが取り除か
れていることを確認する。※２

毎日１回

４．１体以上の燃料が装荷されているセルは，制御棒が全挿入
されていることを確認する。※２

毎日１回

５．炉心に燃料を装荷する場合は，当該セルに制御棒が全挿入
されていることを確認する。

燃料を装荷する直前

６．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都度
及び制御棒を操作す
る都度

※１：燃料移動開始前とは，燃料取り出しの工程の前をいう。
※２：第８３条第１項の（４）適用時を除く。

（燃料移動）
第８４条
当直長は，第８３条の燃料移動手順に従い，燃料取替機を使用して燃料移動を行う。

２．当直長は，燃料移動時に全制御棒が全挿入の場合は表８４－１－ａについて確認する。
３．当直長は，前項の確認ができない場合は，表８４－２－ａの措置を講じる。
４．当直長は，燃料移動時に制御棒引き抜き及び挿入(ｱ)を伴う場合は，表８４－１－ｂに
ついて確認する。

５．当直長は，前項の確認ができない場合は，表８４－２－ｂの措置を講じる。
６．当直長は，第２項から第５項の実施にあたっては，第７２～７５条に準拠する。
表８４－１－ａ

項 目 頻度

１．次の燃料取替機インターロックが作動することを管理的手
段で確認する。
（１）制御棒が引き抜かれている場合は，燃料を吊った燃料
取替機が炉心上に移動できないこと及び燃料取替機が炉心
上での燃料取替の操作ができないこと。
（２）燃料を吊った燃料取替機が炉心上にある場合は，制御
棒が引き抜けないこと。

燃料移動開始前※１

２．原子炉モードスイッチが燃料取替位置において１本制御棒
引抜インターロック（引き抜かれた制御棒がある場合には，
２本目の引抜対象制御棒が選択できないこと）が作動してい
ることを確認する。

燃料移動開始前※１

３．原子炉モードスイッチが燃料取替位置で施錠されているこ
とを確認する。

毎日１回

４．全制御棒が全挿入であることを確認する。 ２４時間に１回

５．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都
度

表８４－１－ｂ
項 目 頻度

１．引き抜く制御棒毎に，当該セルのすべての燃料が取り除か
れていることを確認する。※２

制御棒を引き抜く
直前

２．引抜対象制御棒以外のすべての制御棒が全挿入かつ除外状
態の管理がなされていることを確認する。※２（ただし，引き
抜かれた制御棒を除く）

制御棒を引き抜く
直前

３．制御棒が引き抜かれているセルは，燃料すべてが取り除か
れていることを確認する。※２

毎日１回

４．１体以上の燃料が装荷されているセルは，制御棒が全挿入
されていることを確認する。※２

毎日１回

５．炉心に燃料を装荷する場合は，当該セルに制御棒が全挿入
されていることを確認する。

燃料を装荷する直前

６．未臨界であることを確認する。 燃料を移動する都度
及び制御棒を操作す
る都度

※１：燃料移動開始前とは，燃料取り出しの工程の前をいう。
※２：第８３条第１項の（４）適用時を除く。

(ｱ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ１５



代表的な原子炉施設保安規定の変更イメージ

変 更 前 変 更 後 備 考

参
考

2
-
2
4（

B
W
R
(第

2
7
条
)
）

（計測及び制御設備）

第２７条

原子炉の状態に応じて，次の計測及び制御設備※１は，表２７－１で定める事項を運転上

の制限とする。

（１）原子炉保護系計装

（２）起動領域モニタ計装

（３）非常用炉心冷却系計装

（低圧炉心スプレイ系計装，低圧注水系計装，高圧炉心スプレイ系計装，自動減圧

系計装）

（４）格納容器隔離系計装

（主蒸気隔離弁計装，格納容器隔離系計装，原子炉建屋隔離系計装）

（５）その他の計装

（非常用ディーゼル発電機計装，原子炉隔離時冷却系計装，原子炉再循環ポンプトリッ

プ計装，制御棒引抜監視装置計装，タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリッ

プ計装，中央制御室外原子炉停止装置計装，中央制御室非常用換気空調系計装，事故時

計装）

２．計測及び制御設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次

号を実施する。

（１）各ＧＭは，原子炉の状態に応じて表２７－２の各項目を実施し，その結果を当直長に

通知する。なお，各ＧＭは前項で定める計測及び制御設備に関係する事象を発見した場

合には，当直長に連絡し，当直長は誤動作※２又は誤不動作※３等の観点から，運転上の制

限を満足するかどうかを判断する。

３．当直長は，計測及び制御設備が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表２７－３の措置を講じる。なお，同時に複数の要素の動作不能が発生した場

合には，個々の要素に対して表２７－３の措置を講じる。

表２７－１

項目 運転上の制限

計測及び制御設備

動作可能※４であること

なお，適用される原子炉の状態及び動作可

能であるべきチャンネル数については，表

２７－３にて定める。

（計測及び制御設備）

第２７条

原子炉の状態に応じて，次の計測及び制御設備※１は，表２７－１で定める事項を運転上

の制限とする。

（１）原子炉保護系計装

（２）起動領域モニタ計装

（３）非常用炉心冷却系計装

（低圧炉心スプレイ系計装，低圧注水系計装，高圧炉心スプレイ系計装，自動減圧

系計装）

（４）格納容器隔離系計装

（主蒸気隔離弁計装，格納容器隔離系計装，原子炉建屋隔離系計装）

（５）その他の計装

（非常用ディーゼル発電機計装，原子炉隔離時冷却系計装，原子炉再循環ポンプトリッ

プ計装，制御棒引抜監視装置計装，タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリッ

プ計装，中央制御室外原子炉停止装置計装，中央制御室非常用換気空調系計装，事故時

計装）

２．計測及び制御設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次

号を実施する。

（１）各ＧＭは，原子炉の状態に応じて表２７－２の各項目を実施し，その結果を当直長に

通知する。なお，各ＧＭは前項で定める計測及び制御設備に関係する事象を発見した場

合には，当直長に連絡し，当直長は誤動作※２又は誤不動作※３等の観点から，運転上の制

限を満足するかどうかを判断する。

３．当直長は，計測及び制御設備が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合，表２７－３の措置を講じる。なお，同時に複数の要素の動作不能が発生した場

合には，個々の要素に対して表２７－３の措置を講じる。

表２７－１

項目 運転上の制限

計測及び制御設備

動作可能※４であること

なお，適用される原子炉の状態及び動作可

能であるべきチャンネル数については，表

２７－３にて定める。
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※１：適用範囲は，センサから論理回路の出力段までとし，アクチュエータは含まない。

また，トリップ系の定義の例は次のとおり。

※２：本条における誤動作とは，計測及び制御設備が，トリップ信号を出力すべきでない

状態にもかかわらず，誤ってトリップ信号を出力する状態をいう。

※３：本条における誤不動作とは，計測及び制御設備が，トリップ信号を出力すべき事態

が発生したと判断される場合にもかかわらず，トリップ信号を出力しない状態，又は，

そのような状態が発生すると推定される状態をいう。

※４：本条における動作可能とは，当該計測及び制御設備に期待されている機能が達成され

ている状態をいう。また，動作不能とは，点検・修理のために当該チャンネル又は論理

回路をバイパスして動作可能であるべきチャンネル数を満足していない場合及び誤不動

作が発見された場合で，当該計測及び制御設備に期待されている機能を達成できない状

態をいう。トリップ信号を出力している状態は，誤動作であっても動作不能とは見なさ

ない。

※１：適用範囲は，センサから論理回路の出力段までとし，アクチュエータは含まない。ま

た，トリップ系の定義の例は次のとおり。

※２：本条における誤動作とは，計測及び制御設備が，トリップ信号を出力すべきでない

状態にもかかわらず，誤ってトリップ信号を出力する状態をいう。

※３：本条における誤不動作とは，計測及び制御設備が，トリップ信号を出力すべき事態

が発生したと判断される場合にもかかわらず，トリップ信号を出力しない状態，又は，

そのような状態が発生すると推定される状態をいう。

※４：本条における動作可能とは，当該計測及び制御設備に期待されている機能が達成され

ている状態をいう。また，動作不能とは， (ｱ)動作可能であるべきチャンネル数を満

足していない場合及び誤不動作が発見された場合で，当該計測及び制御設備に期待され

ている機能を達成できない状態をいう。トリップ信号を出力している状態は，誤動作で

あっても動作不能とは見なさない。

(ｱ)

カテゴリー：再①

添付資料：４－Ⅱ－１

№共３
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表２７－２

１．原子炉保護系計装

表２７－２－１

要 素 設定値 項 目 頻 度

1.起動領域モ

ニタ

ａ．原子炉周

期（ペリオ

ド）

短

原子炉周期

１０秒以上

（中間領域）

当直長は，原子炉の状態が起動，高温停止※

1,冷温停止※1 及び燃料交換※１において動作

不能でないことを指示により確認する。※２

毎日１回

当直長は，原子炉の状態が起動から運転へ

入る時，起動領域モニタと平均出力領域モ

ニタのオーバラップを確認する。

原子炉起動時

計測制御ＧＭは，チャンネル校正※３（検出

器を除く）を実施し，運転評価ＧＭは論理

回路機能検査※４を実施する。

定検停止時

ｂ．機器動作

不能

－ 運転評価ＧＭは，論理回路機能検査を実施

する。

定検停止時

2.平均出力領

域モニタ

ａ．中性子

束高

(ｱ)中性子束

15％以下

（原子炉モー

ドスイッチが

「燃料取替」，

「起動」の時）

当直長は，原子炉の状態が起動において動

作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

当直長は，原子炉の状態が起動から運転へ

入る時，起動領域モニタと平均出力領域モ

ニタのオーバラップを確認する。

原子炉起動時

計測制御ＧＭは，チャンネル校正（検出器

を除く）を実施し，運転評価ＧＭは論理回

路機能検査を実施する。

定検停止時

120％以下

（原子炉モー

ドスイッチが

「運転」の時）

当直長は，原子炉の状態が運転において動

作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

当直長は，原子炉の状態が運転において平

均出力領域モニタのゲインを確認し，必要

に応じて計測制御ＧＭは校正を実施する。

１週間に１回

計測制御ＧＭは，動作可能な局部出力領域

モニタの校正を実施する。

燃焼度の増分が

1,000ＭＷｄ／ｔ

に１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正（検出器

を除く）を実施し，運転評価ＧＭは論理回

路機能検査を実施する。

定検停止時

表２７－２

１．原子炉保護系計装

表２７－２－１

要 素 設定値 項 目 頻 度

1.起動領域モ

ニタ

ａ．原子炉周

期（ペリ

オド）

短

原子炉周期

１０秒以上

（中間領域）

当直長は，原子炉の状態が起動，高温停止※

1,冷温停止※1 及び燃料交換※１において動作

不能でないことを指示により確認する。※２

毎日１回

(ｲ)

計測制御ＧＭは，チャンネル校正※３（検出

器を除く）を実施し，運転評価ＧＭは論理

回路機能検査※４を実施する。

定検停止時

ｂ．機器動作

不能

－ 運転評価ＧＭは，論理回路機能検査を実施

する。

定検停止時

2.平均出力領

域モニタ

ａ．中性子

束高

(ｱ)中性子束

15％以下

（原子炉モー

ドスイッチが

当直長は，原子炉の状態が起動において動

作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

「燃料取替」，

「起動」の時）

(ｲ)

計測制御ＧＭは，チャンネル校正（検出器

を除く）を実施し，運転評価ＧＭは論理回

路機能検査を実施する。

定検停止時

120％以下

（原子炉モー

ドスイッチが

当直長は，原子炉の状態が運転において動

作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

「運転」の時） 当直長は，原子炉の状態が運転において平

均出力領域モニタのゲインを確認し，必要

に応じて計測制御ＧＭは校正を実施する。

１週間に１回

計測制御ＧＭは，動作可能な局部出力領域

モニタの校正を実施する。

燃焼度の増分が

1,000ＭＷｄ／ｔ

に１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正（検出器

を除く）を実施し，運転評価ＧＭは論理回

路機能検査を実施する。

定検停止時

(ｲ)

カテゴリー：Ａ

本文：Ⅱ－３－２（１）

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ３

【参考】

従来の原子炉核計装は、原

子炉起動時の中性子束を

監視する中性子源領域モ

ニタ、中間領域モニタ及び

出力運転中の中性子束を

監視する平均出力領域モ

ニタの３種類のモニタに

より構成されているが、新

型の起動領域モニタは、中

性子源領域モニタと中間

領域モニタの計測範囲を

カバーする。
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要 素 設定値 項 目 頻 度

(ｲ)熱流束

相当

自動可変設定

（図２７に示

す 設 定 値 以

下）

当直長は，原子炉の状態が運転において平均出

力領域モニタのゲインを確認し，必要に応じて

計測制御ＧＭは校正する。

１週間に１回

計測制御ＧＭは，動作可能な局部出力領域モニ

タの校正を実施する。

燃焼度の増分

が 1,000ＭＷ

ｄ／ｔに１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正（検出器を除

く）を実施し，運転評価ＧＭは論理回路機能検

査を実施する。

定検停止時

計測制御ＧＭは，フローユニット校正を実施す

る。

定検停止時

ｂ．機器動作

不能

－ 運転評価ＧＭは，論理回路機能検査を実施する。 定検停止時

３．原子炉圧

力高

7.21MPa[gage

]

以下

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動におい

て，動作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，運

転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施する。

定検停止時

４．原子炉水

位低（レベ

ル３）

1,372cm 以上

（圧力容器零

レ

ベルより）

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動におい

て，動作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，運

転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施する。

定検停止時

５．主蒸気隔

離弁閉

全開状態より

１０％閉以下

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，運

転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施する。

定検停止時

６．格納容器

圧力高

13.7kPa[gage

] 以下

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動におい

て，動作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，運

転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施する。

定検停止時

7.スクラム排

出容器水位

高

94.5Ｌ以下

（スクラム排

出容器１個あ

たり）

当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停

止※1，冷温停止※1及び燃料交換※１において，動

作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，運

転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施する。

定検停止時

要 素 設定値 項 目 頻 度

(ｲ)熱流束

相当

自動可変設定

（図２７に示

す 設 定 値 以

下）

当直長は，原子炉の状態が運転において平均出

力領域モニタのゲインを確認し，必要に応じて

計測制御ＧＭは校正する。

１週間に１回

計測制御ＧＭは，動作可能な局部出力領域モニ

タの校正を実施する。

燃焼度の増分

が 1,000ＭＷ

ｄ／ｔに１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正（検出器を除

く）を実施し，運転評価ＧＭは論理回路機能検

査を実施する。

定検停止時

計測制御ＧＭは，フローユニット校正を実施す

る。

定検停止時

ｂ．機器動作

不能

－ 運転評価ＧＭは，論理回路機能検査を実施する。 定検停止時

３．原子炉圧

力高

7.21MPa[gage

]

以下

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動におい

て，動作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，運

転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施する。

定検停止時

４．原子炉水

位低（レベ

ル３）

1,372cm 以上

（圧力容器零

レ

ベルより）

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動におい

て，動作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，運

転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施する。

定検停止時

５．主蒸気隔

離弁閉

全開状態より

１０％閉以下

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，運

転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施する。

定検停止時

６．格納容器

圧力高

13.7kPa[gage

] 以下

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動におい

て，動作不能でないことを指示により確認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，運

転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施する。

定検停止時

7.スクラム排

出容器水位

高

94.5Ｌ以下

（スクラム排

出容器１個あ

たり）

当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停

止※1※５，冷温停止※1※５及び燃料交換※１※５(ｳ)に

おいて，動作不能でないことを指示により確認

する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，運

転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施する。

定検停止時

(ｳ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ３
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要 素 設定値 項 目 頻 度

8. 主 蒸 気 止 め

弁閉

全開状態より

10％閉以下※５

当直長は，原子炉熱出力が付表２７－２－１

で定める値以上でバイパス状態でないことの

確認を行う。

起動時

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，

運転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施す

る。

定検停止時

9. 蒸 気 加 減 弁

急速閉

a.油圧

b. 電 磁 弁 励

磁位置

油圧※６

4.12MPa[gage]

以上

励磁位置※６

当直長は，原子炉熱出力が付表２７－２－１

で定める値以上でバイパス状態でないことの

確認を行う。

起動時

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，

運転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施す

る。

定検停止時

10.主蒸気管放

射能高

１０×（通常運転

時のバックグラン

ド）以下

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを指示により確

認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，

運転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施す

る。

定検停止時

11.地震加速度

大

a.地下２階床

水平

b.２階床水平

c.地下２階床

鉛直

地下２階床水平

135 Gal 以下

２階床水平

150 Gal 以下

地下２階床鉛直

100 Gal 以下

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，

運転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施す

る。

定検停止時

12.原子炉モー

ド ス イ ッ チ

「停止」位置

－ 運転評価ＧＭは，論理回路機能検査を実施

する。

定検停止時

13.スクラム回路 － 当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，自動スクラム論理回路が動作可能で

あることを確認する。

１ヶ月に

１回

運転評価ＧＭは，手動スクラム論理回路機能

検査を実施する。

定検停止時

要 素 設定値 項 目 頻 度

8. 主 蒸 気 止 め

弁閉

全開状態より

10％閉以下※６

当直長は，原子炉熱出力が付表２７－２－１

で定める値以上でバイパス状態でないことの

確認を行う。

起動時

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，

運転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施す

る。

定検停止時

9. 蒸 気 加 減 弁

急速閉

a.油圧

b. 電 磁 弁 励

磁位置

油圧※７

4.12MPa[gage]

以上

励磁位置※７

当直長は，原子炉熱出力が付表２７－２－１

で定める値以上でバイパス状態でないことの

確認を行う。

起動時

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，

運転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施す

る。

定検停止時

10.主蒸気管放

射能高

１０×（通常運転

時のバックグラン

ド）以下

当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，動作不能でないことを指示により確

認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，

運転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施す

る。

定検停止時

11.地震加速度

大

a.地下２階床

水平

b.２階床水平

c.地下２階床

鉛直

地下２階床水平

135 Gal 以下

２階床水平

150 Gal 以下

地下２階床鉛直

100 Gal 以下

計測制御ＧＭは，チャンネル校正を実施し，

運転評価ＧＭは論理回路機能検査を実施す

る。

定検停止時

12.原子炉モー

ド ス イ ッ チ

「停止」位置

－ 運転評価ＧＭは，論理回路機能検査を実施

する。

定検停止時

13.スクラム回路 － 当直長は，原子炉の状態が運転及び起動に

おいて，自動スクラム論理回路が動作可能で

あることを確認する。

１ヶ月に

１回

運転評価ＧＭは，手動スクラム論理回路機能

検査を実施する。

定検停止時
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※１：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除外されている場合又は全燃

料が取り出されている場合を除く。

※２：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャンネルの指示値に異常

な変動がないことを確認すること，また可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な

差異がないことを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネルについて

は，該当しない。以下，本条において同じ。

※３：本条におけるチャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた時，許

容範囲内で出力信号を発生又は指示値を示すよう調整することをいう。

※４：本条における論理回路機能検査とは，センサからの出力信号にて，論理回路の出力段に信

号が発生することにより，その機能の健全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確

認を積み重ねることにより，適用範囲を確認したとみなすことができる。

※５：タービン入口蒸気第１段圧力が１号炉は約 1.27MPa[gage]（原子炉熱出力の約３０％）

以上，２号炉は約 1.22MPa[gage]（原子炉熱出力の約３０％）以上，３号炉及び４号炉

は約 1.97MPa[gage]（原子炉熱出力の約４５％）以上で運転している時。以下，本条に

おいて同じ。

※６：タービン入口蒸気第１段圧力が１号炉は約 1.27MPa[gage]（原子炉熱出力の約３０％）

以上，２号炉は約 1.22MPa[gage]（原子炉熱出力の約３０％）以上，３号炉及び４号炉

は約 1.97MPa[gage]（原子炉熱出力の約４５％）以上で運転していて，かつ３号炉及び

４号炉はタービンバイパス弁が０．２秒以内に動作しない時。以下，本条において同じ。

※１：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除外されている場合又は原子

炉モードスイッチが停止位置にある場合を除く。(ｳ)

※２：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャンネルの指示値に異常

な変動がないことを確認すること，また可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な

差異がないことを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネルについて

は，該当しない。以下，本条において同じ。

※３：本条におけるチャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた時，許容範囲

内で出力信号を発生又は指示値を示すよう調整することをいう。

※４：本条における論理回路機能検査とは，センサからの出力信号にて，論理回路の出力段に信

号が発生することにより，その機能の健全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確

認を積み重ねることにより，適用範囲を確認したとみなすことができる。

※５：スクラム後において，スクラム排出容器を洗浄するためにバイパスしている場合を除く。(ｳ)

※６：タービン入口蒸気第１段圧力が１号炉は約 1.27MPa[gage]（原子炉熱出力の約３０％）

以上，２号炉は約 1.22MPa[gage]（原子炉熱出力の約３０％）以上，３号炉及び４号炉

は約 1.97MPa[gage]（原子炉熱出力の約４５％）以上で運転している時。以下，本条に

おいて同じ。

※７：タービン入口蒸気第１段圧力が１号炉は約 1.27MPa[gage]（原子炉熱出力の約３０％）

以上，２号炉は約 1.22MPa[gage]（原子炉熱出力の約３０％）以上，３号炉及び４号炉

は約 1.97MPa[gage]（原子炉熱出力の約４５％）以上で運転していて，かつ３号炉及び

４号炉はタービンバイパス弁が０．２秒以内に動作しない時。以下，本条において同じ。

(ｳ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ３
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２．起動領域モニタ計装

表２７－２－２

要 素 項 目 頻 度

１．起動領域

モニタ

当直長は，計数率が３ｓ-1（１号

炉においては３ｃｐｓ）以上であ

ることの確認を行う。

原子炉の状態が起動※１，高

温停止，冷温停止及び燃料

交換※２の場合毎日１回，炉

心変更中※２の場合１２時間

に１回

当直長は，原子炉の状態が起動※

１，高温停止，冷温停止及び燃料

交換※２において動作不能でない

ことを指示により確認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正

（検出器を除く）を実施する。

定検停止時

※１：中性子源領域である場合。

※２：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合は除く。

２．起動領域モニタ計装

表２７－２－２

要 素 項 目 頻 度

１．起動領域

モニタ

当直長は，計数率が３ｓ-1（１号

炉においては３ｃｐｓ）以上※１

であることの確認を行う。 (ｴ)

原子炉の状態が起動※２，高

温停止，冷温停止及び燃料

交換※３の場合毎日１回，炉

心変更中※３の場合１２時間

に１回

当直長は，原子炉の状態が起動※

１，高温停止，冷温停止及び燃料

交換※２において動作不能でない

ことを指示により確認する。

毎日１回

計測制御ＧＭは，チャンネル校正

（検出器を除く）を実施する。

定検停止時

※１：計数率が３ｃｐｓ未満の場合は，［計数率の変化，他のチャンネルとの比較，ＳＮ比

に応じた計数率］により確認を行う。(ｴ)

※２：中性子源領域である場合。

※３：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合は除く。

(ｴ)

カテゴリー：再①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ４
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４．格納容器隔離系計装

（１）主蒸気隔離弁計装

（略）

（２）格納容器隔離系計装

表２７－２－４－２

要 素 設定値 項 目 頻 度

（略） （略） （略） （略）

６．格納容器ドレン系

ａ．原子炉水位低（レ

ベル３）

1,372ｃｍ以上（圧力容器零

レベルより）

(１) 当直長は，原子炉の

状態が運転，起動及び

高温停止において，動

作不能でないことを指

示により確認する。

毎日１回

ｂ．格納容器圧力高 13.7kPa[gage] 以下 (２) 計測制御ＧＭは，チ

ャンネル校正を実施

し，運転評価ＧＭは論

理回路機能検査を実施

する。

定検停止時

※１：主蒸気管圧力低については，起動及び高温停止を除く。

※２：３号炉及び４号炉では「不活性ガス系」と読み替える。

※３：高線量当量率物品の移動時を除く。

４．格納容器隔離系計装

（１）主蒸気隔離弁計装

（略）

（２）格納容器隔離系計装

表２７－２－４－２

要 素 設定値 項 目 頻 度

（略） （略） （略） （略）

６．格納容器ドレン系

ａ．原子炉水位低（レ

ベル３）

1,372ｃｍ以上（圧力容器零

レベルより）

(１) 当直長は，原子炉の

状態が運転，起動及び

高温停止において，動

作不能でないことを指

示により確認する。

毎日１回

ｂ．格納容器圧力高 13.7kPa[gage] 以下 (２) 計測制御ＧＭは，チ

ャンネル校正を実施

し，運転評価ＧＭは論

理回路機能検査を実施

する。

定検停止時

７．移動式炉心内計装

系

ａ．原子炉水位低（レ

ベル３）(ｵ)

1,372ｃｍ以上（圧力容器零

レベルより）

(１) 当直長は，原子炉の

状態が運転，起動及び

高温停止において，動

作不能でないことを指

示により確認する。

毎日１回

ｂ．格納容器圧力高

(ｵ)

13.7kPa[gage] 以下 (２) 計測制御ＧＭは，チ

ャンネル校正を実施

し，運転評価ＧＭは論

理回路機能検査を実施

する。

定検停止時

※１：主蒸気管圧力低については，起動及び高温停止を除く。

※２：３号炉及び４号炉では「不活性ガス系」と読み替える。

※３：高線量当量率物品の移動時を除く。

(ｵ)

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ４
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表２７－３

１．原子炉保護系計装

原子炉保護系計装の要素に動作不能が発生し，動作可能であるべきチャンネル数を満足でき

ない場合は，その状態に応じて次の措置を講じる。なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，

片トリップ系毎のすべてのチャンネル数をいう。

（１）片トリップ系において，動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，１２時間以内に動作可

能な状態に復旧し，復旧できなければ動作不能なチャンネルをトリップするか，又は当該トリ

ップ系をトリップする。

（２）両トリップ系において動作不能チャンネルがそれぞれ１つ以上ある場合は，６時間以内に動

作可能な状態に復旧し，復旧できなければ，いずれかの片トリップ系における動作不能チャ

ンネルをトリップするか，又はいずれかの片トリップ系をトリップする。

（３）片トリップ系において同一要素によるトリップ機能が維持できない場合又は当該トリップ系が

動作不能の場合は，１時間以内に当該トリップ系を復旧するかトリップする。

（４）上記（１），（２）又は（３）の措置を完了できない場合は，下表の要求される措置を完了時間

内に講じる。

表２７－３－１

要 素
適用される原子

炉の状態

動作可能であるべ

きチャンネル数

（片トリップ系）

要求される措置 完了時間

1.起動領域モニ

タ

a.原子炉周期

（ペリオド）短

起動 ４※２ A1.高温停止にする。 ２４時間

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

A1.１体以上の燃料が

装荷されているセ

ルに挿入可能な制

御棒の全挿入操作

を開始する。

速やかに

ｂ.機器動作不能 起動 ４※２ A1.高温停止にする。 ２４時間

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

A1.１体以上の燃料が

装荷されているセ

ルに挿入可能な制

御棒の全挿入操作

を開始する。

速やかに

2.平均出力領域

モニタ

a.中性子束高

(ｱ)中性子束

起動 ３※３ A1.高温停止にする。 ２４時間

運転 ３※３ A1.起動にする。 １２時間

(ｲ)熱流束相当 運転 ３※３ A1.起動にする。 １２時間

ｂ.機器動作不能 運転 起動 ３※３ A1.高温停止にする。 ２４時間

表２７－３

１．原子炉保護系計装

原子炉保護系計装の要素に動作不能が発生し，動作可能であるべきチャンネル数を満足でき

ない場合は，その状態に応じて次の措置を講じる。 (ｱ)

（１）片トリップ系において，動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は，１２時間以内に動作可

能な状態に復旧し，復旧できなければ動作不能なチャンネルをトリップするか，又は当該トリ

ップ系をトリップする。

（２）両トリップ系において動作不能チャンネルがそれぞれ１つ以上ある場合は，６時間以内に動

作可能な状態に復旧し，復旧できなければ，いずれかの片トリップ系における動作不能チャ

ンネルをトリップするか，又はいずれかの片トリップ系をトリップする。

（３）片トリップ系において同一要素によるトリップ機能が維持できない場合又は当該トリップ系が

動作不能の場合は，１時間以内に当該トリップ系を復旧するかトリップする。

（４）上記（１），（２）又は（３）の措置を完了できない場合は，下表の要求される措置を完了時間

内に講じる。

表２７－３－１

要 素
適用される原子

炉の状態

動作可能であるべき

チャンネル数（片トリッ

プ系）(ｱ)

要求される措置 完了時間

1.起動領域モニ

タ

a.原子炉周期

（ペリオド）短

起動 ３ A1.高温停止にする。 ２４時間

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

A1.１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可

能な制御棒の全挿入操

作を開始する。

速やかに

ｂ.機器動作不能 起動 ３ A1.高温停止にする。 ２４時間

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

A1.１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可

能な制御棒の全挿入操

作を開始する。

速やかに

2.平均出力領域

モニタ

a.中性子束高

(ｱ)中性子束

起動 ２ A1.高温停止にする。 ２４時間

運転 ２ A1.起動にする。 １２時間

(ｲ)熱流束相当 運転 ２ A1.起動にする。 １２時間

ｂ.機器動作不能 運転 起動 ２ A1.高温停止にする。 ２４時間

(ｱ)

カテゴリー：再①

添付資料：４－Ⅱ－１

№共３
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要 素 適用される原子炉

の状態

動作可能である

べきチャンネル

数（片トリップ系）

要求される措置 完了時間

3.原子炉圧力高 運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 ２４時間

4.原子炉水位低（レ

ベル３）

運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 ２４時間

5.主蒸気隔離弁閉 運転 ８ A1.起動にする。 １２時間

6.格納容器圧力高 運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 ２４時間

7.スクラム排出容器

水位高

運転，起動 ４ A1.高温停止にする。 ２４時間

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

A1.１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可能

な制御棒の全挿入操作を開

始する。

速やかに

8.主蒸気止め弁閉 原子炉熱出力が

付表２７－３－１で

定める値以上

４ A1.原子炉熱出力が付表２７

－３－１で定める値未満に

する。

８時間

9.蒸気加減弁急速閉

a.油圧

b.電磁弁励磁位

置

原子炉熱出力が

付表２７－３－１で

定める値以上

４ A1.原子炉熱出力が付表２７

－３－１で定める値未満に

する。

８時間

10.主蒸気管放射能

高

運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 ２４時間

11.地震加速度大 運転，起動 ６ A1.高温停止にする。 ２４時間

a.地下２階床水平

ｂ.２階床水平

ｃ.地下２階床鉛直

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

A1.１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可能

な制御棒の全挿入操作を開

始する。

速やかに

12.原子炉モード

スイッチ

「停止」位置

運転，起動 １※４ A1.高温停止にする。 ２４時間

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

A1.１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可能

な制御棒の全挿入操作を開

始する。

速やかに

13.スクラム回路 運転，起動 ２※５

（自動スクラム）

A1.高温停止にする。 ２４時間

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

１※５

（手動スクラム）

A1.１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可能

な制御棒の全挿入操作を開

始する。

速やかに

要 素 適用される原子炉

の状態

動作可能であるべ

きチャンネル数（片

トリップ系）(ｱ)

要求される措置 完了時間

3.原子炉圧力高 運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 ２４時間

4.原子炉水位低（レ

ベル３）

運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 ２４時間

5.主蒸気隔離弁閉 運転 ８ A1.起動にする。 １２時間

6.格納容器圧力高 運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 ２４時間

7.スクラム排出容器

水位高

運転，起動 ４ A1.高温停止にする。 ２４時間

高温停止※１※２

冷温停止※１※２

燃料交換※１※２

(ｳ)

A1.１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可能な

制御棒の全挿入操作を開始

する。

速やかに

8.主蒸気止め弁閉 原子炉熱出力が

付表２７－３－１で

定める値以上

４ A1.原子炉熱出力が付表２７

－３－１で定める値未満に

する。

８時間

9.蒸気加減弁急速閉

a.油圧

b.電磁弁励磁位

置

原子炉熱出力が

付表２７－３－１で

定める値以上

４ A1.原子炉熱出力が付表２７

－３－１で定める値未満に

する。

８時間

10.主蒸気管放射能

高

運転，起動 ２ A1.高温停止にする。 ２４時間

11.地震加速度大 運転，起動 ６ A1.高温停止にする。 ２４時間

a.地下２階床水平

ｂ.２階床水平

ｃ.地下２階床鉛直

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

A1.１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可能な

制御棒の全挿入操作を開始

する。

速やかに

12.原子炉モード

スイッチ

「停止」位置

運転，起動 １※３ A1.高温停止にする。 ２４時間

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

A1.１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可能な

制御棒の全挿入操作を開始

する。

速やかに

13.スクラム回路 運転，起動 ２※４

（自動スクラム）

A1.高温停止にする。 ２４時間

高温停止※１

冷温停止※１

燃料交換※１

１※４

（手動スクラム）

A1.１体以上の燃料が装荷さ

れているセルに挿入可能な

制御棒の全挿入操作を開始

する。

速やかに

(ｱ)

カテゴリー：再①

添付資料：４－Ⅱ－１

№共３

(ｳ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ３
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付表２７－３－１

項 目 １号炉及び２号炉 ３号炉及び４号炉

原子炉熱出力 ３０％相当 ４５％相当

※１：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除外されている場合又は全燃

料が取り出されている場合を除く。

※２：片系４チャンネルのうち，１チャンネルバイパス可能設備のため，１チャンネルバイ

パスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数（片トリップ系）は３とする。

※３：片系３チャンネルのうち，１チャンネルバイパス可能設備のため，１チャンネルバイ

パスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数（片トリップ系）は２とする。

※４：原子炉モードスイッチは１つであり，その接点を両トリップ系で１チャンネルずつ使

用している。

※５：片系における論理の数をさす。

付表２７－３－１

項 目 １号炉及び２号炉 ３号炉及び４号炉

原子炉熱出力 ３０％相当 ４５％相当

※１：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除外されている場合又は原子

炉モードスイッチが停止位置にある場合を除く。

※２：スクラム後において，スクラム排出容器を洗浄するためにバイパスしている場合を除く。(ｳ)

※３：原子炉モードスイッチは１つであり，その接点を両トリップ系で１チャンネルずつ使

用している。(ｱ)

※４：片系における論理の数をさす。

(ｳ)

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｂ３

(ｱ)

カテゴリー：再①

添付資料：４－Ⅱ－１

№共３
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２．起動領域モニタ計装

起動領域モニタ計装の要素に動作不能が発生し，動作可能であるべきチャンネル数を満

足できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じる。

表２７－３－２

要

素

適用される状

態

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数

条 件 要求される措置 完了時間

起

動

領

域

モ

ニ

タ

中性子源領域

でかつ原子炉

の状態が「起

動」

８※１ A.動作不能チャン

ネルが１つ以上の

場合

A1.起動領域モニタを動作可能状態に

復帰させる。

又は

A2.制御棒引抜操作を中止する。

４時間

速やかに

B.動作不能チャン

ネルが６つの場合

B1.制御棒引抜操作を中止する。 速やかに

C.条件A又はBで要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合

C1.高温停止とする。 24時間

原子炉の状態

が「高温停止」

又は

「冷温停止」

２※２ A. 動作不能チャン

ネルが１つ以上の

場合

A1.挿入可能な制御棒を全挿入する。

及び

A2.制御棒引抜操作を行ってはならな

い。

１時間

１時間

原
子
炉
の
状
態
が
「
燃
料
交
換
」

炉心変

更が実

施され

ていな

い場合

２※２※３ A. 動作不能チャン

ネルが１つ以上の

場合

A1.１体以上の燃料が装荷されている

セルに制御棒が全挿入されているこ

との確認を開始する。

速やかに

炉心変

更が実

施され

ている

場合

２※３※４ A.動作不能チャン

ネルが１つ以上の

場合

A1.制御棒挿入又は燃料取出し以外の

炉心変更を中止する。

及び

A2.１体以上の燃料が装荷されている

セルに制御棒が全挿入されているこ

との確認を開始する。

速やかに

速やかに

※１：８チャンネルのうち，２チャンネルバイパス（片トリップで１チャンネル）可能設

備のため，２チャンネルバイパスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は

６とする。

※２：異なる１／４炉心の２チャンネル

※３：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合，当該起動領域モニタが動作可能であ

ることを要求されない。

※４：炉心変更が実施されている１／４炉心の１チャンネル及びそれに隣接するいずれか

の１／４炉心の１チャンネル。

２．起動領域モニタ計装

起動領域モニタ計装の要素に動作不能が発生し，動作可能であるべきチャンネル数を満

足できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じる。

表２７－３－２

要

素

適用される状

態

動作可能であ

るべきチャン

ネル数(ｱ)

条 件 要求される措置 完了時間

起

動

領

域

モ

ニ

タ

中性子源領域

でかつ原子炉

の状態が「起

動」

６（片トリッ

プで３）

A.動作不能チャンネ

ルが１つ以上の場合

A1.起動領域モニタを動作可能状態

に復帰させる。

又は

A2.制御棒引抜操作を中止する。

４時間

速やかに

B.動作不能チャンネ

ルが６つの場合

B1.制御棒引抜操作を中止する。 速やかに

C.条件A又はBで要

求される措置を完了

時間内に達成できな

い場合

C1.高温停止とする。 24時間

原子炉の状態

が「高温停止」

又は

「冷温停止」

２※１ A. 動作不能チャン

ネルが１つ以上の場

合

A1.挿入可能な制御棒を全挿入す

る。

及び

A2.制御棒引抜操作を行ってはなら

ない。

１時間

１時間

原
子
炉
の
状
態
が
「
燃
料
交
換
」

炉心変

更が実

施され

ていな

い場合

２※１※２ A. 動作不能チャン

ネルが１つ以上の場

合

A1.１体以上の燃料が装荷されてい

るセルに制御棒が全挿入されてい

ることの確認を開始する。

速やかに

炉心変

更が実

施され

ている

場合

２※２※３ A.動作不能チャンネ

ルが１つ以上の場合

A1.制御棒挿入又は燃料取出し以外

の炉心変更を中止する。

及び

A2.１体以上の燃料が装荷されてい

るセルに制御棒が全挿入されてい

ることの確認を開始する。

速やかに

速やかに

※１：異なる１／４炉心の２チャンネル。

※２：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合，当該起動領域モニタが動作可能であ

ることを要求されない。

※３：炉心変更が実施されている１／４炉心の１チャンネル及びそれに隣接するいずれか

の１／４炉心の１チャンネル。

(ｱ)

カテゴリー：再①

添付資料：４－Ⅱ－１

№共３
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４．格納容器隔離系計装

（略）

（２）格納容器隔離系計装

主蒸気隔離弁以外の格納容器隔離系計装の要素に動作不能が発生し動作可能である

べきチャンネル数を満足できない場合は，その状態に応じて次の措置を講じる。

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，内側又は外側の隔離機能を作動させる

ためのすべてのチャンネル数をいう。

(ｱ)内側隔離論理又は外側隔離論理において動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は「原

子炉水位低（レベル３）」又は「格納容器圧力高」要素については１２時間以内に，それ

以外の要素については２４時間以内に，動作可能な状態に復旧し，復旧出来ない場合は，

動作不能なチャンネルをトリップするか又は当該トリップ系をトリップする。

(ｲ)内側隔離論理及び外側隔離論理のそれぞれに同一要素の動作不能チャンネルが１つ以上

ある場合，又は内側隔離論理及び外側隔離論理ともに隔離機能を喪失している場合は，

１時間以内に内側隔離論理又は外側隔離論理の少なくとも１つの隔離機能を復旧する。

(ｳ)(ｱ)又は(ｲ)の措置を完了できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じる。

表２７－３－４－２

要 素 適用される原

子炉の状態

動作可能であるべ

きチャンネル数

（論理毎）

要求される措置 完了時間

１．主蒸気管ド

レン系

ａ．原子炉水位

異常低（レ

ベル２）

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｂ．主蒸気管放

射能高

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｃ．主蒸気管流

量大

運転

起動

高温停止

８ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

４．格納容器隔離系計装

（略）

（２）格納容器隔離系計装

主蒸気隔離弁以外の格納容器隔離系計装の要素に動作不能が発生し動作可能である

べきチャンネル数を満足できない場合は，その状態に応じて次の措置を講じる。

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，内側又は外側の隔離機能を作動させる

ためのすべてのチャンネル数をいう。

(ｱ)内側隔離論理又は外側隔離論理において動作不能チャンネルが１つ以上ある場合は「原

子炉水位低（レベル３）」又は「格納容器圧力高」要素については１２時間以内に，それ

以外の要素については２４時間以内に，動作可能な状態に復旧し，復旧出来ない場合は，

動作不能なチャンネルをトリップするか又は当該トリップ系をトリップする。

(ｲ)内側隔離論理及び外側隔離論理のそれぞれに同一要素の動作不能チャンネルが１つ以上

ある場合，又は内側隔離論理及び外側隔離論理ともに隔離機能を喪失している場合は，

１時間以内に内側隔離論理又は外側隔離論理の少なくとも１つの隔離機能を復旧する。

(ｳ)(ｱ)又は(ｲ)の措置を完了できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じる。

表２７－３－４－２

要 素 適用される原

子炉の状態

動作可能であるべ

きチャンネル数

（論理毎）

要求される措置(ｶ) 完了時間

１．主蒸気管ド

レン系

ａ．原子炉水位

異常低（レ

ベル２）

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｂ．主蒸気管放

射能高

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｃ．主蒸気管流

量大

運転

起動

高温停止

８ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

(ｶ)

カテゴリー：Ａ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｂ５
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要 素 適用される原

子炉の状態

動作可能である

べきチャンネル

数

（論理毎）

要求される措置 完了時間

ｄ．主蒸気管トン

ネル温度高

運転

起動

高温停止

２０（温度）

２（差温度）

A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｅ．主蒸気管圧力

低

運転 ２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.起動にする。

１２時間

１２時間

ｆ．復水器真空度

低

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

２．炉水サンプリ

ング系

ａ．原子炉水位異

常低（レベル２）

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｂ．主蒸気管放射

能高

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｃ．主蒸気管流量

大

運転

起動

高温停止

８ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｄ．主蒸気管トン

ネル温度高

運転

起動

高温停止

２０（温度）

２（差温度）

A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

要 素 適用される原

子炉の状態

動作可能である

べきチャンネル

数

（論理毎）

要求される措置(ｶ) 完了時間

ｄ．主蒸気管トン

ネル温度高

運転

起動

高温停止

２０（温度）

２（差温度）

A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｅ．主蒸気管圧力

低

運転 ２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.起動にする。

１２時間

１２時間

ｆ．復水器真空度

低

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

２．炉水サンプリ

ング系

ａ．原子炉水位異

常低（レベル２）

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｂ．主蒸気管放射

能高

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｃ．主蒸気管流量

大

運転

起動

高温停止

８ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｄ．主蒸気管トン

ネル温度高

運転

起動

高温停止

２０（温度）

２（差温度）

A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

(ｶ)

カテゴリー：Ａ

添付資料：４－Ⅱ－２
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代表的な原子炉施設保安規定の変更イメージ
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考
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要 素 適用される原

子炉の状態

動作可能である

べきチャンネル

数（論理毎）

要求される措置 完了時間

ｅ．主蒸気管圧力

低

運転 ２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.起動にする。

１２時間

１２時間

ｆ．復水器真空度

低

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

３．原子炉冷却材

浄化系

ａ．原子炉水位低

（レベル３）

運転

起動

高温停止

２
A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

４．格納容器調気

系※１

ａ．原子炉水位低

（レベル３）

運転

起動

高温停止

２

A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｂ．格納容器圧力

高

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｃ．原子炉建屋換

気系排気放射

能高※２

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｄ．燃料取替エリ

ア排気放射能

高※２

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

要 素 適用される原

子炉の状態

動作可能である

べきチャンネル

数（論理毎）

要求される措置(ｶ) 完了時間

ｅ．主蒸気管圧力

低

運転 ２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.起動にする。

１２時間

１２時間

ｆ．復水器真空度

低

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

３．原子炉冷却材

浄化系

ａ．原子炉水位低

（レベル３）

運転

起動

高温停止

２
A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

４．格納容器調気

系※２

ａ．原子炉水位低

（レベル３）

運転

起動

高温停止

２

A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｂ．格納容器圧力

高

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｃ．原子炉建屋換

気系排気放射

能高※３

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｄ．燃料取替エリ

ア排気放射能

高※３

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

(ｶ)

カテゴリー：Ａ

添付資料：４－Ⅱ－２
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要 素 適用される

原子炉の状

態

動作可能であるべ

きチャンネル数

（論理毎）

要求される措置 完了時間

５．残留熱除去系

ａ．原子炉水位低

（レベル３）

運転

起動

高温停止

２

A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｂ．格納容器圧力

高

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

６．格納容器ドレ

ン系

ａ．原子炉水位低

（レベル３）

運転

起動

高温停止

２

A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｂ．格納容器圧力

高

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

※１：３号炉及び４号炉は「不活性ガス系」と読み替える。

※２：高線量当量率物品の移動時を除く。

要 素 適用される原

子炉の状態

動作可能であるべ

きチャンネル数

（論理毎）

要求される措置(ｶ) 完了時間

５．残留熱除去系

ａ．原子炉水位低

（レベル３）

運転

起動

高温停止

２

A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｂ．格納容器圧力

高

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

６．格納容器ドレ

ン系

ａ．原子炉水位低

（レベル３）

運転

起動

高温停止

２

A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

ｂ．格納容器圧力

高

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

１２時間

２４時間

３６時間

７．移動式炉心

内計装系

ａ．原子炉水位低

（レベル３）(ｴ)

運転

起動

高温停止

２

A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

２４時間

２４時間

３６時間

ｂ．格納容器圧力

高(ｴ)

運転

起動

高温停止

２ A1.当該ラインを隔離する。※１

又は

A2.1.高温停止にする。

及び

A2.2.冷温停止にする。

２４時間

２４時間

３６時間

※１：格納容器隔離弁は，速やかに閉止できる措置を講じた上で一時的に開状態としても

よい。(ｶ)

※２：３号炉及び４号炉は「不活性ガス系」と読み替える。

※３：高線量当量率物品の移動時を除く。

(ｶ)

カテゴリー：Ａ
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５．その他の計装

（略）

（４）制御棒引抜監視装置計装

制御棒引抜監視装置計装の要素に動作不能が発生し，動作可能であるべきチャンネル

数を満足できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じる。

表２７－３－５－４

要 素 適用され

る原子炉

の運転状

態

動作可能

であるべ

きチャン

ネル数

条 件 要求される

措置

完了時間

1.制御棒引

抜阻止

a.中性子束

高

b.機器動作

不能

c.下限

原子炉熱

出 力 ３

０％相当

以上

２※１

A.動作不能

チャンネル

が１つの場

合

A1.動作不能チャ

ンネルをトリッ

プする。

１時間

B. 条件Aの措

置が完了時

間内に達成

できない場

合

B1.制御棒の引抜

操作を行わない。

速やかに

※１：２チャンネルのうち，１チャンネルバイパス可能設備のため，１チャンネルバイ

パスしている状態では動作可能であるべきチャンネル数は１とする。

５．その他の計装

（略）

（４）制御棒引抜監視装置計装

制御棒引抜監視装置計装の要素に動作不能が発生し，動作可能であるべきチャンネル数

を満足できない場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じる。

表２７－３－５－４

要 素 適用され

る原子炉

の運転状

態

動作可能

であるべ

きチャン

ネル数

条 件 要求される

措置

完了時間

1.制御棒引

抜阻止

a.中性子束

高

b.機器動作

不能

c.下限

原子炉熱

出 力 ３

０％相当

以上

１ A.動作不能

チャンネル

が１つの場

合

A1. 制御棒の引抜

操作を行わない。

速やかに

(ｱ)

カテゴリー：再①
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参
考

2
-
4
1（

B
W
R
(第

2
7
条
)
）

（５）タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装

表２７－３－５－５

要 素

適用される原

子炉の運転状

態

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数

条 件 要求される措置 完了時間

1.原子炉水

位高（レベ

ル８）

原子炉熱出

力が付表２

７－３－５

－５で定め

る値以上

３ A.動作不能チ

ャンネルが１

つの場合

A1.チャンネルを動

作可能な状態に復

旧する。

又は

A2.チャンネルをト

リップする。

１０日間

１０日間

B.動作不能チ

ャンネルが２

つ以上の場合

B1.高水位トリップ

機能を動作可能な

状態に復旧する。

２時間

C.条件A又はB

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合

C1.原子炉熱出力が

付表２７－３－５

－５に定める値未

満にする。

８時間

付表２７－３－５－５

項目 １号炉及び２号炉 ３号炉及び４号炉

原子炉熱出力 ３０％相当 ４５％相当

（５）タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装

表２７－３－５－５

要 素

適用される原

子炉の運転状

態

動作可能であ

るべきチャン

ネル数

条 件 要求される措置 完了時間

1.原子炉水位

高（レベル

８）

原子炉熱出

力が付表２

７－３－５

－５で定め

る値以上

３ A.動作不能チ

ャンネルが１

つの場合

A1.チャンネルを動

作可能な状態に復

旧する。

又は

A2.チャンネルをト

xze

リップする。

１０日間

１０日間

B.動作不能チ

ャンネルが２

つ以上の場合

B1.高水位トリップ

機能を動作可能な

状態に復旧する。

２時間

C.条件 A 又は B

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合

C１.原子炉熱出力が

付表２７－３－５

－５に定める値未

満にする。

又は

C２.当該チャンネル

で作動するタービ

ン駆動給水ポンプ

蒸気止め弁又は主

タービン主蒸気止

め弁を閉止する。

(ｷ)

８時間

８時間

付表２７－３－５－５

項目 １号炉及び２号炉 ３号炉及び４号炉

原子炉熱出力 ３０％相当 ４５％相当

(ｷ)

カテゴリー：Ｂ
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（構成および定義）

第 １２ 条 この規定において、原子炉の運転モード（以下、「モード」という。）は、表１

２－１のとおりとする。

２．第３節（第８７条から第９０条を除く）における条文の基本的な構成は次のとおりとす

る。

(1) 第１項：運転上の制限

(2) 第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項

(3) 第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置

３．この規定において、主要な用語の定義は、各条文に定めがない場合は、次のとおりとす

る。

(1) 「燃料取替」とは、炉内の燃料配置を変えることをいう。

(2) 第３節において「速やかに」とは、可能な限り短時間で実施するものであるが、一義

的に時間を決められないものであり、意図的に遅延させることなく行うことを意味す

る。なお、要求される措置を実施する場合には、上記の主旨を踏まえた上で、組織的に

実施する準備※２が整い次第行う活動を意味する。また、複数の「速やかに」実施する

ことが要求される措置に規定されている場合は、いずれか一つの要求される措置を「速

やかに」実施し、引き続き遅滞なく、残りの要求される措置を実施する。

※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは、次のいずれかをいう。

(1) 第２項の確認を行ったところ、運転上の制限を満足していないと各課（室）長が判

断した場合

(2) 第２項の確認を行うことができなかった場合

(3) 第２項にかかわらず運転上の制限を満足していないと各課（室）長が判断した場合

※２：関係者への連絡、各運転員への指示、手順の準備・確認等を行うこと。

（構成および定義）

第 １２ 条 この規定において、原子炉の運転モード（以下、「モード」という。）は、表１

２－１のとおりとする。

２．第３節（第８７条から第９０条を除く）における条文の基本的な構成は次のとおりとす

る。

(1) 第１項：運転上の制限

(2) 第２項：運転上の制限を満足していることを確認するために行う事項

(3) 第３項：運転上の制限を満足していないと判断した場合※１に要求される措置

３．この規定において、主要な用語の定義は、各条文に定めがない場合は、次のとおりとす

る。

(1)「動作可能」とは、原子炉施設の安全機能を維持するうえで、各系統・設備に期待さ

れている機能を達成できる状態をいう。

(2)「燃料取替」とは、炉内の燃料配置を変えることをいう。

(3) 第３節において「速やかに」とは、可能な限り短時間で実施するものであるが、一義

的に時間を決められないものであり、意図的に遅延させることなく行うことを意味す

る。なお、要求される措置を実施する場合には、上記の主旨を踏まえた上で、組織的に

実施する準備※２が整い次第行う活動を意味する。また、複数の「速やかに」実施する

ことが要求される措置に規定されている場合は、いずれか一つの要求される措置を「速

やかに」実施し、引き続き遅滞なく、残りの要求される措置を実施する。

※１：運転上の制限を満足していないと判断した場合とは、次のいずれかをいう。

(1) 第２項の確認を行ったところ、運転上の制限を満足していないと各課（室）長が判

断した場合

(2) 第２項の確認を行うことができなかった場合

(3) 第２項にかかわらず運転上の制限を満足していないと各課（室）長が判断した場合

※２：関係者への連絡、各運転員への指示、手順の準備・確認等を行うこと。
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（ア）

カテゴリー：①

本文：Ⅱ－２－２（１）

添付資料：４－Ⅱ－１

№共１

（イ）

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｐ１

表１２－１

モード 原子炉の運転状態
原子炉容器スタッ

ドボルトの状態

１ 出力運転（出力領域中性子束指示値 5 % 超） 全ボルト締付

２（停止時） 出力運転（出力領域中性子束指示値 5 % 以下）

～

制御グループバンク全挿入※３による原子炉停止

全ボルト締付

２（起動時） 臨界操作のための制御グループバンク引抜操作開

始

～

出力運転（出力領域中性子束指示値 5 % 以下）

全ボルト締付

３ １次冷却材温度 177 ℃ 以上 全ボルト締付

４ １次冷却材温度 93 ℃ 超 177 ℃ 未満 全ボルト締付

５ １次冷却材温度 93 ℃ 以下 全ボルト締付

６※４ １本以上が緩めら

れている

※３：挿入不能な制御棒を除く。

※４：全ての燃料が原子炉格納容器の外にある場合を除く。

表１２－１※３（ア）

モード 原子炉の運転状態
原子炉容器スタッ

ドボルトの状態

１ 出力運転（出力領域中性子束指示値 5 % 超） 全ボルト締付

２（停止時） 出力運転（出力領域中性子束指示値 5 % 以下）

～

制御グループバンク全挿入※４による原子炉停止

全ボルト締付

２（起動時） 臨界操作のための制御グループバンク引抜操作開

始

～

出力運転（出力領域中性子束指示値 5 % 以下）

全ボルト締付

３※５（イ） １次冷却材温度 177 ℃ 以上 全ボルト締付

４※６（イ） １次冷却材温度 93 ℃ 超 177 ℃ 未満 全ボルト締付

５※６（イ） １次冷却材温度 93 ℃ 以下 全ボルト締付

６ １本以上が緩めら

れている

※３：全ての燃料が原子炉格納容器の外にある場合は表１２－１を適用しない。（ア）
※４：挿入不能な制御棒を除く。

※５：添付１における「高温停止状態」をいう。（イ）

※６：添付１における「低温停止状態」をいう。（イ）
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（制御棒動作機能）
第 ２３ 条 モード１および２（臨界状態）において、制御棒動作機能は、表２３－１で

定める事項を運転上の制限とする。
２．制御棒動作機能が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次

の各号を実施する。
(1) 電気保修課長は、定期検査時に、制御棒の全引抜位置からの落下時間（原子炉トリ
ップ信号発信から全ストロークの８５％に至るまでの時間）が１号炉および２号炉で
は２．０秒以下、３号炉および４号炉では２．５秒以下であることを確認し、その結
果を当直課長に通知する。

(2) 当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、３ヶ月に１回、全挿入され
ていない制御棒をバンク毎に動かして、各制御棒位置が変化することにより、制御棒
が固着していないことを確認する。

(3) 当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、１２時間に１回、制御棒毎
に各制御棒位置がステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にあることを確認
する。

また、当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、制御棒位置偏差大を
検知する警報が動作不能となった場合、４時間に１回、制御棒毎に各制御棒位置が、
ステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にあることを確認する。

３．当直課長は、制御棒動作機能が第１項で定める運転上の制限を満足していない※１と判
断した場合、表２３－２の措置を講じるとともに、制御棒１本が不整合である場合は原
子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

※１：制御棒位置指示装置またはステップカウンタの動作不良により、制御棒位置がステ
ップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にない場合は、制御棒の不整合とはみ
なさない。

表２３－１
項 目 運転上の制限

制御棒動作機能
(1) 全ての制御棒が挿入不能※２でないこと
(2) 全ての制御棒が不整合※３でないこと

※２：挿入不能とは、機械的固着のため、制御棒が挿入できないことをいう（以下、本条
において同じ）。

※３：不整合とは、制御棒位置がステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にない
場合をいう（以下、本条において同じ）。

表２３－２
条 件 要求される措置 完了時間

A. 制御棒１本以上が
挿入不能である
場合

A.1.1 当直課長は、所要の停止余裕※４

を満足していることを確認する。
または

１時間

A.1.2 当直課長は、所要の停止余裕を満
足するように、ほう酸による濃縮
操作を開始する。

および

１時間

A.2 当直課長は、モード３にする。 １２時間

※４：所要の停止余裕とは、１号炉および２号炉については 1.77 %Δk/k 以上、３号炉お
よび４号炉については 1.8 %Δk/k 以上であることをいう（以下、本条において同
じ）。

（制御棒動作機能）
第 ２３ 条 モード１および２（臨界状態）において、制御棒動作機能は、表２３－１で
定める事項を運転上の制限とする。

２．制御棒動作機能が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次
の各号を実施する。
(1) 電気保修課長は、定期検査時に、制御棒の全引抜位置からの落下時間（原子炉トリ
ップ信号発信から全ストロークの８５％に至るまでの時間）が１号炉および２号炉で
は２．０秒以下、３号炉および４号炉では２．５秒以下であることを確認し、その結
果を当直課長に通知する。

(2) 当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、３ヶ月に１回、全挿入され
ていない制御棒をバンク毎に動かして、各制御棒位置が変化することにより、制御棒
が固着していないことを確認する。

(3) 当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、１２時間に１回、制御棒毎
に各制御棒位置がステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にあることを確認
する。

（削除）

３．当直課長は、制御棒動作機能が第１項で定める運転上の制限を満足していない※１と判
断した場合、表２３－２の措置を講じるとともに、制御棒１本が不整合である場合は原
子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

※１：制御棒位置指示装置またはステップカウンタの動作不良により、制御棒位置がステ
ップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にない場合は、制御棒の不整合とはみ
なさない。

表２３－１
項 目 運転上の制限

制御棒動作機能
(1) 全ての制御棒が挿入不能※２でないこと
(2) 全ての制御棒が不整合※３でないこと

※２：挿入不能とは、機械的固着のため、制御棒が挿入できないことをいう（以下、本条
において同じ）。

※３：不整合とは、制御棒位置がステップカウンタの表示値の ±12 ステップ以内にない
場合をいう（以下、本条において同じ）。

表２３－２
条 件 要求される措置 完了時間

A. 制御棒１本以上が
挿入不能である
場合

A.1.1 当直課長は、所要の停止余裕※４

を満足していることを確認する。
または

１時間

A.1.2 当直課長は、所要の停止余裕を満
足するように、ほう酸による濃縮
操作を開始する。

および

１時間

A.2 当直課長は、モード３にする。 １２時間

※４：所要の停止余裕とは、１号炉および２号炉については 1.77 %Δk/k 以上、３号炉お
よび４号炉については 1.8 %Δk/k 以上であることをいう（以下、本条において同
じ）。

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｐ１
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表２３－２（続き）

条 件 要求される措置 完了時間

B. 制御棒１本が

不整合である

場合

B.1 当直課長は、制御棒の不整合を復旧する。

または

１時間

B.2.1.1 当直課長は、所要の停止余裕を満足し

ていることを確認する。

または

１時間

B.2.1.2 当直課長は、所要の停止余裕を満足す

るように、ほう酸による濃縮操作を開

始する。

および

１時間

B.2.2 当直課長は、原子炉熱出力を 75 % 以下

に下げる。

および

２時間

B.2.3 当直課長は、所要の停止余裕を満足して

いることを確認する。

および

２４時間

その後の１日に

１回

B.2.4 原子燃料課長は、モード１において、Ｆ
Ｎ

ΔＨおよびＦＱ(Z)が運転上の制限を満

足していることを確認し、その結果を当

直課長に通知する。

および

７２時間

B.2.5 原子燃料課長は、本条件で安全解析の再

評価を行い、その結果が運転期間を通じ

て有効であることを確認し、その結果を

当直課長に通知する。

５日

C. 条件Ｂの措置

を完了時間内

に達成できな

い場合

C.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

D. ２本以上の制

御棒が不整合

である場合

D.1.1 当直課長は、所要の停止余裕を満足して

いることを確認する。

または

１時間

D.1.2 当直課長は、所要の停止余裕を満足する

ように、ほう酸による濃縮操作を開始す

る。

および

１時間

D.2 当直課長は、モード３にする。 １２時間

表２３－２（続き）

条 件 要求される措置 完了時間

B. 制御棒１本が

不整合である

場合

B.1 当直課長は、制御棒の不整合を復旧する。

または

１時間

B.2.1.1 当直課長は、所要の停止余裕を満足し

ていることを確認する。

または

１時間

B.2.1.2 当直課長は、所要の停止余裕を満足す

るように、ほう酸による濃縮操作を開

始する。

および

１時間

B.2.2 当直課長は、原子炉熱出力を 75 % 以下

に下げる。

および

２時間

B.2.3 当直課長は、所要の停止余裕を満足して

いることを確認する。

および

２４時間

その後の１日に

１回

B.2.4 原子燃料課長は、モード１において、Ｆ
Ｎ

ΔＨおよびＦＱ(Z)が運転上の制限を満

足していることを確認し、その結果を当

直課長に通知する。

および

７２時間

B.2.5 原子燃料課長は、本条件で安全解析の再

評価を行い、その結果が運転期間を通じ

て有効であることを確認し、その結果を

当直課長に通知する。

５日

C. 条件Ｂの措置

を完了時間内

に達成できな

い場合

C.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

D. ２本以上の制

御棒が不整合

である場合

D.1.1 当直課長は、所要の停止余裕を満足して

いることを確認する。

または

１時間

D.1.2 当直課長は、所要の停止余裕を満足する

ように、ほう酸による濃縮操作を開始す

る。

および

１時間

D.2 当直課長は、モード３にする。 １２時間

変更なし
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（制御棒の挿入限界）

第 ２４ 条 モード１および２において、制御棒の挿入限界は、表２４－１で定める事項

を運転上の制限とする。

２．制御棒の挿入限界が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、

次の各号を実施する。

(1) 原子燃料課長は、制御グループバンクおよび停止グループバンクの挿入限界を定め、

主任技術者の確認を得た上で、所長の承認を得て、発電室長に通知する。

(2) 当直課長は、臨界操作開始前の４時間以内に、臨界時の制御グループバンクおよび

停止グループバンクの推定位置が挿入限界以上であることを確認する。

(3) 当直課長は、モード１および２において、１２時間に１回、各停止グループバンク

が挿入限界以上であることを確認する。

(4) 当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、１２時間に１回、各制御グ

ループバンクが挿入限界以上であることを確認する。

また、当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、制御グループ制御棒挿

入限界異常低を検知する警報が動作不能な場合、４時間に１回、各制御グループバン

クが挿入限界以上であることを確認する。

(5) 当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、１２時間に１回、炉心から

全引抜がなされていない制御グループバンクがオーバラップを満足していることを確

認する。

３．当直課長は、制御棒の挿入限界が第１項で定める運転上の制限を満足していない※１と

判断した場合、表２４－２の措置を講じる。

※１：制御棒位置指示装置またはステップカウンタの動作不良により、制御棒位置が定め

られた挿入限界を下回っている場合は、運転上の制限を満足していないとはみなさ

ない。

表２４－１

項 目 運転上の制限

制御棒の挿入限界

(1) モード１および２において、停止グループバンクが

挿入限界以上であること

(2) モード１および２（臨界状態）において、制御グル

ープバンクが挿入限界以上であることおよびオーバ

ラップを満足していること

（制御棒の挿入限界）

第 ２４ 条 モード１および２において、制御棒の挿入限界は、表２４－１で定める事項

を運転上の制限とする。

２．制御棒の挿入限界が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、

次の各号を実施する。

(1) 原子燃料課長は、制御グループバンクおよび停止グループバンクの挿入限界を定め、

主任技術者の確認を得た上で、所長の承認を得て、発電室長に通知する。

(2) 当直課長は、臨界操作開始前の４時間以内に、臨界時の制御グループバンクおよび

停止グループバンクの推定位置が挿入限界以上であることを確認する。

(3) 当直課長は、モード１および２において、１２時間に１回、各停止グループバンク

が挿入限界以上であることを確認する。

(4) 当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、１２時間に１回、各制御グ

ループバンクが挿入限界以上であることを確認する。

（削除）

(5) 当直課長は、モード１および２（臨界状態）において、１２時間に１回、炉心から

全引抜がなされていない制御グループバンクがオーバラップを満足していることを

確認する。

３．当直課長は、制御棒の挿入限界が第１項で定める運転上の制限を満足していない※１と

判断した場合、表２４－２の措置を講じる。

※１：制御棒位置指示装置またはステップカウンタの動作不良により、制御棒位置が定め

られた挿入限界を下回っている場合、は、運転上の制限を満足していないとはみなさ

ない。

表２４－１

項 目 運転上の制限

制御棒の挿入限界

(1) モード１および２において、停止グループバンクが

挿入限界以上であること

(2) モード１および２（臨界状態）において、制御グル

ープバンクが挿入限界以上であることおよびオーバ

ラップを満足していること

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２
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（熱流束熱水路係数（ＦＱ(Z)））

第 ３０ 条 モード１において、ＦＱ(Z)は、表３０－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．ＦＱ(Z)が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施す

る。

(1) 原子燃料課長は、燃料取替後、原子炉熱出力が 75 % を超える前までに１回、炉内出

力分布測定を行い、ＦＱ(Z)を確認し、その結果を当直課長に通知する。その後、原子燃

料課長は、モード１において、１ヶ月に１回、炉内出力分布測定を行い、ＦＱ(Z)を確認

する。

３．原子燃料課長は、ＦＱ(Z)が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合、表３０－２の措置を講じるとともに、当直課長および計装保修課長に通知する。通知

を受けた当直課長および計装保修課長は、同表の措置を講じる。

表３０－１

１．１号炉および２号炉

項 目 運転上の制限

ＦＱ(Z)

原子炉熱出力が 50 % を超える場合、 2.10/P※１×K(Z)※２ 以下である

こと

原子炉熱出力が 50 % 以下の場合、 4.20×K(Z) 以下であること

２．３号炉および４号炉

項 目 運転上の制限

ＦＱ(Z)
原子炉熱出力が 50 % を超える場合、 2.32/P×K(Z) 以下であること

原子炉熱出力が 50 % 以下の場合、 4.64×K(Z) 以下であること

※１：Pは、原子炉熱出力の定格に対する割合（以下、本条において同じ）。

※２：K(Z)は、図３０－１に示す炉心高さ Z に依存するＦＱ制限係数（以下、本条において

同じ）。

（熱流束熱水路係数（ＦＱ(Z)））

第 ３０ 条 モード１において、ＦＱ(Z)は、表３０－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．ＦＱ(Z)が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施す

る。

(1) 原子燃料課長は、燃料取替後、原子炉熱出力が 75 % を超える前までに１回、炉内出

力分布測定を行い、ＦＱ(Z)を確認し、その結果を当直課長に通知する。その後、原子燃

料課長は、モード１において、１ヶ月に１回、炉内出力分布測定を行い、ＦＱ(Z)を確認

する。

３．原子燃料課長は、ＦＱ(Z)が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合、表３０－２の措置を講じるとともに、当直課長および計装保修課長に通知する。通知

を受けた当直課長および計装保修課長は、同表の措置を講じる。

表３０－１

１．１号炉および２号炉

項 目 運転上の制限

ＦＱ(Z)

原子炉熱出力が 50 % を超える場合、 2.10/P※１×K(Z)※２ 以下である

こと

原子炉熱出力が 50 % 以下の場合、 4.20×K(Z) 以下であること

２．３号炉および４号炉

項 目 運転上の制限

ＦＱ(Z)
原子炉熱出力が 50 % を超える場合、 2.32/P×K(Z) 以下であること

原子炉熱出力が 50 % 以下の場合、 4.64×K(Z) 以下であること

※１：Pは、原子炉熱出力の定格に対する割合（以下、本条において同じ）。

※２：K(Z)は、図３０－１に示す炉心高さ Z に依存するＦＱ制限係数（以下、本条において

同じ）。

変更なし
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表３０－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. ＦＱ(Z)が運転

上の制限を

満足してい

ない場合

A.1 当直課長は、ＦＱ(Z)の運転上の制限の

超過分 1 % あたり原子炉熱出力を 1 %

以上下げる。

および

１５分

A.2 原子燃料課長は、軸方向中性子束出力

偏差の許容運転制限範囲をＦＱ(Z)の

運転上の制限の超過分(%)だけ下げ、そ

の結果を当直課長に通知する。

および

４時間

A.3 計装保修課長は、ＦＱ(Z)の運転上の制

限の超過分 1 % あたり出力領域中性子

束高トリップ設定値を 1 % 以上下げ、

その結果を当直課長に通知する。

および

８時間

A.4 計装保修課長は、ＦＱ(Z)の運転上の制

限の超過分 1 % あたり過大出力ΔＴ高

トリップ設定値を 1 % 以上下げ、その

結果を当直課長に通知する。

および

７２時間

A.5 原子燃料課長は、炉内出力分布測定を

行い、ＦＱ(Z)およびＦＮ
ΔＨが運転上の

制限を満足していることを確認し、そ

の結果を当直課長に通知する。

原子炉熱出

力が措置 A.1

の制限値を

超えて増加

する前

B. 条件Ａの措置

を完了時間

内に達成で

きない場合

B.1 当直課長は、モード２にする。 １２時間

表３０－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. ＦＱ(Z)が運転

上の制限を

満足してい

ない場合（※

３）（ア）

A.1 当直課長は、ＦＱ(Z)の運転上の制限の

超過分 1 % あたり原子炉熱出力を 1 %

以上下げる。

および

A.2 原子燃料課長は、軸方向中性子束出力

偏差の許容運転制限範囲をＦＱ(Z)の

運転上の制限の超過分(%)だけ下げ、そ

の結果を当直課長に通知する。

および

ＦＱ(Z)判定

後、１５分

（イ）

ＦＱ(Z)判定

後、４時間

（イ）

A.3 計装保修課長は、ＦＱ(Z)の運転上の制

限の超過分 1 % あたり出力領域中性子

束高トリップ設定値を 1 % 以上下げ、

その結果を当直課長に通知する。

および

ＦＱ(Z)判定

後、８時間

（イ）

A.4 計装保修課長は、ＦＱ(Z)の運転上の制

限の超過分 1 % あたり過大出力ΔＴ高

トリップ設定値を 1 % 以上下げ、その

結果を当直課長に通知する。

および

ＦＱ(Z)判定

後、７２時間

（イ）

A.5 原子燃料課長は、炉内出力分布測定を

行い、ＦＱ(Z)およびＦＮ
ΔＨが運転上の

制限を満足していることを確認し、そ

の結果を当直課長に通知する。

原子炉熱出

力が措置 A.1

の制限値を

超えて増加

する前

B. 条件Ａの措置

を完了時間

内に達成で

きない場合

B.1 当直課長は、モード２にする。 １２時間

※３：条件Ａに至った場合は、ＦＱ(Z)が制限値内に回復しても、A.5 の措置を完了しなけれ

ばならない。（ア）

（ア）

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２
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図３０－１ 図３０－１

変更なし
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（軸方向中性子束出力偏差）

第 ３２ 条 モード１（原子炉熱出力が 15 % を超える）において、軸方向中性子束出

力偏差は、表３２－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．軸方向中性子束出力偏差が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認す

るため、次の各号を実施する。

(1) 原子燃料課長は、軸方向中性子束出力偏差の目標範囲および許容運転制限範囲を

定め、主任技術者の確認を得た上で、所長の承認を得て、発電室長に通知する。

(2) 原子燃料課長は、モード１（原子炉熱出力が 15 % を超える）において、１ヶ月

に１回、実測による出力領域の軸方向中性子束出力偏差目標値の評価を行い、その

結果を当直課長に通知する。ただし、燃料取替終了後、実測による評価を行うまで

は、解析による目標値の評価で代替することができる。

(3) 当直課長は、モード１（原子炉熱出力が 15 % を超える）において、１週間に１

回、軸方向中性子束出力偏差を確認する。

ただし、軸方向中性子束出力偏差制限値超過を検知する警報または軸方向中性子束

出力偏差の異常を検知する警報が動作不能な場合、原子炉熱出力が 90 % 以上の時

は１５分に１回、 90 % 未満の時は１時間に１回、軸方向中性子束出力偏差を確認

する。

３．当直課長は、軸方向中性子束出力偏差が第１項で定める運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合、表３２－２の措置を講じる。

表３２－１

項 目 運転上の制限

軸方向中性子束出力偏差

(1) 原子炉熱出力が 50 % 以上の場合、目標範囲内に

あること※１※２※３

(2) 原子炉熱出力が 15 % を超え 50 % 未満の場合、

許容運転制限範囲内にあること

※１：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にあり、過去２４時間の累積ペナ

ルティ逸脱時間（原子炉熱出力 50 % 以上 90 % 未満における許容運転制限範囲

内での目標範囲逸脱の実時間と、 50 % 未満における目標範囲逸脱の実時間を 1/2

として合計した時間）が１時間以内であれば、原子炉熱出力 90 % 未満における

目標範囲逸脱は許容される。

※２：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にある限り、炉内外核計装照合校

正期間中における延べ１６時間までの軸方向中性子束出力偏差の目標範囲逸脱は

許容される。

※３：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にある限り、原子炉熱出力を 15 %

以下に下げるための操作中における軸方向中性子束出力偏差の目標範囲逸脱は許

容される。

（軸方向中性子束出力偏差）

第 ３２ 条 モード１（原子炉熱出力が 15 % を超える）において、軸方向中性子束出

力偏差は、表３２－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．軸方向中性子束出力偏差が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認す

るため、次の各号を実施する。

(1) 原子燃料課長は、軸方向中性子束出力偏差の目標範囲および許容運転制限範囲を

定め、主任技術者の確認を得た上で、所長の承認を得て、発電室長に通知する。

(2) 原子燃料課長は、モード１（原子炉熱出力が 15 % を超える）において、１ヶ月

に１回、実測による出力領域の軸方向中性子束出力偏差目標値の評価を行い、その

結果を当直課長に通知する。ただし、燃料取替終了後、実測による評価を行うまで

は、解析による目標値の評価で代替することができる。

(3) 当直課長は、モード１（原子炉熱出力が 15 % を超える）において、１週間に１

回、軸方向中性子束出力偏差を確認する。

（削除）

３．当直課長は、軸方向中性子束出力偏差が第１項で定める運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合、表３２－２の措置を講じる。

表３２－１

項 目 運転上の制限

軸方向中性子束出力偏差

(1) 原子炉熱出力が 50 % 以上の場合、目標範囲内に

あること※１※２※３

(2) 原子炉熱出力が 15 % を超え 50 % 未満の場合、

許容運転制限範囲内にあること

※１：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にあり、過去２４時間の累積ペナ

ルティ逸脱時間（原子炉熱出力 50 % 以上 90 % 未満における許容運転制限範囲

内での目標範囲逸脱の実時間と、 50 % 未満における目標範囲逸脱の実時間を 1/2

として合計した時間）が１時間以内であれば、原子炉熱出力 90 % 未満における

目標範囲逸脱は許容される。

※２：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にある限り、炉内外核計装照合校

正期間中における延べ１６時間までの軸方向中性子束出力偏差の目標範囲逸脱は

許容される。

※３：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にある限り、原子炉熱出力を 15 %

以下に下げるための操作中における軸方向中性子束出力偏差の目標範囲逸脱は許

容される。

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２
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表３２－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 原子炉熱出力 90 % 以上におい

て、軸方向中性子束出力偏差が目

標範囲内にない場合※４

A.1 当直課長は、軸方向中性子

束出力偏差を目標範囲内

に回復させる。

１５分

B. 条件Ａの措置を完了時間内に達

成できない場合

B.1 当直課長は、原子炉熱出力

を 90 % 未満に下げる。

１５分

C. 原子炉熱出力が 50 % 以上 90 %

未満において、過去２４時間の累

積ペナルティ逸脱時間が１時間

を超える場合、または軸方向中性

子束出力偏差が許容運転制限範

囲内にない場合※５

C.1 当直課長は、原子炉熱出力

を 50 % 未満に下げる※６。

３０分

D. 原子炉熱出力 50 % 未満におい

て、軸方向中性子束出力偏差が許

容運転制限範囲内にない場合

D.1 当直課長は、軸方向中性子

束出力偏差を許容運転制

限範囲内に回復させる。

３０分

E. 条件ＣまたはＤの措置を完了時

間内に達成できない場合

E.1 当直課長は、原子炉熱出力

を 15 % 以下に下げる※６。

９時間

※４：軸方向中性子束出力偏差が目標範囲内にない場合とは、動作可能な出力領域中性子束

計装２チャンネル以上が軸方向中性子束出力偏差の目標範囲内にない場合をいう。

※５：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にない場合とは、動作可能な出力領域

中性子束計装２チャンネル以上が軸方向中性子束出力偏差の許容運転制限範囲内に

ない場合をいう。

※６：条件ＣまたはＥに基づいて行われた出力降下中において、当該条件にあてはまらなく

なった場合においても、その出力降下を完了させなければならない。

表３２－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 原子炉熱出力 90 % 以上におい

て、軸方向中性子束出力偏差が目

標範囲内にない場合※４

A.1 当直課長は、軸方向中性子

束出力偏差を目標範囲内

に回復させる。

１５分

B. 条件Ａの措置を完了時間内に達

成できない場合

B.1 当直課長は、原子炉熱出力

を 90 % 未満に下げる。

１５分

C. 原子炉熱出力が 50 % 以上 90 %

未満において、過去２４時間の累

積ペナルティ逸脱時間が１時間

を超える場合、または軸方向中性

子束出力偏差が許容運転制限範

囲内にない場合※５

C.1 当直課長は、原子炉熱出力

を 50 % 未満に下げる※６。

３０分

D. 原子炉熱出力 50 % 未満におい

て、軸方向中性子束出力偏差が許

容運転制限範囲内にない場合

D.1 当直課長は、軸方向中性子

束出力偏差を許容運転制

限範囲内に回復させる。

３０分

E. 条件ＣまたはＤの措置を完了時

間内に達成できない場合

E.1 当直課長は、原子炉熱出力

を 15 % 以下に下げる。（削

除）

９時間

※４：軸方向中性子束出力偏差が目標範囲内にない場合とは、動作可能な出力領域中性子束

計装２チャンネル以上が軸方向中性子束出力偏差の目標範囲内にない場合をいう。

※５：軸方向中性子束出力偏差が許容運転制限範囲内にない場合とは、動作可能な出力領域

中性子束計装２チャンネル以上が軸方向中性子束出力偏差の許容運転制限範囲内に

ない場合をいう。

※６：条件Ｃに基づいて行われた出力降下中において、当該条件にあてはまらなくなった場

合においても、その出力降下を完了させなければならない。

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｐ５
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（1/4 炉心出力偏差）

第 ３３ 条 モード１（原子炉熱出力が 50 % を超える）において、1/4 炉心出力偏差は、

表３３－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．1/4 炉心出力偏差が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、

次号を実施する。

(1) 当直課長は、モード１（原子炉熱出力が 50 % を超える）において、１週間に１回、

1/4 炉心出力偏差を確認する。

ただし、出力領域上部中性子束偏差大を検知する警報または出力領域下部中性子束

偏差大を検知する警報が動作不能である場合、１２時間に１回、1/4 炉心出力偏差を

確認する。

また、出力領域中性子束計装からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、

以下により 1/4 炉心出力偏差を確認する。

(a) 当直課長は、原子炉熱出力が 75 % 未満で、出力領域中性子束計装１チャンネル

からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、１週間に１回、残りの３チャ

ンネルによる計算結果により確認する。

(b) 原子燃料課長は、原子炉熱出力が 75 % 未満で、出力領域中性子束計装２チャン

ネル以上からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、１週間に１回、炉内

出力分布測定結果により確認し、その結果を当直課長に通知する。

(c) 原子燃料課長は、原子炉熱出力が 75 % 以上で、出力領域中性子束計装１チャン

ネル以上からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、１２時間に１回、炉

内出力分布測定結果により確認し、その結果を当直課長に通知する。

３．当直課長は、1/4 炉心出力偏差が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判

断した場合、表３３－２の措置を講じるとともに、原子燃料課長および計装保修課長に

通知する。通知を受けた原子燃料課長および計装保修課長は、同表の措置を講じる。

表３３－１

項 目 運転上の制限

1/4 炉心出力偏差 1.02 以下であること

（1/4 炉心出力偏差）

第 ３３ 条 モード１（原子炉熱出力が 50 % を超える）において、1/4 炉心出力偏差は、

表３３－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．1/4 炉心出力偏差が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、

次号を実施する。

(1) 当直課長は、モード１（原子炉熱出力が 50 % を超える）において、１週間に１回、

1/4 炉心出力偏差を確認する。

（削除）（ア）

また、出力領域中性子束計装からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、

以下により 1/4 炉心出力偏差を確認する。

(a) 当直課長は、原子炉熱出力が 75 % 未満で、出力領域中性子束計装１チャンネル

からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、１週間に１回、残りの３チャ

ンネルによる計算結果により確認する。あるいは、原子燃料課長が、１週間に１回、

炉内出力分布測定結果により確認し、その結果を当直課長に通知する。（イ）

(b) 原子燃料課長は、原子炉熱出力が 75 % 未満で、出力領域中性子束計装２チャン

ネル以上からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、１週間に１回、炉内

出力分布測定結果により確認し、その結果を当直課長に通知する。

(c) 原子燃料課長は、原子炉熱出力が 75 % 以上で、出力領域中性子束計装１チャン

ネル以上からの 1/4 炉心出力偏差への入力が動作不能な場合、１２時間に１回、炉

内出力分布測定結果により確認し、その結果を当直課長に通知する。

３．当直課長は、1/4 炉心出力偏差が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判

断した場合、表３３－２の措置を講じるとともに、原子燃料課長および計装保修課長に

通知する。通知を受けた原子燃料課長および計装保修課長は、同表の措置を講じる。

表３３－１

項 目 運転上の制限

1/4 炉心出力偏差 1.02 以下であること

（ア）

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｐ９

（イ）

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｐ８
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な し

表３３－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 1/4 炉心出
力偏差が
運転上の
制限を満
足してい
ない場合

A.1 当直課長は、1/4 炉心出力偏差の 1.00 か
らの超過分 1 % あたり、原子炉熱出力を
100 % から 3 % 以上下げる。

および

２時間

A.2 当直課長は、1/4 炉心出力偏差を確認し、
A.1 措置後の状態からさらに増加する傾
向にある場合は、再度 A.1 の措置を講じ
る。

および

１２時間
その後の１２時間に１
回

A.3 原子燃料課長は、炉内出力分布測定を行
い、ＦＱ(Z)およびＦＮ

ΔＨが運転上の制限を
満足していることを確認し、その結果を当
直課長に通知する。

および

２４時間
その後の１週間に１回

A.4 原子燃料課長は、安全解析の再評価を行
い、その結果が運転期間を通じて有効であ
ることを確認し、その結果を当直課長に通
知する。

および

原子炉熱出力が A.1 の
措置で制限される値を
超える前

A.5 計装保修課長は、1/4 炉心出力偏差をなく
すように出力領域中性子束計装を調整し、
その結果を当直課長に通知する※１。

および

原子炉熱出力が A.1 の
措置で制限される値を
超える前

A.6 原子燃料課長は、炉内出力分布測定を行
い、ＦＱ(Z)およびＦＮ

ΔＨが運転上の制限を
満足していることを確認し、その結果を当
直課長に通知する※２。

原子炉熱出力 100 % 到
達後の２４時間以内
または
原子炉熱出力が A.1 の
措置で制限される値を
超えた後の４８時間以
内のいずれか早い方

B. 条件Ａの
措置を完
了時間内
に達成で
きない場
合

B.1 当直課長は、原子炉熱出力を 50 % 以下に
下げる。

４時間

※１：A.5 の措置は、A.4 の措置が完了後に実施すること。
※２：条件Ａに至った場合は、1/4 炉心出力偏差が制限値内に回復しても、A.6 の措置を完

了しなければならない。

表３３－２

条 件 要求される措置 完了時間
A. 1/4 炉心出

力偏差が
運転上の
制限を満
足してい
ない場合

A.1 当直課長は、1/4 炉心出力偏差の 1.00 か
らの超過分 1 % あたり、原子炉熱出力を
100 % から 3 % 以上下げる。

および

２時間

A.2 当直課長は、1/4 炉心出力偏差を確認し、
A.1 措置後の状態からさらに増加する傾
向にある場合は、再度 A.1 の措置を講じ
る。

および

１２時間
その後の１２時間に１
回

A.3 原子燃料課長は、炉内出力分布測定を行
い、ＦＱ(Z)およびＦＮ

ΔＨが運転上の制限
を満足していることを確認し、その結果
を当直課長に通知する。

および

A.1 の措置で原子炉熱
出力を低下し、定常状
態に到達した後２４時
間
その後の１週間に１回

A.4 原子燃料課長は、安全解析の再評価を行
い、その結果が運転期間を通じて有効で
あることを確認し、その結果を当直課長
に通知する。

および

原子炉熱出力が A.1 の
措置で制限される値を
超える前

A.5 計装保修課長は、1/4 炉心出力偏差をなく
すように出力領域中性子束計装を調整
し、その結果を当直課長に通知する※１。

および

原子炉熱出力が A.1 の
措置で制限される値を
超える前

A.6 原子燃料課長は、炉内出力分布測定を行
い、ＦＱ(Z)およびＦＮ

ΔＨが運転上の制限
を満足していることを確認し、その結果
を当直課長に通知する※２。

原子炉熱出力 100 % 到
達後の２４時間以内
または
原子炉熱出力が A.1 の
措置で制限される値を
超えた後の４８時間以
内のいずれか早い方

B. 条件Ａの
措置を完
了時間内
に達成で
きない場
合

B.1 当直課長は、原子炉熱出力を 50 % 以下
に下げる。

４時間

※１：A.5 の措置は、A.4 の措置が完了後に実施すること。
※２：条件Ａに至った場合は、1/4 炉心出力偏差が制限値内に回復しても、A.6 の措置を完

了しなければならない。

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｐ７
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（１次冷却系 －モード３－）

第 ３７ 条 モード３において、１次冷却系は、表３７－１で定める事項を運転上の制限と

する。

２．１次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号

を実施する。

(1) 当直課長は、モード３において、制御棒の引抜き操作が行える状態※１である場合は、

１日に１回、２台以上の１次冷却材ポンプが運転中であることを確認する。また、それ

に対応する蒸気発生器の水位（狭域）が計器スパンの 5 % 以上であることを確認する。

(2) 当直課長は、モード３において、制御棒の引抜き操作が行える状態でない場合は、１

日に１回、以下の事項を確認する。

(a) １台の１次冷却材ポンプが運転中であり、それに対応する蒸気発生器の水位（狭域）

が計器スパンの 5 % 以上であること。

(b) 他の１台以上の１次冷却材ポンプに電源が供給されているか運転中であり、それに

対応する蒸気発生器のうち１基以上の水位（狭域）が計器スパンの 5 % 以上である

こと。

３．当直課長は、１次冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合、表３７－２の措置を講じる。

※１：制御棒の引抜き操作が行える状態とは、原子炉トリップしゃ断器が投入され、制御棒

クラスタ駆動用電源装置（ＭＧセット）による電源が制御棒駆動装置に供給されてい

る状態をいう（以下、本条において同じ）。

表３７－１

項 目 運転上の制限

１次冷却系

(1) 制御棒の引抜き操作が行える状態である場

合は、蒸気発生器による熱除去系２系統以

上が運転中であること

(2) 制御棒の引抜き操作が行える状態でない場

合は、蒸気発生器による熱除去系２系統以

上が動作可能であり、そのうち１系統以上

が運転中であること

（１次冷却系 －モード３－）

第 ３７ 条 モード３において、１次冷却系は、表３７－１で定める事項を運転上の制限と

する。

２．１次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号

を実施する。

(1) 当直課長は、モード３において、制御棒の引抜き操作が行える状態※１である場合は、

１日に１回、２台以上の１次冷却材ポンプが運転中であることを確認する。また、それ

に対応する蒸気発生器の水位（狭域）が計器スパンの 5 % 以上であることを確認する。

(2) 当直課長は、モード３において、制御棒の引抜き操作が行える状態でない場合は、１

日に１回、以下の事項を確認する。

(a) １台の１次冷却材ポンプが運転中であり、それに対応する蒸気発生器の水位（狭域）

が計器スパンの 5 % 以上であること。

(b) 他の１台以上の１次冷却材ポンプに電源が供給されているか運転中であり、それに

対応する蒸気発生器のうち１基以上の水位（狭域）が計器スパンの 5 % 以上であるこ

と。

３．当直課長は、１次冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合、表３７－２の措置を講じる。

※１：制御棒の引抜き操作が行える状態とは、原子炉トリップしゃ断器が投入され、制御棒

クラスタ駆動用電源装置（ＭＧセット）による電源が制御棒駆動装置に供給されてい

る状態をいう（以下、本条において同じ）。

表３７－１

項 目 運転上の制限

１次冷却系

(1) 制御棒の引抜き操作が行える状態である場

合は、蒸気発生器による熱除去系２系統以

上が運転中であること

(2) 制御棒の引抜き操作が行える状態でない場

合は、蒸気発生器による熱除去系２系統以

上が動作可能であり、そのうち１系統以上

が運転中であること

変更なし
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表３７－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 制御棒の引抜き操作が

行える状態である場

合に、運転中の蒸気発

生器による熱除去系

が１系統である場合

A.1 当直課長は、他の蒸気発生器によ

る熱除去系１系統を復旧し、運転

状態とする。

または

１時間

A.2 当直課長は、原子炉トリップしゃ

断器を開く。

または

１時間

A.3 当直課長は、制御棒クラスタ駆動

用電源装置（ＭＧセット）のしゃ

断器を開く。

１時間

B. 制御棒の引抜き操作が

行える状態でない場

合に、動作可能な蒸気

発生器による熱除去

系が１系統である場

合

B.1 当直課長は、他の蒸気発生器によ

る熱除去系１系統を復旧する。

７２時間

C. 条件ＡまたはＢの措置

を完了時間内に達成

できない場合

C.1 当直課長は、モード４にする。 ２４時間

D. 蒸気発生器による熱除

去系が全て運転中で

ない場合

D.1.1 当直課長は、原子炉トリップし

ゃ断器を開く。

または

速やかに

D.1.2 当直課長は、制御棒クラスタ駆

動用電源装置（ＭＧセット）の

しゃ断器を開く。

および

速やかに

D.2 当直課長は、１次冷却材中のほう

素濃度が低下する操作を全て中止

する。

および

速やかに

D.3 当直課長は、蒸気発生器による熱

除去系１系統を復旧し、運転状態

とする措置を開始する。

速やかに

表３７－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 制御棒の引抜き操作が

行える状態である場

合に、運転中の蒸気発

生器による熱除去系

が１系統である場合

A.1 当直課長は、他の蒸気発生器によ

る熱除去系１系統を復旧し、運転

状態とする。

または

１時間

A.2 当直課長は、原子炉トリップしゃ

断器を開く。

または

１時間

A.3 当直課長は、制御棒クラスタ駆動

用電源装置（ＭＧセット）のしゃ

断器を開く。

１時間

B. 制御棒の引抜き操作が

行える状態でない場

合に、動作可能な蒸気

発生器による熱除去

系が１系統である場

合

B.1 当直課長は、他の蒸気発生器によ

る熱除去系１系統を復旧する。

７２時間

C. 条件ＡまたはＢの措置

を完了時間内に達成

できない場合

C.1 当直課長は、モード４にする。 ２４時間

D. 蒸気発生器による熱除

去系が全て運転中で

ない場合

D.1.1 当直課長は、原子炉トリップし

ゃ断器を開く。

または

速やかに

D.1.2 当直課長は、制御棒クラスタ駆

動用電源装置（ＭＧセット）の

しゃ断器を開く。

および

速やかに

D.2 当直課長は、所要の停止余裕※２を

満足する１次冷却材中のほう素濃

度未満のほう酸水を１次冷却系に

注入する操作を中止する。

および

速やかに

D.3 当直課長は、蒸気発生器による熱

除去系１系統を復旧し、運転状態

とする措置を開始する。

速やかに

※２：所要の停止余裕とは、１号炉および２号炉については 1.77%△k/k 以上、３号炉お

よび４号炉については 1.8%△k/k 以上であることをいう。

カテゴリー：Ｂ
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（１次冷却系 －モード６（キャビティ低水位）－）
第 ４２ 条 モード６（キャビティ低水位※１）において、１次冷却系は、表４２－１で定

める事項を運転上の制限とする。
２．１次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号
を実施する。
(1) 当直課長は、モード６（キャビティ低水位）において、１日に１回、１台の余熱除去
ポンプが運転中であることを確認する。

(2) 当直課長は、モード６（キャビティ低水位）において、１日に１回、残りの１台の余
熱除去ポンプに電源が供給されているか運転中であることを確認する。

(3) 当直課長は、モード６（キャビティ低水位）において、１日に１回、１次冷却材温度
が 65 ℃ 以下であることを確認する。

３．当直課長は、１次冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場
合、表４２－２の措置を講じる。

※１：キャビティ低水位とは、原子炉キャビティ水位が１号炉および２号炉については EL
31.0 m 未満、３号炉および４号炉については EL 31.4 m 未満である場合をいう（以
下、本条において同じ）。

表４２－１
項 目 運転上の制限

１次冷却系
(1) 余熱除去系２系統が動作可能であり、そのう

ち１系統以上が運転中であること※２

(2) １次冷却材温度が 65 ℃ 以下であること

※２：キャビティ水張りおよび水抜きを行っている場合は、余熱除去系への切替操作が可能
であること、および他の１系統が運転中であることを条件に１系統を隔離することが
許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

（１次冷却系 －モード６（キャビティ低水位）－）
第 ４２ 条 モード６（キャビティ低水位※１）において、１次冷却系は、表４２－１で定

める事項を運転上の制限とする。
２．１次冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各

号を実施する。
(1) 当直課長は、モード６（キャビティ低水位）において、１日に１回、１台の余熱除
去ポンプが運転中であることを確認する。

(2) 当直課長は、モード６（キャビティ低水位）において、１日に１回、残りの１台の
余熱除去ポンプに電源が供給されているか運転中であることを確認する。

(3) 当直課長は、モード６（キャビティ低水位）において、１日に１回、１次冷却材温
度が 65 ℃ 以下であることを確認する。

３．当直課長は、１次冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した
場合、表４２－２の措置を講じる。

※１：キャビティ低水位とは、原子炉キャビティ水位が１号炉および２号炉については EL
31.0 m 未満、３号炉および４号炉については EL 31.4 m 未満である場合をいう（以
下、本条において同じ）。

表４２－１
項 目 運転上の制限

１次冷却系
(1) 余熱除去系２系統が動作可能であり、そのう

ち１系統以上が運転中であること※２※３

(2) １次冷却材温度が 65 ℃ 以下であること
※２：キャビティ水張りおよび水抜きを行っている場合は、余熱除去系への切替操作が可

能であること、および他の１系統が運転中であることを条件に１系統を隔離するこ
とが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

※３：ポンプの切替を行う場合は、以下の全てを満足させることを条件に、１５分に限り、
全ての余熱除去ポンプを停止することが許容される。この場合、運転上の制限を満
足していないとはみなさない。
(a) １次冷却材温度が６５℃以下に維持されていること。
(b) 第８１条で定める１次冷却材中のほう素濃度未満のほう酸水を１次冷却系に注

入する操作が行われていないこと。（イ）
(c) １次冷却系水量低下につながる操作が行われていないこと。（ア）

（ア）

カテゴリー：Ａ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｐ２１

（イ）
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表４２－２
条 件 要求される措置 完了時間

A. 余熱除去系１
系統が動作
不能である
場合

A.1 当直課長は、当該系統を復旧する措置を開
始する。

または

速やかに

A.2 当直課長は、原子炉キャビティ水位を高水
位にする措置を開始する。

速やかに

B. 余熱除去系が
全て運転中
でない場合

B.1 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度が
低下する操作を全て中止する。

および

速やかに

B.2 当直課長は、余熱除去系１系統を復旧し、
運転状態とする措置を開始する。

速やかに

C. １次冷却材温
度が 65 ℃
を超えた場
合

C.1 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度が
低下する操作を全て中止する。

および

速やかに

C.2 当直課長は、１次冷却材温度を 65 ℃ 以下
に回復させる措置を開始する。

および

速やかに

C.3 当直課長は、原子炉格納容器内から屋外大
気まで直通の原子炉格納容器貫通部を全て
閉止する。

４時間

表４２－２
条 件 要求される措置 完了時間

A. 余熱除去系１
系統が動作
不能である
場合

A.1 当直課長は、当該系統を復旧する措置を開
始する。

または

速やかに

A.2 当直課長は、原子炉キャビティ水位を高水
位にする措置を開始する。

速やかに

B. 余熱除去系が
全て運転中
でない場合

B.1 当直課長は、第８１条で定める１次冷却材
中のほう素濃度未満のほう酸水を１次冷却
系に注入する操作を中止する。（イ）

および

速やかに

B.2 当直課長は、余熱除去系１系統を復旧し、
運転状態とする措置を開始する。

速やかに

C. １次冷却材温
度が 65 ℃
を超えた場
合

C.1 当直課長は、第８１条で定める１次冷却材中
のほう素濃度未満のほう酸水を１次冷却系
に注入する操作を中止する。（イ）

および

速やかに

C.2 当直課長は、１次冷却材温度を 65 ℃ 以下
に回復させる措置を開始する。

および

速やかに

C.3 当直課長は、原子炉格納容器内から屋外大
気まで直通の原子炉格納容器貫通部を全て
閉止する。

４時間

（イ）
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（加圧器逃がし弁）

第 ４５ 条 モード１、２および３において、加圧器逃がし弁および加圧器逃がし弁元弁は、

表４５－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．加圧器逃がし弁および加圧器逃がし弁元弁が前項で定める運転上の制限を満足している

ことを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 計装保修課長は、定期検査時に、加圧器逃がし弁の吹出し圧力および吹止まり圧力が

表４５－２で定める設定値であることを確認し、その結果を発電室長に通知する。

(2) 計装保修課長は、定期検査時に、加圧器逃がし弁が全開および全閉することを確認し、

その結果を発電室長に通知する。

(3) 発電室長は、定期検査時に、加圧器逃がし弁元弁が全開および全閉することを確認す

る。

３．当直課長は、加圧器逃がし弁または加圧器逃がし弁元弁が第１項で定める運転上の制限

を満足していないと判断した場合、表４５－３の措置を講じる。

表４５－１

項 目 運転上の制限

加圧器逃がし弁

および

加圧器逃がし弁元弁

全てが動作可能であること

表４５－２

項 目 設 定 値

加圧器逃がし弁
吹出し圧力 16.10 MPa[gage] 以下

吹止まり圧力 15.96 MPa[gage] 以上

変更なし
（加圧器逃がし弁）

第 ４５ 条 モード１、２および３において、加圧器逃がし弁および加圧器逃がし弁元弁は、

表４５－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．加圧器逃がし弁および加圧器逃がし弁元弁が前項で定める運転上の制限を満足している

ことを確認するため、次の各号を実施する。

(1) 計装保修課長は、定期検査時に、加圧器逃がし弁の吹出し圧力および吹止まり圧力が

表４５－２で定める設定値であることを確認し、その結果を発電室長に通知する。

(2) 計装保修課長は、定期検査時に、加圧器逃がし弁が全開および全閉することを確認し、

その結果を発電室長に通知する。

(3) 発電室長は、定期検査時に、加圧器逃がし弁元弁が全開および全閉することを確認す

る。

３．当直課長は、加圧器逃がし弁または加圧器逃がし弁元弁が第１項で定める運転上の制限

を満足していないと判断した場合、表４５－３の措置を講じる。

表４５－１

項 目 運転上の制限

加圧器逃がし弁

および

加圧器逃がし弁元弁

全てが動作可能であること

表４５－２

項 目 設 定 値

加圧器逃がし弁
吹出し圧力 16.10 MPa[gage] 以下

吹止まり圧力 15.96 MPa[gage] 以上
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表４５－３

条 件 要求される措置 完了時間

A. 加圧器逃がし弁１台の自

動制御ができないが、手

動での全開および全閉

操作は可能である場合※

１

A.1 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁のあるラインの加圧器逃が

し弁元弁を閉止する。

１時間

B. 加圧器逃がし弁１台が、

手動でも全開または全

閉ができない場合

B.1 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁のあるラインの加圧器逃が

し弁元弁を閉止する。

および

１時間

B.2 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁を手動での全開および全閉

操作が可能な状態に復旧する。

７２時間

C. 加圧器逃がし弁元弁１台

の全閉操作ができない

場合

C.1 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁元弁のあるラインの加圧器

逃がし弁を開弁できないよう

にする。

および

１時間

C.2 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁元弁を動作可能な状態に復

旧する。

７２時間

D. 条件Ａ、ＢまたはＣの措

置を完了時間内に達成

できない場合

D.1 当直課長は、モード３にする。

および

１２時間

D.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

※１：加圧器逃がし弁毎に個別の条件が適用される。

表４５－３

条 件 要求される措置 完了時間

A. 加圧器逃がし弁１台以上

の自動制御ができない

が、手動での全開および

全閉操作は可能である

場合※１※２

A.1 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁のあるラインの加圧器逃が

し弁元弁を閉止する。

１時間

B. 加圧器逃がし弁１台また

は２台が、手動でも全開

または全閉ができない

場合※１※２

B.1 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁のあるラインの加圧器逃が

し弁元弁を閉止する。

および

１時間

B.2 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁を手動での全開および全閉

操作が可能な状態に復旧する。

７２時間

C. 加圧器逃がし弁元弁１台

または２台の全閉操作

ができない場合※３

C.1 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁元弁のあるラインの加圧器

逃がし弁を手動とし、閉止され

ていることを確認する。

および

１時間

C.2 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁元弁を動作可能な状態に復

旧する。

７２時間

D. 条件Ａ、ＢまたはＣの措

置を完了時間内に達成

できない場合

D.1 当直課長は、モード３にする。

および

１２時間

D.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

※１：加圧器逃がし弁毎に条件が適用される。

※２：加圧器逃がし弁毎に要求される措置が適用される。

※３：加圧器逃がし弁元弁毎に要求される措置が適用される。

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２
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（低温過加圧防護）
第 ４６ 条 モード４※１、５および６※２において、低温過加圧に係る機器は、表４６－１

で定める事項を運転上の制限とする。
２．低温過加圧に係る機器が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め、次の各号を実施する。
(1) 計装保修課長は、定期検査時に、２台の加圧器逃がし弁について、低温過加圧防護の
ための校正を行い、その結果を発電室長に通知する。

(2) 当直課長は、モード４、５および６において、１２時間に１回、２台以上の充てん／
高圧注入ポンプの操作スイッチがプルアウト状態（引断）であることを確認する。

(3) 当直課長は、モード４、５および６において、１２時間に１回、蓄圧タンク全基が隔
離されていることを確認する。

(4) モード４、５および６において、以下の事項を実施する。
(a) 原子炉保修課長は、加圧器安全弁１台以上を取り外し、または取り付けた場合は、
その結果を当直課長に通知する。

(b) 当直課長は、１台以上の加圧器安全弁が取り外されていない場合は、３日に１回、
２台の加圧器逃がし弁元弁が開状態であることを確認する。

３．当直課長は、低温過加圧に係る機器が第１項で定める運転上の制限を満足していないと
判断した場合、表４６－２の措置を講じるとともに、加圧器安全弁を取り外す必要がある
場合は、原子炉保修課長に通知する。通知を受けた原子炉保修課長は、同表の措置を講じ
る。

※１：１次冷却材温度が１号炉および２号炉については 160 ℃ 以下、３号炉および４号炉
については 130 ℃ 以下の場合をいう。ただし、加圧器逃がし弁が低圧設定になるま
での間を除く。（以下、本条において同じ）

※２：原子炉容器のふたが閉められている場合（以下、本条において同じ）。

表４６－１

項 目 運転上の制限

低温過加圧に係る
機器

(1)-1 ２台の加圧器逃がし弁が低圧設定で動作可能であり、
２台の加圧器逃がし弁元弁が開状態であること

または
(1)-2 １台以上の加圧器安全弁が取り外されていること
および
(2) 動作可能な充てん／高圧注入ポンプが１台以下である

こと※３

および
(3) 蓄圧タンク全基が隔離されていること※４

※３：ポンプの切替を行う場合、１５分に限り、充てん／高圧注入ポンプを２台運転するこ
とが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

※４：蓄圧タンク出口弁の開閉確認を行う場合、蓄圧タンク圧力が１次冷却材圧力以下であ
ることを条件に、１基毎に隔離を解除することが許容される。この場合、運転上の制
限を満足していないとはみなさない。

（低温過加圧防護）
第 ４６ 条 モード４※１、５および６※２において、低温過加圧に係る機器は、表４６－１
で定める事項を運転上の制限とする。

２．低温過加圧に係る機器が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた
め、次の各号を実施する。
(1) 計装保修課長は、定期検査時に、２台の加圧器逃がし弁について、低温過加圧防護
のための校正を行い、その結果を発電室長に通知する。

(2) 当直課長は、モード４、５および６において、１２時間に１回、２台以上の充てん
／高圧注入ポンプの操作スイッチがプルアウト状態（引断）であることを確認する。

(3) 当直課長は、モード４、５および６において、１２時間に１回、蓄圧タンク全基が
隔離されていることを確認する。

(4) モード４、５および６において、以下の事項を実施する。
(a) 原子炉保修課長は、加圧器安全弁１台以上を取り外し、または取り付けた場合は、
その結果を当直課長に通知する。

(b) 原子炉保修課長は、加圧器マンホールを開放、または閉止した場合は、その結果を
当直課長に通知する。

(c) 当直課長は、１台以上の加圧器安全弁が取り外されていない場合かつ加圧器マンホ
ールが開放されていない場合は、３日に１回、２台の加圧器逃がし弁元弁が開状態で
あることを確認する。

３．当直課長は、低温過加圧に係る機器が第１項で定める運転上の制限を満足していない
と判断した場合、表４６－２の措置を講じるとともに、加圧器安全弁を取り外す必要が
ある場合および加圧器マンホールを開放する必要がある場合は、原子炉保修課長に通知
する。通知を受けた原子炉保修課長は、同表の措置を講じる。

※１：１次冷却材温度が１号炉および２号炉については 160 ℃ 以下、３号炉および４号
炉については 130 ℃ 以下の場合をいう。ただし、加圧器逃がし弁が低圧設定にな
るまでの間を除く。（以下、本条において同じ）

※２：原子炉容器のふたが閉められている場合（以下、本条において同じ）。

表４６－１

項 目 運転上の制限

低温過加圧に係る
機器

(1)-1 ２台の加圧器逃がし弁が低圧設定で動作可能であり、
２台の加圧器逃がし弁元弁が開状態であること

または
(1)-2 １台以上の加圧器安全弁が取り外されていること
または

(1)-3 加圧器マンホールが開放されていること
および
(2) 動作可能な充てん／高圧注入ポンプが１台以下である

こと※３

および
(3) 蓄圧タンク全基が隔離されていること※４

※３：ポンプの切替を行う場合、１５分に限り、充てん／高圧注入ポンプを２台運転する
ことが許容される。この場合、運転上の制限を満足していないとはみなさない。

※４：蓄圧タンク出口弁の開閉確認を行う場合、蓄圧タンク圧力が１次冷却材圧力以下で
あることを条件に、１基毎に隔離を解除することが許容される。この場合、運転上
の制限を満足していないとはみなさない。
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表４６－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 操作スイッチがプルアウ

ト（引断）状態にない充て

ん／高圧注入ポンプが２

台以上ある場合

A.1 当直課長は、２台以上の充てん

／高圧注入ポンプの操作スイ

ッチをプルアウト（引断）状態

にする。

１時間

B. 蓄圧タンク１基以上が隔

離されていない場合

B.1 当直課長は、当該蓄圧タンクを

隔離する。

１時間

C. 条件Ｂの措置を完了時間

内に達成できない場合

C.1 当直課長は、１次冷却材温度を

１号炉および２号炉について

は 160 ℃ 超、３号炉および４

号炉については 130 ℃ 超に

する。

または

１２時間

C.2 当直課長は、当該蓄圧タンクの

圧力をその時点の１次冷却材

圧力まで減圧する。

１２時間

D. モード４において、加圧器

逃がし弁１台が低圧設定

で動作不能である場合

D.1 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁を動作可能な状態に復旧す

る。

７日

E. モード５または６におい

て加圧器逃がし弁１台が

低圧設定で動作不能であ

る場合

および

モード５または６におい

て加圧器安全弁が全て取

り付けられている場合

E.1 当直課長は、当該加圧器逃がし

弁を動作可能な状態に復旧す

る。

２４時間

F. 加圧器逃がし弁２台が低

圧設定で動作不能である

場合

および

加圧器安全弁が全て取り

付けられている場合

または

条件Ａ、Ｃ、ＤまたはＥの

措置を完了時間内に達成

できない場合

F.1 当直課長は、モード５にする。

および

２０時間

F.2 原子炉保修課長は、加圧器安全

弁１台以上を取り外す※５。

２８時間

※５：モ－ド５になったことを確認した上で取り外すこと。

表４６－２
条 件 要求される措置 完了時間

A. 操作スイッチがプルアウ
ト（引断）状態にない充て
ん／高圧注入ポンプが２
台以上ある場合

A.1 当直課長は、２台以上の充てん
／高圧注入ポンプの操作スイ
ッチをプルアウト（引断）状態
にする。

１時間

B. 蓄圧タンク１基以上が隔
離されていない場合

B.1 当直課長は、当該蓄圧タンクを
隔離する。

１時間

C. 条件Ｂの措置を完了時間
内に達成できない場合

C.1 当直課長は、１次冷却材温度を
１号炉および２号炉について
は 160 ℃ 超、３号炉および４
号炉については 130 ℃ 超に
する。

または

１２時間

C.2 当直課長は、当該蓄圧タンクの
圧力をその時点の１次冷却材
圧力まで減圧する。

１２時間

D. モード４において、加圧器
逃がし弁１台が低圧設定
で動作不能である場合

D.1 当直課長は、当該加圧器逃がし
弁を動作可能な状態に復旧す
る。

７日

E. モード５または６におい
て加圧器逃がし弁１台が
低圧設定で動作不能であ
る場合

および
モード５または６におい
て加圧器安全弁が全て取
り付けられている場合

および
モード５または６におい
て加圧器マンホールが閉
止されている場合

E.1 当直課長は、当該加圧器逃がし
弁を動作可能な状態に復旧す
る。

２４時間

F. 加圧器逃がし弁２台が低
圧設定で動作不能である
場合

および
加圧器安全弁が全て取り
付けられている場合

および
加圧器マンホールが閉止
されている場合

または
条件Ａ、Ｃ、ＤまたはＥの
措置を完了時間内に達成
できない場合

F.1 当直課長は、モード５にする。
および

２０時間

F.2.1 原子炉保修課長は、加圧器安
全弁１台以上を取り外す※５。

または
F.2.2 原子炉保修課長は、加圧器マ

ンホールを開放する※５。

２８時間

２８時間

※５：モ－ド５になったことを確認した上で取り外すこと。
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（非常用炉心冷却系 －モード１、２および３－）

第 ５２ 条 モード１、２および３において、非常用炉心冷却系は、表５２－１で定める事

項を運転上の制限とする。

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次

の各号を実施する。

(1) 発電室長は、定期検査時に、１号炉および２号炉の充てん／高圧注入ポンプおよび余

熱除去ポンプを起動させ、異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および余熱除

去ポンプについては表５２－２で定める事項を確認する。

(2) 発電室長は、定期検査時に、３号炉および４号炉の充てん／高圧注入ポンプおよび余

熱除去ポンプを起動させ、異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および表５２

－２で定める事項を確認する。

(3) 発電室長は、定期検査時に、高圧注入系および低圧注入系（低圧注入系については１

号炉および２号炉を除く）の自動作動弁が、模擬信号により正しい位置へ作動すること

を確認する。

(4) 発電室長は、定期検査時に、充てん／高圧注入ポンプおよび余熱除去ポンプが、模擬

信号により起動することを確認する。

(5) 当直課長は、定期検査時に、施錠等により固定されていない非常用炉心冷却系の流路

中の弁が正しい位置にあることを確認する。

(6) 原子炉保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器再循環サンプが異物等により塞が

れていないことを確認し、その結果を発電室長に通知する。

(7) 当直課長は、モード１、２および３において、１ヶ月に１回、２台以上の充てん／高

圧注入ポンプおよび２台の余熱除去ポンプについて、ポンプを起動し、動作可能である

ことを確認する※１。また、確認する際に操作した弁については、正しい位置に復旧し

ていることを確認する。

３．当直課長は、非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合、表５２－３の措置を講じる。

※１：運転中のポンプについては、運転状態により確認する（以下、本条において同じ）。

表５２－１

項 目 運転上の制限

非常用炉心冷却系
(1) 高圧注入系の２系統が動作可能であること※２

(2) 低圧注入系の２系統が動作可能であること※２

※２：非常用炉心冷却系の弁開閉点検を行う場合、２時間に限り、運転上の制限を適用しな

い。

（非常用炉心冷却系 －モード１、２および３－）

第 ５２ 条 モード１、２および３において、非常用炉心冷却系は、表５２－１で定める

事項を運転上の制限とする。

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、

次の各号を実施する。

(1) 発電室長は、定期検査時に、１号炉および２号炉の充てん／高圧注入ポンプおよび

余熱除去ポンプを起動させ、異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および余

熱除去ポンプについては表５２－２で定める事項を確認する。

(2) 発電室長は、定期検査時に、３号炉および４号炉の充てん／高圧注入ポンプおよび

余熱除去ポンプを起動させ、異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および表

５２－２で定める事項を確認する。

(3) 発電室長は、定期検査時に、高圧注入系および低圧注入系（低圧注入系については

１号炉および２号炉を除く）の自動作動弁が、模擬信号により正しい位置へ作動する

ことを確認する。

(4) 発電室長は、定期検査時に、充てん／高圧注入ポンプおよび余熱除去ポンプが、模

擬信号により起動することを確認する。

(5) 当直課長は、定期検査時に、施錠等により固定されていない非常用炉心冷却系の流

路中の弁が正しい位置にあることを確認する。

(6) 原子炉保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器再循環サンプが異物等により塞

がれていないことを確認し、その結果を発電室長に通知する。

(7) 当直課長は、モード１、２および３において、１ヶ月に１回、２台以上の充てん／

高圧注入ポンプおよび２台の余熱除去ポンプについて、ポンプを起動し、動作可能で

あることを確認する※１。また、確認する際に操作した弁については、正しい位置に復

旧していることを確認する。

３．当直課長は、非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判

断した場合、表５２－３の措置を講じる。

※１：運転中のポンプについては、運転状態により確認する（以下、本条において同じ）。

表５２－１

項 目 運転上の制限

非常用炉心冷却系
(1) 高圧注入系の２系統※２が動作可能であること※３

(2) 低圧注入系の２系統※４が動作可能であること※３

※２：１系統とは、充てん／高圧注入ポンプおよび必要な弁ならびに主要配管をいう。

※３：非常用炉心冷却系の弁開閉点検を行う場合、２時間に限り、運転上の制限を適用し

ない。

※４：１系統とは、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器および必要な弁ならびに主要配管を

いう。
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表５２－２

１．１号炉および２号炉

項 目 確認事項

余熱除去ポンプ
テストラインにおける揚程が 73.3 m 以上、容量が

852 m3/h 以上であることを確認する

２．３号炉および４号炉

項 目 確認事項

充てん／高圧注入ポンプ
テストラインにおける揚程が 732 m 以上、容量が

147 m3/h 以上であることを確認する

余熱除去ポンプ
テストラインにおける揚程が 82.4 m 以上、容量が

681 m3/h 以上であることを確認する

表５２－３

条 件 要求される措置 完了時間

A. 高圧注入系１系統

が動作不能であ

る場合

A.1 当直課長は、当該系統

を動作可能な状態に

復旧する。

および

１０日

A.2 当直課長は、残りの系

統のポンプを起動し、

動作可能であること

を確認する。

４時間

その後の８時間に１回

B. 低圧注入系１系統

が動作不能であ

る場合

B.1 当直課長は、当該系統

を動作可能な状態に

復旧する。

および

１０日

B.2 当直課長は、残りの系

統のポンプを起動し、

動作可能であること

を確認する。

４時間

その後の８時間に１回

C. 条件ＡまたはＢの

措置を完了時間

内に達成できな

い場合

C.1 当直課長は、モード３

にする。

および

１２時間

C.2 当直課長は、モード４

にする。

３６時間

表５２－２

１．１号炉および２号炉

項 目 確認事項

余熱除去ポンプ
テストラインにおける揚程が 73.3 m 以上、容量が

852 m3/h 以上であることを確認する

２．３号炉および４号炉

項 目 確認事項

充てん／高圧注入ポンプ
テストラインにおける揚程が 732 m 以上、容量が

147 m3/h 以上であることを確認する

余熱除去ポンプ
テストラインにおける揚程が 82.4 m 以上、容量が

681 m3/h 以上であることを確認する

表５２－３

条 件 要求される措置 完了時間

A. 高圧注入系１系統

が動作不能であ

る場合

A.1 当直課長は、当該系統

を動作可能な状態に

復旧する。

および

１０日

A.2 当直課長は、残りの系

統のポンプを起動し、

動作可能であること

を確認する。

速やかに

B. 低圧注入系１系統

が動作不能であ

る場合

B.1 当直課長は、当該系統

を動作可能な状態に

復旧する。

および

１０日

B.2 当直課長は、残りの系

統のポンプを起動し、

動作可能であること

を確認する。

速やかに

C. 条件ＡまたはＢの

措置を完了時間

内に達成できな

い場合

C.1 当直課長は、モード３

にする。

および

１２時間

C.2 当直課長は、モード４

にする。

３６時間

カテゴリー：再①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｐ４
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（原子炉格納容器）

第 ５６ 条 モード１、２、３および４において、原子炉格納容器は、表５６－１で定める

事項を運転上の制限とする。

２．原子炉格納容器が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の

各号を実施する。

(1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器漏えい率が表５６－３で定めるい

ずれかの漏えい率内にあることを確認し、その結果を発電室長に通知する。

(2) 原子炉保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器エアロックインターロック機構の

健全性を確認し、その結果を発電室長に通知する。

(3) 発電室長は、定期検査時に、表５６－６で定める系統の原子炉格納容器自動隔離弁が

模擬信号により隔離動作することを確認する。

(4) 当直課長は、定期検査時に、事故条件下において閉止していることが要求される原子

炉格納容器隔離弁で、閉操作または閉動作が可能な状態であることを条件に開状態とし

ている原子炉格納容器隔離弁（前号で隔離動作を確認した原子炉格納容器自動隔離弁を

含む）を除き、閉止状態であることを確認する。ただし、原子炉格納容器隔離弁のうち、

手動隔離弁および閉止フランジについては、至近の記録、施錠管理の実施、区域管理の

実施等により確認を行うことができる。

(5) 当直課長は、モード１、２、３および４において、１２時間に１回、原子炉格納容器

圧力を確認する。

３．当直課長は、原子炉格納容器が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合、以下の措置を講じる。

(1) 原子炉格納容器エアロック以外の理由により運転上の制限を満足していないと判断

した場合は、表５６－４の措置を講じる。

(2) 原子炉格納容器エアロックが運転上の制限を満足していないと判断した場合は、表５

６－５の措置を講じるとともに、同表の条件Ｄに該当する場合は原子炉保修課長に通知

する。通知を受けた原子炉保修課長は、同表の措置を講じる。

（原子炉格納容器）

第 ５６ 条 モード１、２、３および４において、原子炉格納容器は、表５６－１で定める

事項を運転上の制限とする。

２．原子炉格納容器が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の

各号を実施する。

(1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器漏えい率が表５６－３で定めるい

ずれかの漏えい率内にあることを確認し、その結果を発電室長に通知する。

(2) 原子炉保修課長は、定期検査時に、原子炉格納容器エアロックインターロック機構の

健全性を確認し、その結果を発電室長に通知する。

(3) 発電室長は、定期検査時に、表５６－６で定める系統の原子炉格納容器自動隔離弁が

模擬信号により隔離動作することを確認する。

(4) 当直課長は、定期検査時に、事故条件下において閉止していることが要求される原子

炉格納容器隔離弁で、閉操作または閉動作が可能な状態であることを条件に開状態とし

ている原子炉格納容器隔離弁（前号で隔離動作を確認した原子炉格納容器自動隔離弁を

含む）を除き、閉止状態であることを確認する。ただし、原子炉格納容器隔離弁のうち、

手動隔離弁および閉止フランジについては、至近の記録、施錠管理の実施、区域管理の

実施等により確認を行うことができる。

(5) 当直課長は、モード１、２、３および４において、１２時間に１回、原子炉格納容器

圧力を確認する。

３．当直課長は、原子炉格納容器が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合、以下の措置を講じる。

(1) 原子炉格納容器エアロック以外の理由により運転上の制限を満足していないと判断

した場合は、表５６－４の措置を講じる。

(2) 原子炉格納容器エアロックが運転上の制限を満足していないと判断した場合は、表５

６－５の措置を講じるとともに、同表の条件Ｄに該当する場合は原子炉保修課長に通知

する。通知を受けた原子炉保修課長は、同表の措置を講じる。

変更なし



代表的な原子炉施設保安規定の変更イメージ

変 更 前 変 更 後 備 考

参
考

2
-
6
5（

P
W
R（

第
3
4
条

以
外

）
）

表５６－４※４※５※６

条 件 要求される措置 完了時間

A. 原子炉格納容器隔離弁

２個を有するライン

で、１個の原子炉格納

容器隔離弁が閉止不能

な場合

A.1 当直課長は、当該ライン

を隔離する。

および

４時間

A.2 当直課長は、当該ライン

が隔離されていること

を確認する。※７

隔離後の１ヶ月に１回

B. 原子炉格納容器隔離弁

２個を有するライン

で、２個の原子炉格納

容器隔離弁が閉止不能

な場合

B.1 当直課長は、当該ライン

を隔離する。

および

１時間

B.2 当直課長は、当該ライン

が隔離されていること

を確認する。※７

隔離後の１ヶ月に１回

C. 閉鎖系で原子炉格納容

器隔離弁１個を有する

ラインで、１個の原子

炉格納容器隔離弁が閉

止不能な場合

C.1 当直課長は、当該ライン

を隔離する。

および

４時間

C.2 当直課長は、当該ライン

が隔離されていること

を確認する。※７

隔離後の１ヶ月に１回

D. 原子炉格納容器圧力が

表５６－２で定める制

限値を満足していない

場合

D.1 当直課長は、原子炉格納

容器圧力を制限値内に

回復させる。

１時間

E. 条件Ａ、Ｂ、Ｃまたは

Ｄ以外の理由で、原子

炉格納容器の機能が確

保されない場合

E.1 当直課長は、原子炉格納

容器の機能を復旧する。

１時間

F. 条件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄま

たはＥの措置を完了時

間内に達成できない場

合

F.1 当直課長は、モード３に

する。

および

１２時間

F.2 当直課長は、モード５に

する。

５６時間

※４：各隔離ラインは、直ちに閉止できることを条件に隔離解除を行うことができる。

※５：ライン毎に、条件および要求される措置が適用される。

※６：原子炉格納容器隔離弁の閉止不能により、当該ラインの各機器が動作不能となる場

合は、それぞれの機器の運転上の制限を満足していない場合の措置を講じなければ

ならない。

※７：原子炉格納容器外部における隔離のみに適用される。

表５６－４※４※５※６

条 件 要求される措置 完了時間

A. 原子炉格納容器隔離弁

２個を有するライン

で、１個の原子炉格納

容器隔離弁が閉止不能

な場合

A.1 当直課長は、当該ライン

を隔離する。

および

４時間

A.2 当直課長は、当該ライン

が隔離されていること

を確認する。※７

隔離後の１ヶ月に１回

B. 原子炉格納容器隔離弁

２個を有するライン

で、２個の原子炉格納

容器隔離弁が閉止不能

な場合

B.1 当直課長は、当該ライン

を隔離する。

および

１時間

B.2 当直課長は、当該ライン

が隔離されていること

を確認する。※７

隔離後の１ヶ月に１回

C. 閉鎖系で原子炉格納容

器隔離弁１個を有する

ラインで、１個の原子

炉格納容器隔離弁が閉

止不能な場合

C.1 当直課長は、当該ライン

を隔離する。

および

７２時間

C.2 当直課長は、当該ライン

が隔離されていること

を確認する。※７

隔離後の１ヶ月に１回

D. 原子炉格納容器圧力が

表５６－２で定める制

限値を満足していない

場合

D.1 当直課長は、原子炉格納

容器圧力を制限値内に

回復させる。

１時間

E. 条件Ａ、Ｂ、Ｃまたは

Ｄ以外の理由で、原子

炉格納容器の機能が確

保されない場合

E.1 当直課長は、原子炉格納

容器の機能を復旧する。

１時間

F. 条件Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄま

たはＥの措置を完了時

間内に達成できない場

合

F.1 当直課長は、モード３に

する。

および

１２時間

F.2 当直課長は、モード５に

する。

５６時間

※４：各隔離ラインは、直ちに閉止できることを条件に隔離解除を行うことができる。

※５：ライン毎に、条件および要求される措置が適用される。

※６：原子炉格納容器隔離弁の閉止不能により、当該ラインの各機器が動作不能となる場

合は、それぞれの機器の運転上の制限を満足していない場合の措置を講じなければ

ならない。

※７：原子炉格納容器外部における隔離のみに適用される。

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№共２
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（補助給水系）

第 ６５ 条 モード１、２、３および４（蒸気発生器が熱除去のために使用されている場合）

において、補助給水系は、表６５－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．補助給水系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号

を実施する。

(1) 当直課長は、定期検査時に、施錠等により固定されていない補助給水系の流路中の弁

が正しい位置にあることを確認する。

(2) 発電室長は、定期検査時に、１号炉および２号炉のタービン動補助給水ポンプを起動

させ、異常な振動、異音、異臭および漏えいがないことを確認する。

(3) 発電室長は、定期検査時に、３号炉および４号炉のタービン動補助給水ポンプを起動

させ、異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および表６５－２に定める事項を

確認する。

(4) 発電室長は、定期検査時に、補助給水ポンプが模擬信号により起動することを確認す

る。ただし、タービン動補助給水ポンプについては、起動弁が動作することを確認する。

(5) 発電室長は、定期検査時に、１号炉および２号炉の電動補助給水ポンプを起動させ、

異常な振動、異音、異臭および漏えいがないことを確認する。

(6) 発電室長は、定期検査時に、３号炉および４号炉の電動補助給水ポンプを起動させ、

異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および表６５－３に定める事項を確認す

る。

(7) 当直課長は、モード１、２および３において、１ヶ月に１回、２台の電動補助給水ポ

ンプおよび１台のタービン動補助給水ポンプについて、ポンプを起動し、動作可能であ

ることを確認する※１。また、確認する際に操作した弁については、正しい位置に復旧

していることを確認する。

(8) 当直課長は、モード４（蒸気発生器が熱除去のために使用されている場合）において、

１ヶ月に１回、１台以上の電動補助給水ポンプが手動で起動可能であることを確認す

る。

３．当直課長は、補助給水系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合、表６５－４の措置を講じる。

※１：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。なお、モード３において、タ

ービン動補助給水ポンプが動作可能であることの確認は、起動弁の開閉確認をもって

代えることができる。（以下、本条において同じ）

（補助給水系）

第 ６５ 条 モード１、２、３および４（蒸気発生器が熱除去のために使用されている場合）

において、補助給水系は、表６５－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．補助給水系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各号

を実施する。

(1) 当直課長は、定期検査時に、施錠等により固定されていない補助給水系の流路中の弁

が正しい位置にあることを確認する。

(2) 発電室長は、定期検査時に、１号炉および２号炉のタービン動補助給水ポンプを起動

させ、異常な振動、異音、異臭および漏えいがないことを確認する。

(3) 発電室長は、定期検査時に、３号炉および４号炉のタービン動補助給水ポンプを起動

させ、異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および表６５－２に定める事項を

確認する。

(4) 発電室長は、定期検査時に、補助給水ポンプが模擬信号により起動することを確認す

る。ただし、タービン動補助給水ポンプについては、起動弁が動作することを確認する。

(5) 発電室長は、定期検査時に、１号炉および２号炉の電動補助給水ポンプを起動させ、

異常な振動、異音、異臭および漏えいがないことを確認する。

(6) 発電室長は、定期検査時に、３号炉および４号炉の電動補助給水ポンプを起動させ、

異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および表６５－３に定める事項を確認す

る。

(7) 当直課長は、モード１、２および３において、１ヶ月に１回、２台の電動補助給水ポ

ンプおよび１台のタービン動補助給水ポンプについて、ポンプを起動し、動作可能であ

ることを確認する※１。また、確認する際に操作した弁については、正しい位置に復旧

していることを確認する。

(8) 当直課長は、モード４（蒸気発生器が熱除去のために使用されている場合）において、

１ヶ月に１回、１台以上の電動補助給水ポンプが手動で起動可能であることを確認す

る。

３．当直課長は、補助給水系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合、表６５－４の措置を講じる。

※１：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。なお、モード３において、タ

ービン動補助給水ポンプが動作可能であることの確認は、起動弁の開閉確認をもって

代えることができる。（以下、本条において同じ）

変更なし
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表６５－１

項 目 運転上の制限

補助給水系

(1) モード１、２および３において、電動補助給水

ポンプによる２系統およびタービン動補助給水

ポンプによる１系統が動作可能であること※２

(2) モード４（蒸気発生器が熱除去のために使用さ

れている場合）において、電動補助給水ポンプ

による１系統以上が動作可能であること

※２：タービン動補助給水ポンプについては、原子炉起動時のモード３において試運転に

係る調整を行っている場合、運転上の制限は適用しない。

（略）

表６５－４

条 件 要求される措置 完了時間

A. モード１、２および３に

おいて、補助給水系１系

統が動作不能である場

合

A.1 当直課長は、当該系統を

動作可能な状態に復旧

する。

および

１０日

A.2 当直課長は、残りの２系

統のポンプを起動し、動

作可能であることを確

認する。

４時間

その後の８時間に１回

B. 条件Ａの措置を完了時間

内に達成できない場合

または

モード１、２および３に

おいて補助給水系２系

統以上が動作不能であ

る場合

B.1 当直課長は、モード３に

する。

および

１２時間

B.2 当直課長は、モード４に

する。

３６時間

C. モード４（蒸気発生器が

熱除去のために使用さ

れている場合）において

電動補助給水ポンプに

よる補助給水系の全て

が動作不能である場合

C.1 当直課長は、電動補助給

水ポンプによる補助給

水系１系統を動作可能

な状態に復旧する措置

を開始する。

または

速やかに

C.2 当直課長は、余熱除去系

１系統以上による熱除

去のための操作を開始

する。

速やかに

表６５－１

項 目 運転上の制限

補助給水系

(1) モード１、２および３において、電動補助給水

ポンプによる２系統およびタービン動補助給水

ポンプによる１系統が動作可能であること※２

(2) モード４（蒸気発生器が熱除去のために使用さ

れている場合）において、電動補助給水ポンプ

による１系統以上が動作可能であること

※２：タービン動補助給水ポンプについては、原子炉起動時のモード３から試運転に係る

調整が完了するまでの間、運転上の制限は適用しない。（ア）

（略）

表６５－４

条 件 要求される措置 完了時間

A. モード１、２および３に

おいて、補助給水系１系

統が動作不能である場

合

A.1 当直課長は、当該系統を

動作可能な状態に復旧

する。

および

１０日

A.2 当直課長は、残りの２系

統のポンプを起動し、動

作可能であることを確

認する。

速やかに（イ）

B. 条件Ａの措置を完了時間

内に達成できない場合

または

モード１、２および３に

おいて補助給水系２系

統以上が動作不能であ

る場合

B.1 当直課長は、モード３に

する。

および

１２時間

B.2 当直課長は、モード４に

する。

３６時間

C. モード４（蒸気発生器が

熱除去のために使用さ

れている場合）において

電動補助給水ポンプに

よる補助給水系の全て

が動作不能である場合

C.1 当直課長は、電動補助給

水ポンプによる補助給

水系１系統を動作可能

な状態に復旧する措置

を開始する。

または

速やかに

C.2 当直課長は、余熱除去系

１系統以上による熱除

去のための操作を開始

する。

速やかに

（ア）

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｐ７

（イ）

カテゴリー：再①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｐ４
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（中央制御室非常用循環系）

第 ６９ 条 モード１、２、３、４および使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中において、

中央制御室非常用循環系は、表６９－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．中央制御室非常用循環系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め、次の各号を実施する。

(1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、中央制御室非常用循環フィルタのよう素除去効率

（総合除去効率）が表６９－２に定める値であることを確認し、その結果を発電室長に

通知する。

(2) 発電室長は、定期検査時に、中央制御室非常用循環ファンが模擬信号により起動する

こと、および自動作動ダンパが正しい位置に作動することを確認する。

(3) 当直課長は、モード１、２、３、４および使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中に

おいて、１ヶ月に１回、中央制御室あたり２台以上の中央制御室非常用循環ファンにつ

いて、ファンを起動し、動作可能であることを確認する※１。

３．当直課長は、中央制御室非常用循環系が第１項で定める運転上の制限を満足していない

と判断した場合、表６９－３の措置を講じるとともに、使用済燃料ピットでの照射済燃料

の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課

長は、同表の措置を講じる。

※１：運転中のファンについては、運転状態により確認する。

表６９－１

項 目 運転上の制限

中央制御室非常用循環系 中央制御室あたり２系統以上が動作可能であること

表６９－２

項 目
よう素除去効率（総合除去効率）

１号炉および２号炉 ３号炉および４号炉

中央制御室非常用循環

フィルタ
90 % 以上 95 % 以上

（中央制御室非常用循環系）

第 ６９ 条 モード１、２、３、４および使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中において、

中央制御室非常用循環系は、表６９－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．中央制御室非常用循環系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め、次の各号を実施する。

(1) 原子炉保修課長は、定期検査時に、中央制御室非常用循環フィルタのよう素除去効率

（総合除去効率）が表６９－２に定める値であることを確認し、その結果を発電室長に

通知する。

(2) 発電室長は、定期検査時に、中央制御室非常用循環ファンが模擬信号により起動する

こと、および自動作動ダンパが正しい位置に作動することを確認する。

(3) 当直課長は、モード１、２、３、４および使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中に

おいて、１ヶ月に１回、中央制御室あたり２台以上の中央制御室非常用循環ファンにつ

いて、ファンを起動し、動作可能であることを確認する※１。

３．当直課長は、中央制御室非常用循環系が第１項で定める運転上の制限を満足していない

と判断した場合、表６９－３の措置を講じるとともに、使用済燃料ピットでの照射済燃料

の移動を中止する必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課

長は、同表の措置を講じる。

※１：運転中のファンについては、運転状態により確認する。

表６９－１

項 目 運転上の制限

中央制御室非常用循環系 中央制御室あたり２系統以上が動作可能であること※２

※２：照射終了後の一定期間を経過した照射済燃料を取扱う場合、運転上の制限を適用しな

い。

表６９－２

項 目
よう素除去効率（総合除去効率）

１号炉および２号炉 ３号炉および４号炉

中央制御室非常用循環

フィルタ
90 % 以上 95 % 以上

カテゴリー：再Ａ

添付資料：４－Ⅱ－２

№共３
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な し

（中央制御室換気空調系）

第６９条の２ モード１、２、３、４および使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中におい

て、中央制御室換気空調系は表６９の２－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．中央制御室換気空調系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め、次号を実施する。

(1)［発電室長］は、定期検査時に、中央制御室換気空調系が起動可能であることを確認

する。

３．［当直課長］は、中央制御室換気空調系が第１項で定める運転上の制限を満足していな

いと判断した場合、表６９の２－２の措置を講じるとともに、使用済燃料ピットでの照射

済燃料の移動を中止する必要がある場合は、[原子燃料課長]に通知する。通知を受けた[原

子燃料課長]は、同表の措置を講じる。

表６９の２－１

項目 運転上の制限

中央制御室換気空調系 動作可能であること※１

※１：本条における動作可能とは、中央制御室を冷却維持できることであり、中央制御室あ

たり１００％容量（１００％容量とは、「空調ファン２台、循環ファン２台および空

調ユニット２台」をいう。）で運転できることをいう。

表６９の２－２

条件 要求される措置 完了時間

A.中央制御室換気空調系が動作不

能である場合

A.1［当直課長］は、動作可能な状

態に復旧する。

１０日間

B.モード１、２、３および４におい

て、条件Ａで要求される措置を完

了時間内に達成できない場合

B.1［当直課長］は、モード３にす

る。

および

B.2［当直課長］は、モード５にす

る。

１２時間

５６時間

C.使用済燃料ピットでの照射済燃

料移動中において、条件Ａで要求

される措置を完了時間内に達成

できない場合

C.1 [原子燃料課長]は、使用済燃

料ピットでの照射済燃料の移

動を中止する※２。

速やかに

※２：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

カテゴリー：－（特例）

本文：Ⅱ－２－３

添付資料：４－Ⅱ－１

№共７
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（非常用直流電源 －モード５、６および照射済燃料移動中－）

第 ７８ 条 モード５、６および照射済燃料移動中において、非常用直流電源（蓄電池およ

び充電器）は、表７８－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．非常用直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号

を実施する。

(1) 当直課長は、モード５、６および照射済燃料移動中において、１週間に１回、浮動充

電時の蓄電池端子電圧が 127.1 V 以上であることを確認する。

３．当直課長は、非常用直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合、表７８－２の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場

合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

表７８－１

項 目 運転上の制限

非常用直流電源

所要の設備の維持に必要な非常用直流母線

に接続する系統（蓄電池および充電器※１）

が動作可能であること

※１：充電器とは、充電器または後備充電器のいずれかをいい、両方が機能喪失となって動

作不能とみなす（以下、本条において同じ）。

表７８－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 所要の非常用直流

電源の蓄電池ま

たは充電器が動

作不能である場

合

A.1 原子燃料課長は、照射済燃料の移

動を中止する※２。

および

速やかに

A.2 当直課長は、１次冷却材中のほう

素濃度が低下する操作を全て中

止する。

および

速やかに

A.3 当直課長は、当該機器を動作可能

な状態に復旧する措置を開始す

る。

速やかに

※２：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

（非常用直流電源 －モード５、６および照射済燃料移動中－）

第 ７８ 条 モード５、６および照射済燃料移動中において、非常用直流電源（蓄電池およ

び充電器）は、表７８－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．非常用直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号

を実施する。

(1) 当直課長は、モード５、６および照射済燃料移動中において、１週間に１回、浮動充

電時の蓄電池端子電圧が 127.1 V 以上であることを確認する。

３．当直課長は、非常用直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合、表７８－２の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場

合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

表７８－１

項 目 運転上の制限

非常用直流電源

第８０条で要求される非常用直流母線に接

続する系統（蓄電池および充電器※１）が動

作可能であること（ア）

※１：充電器とは、充電器または後備充電器のいずれかをいい、両方が機能喪失となって動

作不能とみなす（以下、本条において同じ）。

表７８－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 所要の非常用直流

電源の蓄電池ま

たは充電器が動

作不能である場

合

A.1 原子燃料課長は、照射済燃料の移

動を中止する※２。

および

速やかに

A.2 当直課長は、所要の停止余裕※３

を満足する１次冷却材中のほう

素濃度未満のほう酸水を１次冷

却系に注入する操作または第 81

条で定める１次冷却材中のほう

素濃度未満のほう酸水を１次冷

却系に注入する操作を中止する。

（イ）

および

速やかに

A.3 当直課長は、当該機器を動作可能

な状態に復旧する措置を開始す

る。

速やかに

※２：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

※３：所要の停止余裕とは、1.0%△k/k 以上であることをいう。

（ア）

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№Ｐ８

（イ）

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｐ２０
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（原子炉キャビティ水位 －燃料移動中－）

第 ８２ 条 原子炉格納容器内での燃料移動中において、原子炉キャビティ水位は、表８２

－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．原子炉キャビティ水位が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め、次号を実施する。

(1) 当直課長は、原子炉格納容器内での燃料移動中、１日に１回、原子炉キャビティ水位

を確認する。

３．当直課長は、原子炉キャビティ水位が第１項で定める運転上の制限を満足していないと

判断した場合、表８２－２の措置を講じるとともに、燃料の移動を中止する必要がある場

合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

表８２－１

１．１号炉および２号炉

項 目 運転上の制限

原子炉キャビティ水位 EL 31.0 m 以上であること

２．３号炉および４号炉

項 目 運転上の制限

原子炉キャビティ水位 EL 31.4 m 以上であること

表８２－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 原子炉キャビテ

ィ水位が運転上

の制限を満足し

ていない場合

A.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内

での燃料の移動を中止する※１。

および

速やかに

A.2 当直課長は、原子炉キャビティ水位

の運転上の制限を回復させる措置を

開始する。

速やかに

※１：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

（原子炉キャビティ水位 －燃料移動中－）

第 ８２ 条 原子炉格納容器内での燃料移動中において、原子炉キャビティ水位は、表８２

－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．原子炉キャビティ水位が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するた

め、次号を実施する。

(1) 当直課長は、原子炉格納容器内での燃料移動中、１日に１回、原子炉キャビティ水位

を確認する。

３．当直課長は、原子炉キャビティ水位が第１項で定める運転上の制限を満足していないと

判断した場合、表８２－２の措置を講じるとともに、燃料の移動を中止する必要がある場

合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

表８２－１

１．１号炉および２号炉

項 目 運転上の制限

原子炉キャビティ水位 EL 31.0 m 以上であること

２．３号炉および４号炉

項 目 運転上の制限

原子炉キャビティ水位 EL 31.4 m 以上であること

表８２－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 原子炉キャビテ

ィ水位が運転上

の制限を満足し

ていない場合

A.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内

での燃料の移動を中止する※１。

（削除）

速やかに

※１：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

カテゴリー：Ｂ

添付資料：４－Ⅱ－２

№２４
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（使用済燃料ピットの水位および水温）

第 ８４ 条 使用済燃料ピットは、表８４－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．使用済燃料ピットが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次

号を実施する。

(1) 当直課長は、１週間に１回、使用済燃料ピットの水位および水温を確認する。

３．当直課長は、使用済燃料ピットが第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合、表８４－３の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある

場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

表８４－１

項 目 運転上の制限

使用済燃料ピット
水位※１および水温が表８４－２で定める制限値内

にあること

※１：照射済燃料の移動を行っていない場合は、運転上の制限を適用しない。

表８４－２

１．１号炉および２号炉

項 目 制 限 値

水 位 EL 31.0 m 以上

水 温 65 ℃ 以下

２．３号炉および４号炉

項 目 制 限 値

水 位 EL 31.4 m 以上

水 温 65 ℃ 以下

表８４－３

条 件 要求される措置 完了時間

A. 使用済燃料ピット

の水位が制限値

を満足していな

い場合

A.1 当直課長は、使用済燃料ピットの水位

を制限値内に回復させるための措置を

開始する。

および

速やかに

A.2 原子燃料課長は、使用済燃料ピット内

での照射済燃料の移動を中止する※２。

速やかに

B. 使用済燃料ピット

の水温が制限値

を満足していな

い場合

B.1 当直課長は、使用済燃料ピットの水温

を制限値内に回復させるための措置を

開始する。

速やかに

※２：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

（使用済燃料ピットの水位および水温）

第 ８４ 条 使用済燃料ピットは、表８４－１で定める事項を運転上の制限とする。

２．使用済燃料ピットが前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次

号を実施する。

(1) 当直課長は、１週間に１回、使用済燃料ピットの水位および水温を確認する。

３．当直課長は、使用済燃料ピットが第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断

した場合、表８４－３の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある

場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。

表８４－１

項 目 運転上の制限

使用済燃料ピット
水位および水温が表８４－２で定める制限値内にあ

ること

（削除）（ア）

表８４－２

１．１号炉および２号炉

項 目 制 限 値

水 位 EL 31.0 m 以上

水 温 65 ℃ 以下

２．３号炉および４号炉

項 目 制 限 値

水 位 EL 31.4 m 以上

水 温 65 ℃ 以下

表８４－３

条 件 要求される措置 完了時間

A. 使用済燃料ピット

の水位が制限値

を満足していな

い場合

（削除）（イ）

A.1 原子燃料課長は、使用済燃料ピット内

での照射済燃料の移動を中止する※１。

速やかに

B. 使用済燃料ピット

の水温が制限値

を満足していな

い場合

B.1 当直課長は、使用済燃料ピットの水温

を制限値内に回復させるための措置を

開始する。

速やかに

※１：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

（ア）

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№９

（イ）

カテゴリーＢ

添付資料：４－Ⅱ－２

№Ｐ２４
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な し

（制御用空気系）

第 ○○ 条 モード１、２、３および４において、制御用空気系は、表○○－１で定める

事項を運転上の制限とする。

２．制御用空気系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の

各号を実施する。

(1) 発電室長は、定期検査時に、制御用空気圧縮機が模擬信号により起動することを確

認する。

(2) 当直課長は、モード１、２、３および４において、１ヵ月に１回、制御用空気だめ

の圧力が、○○MPa[gage]以上であることを確認する。

３．当直課長は、制御用空気系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合、表６７－２の措置を講じる。

表○○－１

項 目 運転上の制限

制御用空気系 制御用空気だめの圧力が○○MPa[gage]以上

表○○－２

条 件 要求される措置 完了時間

A. 制御用空気だめの圧力が

○○MPa[gage]未満であ

る場合

A.1 当直課長は、制御用空気

だめの圧力を回復する措

置を開始する。

１時間

B. 条件Ａの措置を完了時間

内に達成できない場合

B.1 当直課長は、モード３に

する。

および

１２時間

B.2 当直課長は、モード５に

する。

５６時間

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№共６
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（運転上の制限の確認）

第 ８７ 条 各課（室）長は、運転上の制限を満足していることを第３節第２０条から第８

６条の第２項（以下、各条において「この規定第２項」という。）で定める事項により確

認する。

２．この規定第２項で定める頻度および第３節第２０条から第８６条の第３項（以下、各条

において「この規定第３項」という。）で定める要求される措置の頻度に関して、その確

認の間隔は、表８７－１に定める範囲内で延長することができる※１。ただし、確認回数

の低減を目的として、恒常的に延長してはならない。なお、定める頻度以上で実施するこ

とを妨げるものではない※１。

３．各課（室）長は、この規定第２項で定める頻度による確認が実施できなかった場合は、

運転上の制限を満足していないと判断する。ただし、その発見時点から、速やかに当該事

項の確認を実施し、運転上の制限を満足していることを確認することができれば、この規

定第３項で定める要求される措置を開始する必要はない。

４．各課（室）長は、運転上の制限が適用されるモードになった時点から、この規定第２項

で定める頻度（期間）以内に運転上の制限を満足していることを確認するための事項を実

施する。ただし、頻度（期間）より、適用されるモードの期間が短い場合は、当該確認を

実施する必要はない。

５．各課（室）長は、この規定第２項で定める事項を実施している期間、当該の運転上の制

限を満足していないとはみなさない。また、この確認事項の実施により関連する条文の運

転上の制限を満足していない場合も同様、運転上の制限を満足していないとはみなさな

い。

６．各課（室）長は、この規定第２項で定める事項が実施され、かつその結果が運転上の制

限を満足している場合は、この規定第２項で定める事項が実施されていない期間、運転上

の制限が満足していないとはみなさない。ただし、第８８条で運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合を除く。

７．各課（室）長（当直課長は除く）が第１７条、第８８条、第８９条、この規定第２項お

よびこの規定第３項に基づいて行う当直課長への通知は、その時点での当直業務を担当し

ている当直課長への通知をいう。

※１：第２節で定められた頻度にも適用される。

（運転上の制限の確認）

第 ８７ 条 各課（室）長は、運転上の制限を満足していることを第３節第２０条から第８

６条の第２項（以下、各条において「この規定第２項」という。）で定める事項により確

認する。

２．この規定第２項で定める頻度および第３節第２０条から第８６条の第３項（以下、各条

において「この規定第３項」という。）で定める要求される措置の頻度に関して、その確

認の間隔は、表８７－１に定める範囲内で延長することができる※１。ただし、確認回数

の低減を目的として、恒常的に延長してはならない。なお、定める頻度以上で実施するこ

とを妨げるものではない※１。

３．各課（室）長は、この規定第２項で定める頻度による確認が実施されなかった場合は、

速やかに当該事項を実施し、運転上の制限を満足していることを確認する。この結果、運

転上の制限を満足していないと判断した場合は、この発見時点からこの規定第３項で定め

る要求される措置を開始する。（ア）

４．各課（室）長は、運転上の制限が適用されるモードになった時点から、この規定第２項

で定める頻度（期間）以内に運転上の制限を満足していることを確認するための事項を実

施する。ただし、頻度（期間）より、適用されるモードの期間が短い場合は、当該確認を

実施する必要はない※１。

５．各課（室）長は、この規定第２項で定める事項を実施している期間および必要な系統・

設備を動作させている期間※２は、当該の運転上の制限を満足していないとはみなさない。

また、この確認事項の実施により関連する条文の運転上の制限を満足していない場合も同

様、運転上の制限を満足していないとはみなさない。（イ）

６．各課（室）長は、この規定第２項で定める事項が実施され、かつその結果が運転上の制

限を満足している場合は、この規定第２項で定める事項が実施されていない期間、運転上

の制限が満足していないとはみなさない。ただし、第８８条で運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合を除く。

７．各課（室）長（当直課長は除く）が第１７条、第８８条、第８９条、この規定第２項お

よびこの規定第３項に基づいて行う当直課長への通知は、その時点での当直業務を担当し

ている当直課長への通知をいう。

※１：第２節で定められた頻度にも適用される。

※２：必要な系統・設備を動作させている期間とは、定期事業者検査実施中および第１５条

に基づき作成された社内標準に従い、系統・設備を動作させている期間をいう。（イ）

（ア）

カテゴリー：Ｂ

本文：Ⅱ－３－２（３）

添付資料：４－Ⅱ－２

№共４

（イ）

カテゴリー：①

添付資料：４－Ⅱ－１

№共５
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（計測および制御設備）

第 ３４ 条 次の計測および制御設備は、表３４－１で定める事項を運転上の制限とする。

(1) 原子炉保護系計装

(2) 工学的安全施設等作動計装

(3) 事故時監視計装

(4) ディーゼル発電機起動計装

(5) 中央制御室非常用循環系計装

(6) 中央制御室外原子炉停止装置

２．計測および制御設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、

次号を実施する。

(2)原子燃料課長、発電室長、当直課長、電気保修課長および計装保修課長は、表３４－

２から表３４－７に定める確認事項を実施する。また、原子燃料課長、電気保修課長

および計装保修課長は、その結果を発電室長または当直課長に通知する。

３．当直課長および計装保修課長は、計測および制御設備が第１項で定める運転上の制限を

満足していないと判断した場合、表３４－２から表３４－７の措置を講じるとともに必要

に応じ関係各課（室）長へ通知する。通知を受けた関係各課（室）長は、同表に定める措

置を講じる。

表３４―１

項 目 運転上の制限

第１項で定める計測および制御設備

表３４－２から表３４－７に定める所要

チャンネル数、系統数および機能がそれ

ぞれの適用モードにおいて動作可能※１で

あること

※１：本条における動作可能とは、当該計測および制御設備に期待されている機能が達成さ

れている場合をいう。また、本条における動作不能とは、特に定めのある場合を除き、

点検・修理のために当該チャンネルもしくは論理回路をバイパスする場合または不動

作の場合をいう。動作信号を出力させている状態または誤動作により動作信号を出力

している状態は動作可能とみなす。

【参考】

ＰＷＲの代表プラントで

ある高浜発電所は３チャ

ンネルプラントであるた

め、本条では４チャンネル

プラントの例で作成した。

（計測および制御設備）

第 ３４ 条 次の計測および制御設備は、表３４－１で定める事項を運転上の制限とする。

(1) 原子炉保護系計装

(2) 工学的安全施設等作動計装

(3) 事故時監視計装

(4) ディーゼル発電機起動計装

(5) 中央制御室非常用循環系計装

(6) 中央制御室外原子炉停止装置

２．計測および制御設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、

次号を実施する。

(1)原子燃料課長、発電室長、当直課長、電気保修課長および計装保修課長は、表３４－

２から表３４－７に定める確認事項を実施する。また、原子燃料課長、電気保修課長

および計装保修課長は、その結果を発電室長または当直課長に通知する。

３．当直課長および計装保修課長は、計測および制御設備が第１項で定める運転上の制限を

満足していないと判断した場合、表３４－２から表３４－７の措置を講じるとともに必要

に応じ関係各課（室）長へ通知する。通知を受けた関係各課（室）長は、同表に定める措

置を講じる。

表３４―１

項 目 運転上の制限

第１項で定める計測および制御設備

表３４－２から表３４－７に定める所要

チャンネル数、系統数および機能がそれ

ぞれの適用モードにおいて動作可能※１で

あること

※１：本条における動作可能とは、当該計測および制御設備に期待されている機能が達成さ

れている場合をいう。また、本条における動作不能とは、特に定めのある場合を除き、

点検・修理のために当該チャンネルもしくは論理回路をバイパスする場合または不動

作の場合をいう。動作信号を出力させている状態または誤動作により動作信号を出力

している状態は動作可能とみなす。
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表３４－２ 原子炉保護系計装
【凡 例】
(a) 制御棒を引き抜ける場合または一つ以上の制御棒が全挿入でない場合（イ）
(b) Ｐ－１０（出力領域中性子束）インターロック未満
(c) Ｐ－６（中間領域中性子束）インターロック以上
(d) Ｐ－６（中間領域中性子束）インターロック未満
(e) 原子炉トリップしゃ断器が開放されている場合
(f) Ｐ－７（低出力原子炉トリップブロック）インターロック以上
(g) Ｐ－８（出力領域中性子束）インターロック以上
(h) Ｐ－７（低出力原子炉トリップブロック）インターロック以上とＰ－８（出力領域中性子束）インターロック未満
(i) Ｐ－１３（タービン低出力原子炉トリップブロック）インターロック以上
(j) 原子炉格納容器内での燃料移動中でない場合
(k) 原子炉格納容器内での燃料移動中の場合

２．３号炉および４号炉

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１． 原子炉保護系論理回路 － モード１
および２

４系統 A. １系統が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長は、当該系統を動作可能
な状態にする。ただし、残りの系統が
正常な状態であること※３を確認のう
え、作業のため当該系統のバイパスを
行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。
残りの系統が動作可
能な状態においては、
検査のためのバイパ
スを２時間に限り行
うことができる。

１ヶ月に１回
（交互に２系
統ずつ）

計装保修課長

B. 原子炉トリップし
ゃ断器１系統が動
作不能である場合

B.1 電気保修課長は、当該系統を動作可能
な状態にする。

１時間

C. 条件 A または B の
措置を完了時間内
に達成できない場
合

C.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

機能検査を実施する。定期検査時 計装保修課長

－ モード
３(a)、４(a)
および５(a)

４系統 A. １系統が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長は、当該系統を動作可能
な状態にする。ただし、残りの系統が
正常な状態であることを確認のうえ、
作業のため当該系統のバイパスを行う
ことができる。

４８時間

B. 原子炉トリップし
ゃ断器１系統が動
作不能である場合

B.1 電気保修課長は、当該系統を動作可能
な状態にする。

４８時間

C. 条件 A または B の
措置を完了時間内
に達成できない場
合

C.1 当直課長は、挿入可能な全制御棒を全
挿入する。

１時間

および

C.2 制御棒を引き抜けない状態にする。
（イ）

１時間

２． 手動原子炉トリップ － モード１
および２

２ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

４８時間 機能検査を実施する。定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

B.2 削除（ア）

モード
３(a)、４(a)
および５(a)

２ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

４８時間

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、挿入可能な全制御棒を全
挿入する。

１時間

および

B.2 制御棒を引き抜けない状態にする。
（イ）

１時間

※２：特に定める場合を除き、チャンネル・系統毎に個別の条件が適用される。
※３：「正常な状態であることを確認」とは、定期検査時の記録確認および運転中に作業を実施した場合はその復旧状態の確認を行うことをいう（以下、本条において同じ）。

変
更

前

表３４－２ 原子炉保護系計装
【凡 例】
(a) 原子炉トリップしゃ断器が閉じ、制御棒の引き抜きが行える場合（イ）
(b) Ｐ－１０（出力領域中性子束）インターロック未満
(c) Ｐ－６（中間領域中性子束）インターロック以上
(d) Ｐ－６（中間領域中性子束）インターロック未満
(e) 原子炉トリップしゃ断器が開放されている場合
(f) Ｐ－７（低出力原子炉トリップブロック）インターロック以上
(g) Ｐ－８（出力領域中性子束）インターロック以上
(h) Ｐ－７（低出力原子炉トリップブロック）インターロック以上とＰ－８（出力領域中性子束）インターロック未満
(i) Ｐ－１３（タービン低出力原子炉トリップブロック）インターロック以上
(j) 原子炉格納容器内での燃料移動中でない場合
(k) 原子炉格納容器内での燃料移動中の場合

２．３号炉および４号炉

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１． 原子炉保護系論理回路 － モード１
および２

４系統 A. １系統が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長は、当該系統を動作可能
な状態にする。ただし、残りの系統が
正常な状態であること※３を確認のう
え、作業のため当該系統のバイパスを
行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。
残りの系統が動作可
能な状態においては、
検査のためのバイパ
スを２時間に限り行
うことができる。

１ヶ月に１回
（交互に２系
統ずつ）

計装保修課長

B. 原子炉トリップし
ゃ断器１系統が動
作不能である場合

B.1 電気保修課長は、当該系統を動作可能
な状態にする。

１時間

C. 条件 A または B の
措置を完了時間内
に達成できない場
合

C.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

機能検査を実施する。定期検査時 計装保修課長

－ モード
３(a)、４(a)
および５(a)

４系統 A. １系統が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長は、当該系統を動作可能
な状態にする。ただし、残りの系統が
正常な状態であることを確認のうえ、
作業のため当該系統のバイパスを行う
ことができる。

４８時間

B. 原子炉トリップし
ゃ断器１系統が動
作不能である場合

B.1 電気保修課長は、当該系統を動作可能
な状態にする。

４８時間

C. 条件 A または B の
措置を完了時間内
に達成できない場
合

C.1 当直課長は、原子炉トリップしゃ断器
を開く。（イ）

１時間

２． 手動原子炉トリップ － モード１
および２

２ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

４８時間 機能検査を実施する。定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

および

B.2 当直課長は、原子炉トリップしゃ断器
を開く。（ア）

１３時間

モード
３(a)、４(a)
および５(a)

２ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

４８時間

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、原子炉トリップしゃ断器
を開く。（イ）

１時間

※２：特に定める場合を除き、チャンネル・系統毎に個別の条件が適用される。
※３：「正常な状態であることを確認」とは、定期検査時の記録確認および運転中に作業を実施した場合はその復旧状態の確認を行うことをいう（以下、本条において同じ）。
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２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

３． 出力領域中性子
束高

高設定 定格出力の
111 % 以下

モード１
および２

４※４ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※５。

６時間 原子炉熱出力と出力
領域中性子束計装の
指示値との差が ±
2 % を超える場合は、
出力領域中性子束計
装の指示値を校正す
る。

原子炉熱出力
が 15 % 以上
となってから
２４時間以内
その後の１日
に１回

当直課長

設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

動作不能でないこと
を指示値により確認※

６する。

１日に１回 当直課長

低設定 定格出力の
25 % 以下

モード１(b)
および２

４※４ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※５。

６時間

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

４． 出力領域中性子
束変化率高

増加率高 11 % 定格出力ス
テップ以下

モード１
および２

４※４ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※５。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする １２時間

減少率高 8 % 定格出力ス
テップ以下

モード１
および２

４※４

５． 中間領域中性子束高 定格出力の
25 % 以下

モード１(b)
および２(c)

（モード２(d)
削除）（イ）

２※７ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 当直課長は、P-6 未満にする。 ２時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

または

A.2 当直課長は、P-10 以上にする。 ２時間 動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. ２チャンネルが動
作不能である場合

B.1 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が低下する操作および制御棒の引抜
き操作を中止する。※８（ア）

速やかに

および

B.2 当直課長は、P-6 未満にする。 ２時間

※４：検出器特性検査時、炉内外核計装照合校正時、出力領域中性子束計装の指示校正時またはモード２での炉物理検査時においては残り３チャンネルが動作可能であることを条件に１チャンネルをバイパスすることができる。
この場合、バイパスしたチャンネルを動作不能とはみなさない（以下、本条において同じ）。

※５：検出器特性検査時、炉内外核計装照合校正時、出力領域中性子束計装の指示校正時またはモード２での炉物理検査時においては残り３チャンネルが動作可能であることを条件に１チャンネルをバイパスする措置を行うこと
ができる（以下、本条において同じ）。

※６：「動作不能でないことを指示値により確認」とは、当該チャンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること、また可能であれば他の計器チャンネルによって得られた値と差異がないことを確認することをいう。な
お、トリップ状態にあるチャンネルについては指示値の確認を行う必要はない（以下、本条において同じ）。

※７：制御棒引抜き阻止の設定または中間領域中性子束高トリップ設定点の設定時においては、残りのチャンネルが動作可能であることを条件に、２時間に限り、１チャンネルをバイパスすることができる。この場合、バイパス
したチャンネルを動作不能とはみなさない（以下、本条において同じ）。

※８：モード２の未臨界状態においては、所要の停止余裕（1.6%△k/k 以上）を満足する範囲内でのほう素濃度の低下する操作は許容される（以下、本条において同じ）。（ア）

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

３． 出力領域中性子
束高

高設定 定格出力の
111 % 以下

モード１
および２

４※４ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※５。

６時間 原子炉熱出力と出力
領域中性子束計装の
指示値との差が ±
2 % を超える場合は、
出力領域中性子束計
装の指示値を校正す
る。

原子炉熱出力
が 15 % 以上
となってから
２４時間以内
その後の１日
に１回

当直課長

設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

動作不能でないこと
を指示値により確認※

６する。

１日に１回 当直課長

低設定 定格出力の
25 % 以下

モード１(b)
および２

４※４ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※５。

６時間

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

４． 出力領域中性子
束変化率高

増加率高 11 % 定格出力ス
テップ以下

モード１
および２

４※４ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※５。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする １２時間

減少率高 8 % 定格出力ス
テップ以下

モード１
および２

４※４

５． 中間領域中性子束高 定格出力の
25 % 以下

モード１(b)
および２(c)

２※７ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 当直課長は、P-6 未満にする。 ２時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

または

A.2 当直課長は、P-10 以上にする。 ２時間 動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. ２チャンネルが動
作不能である場合

B.1 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が低下する操作および制御棒の引抜
き操作を全て中止する。（ア）

速やかに

および

B.2 当直課長は、P-6 未満にする。 ２時間

モード２(d)
（イ）

２ A. １または２チャン
ネルが動作不能で
ある場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

P-6 を
超えるまでに

※４：検出器特性検査時、炉内外核計装照合校正時、出力領域中性子束計装の指示校正時またはモード２での炉物理検査時においては残り３チャンネルが動作可能であることを条件に１チャンネルをバイパスすることができる。
この場合、バイパスしたチャンネルを動作不能とはみなさない（以下、本条において同じ）。

※５：検出器特性検査時、炉内外核計装照合校正時、出力領域中性子束計装の指示校正時またはモード２での炉物理検査時においては残り３チャンネルが動作可能であることを条件に１チャンネルをバイパスする措置を行うこと
ができる（以下、本条において同じ）。

※６：「動作不能でないことを指示値により確認」とは、当該チャンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること、また可能であれば他の計器チャンネルによって得られた値と差異がないことを確認することをいう。な
お、トリップ状態にあるチャンネルについては指示値の確認を行う必要はない（以下、本条において同じ）。

※７：制御棒引抜き阻止の設定または中間領域中性子束高トリップ設定点の設定時においては、残りのチャンネルが動作可能であることを条件に、２時間に限り、１チャンネルをバイパスすることができる。この場合、バイパス
したチャンネルを動作不能とはみなさない（以下、本条において同じ）。
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２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

６． 中性子源領域中性子束高 105 cps 以下 モード２(d) ２※９ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が低下する操作および制御棒の引抜
き操作を中止する。※８（ア）

速やかに 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. ２チャンネルが動
作不能である場合

B.1 当直課長は、原子炉トリップしゃ断器
を開く。

速やかに

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回
ただしモード
６ (k) の 場 合
は、１２時間に
１回

当直課長

モード
３(a)、４(a)
および５(a)

２※９※１０ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

４８時間

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、挿入可能な全制御棒を全
挿入する。

１時間

および

B.2 制御棒を引き抜けない状態にする。
（ウ）

１時間

C. ２チャンネルが動
作不能である場合

C.1 当直課長は、原子炉トリップしゃ断器
を開く。

速やかに

モード
３(e)、４(e)
および５(e)

１
（監視機能の
み）

A. 全てのチャンネル
が動作不能である
場合

A.1 当直課長は、第２０条で定める停止余
裕を満足する１次冷却材中のほう素濃
度未満のほう酸水を１次冷却系に注入
する操作および制御棒の引抜き操作を
全て中止する。（イ）

速やかに

および

A.2 当直課長は、停止余裕が第２０条で定
める運転上の制限を満足していること
を確認する。

２時間
その後の１２時
間に１回

モード６(j) １
（監視機能の
み）

A. 全てのチャンネル
が動作不能である
場合

A.1 当直課長は、第８６条で定める１次冷
却材中のほう素濃度未満のほう酸水を
１次冷却系に注入する操作を中止す
る。（イ）

速やかに

および

A.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が第８６条で定める運転上の制限を
満足していることを確認する。

１２時間に１回
（エ）

モード６(k) ２
（監視機能の
み）

A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内で
の燃料の移動を中止する※１１※１２。

速やかに

および

A.2 当直課長は、第８６条で定める１次冷
却材中のほう素濃度未満のほう酸水を
１次冷却系に注入する操作を中止す
る。（イ）

速やかに

B. ２チャンネルが動
作不能である場合

B.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内で
の燃料の移動を中止する※１１※１３。

速やかに

および

B.2 当直課長は、１チャンネルを動作可能
な状態にする措置を開始する。

速やかに

および

B.3 当直課長は、第８６条で定める１次冷
却材中のほう素濃度未満のほう酸水を
１次冷却系に注入する操作を中止す
る。（イ）

速やかに

および

B.4 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が第８６条で定める運転上の制限を
満足していることを確認する。

１２時間に１回
（エ）

※９：「中間領域中性子束高」２チャンネルが動作可能であることを条件に、Ｐ－６リセット時においては、２チャンネルをバイパスすることができる。この場合、バイパスしたチャンネルを動作不能とはみなさない（以下、本
条において同じ）。

※１０：「中性子源領域炉停止時中性子束高」の警報を設定する場合は、残りのチャンネルが動作可能であることを条件に、２時間に限り、１チャンネルをバイパスをすることができる。この場合、バイパスしたチャンネルを動
作不能とはみなさない（以下、本条において同じ）。

※１１：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない（以下、本条において同じ）。
※１２：A.2 の措置を完了し、かつ、１次冷却材中のほう素濃度が第８６条で定める運転上の制限を満足していることを１日に１回確認することで、燃料の取出作業を行うことができる（以下、本条において同じ）。
※１３：B.3 の措置を完了し、かつ、１次冷却材中のほう素濃度が第８６条で定める運転上の制限を満足していることを１２時間に１回確認することで、燃料の取出作業を行うことができる（以下、本条において同じ）。

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

６． 中性子源領域中性子束高 105 cps 以下 モード２(d) ２※８ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が低下する操作および制御棒の引抜
き操作を全て中止する。（ア）

速やかに 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. ２チャンネルが動
作不能である場合

B.1 当直課長は、原子炉トリップしゃ断器
を開く。

速やかに

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回
ただしモード
６ (k) の 場 合
は、１２時間に
１回

当直課長

モード
３(a)、４(a)
および５(a)

２※８※９ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

４８時間

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、原子炉トリップしゃ断器
を開く。（ウ）

１時間

C. ２チャンネルが動
作不能である場合

C.1 当直課長は、原子炉トリップしゃ断器
を開く。

速やかに

モード
３(e)、４(e)
および５(e)

１
（監視機能の
み）

A. 全てのチャンネル
が動作不能である
場合

A.1 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が低下する操作を全て中止する。

速やかに

および

A.2 当直課長は、停止余裕が第２０条で定
める運転上の制限を満足していること
を確認する。

２時間
その後の１２時
間に１回

モード６(j) １
（監視機能の
み）

A. 全てのチャンネル
が動作不能である
場合

A.1 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が低下する操作を全て中止する。

速やかに

および

A.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が第８６条で定める運転上の制限を
満足していることを確認する。

４時間
その後の１２時
間に１回（エ）

モード６(k) ２
（監視機能の
み）

A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内で
の燃料の移動を中止する※１０※１１。

速やかに

および

A.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が低下する操作を全て中止する。

速やかに

B. ２チャンネルが動
作不能である場合

B.1 原子燃料課長は、原子炉格納容器内で
の燃料の移動を中止する※１０※１２。

速やかに

および

B.2 当直課長は、１チャンネルを動作可能
な状態にする措置を開始する。

速やかに

および

B.3 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が低下する操作を全て中止する。

速やかに

および

B.4 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃
度が第８６条で定める運転上の制限を
満足していることを確認する。

４時間
その後の１２時
間に１回（エ）

※８：「中間領域中性子束高」２チャンネルが動作可能であることを条件に、Ｐ－６リセット時においては、２チャンネルをバイパスすることができる。この場合、バイパスしたチャンネルを動作不能とはみなさない（以下、本
条において同じ）。

※９：「中性子源領域炉停止時中性子束高」の警報を設定する場合は、残りのチャンネルが動作可能であることを条件に、２時間に限り、１チャンネルをバイパスをすることができる。この場合、バイパスしたチャンネルを動作
不能とはみなさない（以下、本条において同じ）。

※１０：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない（以下、本条において同じ）。
※１１：A.2 の措置を完了し、かつ、１次冷却材中のほう素濃度が第８６条で定める運転上の制限を満足していることを１日に１回確認することで、燃料の取出作業を行うことができる（以下、本条において同じ）。
※１２：B.3 の措置を完了し、かつ、１次冷却材中のほう素濃度が第８６条で定める運転上の制限を満足していることを１２時間に１回確認することで、燃料の取出作業を行うことができる（以下、本条において同じ）。
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２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

７． 過大温度ΔＴ高 第３５条の設定
範囲内

モード１
および２

３ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間 炉内外核計装照合校
正を実施する。

燃料取替後、
原子炉熱出力
が 70 % 以上
となって４８
時間以内に１
回

原子燃料課長
および
計装保修課長B. 条件 A の措置を完

了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

炉内出力分布測定結
果と軸方向中性子束
出力偏差の差を比較
する。比較差が ±3 %
を超える場合は、炉
内外核計装照合校正
を実施する。

１ヶ月に１回 原子燃料課長
および
計装保修課長

８． 過大出力ΔＴ高 第３５条の設定
範囲内

モード１
および２

３ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間

設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

９． 原子炉圧力低 12.85 MPa[gage]
以上

モード１(f) ３ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

10． 原子炉圧力高 16.48 MPa[gage]
以下

モード１
および２

３ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

11． 加圧器水位高 計 器 ス パ ン の
92 % 以下

モード１(f) ３ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

（削除）

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

７． 過大温度ΔＴ高 第３５条の設定
範囲内

モード１
および２

４※１３ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※１４。

６時間 炉内外核計装照合校
正を実施する。

燃料取替後、
原子炉熱出力
が 70 % 以上
となって４８
時間以内に１
回

原子燃料課長
および
計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

炉内出力分布測定結
果と軸方向中性子束
出力偏差の差を比較
する。比較差が ±3 %
を超える場合は、炉
内外核計装照合校正
を実施する。

１ヶ月に１回 原子燃料課長
および
計装保修課長

８． 過大出力ΔＴ高 第３５条の設定
範囲内

モード１
および２

４※１３ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※１４。

６時間

設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

９． 原子炉圧力低 12.85 MPa[gage]
以上

モード１(f) ４※１３ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

10． 原子炉圧力高 16.48 MPa[gage]
以下

モード１
および２

４※１３ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

11． 加圧器水位高 計 器 ス パ ン の
92 % 以下

モード１(f) ４※１３ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

※１３：残り３チャンネルが動作可能であることを条件に１チャンネルをバイパスすることができる。この場合バイパスしたチャンネルを動作不能とはみなさない（以下、本条において同じ）。
※１４：残り３チャンネルが動作可能であることを条件に１チャンネルをバイパスする措置を行うことができる（以下、本条において同じ）。
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２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

12． １次冷却材流
量低

１ループ 定格流量の
90 % 以上

モード１(g) １ループあた
り３

A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-8 未満にする。 １２時間

２ループ 定格流量の
90 % 以上

モード１(h) １ループあた
り３

A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

13． １次冷却材ポンプ回転数
低

定格回転数の
93.0 % 以上

モード１(f) ３ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

12． １次冷却材流
量低

１ループ 定格流量の
90 % 以上

モード１(g) １ループあた
り４※１３

A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-8 未満にする。 １２時間

２ループ 定格流量の
90 % 以上

モード１(h) １ループあた
り４※１３

A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※１４。

６時間

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

13． １次冷却材ポンプ回転数
低

定格回転数の
93.0 % 以上

モード１(f) ４※１３ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間
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２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

14． 蒸気発生器水位低 計 器 ス パ ン の
13 % 以上

モード１
および２

１基あたり
３

A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

15． タービントリ
ップ

非常しゃ断
油圧低

6.4 MPa[gage]
以上

モード１(f) ３ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

主蒸気止め
弁閉

－ モード１(f) ４ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、
当該チャンネルを動作可能な状態に
する。

６時間 機能検査を実施する。定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

16． 非常用炉心冷却系作動 表３４－３ 機能
１．非常用炉心冷
却系を参照。

モード１
および２

２系統 A. １系統が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、
当該系統を動作可能な状態にする。

６時間 機能検査を実施する。定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長B. 条件 A の措置を完

了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

17． 地震加速度高 水平方向 原子炉周辺建屋
地下１階床
(EL 3.5 m)
160 Gal 以下

モード１
および２

３ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

原子炉周辺建屋
3 階床
(EL 26.0 m)
390 Gal 以下

３

鉛直方向 原子炉周辺建屋
地下１階床
(EL 3.5 m)
80 Gal 以下

３

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

14． 蒸気発生器水位低 計 器 ス パ ン の
13 % 以上

モード１
および２

１基あたり
４※１３

A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

動作不能でないこと
を指示値により確認
する。

１日に１回 当直課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

15． タービントリ
ップ

非常しゃ断
油圧低

6.4 MPa[gage]
以上

モード１(f) ４※１３ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャン
ネルを除く）が動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

主蒸気止め
弁閉

－ モード１(f) ４ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、
当該チャンネルを動作可能な状態に
する。

６時間 機能検査を実施する。定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

16． 非常用炉心冷却系作動 表３４－３ 機能
１．非常用炉心冷
却系を参照。

モード１
および２

２系統 A. １系統が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、
当該系統を動作可能な状態にする。

６時間 機能検査を実施する。定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長B. 条件 A の措置を完

了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

17． 地震加速度高 水平方向 原子炉周辺建屋
地下１階床
(EL 3.5 m)
160 Gal 以下

モード１
および２

３ A. １チャンネルが動
作不能である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動
作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

原子炉周辺建屋
3 階床
(EL 26.0 m)
390 Gal 以下

３

鉛直方向 原子炉周辺建屋
地下１階床
(EL 3.5 m)
80 Gal 以下

３
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２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

18． インターロック

ａ． Ｐ－６ 中間領域中性子
束
7.5×10-11 ～
1.3×10-10 Ａ

モード２(d) ２ A. １チャンネル以上
が動作不能である
場合※１４

A.1 計装保修課長は、当該インターロック
を運転状態に適合させる措置を講じ
る。

１時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

ｂ． Ｐ－７ ｄ項及びｅ項参
照

モード１(f) ２ A. １チャンネル以上
が動作不能である
場合※１４

A.1 計装保修課長は、当該インターロック
を運転状態に適合させる措置を講じ
る。

１時間 機能検査を実施する。定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

ｃ． Ｐ－８ 出力領域中性子
束定格出力の 35
±1.8 %

モード１(g) ４ A. １チャンネル以上
が動作不能である
場合※１４

A.1 計装保修課長は、当該インターロック
を運転状態に適合させる措置を講じ
る。

１時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-8 未満にする。 １２時間

ｄ． Ｐ－１０ 出力領域中性子
束定格出力の 10
±1.8 %

モード１(b)
および２

４ A. １チャンネル以上
が動作不能である
場合※１４

A.1 計装保修課長は、当該インターロック
を運転状態に適合させる措置を講じ
る。

１時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

ｅ． Ｐ－１３ タービン第１段
後圧力定格出力
の 10±0.6 %

モード１(i) ４ A. １チャンネル以上
が動作不能である
場合※１４

A.1 計装保修課長は、当該インターロック
を運転状態に適合させる措置を講じ
る。

１時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-13 未満にする。 １２時間

※１４：インターロックにおける「動作不能である場合」とは、チャンネル故障あるいは出力側の故障により関連するトリップ機能が確保されない場合（手動ブロック許可信号が誤発信した場合を含む）をいう（以下、本条にお
いて同じ）。

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

18． インターロック

ａ． Ｐ－６ 中間領域中性子
束
7.5×10-11 ～
1.3×10-10 Ａ

モード２(d) ２ A. １チャンネル以上
が動作不能である
場合※１５

A.1 計装保修課長は、当該インターロック
を運転状態に適合させる措置を講じ
る。

１時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

ｂ． Ｐ－７ ｄ項及びｅ項参
照

モード１(f) ２ A. １チャンネル以上
が動作不能である
場合※１５

A.1 計装保修課長は、当該インターロック
を運転状態に適合させる措置を講じ
る。

１時間 機能検査を実施する。定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-7 未満にする。 １２時間

ｃ． Ｐ－８ 出力領域中性子
束定格出力の 35
±1.8 %

モード１(g) ４ A. １チャンネル以上
が動作不能である
場合※１５

A.1 計装保修課長は、当該インターロック
を運転状態に適合させる措置を講じ
る。

１時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-8 未満にする。 １２時間

ｄ． Ｐ－１０ 出力領域中性子
束定格出力の 10
±1.8 %

モード１(b)
および２

４ A. １チャンネル以上
が動作不能である
場合※１５

A.1 計装保修課長は、当該インターロック
を運転状態に適合させる措置を講じ
る。

１時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間

ｅ． Ｐ－１３ タービン第１段
後圧力定格出力
の 10±0.6 %

モード１(i) ４ A. １チャンネル以上
が動作不能である
場合※１５

A.1 計装保修課長は、当該インターロック
を運転状態に適合させる措置を講じ
る。

１時間 設定値確認および機
能検査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を完
了時間内に達成で
きない場合

B.1 当直課長は、P-13 未満にする。 １２時間

※１５：インターロックにおける「動作不能である場合」とは、チャンネル故障あるいは出力側の故障により関連するトリップ機能が確保されない場合（手動ブロック許可信号が誤発信した場合を含む）をいう（以下、本条にお
いて同じ）。
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表３４－３ 工学的安全施設等作動計装
【凡 例】
(a) Ｐ－１１（加圧器圧力）インタ－ロック以上
(b) 全主蒸気隔離弁が閉じている場合は除く
(c) Ｐ－１２（１次冷却材平均温度）インタ－ロックを超える場合
(d) 主給水隔離弁、主給水制御弁および主給水バイパス制御弁が閉止または隔離されている場合は除く
(e) Ｐ－１１（加圧器圧力）インターロック未満

２．３号炉および４号炉

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１． 非常用炉心冷却系

ａ． 非常用炉心冷却系作
動論理回路

－ モード１、２、３
および４

２系統※１５ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認の
うえ、作業のため当該系統のバイパスを行
うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

ｂ． 手動起動 － モード１、２、３
および４

２ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

４８時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

ｃ． 原子炉格納容器圧力
高

39 kPa[gage]
以下

モード１、２
および３

３ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

ｄ． 原子炉圧力低 12.16
MPa[gage]
以上

モード１、２
および３(a)

３ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

ｅ． 主蒸気ライン圧力低 4.12 MPa[gage]
以上

モード１、２
および３(a)

各主蒸気ライ
ン毎に３

A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

※１５：原子炉保護系論理回路の機能検査時においては、残り１系統が動作可能であることを条件に、２時間に限り、１系統をバイパスすることができる。この場合は、バイパスした系統を動作不能とはみなさない（以下、本条
において同じ）。

変
更

前

表３４－３ 工学的安全施設等作動計装
【凡 例】
(a) Ｐ－１１（加圧器圧力）インタ－ロック以上
(b) 全主蒸気隔離弁が閉じている場合は除く
(c) Ｐ－１２（１次冷却材平均温度）インタ－ロックを超える場合
(d) 主給水隔離弁、主給水制御弁および主給水バイパス制御弁が閉止または隔離されている場合は除く
(e) Ｐ－１１（加圧器圧力）インターロック未満

２．３号炉および４号炉

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１． 非常用炉心冷却系

ａ． 非常用炉心冷却系作
動論理回路

－ モード１、２、３
および４

２系統※１６ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認の
うえ、作業のため当該系統のバイパスを行
うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

ｂ． 手動起動 － モード１、２、３
および４

２ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

４８時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

ｃ． 原子炉格納容器圧力
高

39 kPa[gage]
以下

モード１、２
および３

４※１３ A. １ チ ャ ン ネ ル
（バイパスした
チャンネルを除
く）が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

ｄ． 原子炉圧力低 12.16
MPa[gage]
以上

モード１、２
および３(a)

４※１３ A. １ チ ャ ン ネ ル
（バイパスした
チャンネルを除
く）が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

ｅ． 主蒸気ライン圧力低 4.12 MPa[gage]
以上

モード１、２
および３(a)

各主蒸気ライ
ン毎に４※１３

A. １ チ ャ ン ネ ル
（バイパスした
チャンネルを除
く）が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

※１６：原子炉保護系論理回路の機能検査時においては、残り１系統が動作可能であることを条件に、２時間に限り、１系統をバイパスすることができる。この場合は、バイパスした系統を動作不能とはみなさない（以下、本条
において同じ）。
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２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャン
ネル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

２． 原子炉格納容器スプレイ系

ａ． 原子炉格納容器スプ
レイ系作動論理回路

－ モード１、２、
３および４

２系統※１５ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当
該系統を動作可能な状態にする。ただし、
残りの系統が正常な状態であることを確
認のうえ、作業のため当該系統のバイパ
スを行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

ｂ． 手動起動 － モード１、２、
３および４

４ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作
可能な状態にする。

４８時間 機能検査を実施する。 定期検査時 発電室長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

ｃ． 原子炉格納容器圧力
異常高

196 kPa[gage]
以下

モード１、２
および３

３ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作
可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャン
ネル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

２． 原子炉格納容器スプレイ系

ａ． 原子炉格納容器スプ
レイ系作動論理回路

－ モード１、２、
３および４

２系統※１６ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当
該系統を動作可能な状態にする。ただし、
残りの系統が正常な状態であることを確
認のうえ、作業のため当該系統のバイパ
スを行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

ｂ． 手動起動 － モード１、２、
３および４

４ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作
可能な状態にする。

４８時間 機能検査を実施する。 定期検査時 発電室長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

ｃ． 原子炉格納容器圧力
異常高

196 kPa[gage]
以下

モード１、２
および３

４※１３ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャ
ンネルを除く）が
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作
可能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間
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２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

３． 原子炉格納容器隔離

ａ． 原子炉格納容器隔離Ａ

(1) 原子炉格納容器隔離Ａ
作動論理回路

－ モード１、２、
３および４

２系統※１５ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当
該系統を動作可能な状態にする。ただし、
残りの系統が正常な状態であることを確
認のうえ、作業のため当該系統のバイパ
スを行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

(2) 手動起動 － モード１、２、
３および４

２ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作
可能な状態にする。

４８時間 機能検査を実施する。 定期検査時 発電室長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

(3) 非常用炉心冷却系作動 機能１．非常用炉心冷却系を参照。

ｂ． 原子炉格納容器隔離Ｂ

(1) 原子炉格納容器隔離Ｂ
作動論理回路

－ モード１、２、
３および４

２系統※１５ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当
該系統を動作可能な状態にする。ただし、
残りの系統が正常な状態であることを確
認のうえ、作業のため当該系統のバイパ
スを行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

(2) 手動起動 機能２．原子炉格納容器スプレイ系 ｂ．手動起動を参照。

(3) 原子炉格納容器圧力異
常高

機能２．原子炉格納容器スプレイ系 ｃ．原子炉格納容器圧力異常高を参照。

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

３． 原子炉格納容器隔離

ａ． 原子炉格納容器隔離Ａ

(1) 原子炉格納容器隔離Ａ
作動論理回路

－ モード１、２、
３および４

２系統※１６ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認
のうえ、作業のため当該系統のバイパスを
行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

(2) 手動起動 － モード１、２、
３および４

２ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

４８時間 機能検査を実施する。 定期検査時 発電室長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

(3) 非常用炉心冷却系作動 機能１．非常用炉心冷却系を参照。

ｂ． 原子炉格納容器隔離Ｂ

(1) 原子炉格納容器隔離Ｂ
作動論理回路

－ モード１、２、
３および４

２系統※１６ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認
のうえ、作業のため当該系統のバイパスを
行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

(2) 手動起動 機能２．原子炉格納容器スプレイ系 ｂ．手動起動を参照。

(3) 原子炉格納容器圧力異
常高

機能２．原子炉格納容器スプレイ系 ｃ．原子炉格納容器圧力異常高を参照。
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共
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変
更

後

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

ｃ． 原子炉格納容器隔離Ａと非常用高圧母線低電圧信号による隔離

(1) 原子炉格納容器隔離Ａ
と非常用高圧母線低電
圧信号による隔離作動
論理回路

－ モード１、２、
３および４

２系統※１５ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認の
うえ、作業のため当該系統のバイパスを行
うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 発電室長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

(2) 原子炉格納容器隔離Ａ 機能３．原子炉格納容器隔離 ａ．原子炉格納容器隔離Ａを参照。

(3) 非常用高圧母線低電圧 定 格 電 圧 の
69.0 % 以上

モード１、２、
３および４

１母線あたり
３

A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
チャンネルを動作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

（ｄ．項削除）

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

ｃ． 原子炉格納容器隔離Ａと非常用高圧母線低電圧信号による隔離

(1) 原子炉格納容器隔離Ａ
と非常用高圧母線低電
圧信号による隔離作動
論理回路

－ モード１、２、
３および４

２系統※１６ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認の
うえ、作業のため当該系統のバイパスを行
うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 発電室長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

(2) 原子炉格納容器隔離Ａ 機能３．原子炉格納容器隔離 ａ．原子炉格納容器隔離Ａを参照。

(3) 非常用高圧母線低電圧 定 格 電 圧 の
69.0 % 以上

モード１、２、
３および４

１母線あたり
３

A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
チャンネルを動作可能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

ｄ． 原子炉格納容器換気空調隔離

(1) 原子炉格納容器換気空
調隔離作動論理回路

－ モード１、２、
３および４

２系統※１６ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認の
うえ、作業のため当該系統のバイパスを行
うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

(2) 手動起
動

・原子炉格納
容器スプレ
イ手動起動

機能２．原子炉格納容器スプレイ系 ｂ．手動起動を参照。

・原子炉格納
容器隔離Ａ
手動起動

機能３．原子炉格納容器隔離 ａ．原子炉格納容器隔離Ａ (2)手動起動を参照。

(3) 非常用炉心冷却系作動 機能１．非常用炉心冷却系を参照。
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変
更
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２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

４． 主蒸気ライン隔離

ａ． 主蒸気ライン隔離作
動論理回路

－ モード１、２(b)
および３(b)

２系統※１５ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認
のうえ、作業のため当該系統のバイパスを
行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

ｂ． 手動起動 － モード１、２(b)
および３(b)

２ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

４８時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

ｃ． 原子炉格納容器圧力
異常高

129 kPa[gage]
以下

モード１、２(b)
および３(b)

３ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

ｄ． 主蒸気ライン圧力低 4.12 MPa[gage]
以上

モード１、２(b)
および３(a)(b)

各主蒸気ライ
ン毎に３

A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

ｅ． 主蒸気ライン圧力減
少率高

0.69 MPa
ステップ以下

モード３(b)(e) 各主蒸気ライ
ン毎に３

A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

４． 主蒸気ライン隔離

ａ． 主蒸気ライン隔離作
動論理回路

－ モード１、２(b)
および３(b)

２系統※１６ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認
のうえ、作業のため当該系統のバイパスを
行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

ｂ． 手動起動 － モード１、２(b)
および３(b)

２ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

４８時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

ｃ． 原子炉格納容器圧力
異常高

129 kPa[gage]
以下

モード１、２(b)
および３(b)

４※１３ A. １チャンネル（バ
イパスしたチャ
ンネルを除く）が
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

ｄ． 主蒸気ライン圧力低 4.12 MPa[gage]
以上

モード１、２(b)
および３(a)(b)

各主蒸気ライ
ン毎に４※１３

A. １チャンネル（バ
イパスしたチャ
ンネルを除く）が
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

ｅ． 主蒸気ライン圧力減
少率高

0.69 MPa
ステップ以下

モード３(b)(e) 各主蒸気ライ
ン毎に４※１３

A. １チャンネル（バ
イパスしたチャ
ンネルを除く）が
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間



代
表

的
な
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の
変
更
イ
メ
ー
ジ

参考-2-88（PWR(第 34 条)）

備
考

カ
テ
ゴ
リ
ー
：
再
①

本
文
：
Ⅱ
－
２
－
２

（
２

）

添
付
資
料
：
４
－
Ⅱ

－
１

№
共

３

変
更

後

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

５． 給水隔離

ａ． 給水隔離作動論理回
路

－ モード１、２(d)
および３(d)

２系統※１５ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認
のうえ、作業のため当該系統のバイパスを
行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

ｂ． 蒸気発生器水位異常
高

計器スパンの
75.5 % 以下

モード１、２(d)
および３(d)

１基あたり
３

A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

ｃ．
非常用炉心冷却系作
動

機能１．非常用炉心冷却系を参照。

ｄ． １ 次 冷 却
材 平 均 温
度 低 と 原
子 炉 ト リ
ッ プ の 一
致

１次冷却
材平均温
度低

295.25 ℃
以上

モード１、２(d)
および３(d)

３ A. １チャンネルが
動作不能である
場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

原子炉
トリップ

表３４－２ 原子炉保護系計装を参照。

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

５． 給水隔離

ａ． 給水隔離作動論理回
路

－ モード１、２(d)
および３(d)

２系統※１６ A. １系統が動作不
能である場合

A.1 計装保修課長または電気保修課長は、当該
系統を動作可能な状態にする。ただし、残
りの系統が正常な状態であることを確認
のうえ、作業のため当該系統のバイパスを
行うことができる。

６時間 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

ｂ． 蒸気発生器水位異常
高

計器スパンの
75.5 % 以下

モード１、２(d)
および３(d)

１基あたり
４※１３

A. １ チ ャ ン ネ ル
（バイパスした
チャンネルを除
く）が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

ｃ．
非常用炉心冷却系作
動

機能１．非常用炉心冷却系を参照。

ｄ． １ 次 冷 却
材 平 均 温
度 低 と 原
子 炉 ト リ
ッ プ の 一
致

１次冷却
材平均温
度低

295.25 ℃
以上

モード１、２(d)
および３(d)

４※１３ A. １ チ ャ ン ネ ル
（バイパスした
チャンネルを除
く）が動作不能
である場合

A.1 計装保修課長は、当該チャンネルを動作可
能な状態にする※１４。

６時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長
および
電気保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および

B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間 動作不能でないことを指
示値により確認する。

１日に１回 当直課長

原子炉
トリップ

表３４－２ 原子炉保護系計装を参照。
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２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

６． インターロック

ａ． Ｐ－１１ 加圧器圧力
13.24±0.03
MPa[gage]

モード１、２
および３(a)

４ A. １チャンネル以
上が動作不能で
ある場合※１６

A.1 計装保修課長は、当該インターロックを運
転状態に適合させる措置を講じる。

１時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

※１６：インターロックにおける「動作不能である場合」とは、チャンネル故障あるいは出力側の故障により関連する動作機能が確保されない場合（手動ブロック許可信号が誤発信した場合を含む）をいう（以下、本条において
同じ）。

変
更

前

２．３号炉および４号炉（続き）

機 能 設定値
適 用
モード

所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

６． インターロック

ａ． Ｐ－１１ 加圧器圧力
13.24±0.03
MPa[gage]

モード１、２
および３(a)

４ A. １チャンネル以
上が動作不能で
ある場合※１７

A.1 計装保修課長は、当該インターロックを運
転状態に適合させる措置を講じる。

１時間 設定値確認および機能検
査を実施する。

定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措置を
完了時間内に達
成できない場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード４にする。 ３６時間

※１７：インターロックにおける「動作不能である場合」とは、チャンネル故障あるいは出力側の故障により関連する動作機能が確保されない場合（手動ブロック許可信号が誤発信した場合を含む）をいう（以下、本条において
同じ）。
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表３４－４ 事故時監視計装

項 目 機 能 適用モード
所要チャン
ネル数

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※１７ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１次冷却系計装 １次冷却材圧力（広域） モード１、２
および３

２ A. １チャンネル
の計器が動作
不能である場
合

A.1 計装保修課長は、当該
チャンネルを動作可能
な状態にする。

３０日 機能検査を実
施する。

定期検査時 計装保修
課長１次冷却材温度（広域）（高温側） ４

１次冷却材温度（広域）（低温側） ４

加圧器水位 ２

化学体積制御系計装 ほう酸タンク水位 ２

主蒸気および給水、補助給水系計
装

主蒸気ライン圧力 各ライン２ B. 条件 A の措置
を完了時間内
に達成できな
い場合

B.1 計装保修課長は、当該
計器が故障状態である
ことが運転員に明確に
分かるような措置を講
じる。

速やかに

補助復水タンク水位（１号炉および２号炉） １

復水ピット水位（３号炉および４号炉） ２

蒸気発生器水位（広域） ４

蒸気発生器水位（狭域） 各ＳＧ２

補助給水流量 ４ 動作不能でな
いことを指示
値により確認
する。

１ヶ月に１回 当直課長

燃料取替用水系計装 燃料取替用水タンク水位（１号炉および２号炉） ２

燃料取替用水ピット水位（３号炉および４号炉） ２ C. １つの機能が
動作不能であ
る場合

C.1 計装保修課長は、当該
機能の 1 チャンネルを
動作可能な状態にす
る。または、代替の監
視手段を確保する。

１０日

原子炉格納容器関連計装 格納容器サンプＢ水位（広域）（１号炉および２号炉） ２

格納容器サンプＢ水位（狭域）（１号炉および２号炉） ２

格納容器再循環サンプ水位（広域）（３号炉および４号
炉）

２

格納容器再循環サンプ水位（狭域）（３号炉および４号
炉）

２

格納容器内圧力 ２

格納容器内温度 ２ D. 条件 C の措置
を完了時間内
に達成できな
い場合

D.1 当直課長は、モード３
にする。

１２時間

格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ） ２

格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ） ２ および

原子炉補機冷却系計装 放射性機器冷却水タンク水位（１号炉および２号炉） ２ D.2 当直課長は、モード４
にする。

３６時間

非放射性機器冷却水タンク水位（１号炉および２号炉） １

原子炉補機冷却水サージタンク水位（３号炉および４号
炉）

２

制御用空気系計装 計器用空気圧力（１号炉および２号炉） ２

制御用空気圧力（３号炉および４号炉） ２

非常用炉心冷却系計装 高圧安全注入流量 ２

低圧安全注入流量 ２

※１７：チャンネル毎、機能毎に個別の条件が適用される。

変
更

前

表３４－４ 事故時監視計装

項 目 機 能 適用モード
所要チャン
ネル数

所要チャンネル数を満足できない場合の措置※１８ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１次冷却系計装 １次冷却材圧力（広域） モード１、２
および３

２ A. １チャンネル
の計器が動作
不能である場
合

A.1 計装保修課長は、当該
チャンネルを動作可能
な状態にする。

３０日 機能検査を実
施する。

定期検査時 計装保修
課長１次冷却材温度（広域）（高温側） ４

１次冷却材温度（広域）（低温側） ４

加圧器水位 ２

化学体積制御系計装 ほう酸タンク水位 ２

主蒸気および給水、補助給水系計
装

主蒸気ライン圧力 各ライン２ B. 条件 A の措置
を完了時間内
に達成できな
い場合

B.1 計装保修課長は、当該
計器が故障状態である
ことが運転員に明確に
分かるような措置を講
じる。

速やかに

補助復水タンク水位（１号炉および２号炉） １

復水ピット水位（３号炉および４号炉） ２

蒸気発生器水位（広域） ４

蒸気発生器水位（狭域） 各ＳＧ２

補助給水流量 ４ 動作不能でな
いことを指示
値により確認
する。

１ヶ月に１回 当直課長

燃料取替用水系計装 燃料取替用水タンク水位（１号炉および２号炉） ２

燃料取替用水ピット水位（３号炉および４号炉） ２ C. １つの機能が
動作不能であ
る場合

C.1 計装保修課長は、当該
機能の 1 チャンネルを
動作可能な状態にす
る。または、代替の監
視手段を確保する。

１０日

原子炉格納容器関連計装 格納容器サンプＢ水位（広域）（１号炉および２号炉） ２

格納容器サンプＢ水位（狭域）（１号炉および２号炉） ２

格納容器再循環サンプ水位（広域）（３号炉および４号
炉）

２

格納容器再循環サンプ水位（狭域）（３号炉および４号
炉）

２

格納容器内圧力 ２

格納容器内温度 ２ D. 条件 C の措置
を完了時間内
に達成できな
い場合

D.1 当直課長は、モード３
にする。

１２時間

格納容器高レンジエリアモニタ（低レンジ） ２

格納容器高レンジエリアモニタ（高レンジ） ２ および

原子炉補機冷却系計装 放射性機器冷却水タンク水位（１号炉および２号炉） ２ D.2 当直課長は、モード４
にする。

３６時間

非放射性機器冷却水タンク水位（１号炉および２号炉） １

原子炉補機冷却水サージタンク水位（３号炉および４号
炉）

２

制御用空気系計装 計器用空気圧力（１号炉および２号炉） ２

制御用空気圧力（３号炉および４号炉） ２

非常用炉心冷却系計装 高圧安全注入流量 ２

低圧安全注入流量 ２

※１８：チャンネル毎、機能毎に個別の条件が適用される。
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表３４－５ ディーゼル発電機起動計装

機 能
設 定 値

適用モード
所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

1号炉および2号炉 3号炉および4号炉 条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１． ディーゼル発電機起動論理
回路

－ － モード１、２、３
および４

２系統 A. １系統が動作
不能である場
合

A.1 電気保修課長は、当該系統を動
作可能な状態にする。ただし、
残りの系統が正常な状態であ
ることを確認のうえ、作業のた
め当該系統のバイパスを行う
ことができる。

６時間 機能検査を
実施する。

定期検査時 発電室長

B. 条件 A の措置
を完了時間内
に達成できな
い場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

モード５、６および
照射済燃料移動中

１系統 A. １系統が動作
不能である場
合

A.1 当直課長は当該ディーゼル発
電機を動作不能とみなす。

速やかに

２． 非常用高圧母線低電圧 定格電圧の
73.4 % 以上

定格電圧の
69.0 % 以上

モード１、２、３、
４、５、６および照
射済燃料移動中

所要の母線あ
たり３

A. １母線あたり
1 チャンネル
が動作不能で
ある場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネ
ルを動作可能な状態にする。

６時間 設定値確認
および機能
検査を実施
する。

定期検査時 電気保修課長

B. １母線あたり
２チャンネル
以上が動作不
能である場合

B.1 電気保修課長は、１母線あたり
２チャンネルを動作可能な状
態にする。

２時間

C. 条件AまたはB
の措置を完了
時間内に達成
できない場合

C.1 当直課長は、当該ディーゼル発
電機を動作不能とみなす。

速やかに

３． 非常用炉心冷却系作動 表３４－３ 機能１．非常用炉心冷却系を参照。

変
更

前

表３４－５ ディーゼル発電機起動計装

機 能
設 定 値

適用モード
所要チャンネ
ル・系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

1号炉および2号炉 3号炉および4号炉 条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１． ディーゼル発電機起動論理
回路

－ － モード１、２、３
および４

２系統 A. １系統が動作
不能である場
合

A.1 電気保修課長は、当該系統を動
作可能な状態にする。ただし、
残りの系統が正常な状態であ
ることを確認のうえ、作業のた
め当該系統のバイパスを行う
ことができる。

６時間 機能検査を
実施する。

定期検査時 発電室長

B. 条件 A の措置
を完了時間内
に達成できな
い場合

B.1 当直課長は、モード３にする。 １２時間
および
B.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間

モード５、６および
照射済燃料移動中

１系統 A. １系統が動作
不能である場
合

A.1 当直課長は当該ディーゼル発
電機を動作不能とみなす。

速やかに

２． 非常用高圧母線低電圧 定格電圧の
73.4 % 以上

定格電圧の
69.0 % 以上

モード１、２、３、
４、５、６および照
射済燃料移動中

所要の母線あ
たり３

A. １母線あたり
1 チャンネル
が動作不能で
ある場合

A.1 電気保修課長は、当該チャンネ
ルを動作可能な状態にする。

６時間 設定値確認
および機能
検査を実施
する。

定期検査時 電気保修課長

B. １母線あたり
２チャンネル
以上が動作不
能である場合

B.1 電気保修課長は、１母線あたり
２チャンネルを動作可能な状
態にする。

２時間

C. 条件AまたはB
の措置を完了
時間内に達成
できない場合

C.1 当直課長は、当該ディーゼル発
電機を動作不能とみなす。

速やかに

３． 非常用炉心冷却系作動 表３４－３ 機能１．非常用炉心冷却系を参照。
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表３４－６ 中央制御室非常用循環系計装

機 能
設 定 値 適用モード 所要チャンネ

ル・系統数
所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２ 確認事項

１号炉および 2 号炉 3 号炉および 4 号炉 条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１． 中央制御室非常用循環系作動論理回
路

－ － モード１、２、３、
４および使用済燃
料ピットでの照射
済燃料移動中※１９

所要の中央制
御室非常用循
環系につき２
系統

A. １系統また
は１チャン
ネルが動作
不能である
場合

A.1 当直課長は、当該系
統またはチャンネル
を動作可能な状態に
する。

３０日 機能検査を
実施する。

定期検査時 電気保修課長

B. ２系統また
は２チャン
ネルが動作
不能である
場合

B.1 当直課長は、当該系
統またはチャンネル
を動作可能な状態に
する。

１０日

２． 手動起動（３号炉および４号炉） － － 所要の中央制
御室非常用循
環系につき２

機能検査を
実施する。

定期検査時 電気保修課長

C. モード１、
２、３およ
び４におい
て、条件 A
または B の
措置を完了
時間内に達
成できない
場合

C.1 当直課長は、中央制
御室非常用循環ファ
ンを起動させる。

速やかに

D. 使用済燃料
ピットでの
照射済燃料
移動中にお
いて、条件 A
または B の
措置を完了
時間内に達
成できない
場合

D.1 当直課長は、中央制
御室非常用循環ファ
ンを起動させる。

速やかに

または

D.2 原子燃料課長は、照
射済燃料の移動を中
止する※１０。

速やかに

３． 非常用炉心冷却系作動 表３４－３機能１．非常用炉心冷却系を参照。

※１９：１号炉および２号炉については、「使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中」は適用されない。
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表３４－７ 中央制御室外原子炉停止装置

機 能
適用モード 機能を満足できない場合の措置※１８ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

電動補助給水ポンプ
充てん／高圧注入ポンプ（１号炉および２号炉）
充てんポンプ（３号炉および４号炉）
ほう酸ポンプ
加圧器後備ヒータ
抽出オリフィス隔離弁
放射性機器冷却水ポンプ（１号炉および２号炉）
非放射性機器冷却水ポンプ（１号炉および２号炉）
原子炉補機冷却水ポンプ（３号炉および４号炉）
海水ポンプ

モード１、２および３ A. １つの機能
が動作不能
である場合

A.1 当直課長は、当該機能を
動作可能な状態にする。

３０日 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措
置を完了時
間内に達成
できない場
合

B.1 当直課長は、モード３に
する。

１２時間

および
B.2 当直課長は、モード４に

する。
３６時間

加圧器水位計
原子炉圧力計
蒸気発生器水位計
主蒸気ライン圧力計

モード１、２および３ A. １つの機能
が動作不能
である場合

A.1 当直課長は、当該機能を
動作可能な状態にする。

３０日 機能検査を実施する。 定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措
置を完了時
間内に達成
できない場
合

B.1 当直課長は、モード３に
する。

１２時間

および 動作不能でないことを指示
値により確認する。

１ヶ月に
１回

当直課長

B.2 当直課長は、モード４に
する。

３６時間

※１８：機能毎に個別の条件が適用される。

変
更

前

表３４－７ 中央制御室外原子炉停止装置

機 能
適用モード 機能を満足できない場合の措置※２０ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

電動補助給水ポンプ
充てん／高圧注入ポンプ（１号炉および２号炉）
充てんポンプ（３号炉および４号炉）
ほう酸ポンプ
加圧器後備ヒータ
抽出オリフィス隔離弁
放射性機器冷却水ポンプ（１号炉および２号炉）
非放射性機器冷却水ポンプ（１号炉および２号炉）
原子炉補機冷却水ポンプ（３号炉および４号炉）
海水ポンプ

モード１、２および３ A. １つの機能
が動作不能
である場合

A.1 当直課長は、当該機能を
動作可能な状態にする。

３０日 機能検査を実施する。 定期検査時 電気保修課長

B. 条件 A の措
置を完了時
間内に達成
できない場
合

B.1 当直課長は、モード３に
する。

１２時間

および
B.2 当直課長は、モード４に

する。
３６時間

加圧器水位計
原子炉圧力計
蒸気発生器水位計
主蒸気ライン圧力計

モード１、２および３ A. １つの機能
が動作不能
である場合

A.1 当直課長は、当該機能を
動作可能な状態にする。

３０日 機能検査を実施する。 定期検査時 計装保修課長

B. 条件 A の措
置を完了時
間内に達成
できない場
合

B.1 当直課長は、モード３に
する。

１２時間

および 動作不能でないことを指示
値により確認する。

１ヶ月に
１回

当直課長

B.2 当直課長は、モード４に
する。

３６時間

※２０：機能毎に個別の条件が適用される。
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表３４－８ 燃料落下および燃料建屋空気浄化系計装

機 能 適用モード

所要チャ

ンネル・

系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２３ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１．燃料建屋空気浄化系作動論理回路 使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中※２２ ２系統 A. １チャンネルま

たは１系統が動

作不能である場

合

A.1 当直課長は、１号炉および２号炉におい

ては、補助建屋排気ファン１台を運転状

態にするとともに、使用済燃料ピット送

気ダンパが閉止可能であることを確認す

る。３号炉および４号炉においては、ア

ニュラス空気浄化ファン１台が運転可能

な状態であることを確認する。

１０日 機能検査を

実施する。

定期検査時 電気

保修課長

２．手動起動 １ B. ２チャンネルま

たは２系統が動

作不能である場

合

B.1 当直課長は、１号炉および２号炉におい

ては、補助建屋排気ファン１台を運転状

態にするとともに、使用済燃料ピット送

気ダンパが閉止可能であることを確認す

る。３号炉および４号炉においては、ア

ニュラス空気浄化ファン１台を運転状態

とする。

速やかに

または

条件Ａの措置を

完了時間内に達

成できない場合
または

３．燃料落下検知 ２ B.2 原子燃料課長は、使用済燃料ピｯトでの照

射済燃料の移動を中止する※２４。

速やかに

※２２：３号炉および４号炉については、照射終了後、所定の期間を経過した照射済燃料を取り扱う場合は適用を除外する。

※２３：機能毎に個別の条件が適用される。

※２４：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。

変
更

前

表３４－８ 燃料落下および燃料建屋空気浄化系計装

機 能 適用モード

所要チャ

ンネル・

系統数

所要チャンネル・系統数を満足できない場合の措置※２３ 確認事項

条 件 措 置 完了時間 項 目 頻 度 担 当

１．燃料建屋空気浄化系作動論理回路 使用済燃料ピットでの照射済燃料移動中※２２ ２系統 A. １チャンネルま

たは１系統が動

作不能である場

合

A.1 当直課長は、１号炉および２号炉におい

ては、補助建屋排気ファン１台を運転状

態にするとともに、使用済燃料ピット送

気ダンパが閉止可能であることを確認す

る。３号炉および４号炉においては、ア

ニュラス空気浄化ファン１台が運転可能

な状態であることを確認する。

１０日 機能検査を

実施する。

定期検査時 電気

保修課長

２．手動起動 １ B. ２チャンネルま

たは２系統が動

作不能である場

合

B.1 当直課長は、１号炉および２号炉におい

ては、補助建屋排気ファン１台を運転状

態にするとともに、使用済燃料ピット送

気ダンパが閉止可能であることを確認す

る。３号炉および４号炉においては、ア

ニュラス空気浄化ファン１台を運転状態

とする。

速やかに

または

条件Ａの措置を

完了時間内に達

成できない場合
または

３．燃料落下検知 ２ B.2 原子燃料課長は、使用済燃料ピｯトでの照

射済燃料の移動を中止する※２４。

速やかに

※２２：３号炉および４号炉については、照射終了後、所定の期間を経過した照射済燃料を取り扱う場合は適用を除外する。

※２３：機能毎に個別の条件が適用される。

※２４：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。



参考－３－1

参考－３

リスク情報活用に関する経緯

平成１３年 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会において、安全

確保に関する横断的な事項について検討することを目的として、基本政策小委

員会を設置。

平成１３年７月 同部会において、「原子力安全・保安部会報告～原子力の安全

基盤の確保について～」の中で、原子力安全基盤の充実・強化として、「科学的・

合理的な安全規制に向けた対応」が必要と報告。

平成２１年７月 原子力安全・保安院は、基本政策小委員会において、安全規

制に係る検討の背景と課題・論点について整理。リスク情報の活用は、「社会・

国際環境の変化への対応（既存設備の有効利用への取組）」のための課題の一つ

として整理。

平成１５年１１月 原子力安全委員会は、「リスク情報を活用した原子力安全

規制の導入の基本方針について」を決定。その中で規制当局等に対し、この基

本方針に基づき具体的な安全確保・安全規制の活動への導入について積極的に

検討を進めることを期待。

平成１５年１２月 原子力安全委員会は、安全目標専門部会（平成１２年９月

設置）からの報告を受け、「安全目標に関する調査審議状況の中間とりまとめ」

を公表し、その中で原子力安全規制活動によって達成し得るリスクの抑制水準

として確率論的なリスクの考え方を用いて示す「安全目標」やその当面の活用

方針を提示。

平成１５年１２月 原子力安全・保安部会において、原子力安全・保安院は、

原子力安全規制への「リスク情報」の活用について検討を行う旨を表明し、検

討を開始。翌年１２月、原子力安全・保安院は、「原子力安全規制への「リス

ク情報」活用の基本的考え方（案）」を原子力安全・保安部会に報告。



参考－３－2

平成１６年４月 原子力安全委員会は、「リスク情報を活用した原子力安全規

制の導入の基本方針について」に基づき、リスク情報の活用に係る関係機関の

取組みの進捗状況を評価するとともに、全体に整合の取れた進捗が図られるよ

うに提言を行うこと等を目的として、「リスク情報を活用した安全規制の導入

に関するタスクフォース」を設置。

平成１９年９月 原子力安全委員会は、同タスクフォースがまとめた報告「リ

スク情報を活用した安全規制の導入に関する関係機関の取組と今後の課題と方

向性―リスク情報のより一層の活用と進展に向けて―」を了承。

平成１７年２月 「原子力安全規制への『リスク情報』活用の基本的考え方（案）」

の審議等のため、原子力安全・保安部会の下にリスク情報活用検討会を設置。

平成１７年５月 同検討会における審議を経て、「原子力安全規制への「リス

ク情報」活用の基本的考え方」を策定。また、この「基本的考え方」を受けて、

今後、原子力安全・保安院及びＪＮＥＳが具体的に進めていく「リスク情報」

の活用に向けての具体的な活動について整理した「原子力安全規制への「リス

ク情報」活用の当面の実施計画」を策定。

平成１８年３月 原子力安全委員会安全目標専門部会性能目標検討分科会にお

いて、「発電用軽水型原子炉施設の性能目標について－安全目標案に対応する

性能目標について－」をとりまとめ。

平成１８年４月 リスク情報活用検討会における審議を経て、原子力安全・保

安院は、安全規制に「リスク情報」を活用するに当たって踏まえるべき基本原

則を定めた「原子力発電所の安全規制における『リスク情報』活用の基本ガイ

ドライン（試行版）」及び、PSAの品質の詳細について定めた「原子力発電所

における確率論的安全評価（PSA）の品質ガイドライン（試行版）」を策定。

平成１８年６月 原子力安全・保安院は、先行的な試行としての具体的検討を

原子炉設置者と連携して進めていくことについてまとめた「原子力安全規制へ

の「リスク情報」活用促進のための先行的な試行について」を原子力安全委員

会の「リスク情報を活用した安全規制の導入に関するタスクフォース」に報告。
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平成２０年５月 原子力安全委員会原子力安全基準・指針専門部会において、

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」を運転

管理段階で参考とする場合のリスク情報の活用のあり方について調査審議を開

始。

平成２１年３月 原子力安全委員会は、同専門部会からの報告を受け、「発電

用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」を改訂。

以上



参考－３－4

（補足１）「原子力安全規制への「リスク情報」活用の基本的考え方」等と「原

子力発電所の安全規制における「リスク情報」活用の基本ガイドライン（試行

版）」の関係

図１．｢基本的考え方｣等と本ガイドラインの関係

出典：「原子力発電所の安全規制における「リスク情報」活用の基本ガイドライン（試行版）」



参考－３－5

（補足２）日本原子力学会におけるリスクに係る学会標準策定状況

規制当局の動向にあわせ、民間・学会においてもリスクに係る検討を実施し、

リスク情報活用に必要となる基盤の整備を実施している。以下に、日本原子力

学会におけるリスクに係る学会標準策定状況を示す。

「原子力発電所の停止状態を対象とした確率論的安全評価手順２００２」

（AESJ-SC-P001:2002）

「原子力発電所の地震を起因とした確率論的安全評価実施基準：２００７」

(AESJ-SC-P006:2007) 
 
「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基

準：２００８（レベル１ＰＳＡ編）」(AESJ-SC-P008:2008) 
 
「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基

準：２００８（レベル２ＰＳＡ編）」 (AESJ-SC-P009:2008) 
 
「原子力発電所の確率論的安全評価に関する実施基準：２００８（レベル３Ｐ

ＳＡ編）」(AESJ-SC-P010:2008) 
 
「原子力発電所の確率論的安全評価用のパラメータ推定に関する実施基準：２

０１０」（AESJ-SC-RK001:2010）

「原子力発電所の安全確保活動の変更へのリスク情報活用に関する実施基準：

２０１０」（AESJ-SC-RK002:2010）

以上


